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はじめに

限られた援助資源を効率的・効果的に配分するため、外務省及び JICAでは国別の援助戦略の策

定が進められている。過去の経験を振り返り吟味することは、将来の活動改善に大きく資するも

のであるが、国別の援助戦略の策定にあたっても、国別・セクター別の援助評価の結果を反映さ

せ、評価と援助戦略の効果的なサイクルを確立することが肝要である。

JICAは 1989年から国別の援助評価を「国別評価」として実施しているが、従来の国別評価の手

法は各主要援助セクターから代表的な案件を選定し、それらの評価結果を積み上げるというもの

であった。しかしながら、この手法では JICAの援助の重点セクター及び援助課題の選定の妥当性、

つまりいわゆる「援助方針の妥当性」を検証できず、評価結果が「木を見て森を見ず」の状況になり

がちである。また本来、援助評価の基本的視点の一つであるべき「貧困・ジェンダーの視点からの

分析」も十分ではなかった。よって、援助方針の妥当性の検証及び貧困・ジェンダー分析も含めた

国別評価の手法の開発が求められていたところである。本国別評価の特徴は、この両分野の検証・

分析にチャレンジし、今後のバングラデシュ人民共和国援助戦略の改善に資する提言に結びつけ

ようと試みたことにある。

援助方針の妥当性については、その検証の手法は各種考えられるが、本調査団は、独立以降、バ

ングラデシュ政府・ドナー全体により行われてきた開発事業の重点セクター及び同セクターを含

む主要セクターにおける重点課題を明らかにし、それらの選定の妥当性を経済・社会の効率的開

発の観点からマクロ・ミクロデータを使用して検証したうえで、同検証結果に基いて JICAの援助

の重点セクター及び援助課題の選定の妥当性、つまり援助方針の妥当性を検証することとした。

さらに、従来の個別案件レベルの評価も併せて行い、現場レベルの援助効果も確認することとし

た。すなわち、JICAはどの援助領域にどのようなモダリティで存在すべきか、また、選定された

分野でいかに援助効果をあげるかという 2段階の設問に答える形で評価を行ったのである。また、

貧困・ジェンダー課題分析については、各章にこの分析視点をちりばめたうえ、さらに独立章を

設け、主にジェンダー問題に比重をかけつつ、独立以後のバングラデシュ政府の開発事業動向、

JICA及びその他の主要ドナーの援助動向を分析することとした。

もとより本評価の実施には時間的・マンパワー的制約があり、また、新たな試みである援助方

針の妥当性の検証及び貧困・ジェンダー分析にあたっては、試行錯誤を繰り返す結果となった。本

評価で取り扱えた領域は限られ、またいくつかの評価分析は試行的なものとならざるを得なかっ

たが、両分野の検証・分析手法及び国別援助戦略へのフィードバックという点においては今後の

国別評価の方向性を示せたものと考えている。本評価結果が今後の国別評価手法及び国別援助戦



略の改善、引いては援助の効率・効果促進の一助となれば幸いである。

なお、本国別評価の実施にあたっては、バングラデシュ政府、援助ドナー、NGO、経済界など

多方面の関係者の方々から貴重な御意見と資料を頂いた。関係者の方々の暖かい御協力に心から

感謝を申し上げたい。

2000年 1月

バングラデシュ国別評価調査団

団長 大 坪 　 滋
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第 1章　国別評価の概要

1－1 評価の目的

1971年のバングラデシュ人民共和国（以下、「バングラデシュ」と記す）独立以後の同国に対する

JICAの援助に関し、重点援助セクター・課題の選定の妥当性も含めて評価を実施するとともに、

同評価を通じて得られた援助の改善への教訓を国別・課題別アプローチにフィードバックするこ

とを目的とする。

1－2 評価の背景・経緯

我が国はバングラデシュとの伝統的友好関係、LLDC諸国のなかで最大の人口を擁する国であ

り開発需要が極めて高いこと、度重なる自然災害に見舞われていること、民主化及び経済の自由

化等の構造調整を推進していることなどを踏まえ、従来からバングラデシュに対し積極的に経

済・技術協力を実施してきており、近年、我が国はバングラデシュに対する主要ドナーとなって

いる（1996年の我が国の援助量のシェアは、二国間援助総額の約 27％、国際機関も含めた援助総

額の約14％）。バングラデシュに対する我が国の 1997年までの援助支出額実績累計は、贈与分（無

償資金協力・技術協力）で 25億 7,000万ドル、借款（グロス）も含めた累計では54億 9,000万ドルに

達しており、我が国の援助対象国のなかで第 6位の援助受取国になっている。

JICAを含め日本政府は、経済協力総合調査団等の派遣、国別援助実施指針の制定、各種プロジェ

クト形成調査の実施など、バングラデシュに対する効率・効果的な援助の実施に向けて従来から

努力を続けてきたが、近年では特に、国別援 助方針の制定、国別援助計画及び国別事業実施計画

の検討、国別支援委員会の設置など、国別・課題別アプローチに基づく効率・効果的な援助の実

施に向けて多大な努力を行っている。

独立以来、バングラデシュ政府の 5次にわたる開発計画においては、一貫して貧困撲滅が最重

点課題として掲げられている。また一般に、他の低開発途上国に比して、より大きなジェンダー

格差が教育、保健医療、経済政治参加の場面で見られるバングラデシュでは、開発と女性（WID）

への取り組みを第 2次開発計画（1980/81年～ 1984/85年）より開発の重点課題として取り上げ、ア

ジア諸国のなかでも、その取りかかりは先駆的であった。JICAの国別援助研究会などにおいては、

開発への女性の参加が今後のバングラデシュへの協力の重点となることが繰り返し強調されてき

た。

このような状況を踏まえ、バングラデシュの開発に係る重点セクター・課題に対する同政府自



-  2  -

体の取り組み及びドナーによる国際的支援の枠組みを考慮しつつ、貧困・ジェンダーの観点にも

重点を置きながら、バングラデシュ独立以後の同国に対する JICA の援助に関し、重点援助セク

ター・課題の選定の妥当性も含めてを評価を実施し、同評価を通じて得られた援助の改善への教

訓の改善を国別・課題別アプローチにフィードバックすることが重要となっている。

1－3 評価の基準と評価フレームワーク（図1－1参照）

（1）評価の基準

1） JICAの過去の援助を評価するためには、いわゆる「評価の基準」が必要である。JICAが援

助を行ううえで、バングラデシュに対する国別援助目標・計画的なものを作成していれば、

その目標・計画の達成度、経済・社会状況から見た目標・計画自体の妥当性が評価の基準

となる。しかしながら、そのようなものは存在しない。そこで、本評価調査団は、独立以

降、政府・ドナーにより行われた開発事業の妥当性を経済・社会の効率的開発の観点から

検証し、その検証結果に基づいて JICAの援助の妥当性を検証することとした。つまり、独

立以降の期間に関し、①政府・ドナーにより行われた開発事業における重点セクター及び

主要セクター内での重点課題を明らかにするとともに、経済・社会の開発の推移と現状を

マクロ・セクターレベルで代表的データに基づいて明らかにし、②経済・社会の効率的開

発の観点から政府・ドナーにより行われた開発事業の重点セクター・重点課題の選定の妥

当性を検証し、妥当性の無い部分については改善案を提示したうえで、③同検証結果に基

づいて JICAの援助の重点セクター・主要セクター内での援助課題の選定の妥当性を判断す

るものである。

評価の基準を上記のとおりとした理由は以下のとおりである。

JICAの援助を国単位で評価するのであれば「JICAのめざしている理想の援助」を基準と

し、「実際行ってきた援助」を検証すべきであるが、本調査団は「理想の援助」を「相手国の

国情、発展段階等を考慮したうえで、その国の開発に真に重要なセクター、また、セクター

内では真に重要な課題に援助し、援助効果をあげること」と定義することにした。なぜな

ら、国別援助研究、経済協力総合調査、年次協議、プロジェクト形成調査などの外務省・

JICAが行っている援助の方向性を検討する調査・研究の目的は、突き詰めれば上記重点セ

クター、セクター内での重点課題を探し出すことであり、近年作成された国別援助方針、国

別援助計画、国別事業実施計画はそれら取りまとめたものだからである。

それでは、何が重点セクターであり、重点課題であろうか。本調査団は、政府・各ドナー

ともに JICAと同じ理想をもって開発事業を行っていると仮定し、基本的には政府・ドナー

の事業が集中しているセクター・課題を重点セクター・重点課題とすることとした。



-  3  -

しかしながら、政府・ドナーの事業が集中しているセクター・課題であっても、経済・社

会の効率的開発の観点から検証すると必ずしもその選定が妥当でないケースもある。よっ

て、マクロ・セクターレベルにおいて、代表的データによる開発事業成果の確認も含めて

開発の推移と現状分析を行い、同分析結果に基づいて経済・社会の効率的開発の観点から

政府・ドナーの重点セクター・重点課題の選定の妥当性を検証し、妥当性のない部分につ

いては改善案を提示することとした。

そして、同検証結果に基づいて JICAの重点セクター、主要セクター内での援助課題の選

定の妥当性を判断することとした。また、こうすることによって、全体の開発事業のなか

での JICAの援助案件の位置づけを明確化することができ、バングラデシュの開発に対する

JICAの貢献度を従来より客観的に明らかにすることもできる。

2） JICAの重点セクター・援助課題の選定が経済・社会の効率的開発の観点から妥当であっ

たとしても、現場で個々の案件が予定された効果をあげていなければ意味がない。よって、

本評価では個別案件の効果、現況についても併せて確認することとする。

（2）評価のフレームワーク

本評価では、評価対象期間を独立以降、1996年（一部 1998年）までの期間とし、上記「（1）

の1）」の部分の評価を「開発の推移と現状」及び「マクロ評価」として、「（1）の2）」の部分を「プ

ロジェクト評価」として行うこととし、両評価結果から得られた情報を基に、「今後の援助の

改善への教訓」を作成することとした。また、本評価では貧困・ジェンダー問題分析を横断的

視点として組み込んだ。具体的な評価フレームワークは以下のとおり。

1） 開発の推移と現状

経済・社会の開発の推移と現状をマクロ、セクターレベルで代表的データに基づいて明

らかにするとともに、今後の経済・社会の開発に向けた援助の方向性及び開発課題を明ら

かにする。

2） マクロ評価

① 重点セクターの特定

政府の開発予算、ドナー全体の援助及び日本・JICAの援助に関し、それぞれの各セク

ターへの配分割合を分析し、配分割合の多いセクターをそれぞれの重点セクターとする。

② 主要セクターにおける重点課題・援助課題の特定

上記①で特定された政府、ドナー及び日本・JICAのそれぞれの重点セクターを含む主
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要セクターに関し、政府の事業の集中している課題、ドナーの援助の集中している課題

をそれぞれの重点課題、日本・JICAの援助している課題をそれぞれの援助課題とする。

③ 重点セクター及び重点課題の選定の妥当性の検証

上記 1）の調査結果に基づいて、経済・社会の効率的開発の観点から政府・ドナーのそ

れぞれの重点セクター・重点課題の選定の妥当性を検証し、妥当性のない部分について

は改善案を提示する。

④ JICAの重点セクター及び援助課題の選定の妥当性の検証

上記③の検証結果（提示された改善案を含む）に基づいて JICAの重点セクター及び援

助課題の選定（プロジェクト方式技術協力、研究協力、開発調査及び無償を対象とする）

の妥当性を検証する。

3） プロジェクト評価

個々の案件の現況、援助効果を以下の 2段階で確認する。

① 事後現況調査・開発調査フォローアップ調査の分析

JICAがバングラデシュで実施した多くの援助案件をカバーしている上記（2）調査の結

果を分析し、発展段階の類似した他の途上国との比較も行いつつ、援助案件の目標達成

度及び自立発展性をマクロ的に把握する。

② 評価 5項目による評価

・評価対象案件

表 1－ 1に掲載した 8案件を評価対象案件とする（開発調査と無償資金協力などの連

携案件については、連携案件の総体を 1案件としてカウントする）。

なお、評価対象案件は、1971年のバングラデシュ独立以後に実施された JICA案件（技

術協力案件・無償資金協力案件）のなかから、案件の主要性、貧困・ジェンダーの観点

からの分析可能性、セクター・課題間のバランス等を考慮して選定した。

・評価方法

評価対象案件を原則として開発援助委員会（DAC）の評価 5項目で評価する。

なお、可能な限り、協力方法について JICAと他のドナーの方法を比較検討し、同評

価に反映させるとともに、貧困の緩和とジェンダー配慮の観点からの考察も行い評価

に反映させることとした。
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表 1－ 1　プロジェクト評価案件リスト

スキーム 案　件　名 協力年度
供与額

実　施　機　関
（億円）

農業セクター

1 プロ 農業機械化訓練 73 75 中央普及開発研究所

プロ 農業普及計画 75 83

無償 中央農業普及技術開発研究所 75 76 10.10

無償 中央農業普及技術開発研究所 81 82 1.20

寄宿舎建設計画

2 開調 モデル農村開発計画 87 89 農業開発公社・地方自治体技術局

無償 モデル農村整備計画 91 94 24.67

社会セクター

1 無償 飲料水給水施設建設計画 84 88 60.00 地方自治・農村開発協同組合省

2 無償 農村婦人研修所設立計画 85 2.60 社会福祉・婦人問題省

産業セクター

1 開調 メグナ・メグナグムティ橋 83 84 通信省道路局

建設計画

無償 メグナ河橋梁建設計画（D/D） 84 1.91

無償 メグナ橋建設計画 86 90 79.57

無償 メグナ河護岸対策計画 92 11.22

無償 メグナグムティ橋建設計画 90 95 84.43

災害・環境セクター

1 開調 ダッカ市雨水排水施設整備計画 85 87 上下水道公社

無償 ダッカ市雨水排水施設整備 89 92 22.47

2 無償 下水道整備計画 87 90 52.04 上下水道公社

3 無償 多目的サイクロンシェルター 93 95 17.71 地方自治・農村開発協同組合省

建設計画

4） 国別評価結果

上記「マクロ評価」及び「プロジェクト評価」の結果を取りまとめて作成する。

5） 今後の援助の改善への教訓

① 今後の援助方針の改善に係る教訓

上記1）の「開発の推移と現状」の調査結果に基づいて、今後の経済・社会の発展に向け

た援助の方向性を示すとともに、同方向性及び同調査結果により明らかになった今後の

開発課題との整合性の観点から JICAの作成した国別事業実施計画で提示されている援助

重点分野及び開発課題の選定の妥当性を検証する。

② 今後の援助案件の形成・実施の改善に係る教訓

事後現況調査・開発調査フォローアップ調査の結果及び評価5項目による主要8案件の

評価結果から、援助効果の促進に係る阻害要因を抽出し、主に同要因等の解消という観
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点から教訓を作成する。

1－4 評価調査団構成

＜官団員＞

担当分野 氏　名 所　属
団長・総括 大坪　　滋 名古屋大学大学院国際開発研究科・助教授

貧困・ジャンダー 池田　恵子 プロジェクト方式技術協力・ネパール村落振興・森林保全計画・

元専門家

副総括・評価企画 大川　直人 国際協力事業団企画・評価部評価監理室

＜コンサルタント団員＞

担当分野 本邦コンサルタント 所　属 期　間 ローカルコンサルタント（雇用期間）
開発計画 高瀬　國雄 IDCJ 2か月 Mr. M. A. Mumin （2.5か月）

農業セクター 道順　　勲 中央開発 2か月 Mr. QR Islam （1.5か月）

社会セクター 阿部貴美子 IDCJ 2か月 MD. Abdul Kadir Khan （1.5か月）

産業セクター 寺田　幸弘 IDCJ 2か月 Mr. M. Jalalul Hai （1.5か月）

災害・環境セクター 鎌田　純治 建設技研 2か月 Mr. Mohibbur Rahman （1.5か月）

貧困・ジェンダー Ms. Seleena R. Haidar （2.5か月）

1－5 現地調査スケジュール

1998年 1999年 2000年

調査の種類・日程 11月 12月 1月 2月 3月 4月 1月 2月

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

第 1次調査（官団員）

ローカルコンサルタント

（開発計画、貧困ジェンダー）

本邦コンサルタント（全員）

ローカルコンサルタント（その他）

官団員（貧困・ジェンダー）

官団員（団長、評価企画）

評価結果セミナー（官団員他）

現地調査期間・評価結果セミナー実施時期　　　　　　国内作業期間

第
2
次
調
査

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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図 1－ 1　バングラデシュ国別評価調査フロー
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第 2章　開発の推移と現状（マクロ経済社会分析）

2－1 バングラデシュ開発概説

1971年の独立以来、バングラデシュは、人口稠密でとりたてて自然資源に恵まれず、多大なる

経済的・社会的損失を余儀なくさせる洪水、サイクロン等の自然災害に度々見舞われるという極

めて厳しい条件の下で、飢餓や貧困の恐怖にさらされつつも、経済的自立と貧困撲滅をめざして

国家開発に取り組んできた。

1970年代、1980年代におけるバングラデシュの経済開発は、開発史上、第 2次世界大戦後に独

立した多くの発展途上諸国がそうであったように、公的部門の経済活動における独占的地位と対

外援助への高い依存度によって特徴づけられる。国内国営企業の利益を守るために、高い関税・

非関税障壁がひかれ、これも（いくつかの東アジアの新興工業国をのぞき）この時代のほとんどの

発展途上国が踏襲した「内向きの戦略」である「輸入代替工業化戦略」がとられた。

1980年代、経常収支赤字は GDP比で平均 9％を超え危険区域に達していたが、国際収支問題は

常にバングラデシュ開発にとって弱点であったといえる。1988年の大洪水は、政府災害対策費の

増大、農産物への被害、交通遮断などによる経済活動の縮小による税収減、穀物等食糧輸入の増

大に伴ってこの国際収支問題を先鋭化し、政府は国際通貨基金（IMF）や世界銀行の支持による経

済安定化（stabilization）や、自由化（liberalization）を含む構造改革（structural adjustment）に取り組む

こととなった。1989年から 1994年にかけて、経済安定化や自由化の進展はめざましく、国際収支

は改善し、外貨準備高は独立以来最高の水準に回復し、インフレ率は最低の水準に収まった。ま

たもっと重要なことに、国内貯蓄に改善の兆しがみられた。

1977年から 1980年にかけてのそれに代表されるように、幾多の政治的混乱は、バングラデシュ

開発政策の持続性・継続性・信憑性を損なってきたといえるが、1990年代に入り、1991年に成立

したジア政権は、上記の経済安定化、自由化を推し進め、政府財政赤字の削減を含むマクロ経済

指標の改善をもたらした。しかしながらこの政権も、アワミ連盟等野党主導のハルタル（ゼネス

ト）などに伴う政治的混乱の波及によって、1997 年の総選挙を経てアワミ連盟のハシナ政権に

とって代わられることとなった。しかしながら、経済・社会開発戦略の継続性がこの政権交代で

は保たれたとはいえ、これが 1990年代の経済成長が腰折れせずに続いてきた重要な理由の 1つと

してあげられる。すなわち、経済安定運営、構造改革の方向性が保たれ、経済政策に持続性と信

憑性が生まれ、これが正の期待効果を生み出し、民間セクターや輸出産業の出現、貯蓄率の上昇

などを後押ししている。現ハシナ政権は、第 4次国家開発計画（1990/94年）から始まったジア政権
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の基本開発政策である「民間資本による工業化」路線を踏襲しており、第 5次国家開発計画（1997

～）においても、自由化と輸出振興を推し進め、民間市場経済が経済成長のエンジンとなるべく、

政府の経済活動における役割を見直すこととしている（詳しくは本章 2－ 4を参照）。

"We have now embarked on the struggle to fulfill the dream of the Father of the Nation, the economic

emancipation of the people. We have chosen to achieve this goal by adopting an export-led and market

driven growth strategy, which has necessitated a rethinking of the role of government in the economy."

（Prime Minister Sheikh Hasina's address to the Bangladesh Economic Association Conference, March

30, 1998.）

バングラデシュ政府開発予算の最大の部分は、独立以後一貫してインフラの整備にあてられて

いるが、開発予算の配分においてその他に目立つ点は、1970年代中ごろから 1980年代中ごろまで

の、予算の農業生産拡大への集中配分と、1985年以降の社会セクターへの配分の増大であろう（詳

しくは第 6章を参照）。農業生産の拡大による食糧自給率の上昇は、この時代、経済的自立と貧困

撲滅のための最重要課題とされていた。主要穀物生産は独立以後 25年の間に約 2倍に達している

が、高い人口増加圧力が存続していたため、穀物の純生産量と消費必要量との差として計算され

る食糧ギャップはいまだに平均 10％ほどである（第 3章 3－ 1を参照）。農業生産性の更なる向上

は必須であるが、輸入能力を確保するためにも、外貨獲得の望める輸出向け産業の持続的振興も

重要であるといえる。

1970年代、1980年代を通して国営企業が利潤の見込める産業セクターを独占してきたうえに、

「輸入代替戦略」から「輸出促進戦略」への転換に伴う自由化で、輸入障壁の下で細々と国内向け生

産活動をしていた初期の繊維、衣料業界などの民間企業の多くは立ちいかなくなった（Th e

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry：FBCCI－中小企業経営者からなる商工

会議所連合会－からの聞き取りでもこのあたりの経緯が確認された）。バングラデシュの安い労働

コストを生かした民間企業の再興には少し時間のかかることとなったが、ここ数年の既製服製造

業の拡大実績はすばらしく、1990年代には年率20％超の生産拡大を続け、1997/98年度においては、

総輸出収入の 3/4（＄3.8billion）を稼ぐに至っている。この産業部門における生産・所得の拡大はま

た、1990年代における民間貯蓄の増大を支える重大要因となっている。3,000程の輸出向け既製服

製造工場は、現在では150万人の労働者に職を提供し、その85％が女性労働者であることから、女

性の軽工業工場労働への進出と所得獲得機会の創出を通して、バングラデシュのジェンダー問題

にも経済的・社会的影響を及ぼしはじめている。
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民間セクターによる経済活動の更なる拡大のためには、非効率な経営と高コスト体質により赤

字を計上しながら、国内金融市場において民間貸付をクラウドアウトしてしまっている（ジュート

など主要な産業を占める）国営企業の民営化を強く押し進めることが重要というのが主要ドナー間

での共通認識となっている。また、不良債権問題を克服し、民間企業への金融仲介の機能を果た

せるよう、金融セクター改革が急務であるとともに、企業への直接金融の市場を安定的に育てて

いく必要が強く感じられる。新政権の呼びかけとは裏腹に、パワー、エネルギー、テレコムや運

輸部門等への民間部門の投資はまだまだ少ない。独立当初とられた国家主導の戦略は、当時の中

国のそれに負うところ大であったが、中国はその後 1978年に始まった改革開放戦略により、エネ

ルギーやパワーセクターへの民間海外投資を呼び込み、また、製造業など輸出産業の育成にも外

資を利用してきた｡お隣のインドでも、1991年から始まった世界経済への統合戦略により、外資の

活発な導入が進んでいる。輸出産業の呼び込みと、開発金融の取得という両面から、バングラデ

シュにおいても海外直接投資（FDI）の増大へ大きな期待が寄せられている。チッタゴンやダッカ

に開かれた輸出加工区（EPZ）のパフォーマンスを見ると、その将来性は高いと思われる（第 3章 3

－ 2参照）。

バングラデシュの経済社会開発において注目すべき今ひとつの点は、NGO（nongovernmental

organization）が開発プロセスにおいて重大な役割を果たしていることであろう。バングラデシュの

NGOは、マイクロクレジットや社会的資源動員（social mobilization）の活動を、800万人ほどの貧困

層に提供しており、その受益者の大半が女性であることから、女性の経済・社会活動への進出、

ジェンダー平等に寄与しているとされる。援助の実施コストの軽減と、援助効果の貧困層への浸

透をねらって、援助の実施をNGOに頼るドナーも増えており、例えば米国国際開発庁（USAID）の

バングラデシュの総援助予算の3/4ほどはNGOを通して拠出されている。調査団はバングラデシュ

NGOsの最大の連絡型機関であるオーストラリア開発援助局（Association of Development Agency in

Bangladesh：ADAB）の協力を得て BRAC、PROSHIKA、CDS等を含むいくつかの代表的なバングラ

デシュ NGOとの意見交換会をもったが、ここでも、NGOが政府やドナーの開発のパートナーと

して、開発プログラムの策定から実行、評価にいたるまでの総合的な参画を欲していること、開

発効果の地方への浸透には NGOの参加が不可欠であることなどが主張された。

独立後四半世紀あまりを経て、開発や外国援助の成果は種々の社会指数に現れているといえる。

例えば、最近の Household Expenditure Survey（HES）で示されたように、絶対貧困を規定する 1日 1

人当たりカロリー摂取量が 2,122K.Cal. 以下の人口比率は、62.6％（1983/84年）から 47.5％（1995/96

年）へと減少した。乳幼児死亡率は、独立当初の 140（出生千件当たり：1972年）から 75（同：1997

年）へとおよそ半減し、平均余命は 44.9年（1972年）から58.1年（1997年）へと伸びた。安全な水へ
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のアクセス率は 56％（1975年）から 97％（1997年）へと達した。また家族計画の浸透等により、人

口増加率は年平均 2.8％から（1970年代前半）から 1.6％（1993/97年）に低下した。（この段落のデー

タの出所は貧困指数を除いてすべて World Development Indicator 1999。）

反面、下水設備、衛生トイレなどの衛生設備や一次医療へのアクセスはまだまだ限られたまま

である。1人当たり GNPの＄350は、南アジアの平均（＄430）や、世界の低所得国の平均（＄520）

と比べてもまだまだ低いし、国連開発計画（UNDP）の『人間開発報告』1998年号においても、その

開発指数は 174か国中の 147位と低い位置をさまよっている。また、前出の HESによると、1980

年代の後半から1990年代半ばにかけて、絶対貧困率の低下のスピードは鈍り（47.8％、1988/89年：

47.5％、1995/96年）、絶対貧困に分類される人口は逆に増え続けている（4,970万人、1988/89年：

5,530万人、1995/96年）。（3－ 3でこの問題を解析する）。

バングラデシュ経済は現在、近代的経済体制への構造改革の最中で、持続的成長への離陸準備

末期にあると思われるが、後に詳述されるように、貧困減少率のスローダウン、貧困者数増大の

ほかにも開発の課題はまだまだ山積しており、自助努力に加えて、開発の重要課題に整合的、戦

略的な経済協力が必要とされている。

本章の目的は、このようなバングラデシュの独立後の経済・社会開発の歴史・推移を概観し、ま

た経済社会を構成する諸セクター、国内経済・国際経済等との関係を理解しつつ、現存する開発

の諸問題をマクロレベルで把握することにある。本章2－ 2では、経済開発の推移と現状を紹介す

る。まず、実体経済に反映された開発の成果・現状として、経済成長、生産・産業・貿易構造の

変化等が分析される。最近のマクロ経済の安定度を評価する。持続的経済成長に不可欠な、投資

を支える国内貯蓄資源の動員はどうなっているのか、財政構造はどうなっているのかバングラデ

シュ経済のリソース・バランスを把握する。リソース・ギャップを埋めるため、開発の対外援助・

外部金融への依存度、その構成はどうなっているのか、債務問題は表面化しているのかなどとい

う主要マクロ問題に言及する。3－ 3では、開発の主目標である貧困の軽減と人間開発を中心に、

バングラデシュの社会開発の推移と成果を紹介する。なぜ、平均余命の伸長、乳幼児死亡率の軽

減、初等教育の浸透など数々の正の開発成果が観測されているにもかかわらず、貧困率の減少ス

ピードは遅く、絶対的貧困人口が増えてさえいるのだろうか。1997 年の Household Expenditure

Survey（Bangladesh Bureau of Statistics）や 1998年の Poverty Assessment（World Bank）での分析等を紹

介しつつ課題把握をめざす。2－ 4では、経済・社会開発の推移と現状分析から明らかになった開

発課題の整理を行い、合わせて第 5次国家開発計画（1997年～）の重点課題を紹介する。農業、産

業、社会、災害・環境という主要セクターの開発の推移と現況は、第 3章でセクターごとにより
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詳しく紹介され、また2－ 4では、貧困・ジェンダー問題についてより詳細な分析が提供されてい

る。

2－2 経済開発の推移と現状

2－ 1でのバングラデシュ開発概観を踏まえて、本節では、主にマクロ経済データを使用して、

バングラデシュ経済開発の推移と現状を紹介し、開発課題の把握に役立てる。

表 2－ 1　主要経済指標 1：経済成長率、1人当たりの所得増加率

（percent average annual growth）

1977－ 87 1988－ 98 1997 1998 1999－ 2003*
GDP 5.0 4.7 5.4 5.0 5.5

GNP 5.2 4.8 5.5 5.9

Population 2.5 1.7 1.6 1.6

GNP per capita 2.6 3.1 3.8 4.2 3.9

Exports of goods and services 4.9 14.4 14.5 14.3 9.3
Note：*Projections from World Bank Global Economic Prospects
Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）, World Development Indicators 1999から作成

表 2－ 2　主要経済指標 2：南アジア、低所得国との比較

Bangladesh South Asia Average Low-Income Average

1998

Population, mid-year（millions） 125.6 1,305* 3,515*

GNP per capita（WB Atlas, US＄） 350 430 520

GNP（WB Atlas, US＄ billions） 44.0 555* 1,844*

Average annual growth, 1992－ 98

Population（％） 1.6 1.8 1.7

Labor force（％） 2.9 2.3 1.9

Note：* Group total.

Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）から抜粋

表2－ 1には、過去 20年あまりの間の平均経済成長率、1人当たりの所得増加率の推移、その最

近の動向と、世界銀行による向う5年間の成長予想がまとめられている。世界銀行統計によると、

1977/87年、1988/98年の期間の GDP平均成長率はそれぞれ、5.0％、4.7％、1人当たりの GNP増加

率は 2.6％、3.1％となっている。これは、経済活動の絶対的サイズの小さかった水準からの成長率

であることを加味せねばならないが、独立後の企業の国営化と非効率運営、民間部門の停滞、イ

ンフラ整備不足、政治的不安定、少ない民間外国資本、未発達な国内金融部門などの負の条件下

で達成された数字としてはまずまずの成長率であるといえる。インフラと農業開発への集中投資

の結果、穀物生産を含む農業生産の伸び（独立当初農業の GDPシェアは 40～ 50％：主要穀物生産

量は独立後 25年間に約 2倍になった）が経済成長の下支えとなったといえる（農林水産業について



-  13 -

は第 3章 3－ 1を参照）。しかし、後に示すように貧困の減少には、より高い経済成長が必要とさ

れている。独立以後数次にわたる開発計画に必ず盛り込まれてきた人口増加率の抑制は、開発援

助が家族計画へ力をいれてきたこともあり、確実に成果をあげており、1人当たり所得の増加維持

に寄与している。1980年代の後半から 1990年代へかけての輸出の高成長は、従来のジュート製品

というよりも既製服に代表される縫製品輸出の伸びに支えられているが、Multi-Fiber Arrangement

（MFA）の失効に伴うバングラデシュ輸出への負の効果や、競争の激化により、今後は 1990年代に

記録した年率 20％を超える成長が難しいこともあり、総輸出の伸びも今後低下すると予想されて

いる。

表 2－ 2では、バングラデシュの経済成長成果を、南アジアや途上国の平均と比較している。注

目すべき点は、上記の開発実績にかかわらず、バングラデシュの 1人当たり所得350ドルが表す経

済生活程度はまだまだ低いということ。人口増加抑制にはある程度の効果がみられているが、人

口構成や女性の社会参加に伴い労働力の伸びは高いことである。労働力を吸収していくためには

平均年率 7％程度の経済成長が必要と思われる（2－ 3において、貧困減少にも、より高い経済成

長が必要とされることが示される）。

表 2－ 3　主要経済指標 3：経済構造（産業別GDPシェア、成長率、雇用）

1977 1987 1997 1998
（％ of GDP）

Agriculture 37.5 31.3 23.1 22.4

Industry 25.0 22.2 27.1 28.2

Manufacturing 18.5 15.2 17.3 18.3

Services 37.5 46.5 49.8 49.4

1977－ 87 1988－ 98 1997 1998

（average annual growth）

Agriculture 3.6 2.6 6.1 3.0

Industry 4.3 6.9 5.6 8.3

Manufacturing 2.9 7.0 6.2 9.2

Services 6.4 4.7 4.8 4.2

GDP 5.0 4.7 5.4 5.0

Census 1974 LFS 1995－ 96

（# of employed, thousand） （％ of total） （％ of total）

Agriculture 16,839 78.7 34,530 63.2

Industry 1,072 5.0 5,226 9.6

Manufacturing 1,026 4.8 4,085 7.5

Services 3,496 16.3 14,847 27.2
Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）, LFS－ 1985－ 86, LFS－ 1995－ 96, BBSから作成

表 2－ 3は、バングラデシュの経済構造の推移を紹介している。独立当初、GDPの 40～ 50％を
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占めていた農業の比重が徐々に低下し、最近では GDPの 1/4以下になっていること。拡大は主に

サービス産業に見られ、製造業を含む産業（工業）の相対的規模にはあまり変化がないことが見て

取れる。しかしながら、既製服産業の伸びに象徴されるように、近年においては製造業等工業の

伸びが見られるようになっている。雇用者数割合もこの動きを反映しているが、生産高では GDP

の 1/4に満たなくなった農業が、いまだに 2/3近くの雇用を提供しており、貧困対策における農業

の重要性を示唆している。農業用地拡大の余地が最早少ないこと、食糧ギャップがいまだに 10％

程度はあることと考え合わせると、農業における生産性の持続的向上が不可欠であると思われる。

表 2－ 4　主要経済指標 4：失業と低雇用

National Urban Rural
All Men Women All Men Women All Men Women

Population（million）

1. Labor force 56.0 34.7 21.3 10.2 7.4 2.8 45.8 27.3 18.5

2. Unemployed 1.4 0.9 0.5 0.5 0.3 0.1 1.0 0.6 0.4

3. Work □ 15 hours 7.8 1.5 6.3 0.7 0.1 0.6 7.1 1.4 5.7

4. Employed＝（1）－（2） 54.6 33.8 20.8 9.7 7.0 2.7 44.8 26.7 18.1

5. Work □ 35 hours 18.9 4.2 14.7 1.9 0.7 1.2 17.0 3.5 13.5

Rates（％）

Unemployment（2）/（1） 2.5 2.6 2.3 4.9 4.1 3.6 2.2 2.2 2.2

［（2）＋（3）］/（1） 16.5 7.1 31.7 11.3 6.2 24.5 17.6 7.4 32.8

Underemployment（5）/（4） 34.6 12.4 70.7 19.6 10.0 44.4 37.9 13.1 74.6
Note：Numbers may not add up due to rounding.

Source：Bangladesh Poverty Assessment 1998, World Bank, 1998, Annex Table A3.5, ［compiled from, Labor Force Survey
1995－ 96, BBS, Tables 5.6 and 5.7.］

表 2－ 4はバングラデシュにおける労働力の稼働状況を示している。国全体の失業率は 2.5％で

あり、男性失業率 2.6％、女性失業率 2.3％、都市失業率 4.9％、農村失業率 2.2％である。表面上、

雇用統計は都市においても農村においても、男女両方、ほとんど何がしかの勤労に従事している

ことを示している。特に農村においては完全雇用に近い数字が提示されている。しかしながら、週

当たり 15時間未満の就労機会しか得られないものを含めると、失業率は全国平均 16.5％まで上昇

し、男性失業率 7.1％、女性失業率 31.7％となり、ジェンダー格差が鮮明となる。さらに、雇用者

のうちの低雇用の状況を表わす指標を作ると（週 35時間以下の就労者の割合）、全国平均 34.6％、

男性低雇用率 12.4％、女性低雇用率 70.7％となる。女性労働の集中する農村部においては、就労

女性のうちの 3/4が低雇用状態にあえいでいる状況がうかがえ、農村における低雇用率 38％とい

う数字とあわせて、貧困が農村に蔓延っている状況が経済的に裏打ちされる。農村産業の育成な

ど、農村における雇用機会の充実が不可欠である。また、都市においても、就労意欲のある女性

に充実した就労機会を提供することが、国家開発に向けて経済資源の浪費を抑制するための最重

要課題の 1つといえるだろう。
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表 2－ 5　主要経済指標 5：実質賃金

（1970＝ 100）
General Agriculture Manufacturing

Fiscal year

1983 88 82 82

1984 90 70 95

1985 86 70 91

1986 95 80 102

1987 102 86 109

1988 106 89 108

1989 107 89 110

1990 110 94 115

1991 107 91 114

1992 107 93 113

1993 113 99 119

1994 114 101 121

1995 111 98 121

1996 114 97 123

Ratio 1996/1983 1.30 1.18 1.50

Source：Bangladesh Poverty Assessment 1998, World Bank, 1998, Annex Table A3.4.から作成。

［Original Source：CIRDAP］

表 2－ 5は 1980年代から 1990年代までの実質賃金の推移を表わしている。1983～ 1996年の間

に、実質賃金は全国平均で 30％、農業では 18％、製造業では 50％伸びている。開発理論における

農業・工業の2部門モデルが示唆するとおり、この期間製造業の伸び率が農業のそれを上回り、労

働力を吸収している様子が、この賃金上昇率格差（及び表 2－ 5の製造業雇用率上昇）からうかが

われる。製造業におけるより高い実質賃金上昇率が、労働者の効率利用・稼働、より高い生産性

の伸びを代弁していると見られ、1980年代半ばから特に 1990年代に入り、バングラデシュ経済が

工業化の糸口を見つけて経済的離陸を図っている様子がうかがえる。逆に、農業部門の実質賃金

の停滞が目立つが、持続的工業化には製造業の国内交易条件の悪化を防ぐことが不可欠で、これ

には農業部門におけるより高い生産性の伸びが必要とされる。農業生産性の伸びはまた、農業部

門における実質賃金の上昇をもたらし、貧困減少に寄与するとともに、工業品への国内市場の提

供により工業化を支える。

表 2－ 5は 1990年代に入り高い輸出成長を達成するようになってからの、バングラデシュの主

要輸出入品目の推移を示している。先に述べたように、従来総輸出額の 6割を占めたジュート関

連品目の比重は既に大きく低下しており、かわって輸出総額の 6割を占める既製服を中心に、皮

革製品、エビ等の冷凍食品などが 1990年代の輸出を引っ張っている。この 4品目の輸出総額中の

シェアは 80～ 90％に達しているが、先に述べたように MFA失効に伴う輸出環境の悪化が予想さ

れるなか、輸出品目の多様化がのぞまれる。民間海外直接外資の導入も含めて、製造業輸出の多
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角化が急務である。

表 2－ 6　主要経済指標 6：主要輸出入品目

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
（Tk billion, fob）

Exports 88.0 98.0 131.3 138.5 165.7

Ready-made garments 48.0 56.5 74.4 82.0 98.9

Jute goods 10.5 9.6 13.7 12.4 13.3

Fish & prawns 7.9 10.1 13.2 13.1 14.0

Leather 5.9 6.3 8.8 9.0 9.0

Imports 159.3 167.7 234.6 271.4 303.0

Yarn, fabric etc. for garments industry 36.3 40.3 53.1 64.0 74.0

Machinery & transport equipment 14.4 16.9 29.1 39.6 40.9

Petroleum & petroleum products 13.8 11.4 15.4 13.1 16.0

Chemicals 7.3 9.2 13.8 15.2 21.0

Iron & Steel 4.2 5.2 8.3 7.5 18.6

Food 5.0 3.0 12.0 22.6 4.2
Source：Economic Trends, Bangladesh Bank.

輸入側品目をみると、既製服産業での生産に使用される生地や糸の輸入が急拡大している。既

製服産業での輸出品の輸入品割合（import content）は 75％を超え、高い輸入依存度を国内供給産業

ネットワークの育成により低減させていく必要がある。食糧自給が達成されておらず、食糧

ギャップは平均 10％程あるため、食糧輸入も重要輸入項目である。国内生産が洪水やサイクロン

によって大幅に増減するので、輸入必要量も大きく変化し、国際収支の負担になること往々であ

る。これへの対策のためにも、慢性的な輸入超過を縮小させる必要があり、産業の多様化ととも

に、製造品輸出額の安定的な増加が望まれる。輸出加工区（EPZ）などを通して外資を呼び込み、産

業を発生させるとともに、国内の供給ネットワークを整備して、輸出品中の輸入原料・中間財比

率を下げるよう、民間市場ベースながら、計画的な産業環境整備が望まれる。

表 2－ 7　主要経済指標 7：交易条件

1987 1997 1998

Export price index（1995＝ 100） 54 103 111

Import price index（1995＝ 100） 79 100 98

Terms of trade（1995＝ 100） 68 103 114
Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）から抜粋。

表 2－ 7は過去 10年程の期間のバングラデシュの国際貿易における交易条件の変化を表してい

る。ジュート製品からより付加価値の高い既製服へ輸出主要品目が変化したことを反映して、顕

著な交易条件の改善が見られる。限られた金融、経営資源のなかでより付加価値が高く、労働を
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より効率よく高稼働で使用する軽工業へのシフトが良い結果を生んでいるのである。この動きを

継続させるために、縫製品産業の更なる拡大と、他の労働集約型産業の発展的拡大が望まれる。

表 2－ 8　主要経済指標 8：主要貿易相手国（1996）

Exports to： Imports from：

（％ of total） （％ of total）

US 34.5 India 16.3

UK 10.0 South Korea 7.2

Germany 8.5 China 6.8

France 8.3 Hong Kong 6.5

Netherlands 5.7 Singapore 6.3

Italy 4.45 Japan 3.7

Japan 0.9 US 1.8

Hong Kong 0.7 UK 1.7
Source：Direction of Trade Statistics, IMF.

表 2－ 8はバングラデシュの主要貿易相手国を示している、輸入相手国にはかなりの広がりがみ

られるが、輸出側では、米国、EU市場への集中と依存度の高さがみてとれる。これらの市場への

輸出は、主要品目の既製服等繊維産業における MFAの失効による競争の激化と、2国（地域）間制

裁措置の危険を含んでおり、輸出市場の多角化（例えば、日本を含むアジア市場開拓）が早晩必要

だろう。

表 2－ 9はバングラデシュ経済の国際収支とリソース・バランス、そのもととなる支出構造の推

移と現状を紹介している。経済活動のリソース・バランスは、粗国内投資と粗国内貯蓄との国内

バランス、またその反映として財やサービス貿易の収支としての対外バランスとして計算される。

国内経済活動、経済成長の源となる国内の実質投資活動をどれだけ国内資源の動員による国内貯

蓄で賄えるのか。不足部分は、公的対外援助、海外民間資金の流入により（すなわち海外の超過貯

蓄の流用によって）賄われねばならず、このリソース・ベースの不足（援助、民間資金流入で充足）

は、輸出を上回る輸入財・サービスの形で国内に提供されるのである。

国内粗投資率（対 GDP比）は、1977年の 17％、1987年の 19％から近年 22％前後にまで上昇して

いる。しかしながらこれを支えるべき国内貯蓄は対 GDP比で、1977年の 11.5％、1987年の 10.4％

から、近年 15～ 17％に上昇したにとどまっている。リソース・バランスは対 GDP比で、1977年

の－ 5.5％から 1987年の－ 8.6％に拡大した。その後、政府の財政経常収支の改善努力、既製服産

業の伸長による民間貯蓄の増加を反映してバランス赤字は、5％程度まで縮小している。バングラ

デシュの開発史上、公的海外援助がこのリソース・バランス赤字の大半を埋めてきたが、昨今の
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先進諸国の緊縮財政（fiscal consolidation）にかんがみてこれ以上の公的海外援助のプレゼンスは望

み薄であり、国内貯蓄資源の動員と民間海外資金の取り込みが不可欠になっている。貧困撲滅の

ためには年率 7％を超える高成長が必要と考えられているが、経済の持続的高成長には少なくと

も 30％を超える投資率が必要で、国内貯蓄率を 25％超へ高めるとともに、不足分を民間長期海外

資金で補うために、国内投資の 20％程度をめざした海外直接投資の動員が望まれる。独立以後長

きにわたって民間部門の育成が制限されていたこと、量・質を伴った間接・直接金融が民間セク

ターに提供されていないこと、産業インフラ基盤がまだまだ未熟なこと、度重なるハルタル（ゼネ

スト）に代表される労使紛争の多発することなど、海外からの投資家が嫌う要因を一つ一つとり除

いていかねばならない。

表 2－ 10では、1990年代に入ってからの、国内リソース・バランスが示されている（建設業の

付加価値の大幅な上方再評価を含む改訂国民所得計算に基づく）。これによると、最近の投資率の

上昇は、民間セクターの投資増大によってもたらされつつあることがわかる。しかしながら国内

貯蓄率は低迷しており（貯蓄率上昇が頭打ち）、その分海外貯蓄への依存度が増しているようが見

てとれる。これは極めて危険なサインであり、必要とされる諸政策のなかでも、国内貯蓄へのイ

ンセンティブとインストルメントの提供をめざした、国内金融セクター改革が急務であるといえ

よう。

表 2－ 11にはバングラデシュ政府の財政構造、開発予算のファイナンス、国営企業赤字の状況

が提示されている。バングラデシュの国家予算は、経常予算と開発予算とに区分されており、国

家開発支出は経常予算支出収支の黒字と外国援助により賄うという構造になっている。総合財政

収支は 1980年代後半には対 GDP比 7.4％の赤字であったが、1990年代の租税改革や支出削減努力

により経常余剰（政府貯蓄）が増えたこともあり、1990年代後半に入り5％台の赤字に縮小した。し

かしながらこの赤字水準は国際的に見てもまだまだ高い水準にあるといえる。総合財政収支の赤

字の大半は外国援助によって賄われてきたが、1990年代に入って見られる傾向として、外国援助

の財政赤字のファイナンスにおける割合の低下と、国内資源（民間セクター）への負担増がみられ

る。事実、財政赤字の外国金融は対 GDP比 7％から 3.6％へと低下し、国内金融は 0.4％から 1.5～

2％まで増加している。健全な国債市場が未発達のため、この裏では財政赤字の、公的金融機関に

よる裏書が進んでいると思われ、金融機関の不良債権率を押し上げる結果となっていると推測さ

れる。民間セクター主導の経済開発のためには、このような民間投資のクラウド・アウト要因を

発生させてはいけない。

社会開発分野への重点シフトは、開発予算（ADP）に占める社会セクター向け支出が、1990年代
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表 2－ 9　主要経済指標 9：経済構造（支出構造、リソース・バランスと国際収支）

1977 1987 1997 1998
BOP（US＄ millions）

GDP 9,500 23,800 41,000 42,300

Exports of goods and services 464 1,301 5,083 5,879

Imports of goods and services 932 2,876 7,655 8,049

Resource balance － 469 － 1,576 － 2,572 － 2,170

Net income － 31 － 122 － 107 － 100

Net current transfers 325 731 1,770 1,750

Current account balance － 174 － 966 － 906 － 520

Financing items（net） 305 1169 589 651

Changes in net reserves － 130 － 203 320 － 131

Reserves including gold 1,719 1,739

（# of import months） 2.7 2.6

Resource Balance（％ ratio to GDP）

1. Private consumption 87.0 86.4 80.1 78.3

2. General government consumption 1.4 3.2 4.6 4.4

3. Gross domestic savings

＝ GDP100－（1）－（2） 11.5 10.4 15.3 17.3

4. Gross national savings 11.8 12.6 19.4 21.2

5. Gross domestic investment 17.0 19.0 21.6 22.4

6. Exports of goods and services 5.2 5.5 12.4 13.9

7. Imports of goods and services 10.7 14.1 18.7 19.0

8. Resource balance

＝（6）－（7）＝（3）－（5） － 5.5 － 8.6 － 6.3 － 5.1

9. Current account balance － 1.8 － 4.1 － 2.2 － 1.2

1977－ 87 1988－ 98 1997 1998

（average annual growth）

GDP 5.0 4.7 5.4 5.0

Private consumption 5.3 4.4 2.4 1.6

General government consumption 5.3 5.9 6.0 － 0.3

Gross domestic investment 4.4 6.0 10.0 11.2

Exports of goods and services 4.9 14.4 14.5 14.3

Imports of goods and services 6.6 10.5 2.0 0.6
Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）から作成。

表 2－ 10　主要経済指標 10：投資－貯蓄バランス（on revised national accounts）

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
（％ ratio to GDP）

Investment 20.6 20.3 20.4 21.4 22.0

Private 13.8 14.1 14.0 14.8 15.8

Public 6.8 6.2 6.4 6.6 6.2

Domestic savings 16.3 15.5 15.8 15.2 14.7

Net factor Income 2.7 2.9 3.4 3.5 3.5

Net current transfers 2.5 2.4 2.0 2.3 1.6

National savings 21.6 20.8 21.1 21.0 19.8

Foreign savings － 0.9 － 0.5 － 0.8 0.5 2.2
Source：Bangladesh Economic Trends and the Policy Agenda, World Bank and Asian Development Bank（May, 1999）, Table 2.
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初頭の 17.4％から最近の 34.5％へと倍加していることから見て取れる。開発予算が、第 4、5次国

家開発計画で重要度を増している社会開発、貧困対策を反映している（2－ 4表 2－ 23を参照）。開

発予算（ADP）で注目すべきいま一点は、その国内調達率の増加（外国依存度の減少）であろう。こ

れは国家開発計画のなかの、「援助からの脱却」・「経済的自立」目標の達成度合いを示すともいえ

る。しかし改善したとはいえ、いまだに開発予算の半分以上を外国援助に頼っている状態である

ことを再確認せねばなるまい。

国営企業の民営化を含む改革は、政府が標榜しているところでもあり、世界銀行やアジア開発

銀行などの主要ドナーも援助継続の条件と考えている懸案事項である。表 2－ 11によると、非効

率な国営企業の粗損失（gross losses）は、1990年代の初頭には GDPの 2.1％にも及んでいたとみら

れる。民営化を部分的に推し進めた結果、この数字は低下傾向にあり望ましい方向に進んでいる

とみられるが、国家の情報・通信、運輸、発電などの重要インフラや一次資源ベース（多大なる可

能性を秘める天然ガス開発）への民間セクターの進出は遅々として進んでいない。技術力等にかん

がみると、積極的な外資導入が望まれる。これは中国やフィリピンを含めて東・東南アジア諸国

が積極的に進めている政策であることを認識すべきである。これによって節約された資源は、社

会開発に集中投資することが可能となり、経済成長と貧困減少の整合性をめざすことができる。

また、開発予算の外国援助依存度を直接・間接的に低める効果をもつため、第 5次国家開発計画

中の達成目標の 1つである開発予算（ADP）国内調達率 60％超達成にも寄与する。

表2－ 12にはマクロ経済安定度を示す指標が紹介されている。1991～ 1995年とそれ以前の期間

のパフォーマンスを比較すると、物価上昇率の減少、財政赤字、経常収支赤字の対 GDP比率の低

下、外貨準備高の増加など、1990年代に入ってジア政権によって推し進められた経済安定化・構

造改革の成果が見てとれる。これらの改革努力は 1997年以降もハシナ政権によって受け継がれた

が、経済成長の高まりとともに、経済不安定化要因が台頭しつつあることにも注意を払わねばな

らない。最近の外貨準備高の減少や、通貨のアプリーシエーション、また 1998年の大洪水による

財政収支の悪化（経済活動縮小に伴う税収減と災害対策支出の増加）、輸入必要量の増加による国

際収支圧迫など、慎重な経済運営が求められているといえる。

表 2－ 13には、バングラデシュの対外債務の状況が要約されている。独立以来、開発予算の大

半を外国援助に頼ってきたため、対外債務がはらんでいることが予測されるが、1980年代の後半

から1990年代にかけての構造改革と経済成長率上昇に助けられる形で、対外債務残高の対GDP比

率は 1987年には 42.7％であったものがその後は低下傾向を示し、最近では 37～ 39％の水準にあ

る。また 1990年代の輸出の伸びにより、債務サービス／輸出額比は 1970年代、1980年代の 28％
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から、1998年には 10％以下に低下している。表 2－ 13にはこれらの数字の 1997年における対外

比較も示されている。これによると、バングラデシュの債務残高／ GNP比率の35％は南アジアの

平均よりは高いものの、途上国平均の 48％よりはるかに低く、重債務国のそれと比べると半分以

下である。同様に、債務サービス／輸出額比も比較的に良好な状態にある。さらに注目すべきは、

バングラデシュの対外債務のほとんどが譲許的援助の蓄積されたものであり（95.2％）、短期債務

は極めて少ないこと（1.2％）である。よって対外援助依存度は高いが、債務問題は発生していない。

今後、譲許的外国援助から、民間資金への依存度が増えてくると、まだまだ脆弱な経済基盤故に

表 2－ 11　主要経済指標 11：財政構造、開発予算、国営企業赤字

1985-90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97a

（％ of GDP）

Overall fiscal deficit － 7.4 － 7.2 － 5.9 － 5.9 － 6.0 － 6.8 － 5.7 － 5.4

Total revenue 8.8 9.6 10.9 12.0 12.2 12.1 11.5 11.8

Tax revenue 7.8 8.8 9.6 9.3 9.6 9.2 9.5

Non-Tax revenue 1.8 2.1 2.4 2.8 2.6 2.3 2.3

Total public expenditureb 16.3 16.8 16.8 17.8 18.1 18.9 17.1 17.4

Revenue expenditure（Current） 7.9 8.7 8.3 8.9 8.9 8.8 8.7 8.8

Social sectors（％ of Current） 22.6 24.0 27.0 27.1 27.4 25.6 26.0

Development expenditure（ADP） 7.1 6.2 6.3 7.1 8.4 8.6 7.4 7.7

Social sectors（％ of ADP） 17.4 17.9 22.4 24.4 31.0 29.1 34.5

Net foreign financing 7.0 6.2 4.9 5.6 4.9 4.9 3.6 3.6

Net domestic financing 0.4 1.0 1.0 0.3 1.1 1.9 2.1 1.5

Gross losses of SOEs 1.1 2.1 1.9 1.1 0.8 NA NA NA

Net losses of SOEs 0.8 1.8 1.6 0.7 0.6 0.6c 0.2c NA

Domestic resources（％ of ADP） 25.0 26.2 35.8 43.0 42.3 49.0

Foreign resources（％ of ADP） 75.0 73.8 64.2 57.0 57.7 51.0
Note：Numbers may not add up due to rounding.

a. Estimated outcome.

b. Total expenditure also includes food account deficits, other capital expenditures and net lending, and residuals in

fiscal accounts.

c. Crude estimates.

Source：Bangladesh：Economic Trends and the Policy Agenda, World Bank and ADB（May, 1998）, Table 13, Bangladesh
Economic Review 1997, Ministry of Financeから作成。

表 2－ 12　主要経済指標 12：マクロ経済安定度

1981-85 1986-90 1991-95 1993 1994 1995 1996 1997 1998
GDP growth（％） 5.4 4.1 4.4 4.6 3.8 5.5 5.0 5.4 5.0

CPI（％ period average） 11.2 9.6 3.4 0.0 3.6 5.8 2.7 2.5 7.0

Overall fiscal balance（％ of GDP） － 7.4 － 6.4 － 6.0 － 6.8 － 5.7 － 5.4 － 4.3 － 4.2

Current account balance（％ of GDP） － 3.2 － 4.8 － 2.2 － 1.9 － 1.3 － 2.7 － 4.1 － 2.2 － 1.2

Foreign reserves（months of imports） 1.8 3.0 5.8 7.9 6.6 4.6 3.5 2.7 2.6

Real effective exchange rate（1990＝ 100） 91.8 91.2 92.4 92.1 96.1*
Note：*Average of the first three quarters

Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）, World Development Indicators 1999から作成。



-  22 -

不安定度が大幅に増すと考えられるが、短期民間資金を避け、海外直接投資主体で外資導入を展

開していけば（譲許的援助の存続にも依存するが）安定成長が可能であろう。

表 2－ 13　主要経済指標 13：対外債務とリソースフロー

Bangladesh 1977 1987 1997 1998
（US＄ millions）

Total debt outstanding and disbursed 2,518 10,149 15,125 16,354

Ratio to GDP（％） 26.4 42.7 36.9 38.7

Total debt service 148 547 705 686

Ratio to exports（％） 27.8 28.0 10.6 9.3

Composition of net resource flows

Official grants 0 662 736 589

Official creditors 274 774 326 265

Private creditors － 1 1 － 28 － 23

Foreign investment 0 2 － 116 252

1997 Bangladesh South Asia Low Income
Severely Indebted

Low Income

Total debt/GNP（％） 35.1 26.2 47.6 73.6

Debt service/export earnings（％） 10.6 20.3 16.9 13.2

Concessional debt/Total debt（％） 95.2 49.5 44.9 39.6

Short-term debt/Total debt（％） 1.2 5.3 10.8 14.6
Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）, Global Development Finance 1999から作成。

2－3 社会開発の推移と現状

本節では、2－ 1でのバングラデシュ開発概観、2－ 2での経済開発の推移と現状を踏まえて、独

立以来の経済成長がどのように社会開発に貢献してきたかを紹介する。成長の果実がどのように

種々の社会グループ（ジェンダー、都市と農村など）に分配されてきたかを探り、開発の究極的目

標である、貧困撲滅、人間開発の進捗状況を分析し、開発課題を把握する。

表 2－ 14にはバングラデシュ独立以来の人口・生命統計、識字率、就学率、安全な水や衛生施

設へのアクセス、都市化の推移などがまとめられている。少ない資源を利用しての 1人当たりの

所得向上には人口増加の抑制が不可欠だが、家族計画分野への外国援助や国家予算の配分の成果

として、合計特殊出生率（total fertility rate）は 1972年の 7.0から 1997年には 3.2に低下しており、結

果人口増加率は 1970年代の年率平均2.6％から 1990年代の 1.6％に減少した。乳幼児死亡率は 1972

年の 140から 1997年の 75へとおよそ半減しており、出生時平均余命も独立当初の 45年から 1997

年には58年へと伸びている。成人文盲率は独立当初の73％から61％に改善されている。世界銀行

の就学率データからは、初等、中等教育就学率の上昇はみてとれないが、最近の家計調査

（Household Expenditure Survey 1995－ 96）によると、初等教育はほぼいきわたったとされている。

初等教育は 1990年に義務化され、教科書は無償になっている（3－ 3－ 1を参照）。
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表 2－ 14　主要社会指標 1：人口・生命統計、教育、雇用など

1972 1980 1990 1997
Fertility rate（births per woman） 7.0 6.1 4.1 3.2

Infant mortality rate（per 1,000 live birth） 140.0 131.6 90.6 75.0

Life expectancy at birth（years） 44.9 48.5 54.7 58.1

Male 45.6 48.9 54.6 58.1

Female 44.1 48.0 54.8 58.2

Adult illiteracy rate 73.1a 70.7 65.3 61.1

Male（％ of males aged 15 and above） 61.6a 59.0 54.0 50.1

Female（％ of females aged 15 and above） 85.6a 83.1 77.0 72.6

Malnutrition prevalence

Height for age（％ of children under 5） 67.7b 64.6 54.6

Weight for age（％ of children under 5） 68.0b 65.8 56.3

Safe water（％ of population with access） 56.0a 40.0c 84.2d

Rural 61.0a 43.0c 85.0d 96.0e

Sanitation（％ of population with access） 4.0c 34.5d

Rural 2.0c 33.0d 36.0e

Primary school enrollment（％ gross） 73.0a 61.0 72.0 102.0f

Male 95.0a 75.0 66.0 103.0f

Female 51.0a 46.0 77.0 102.0f

Secondary school enrollment（％ gross） 26.0a 18.0 19.0

Male 40.0a 26.0 25.0

Female 11.0a 9.0 13.0

Urbanization（urban/total population） 8.3 11.3 15.7 19.5

（％ average annual growth rate） 1971－ 80 1981－ 90 1991－ 98

Population growth 2.6 2.4 1.6

Urban population growth 6.6 5.7 4.7

（％ rate of underemployment）（表 2－ 4参照） 1995/96

Unemployed or with less than 15 hours of work 16.5

Male（％ of male labor force） 7.1

Female（％ of female labor force） 31.7

Employed but with less than 35 hours of work 34.6

Male（％ of male labor force） 12.4

Female（％ of female labor force） 70.7
Note：a. 1975 data;  b. 1983 data;  c. 1985 data;  d. 1993 data;  e. 1995 data;  f. 1995－ 6 HES data.

Source：World Development Indicators 1999, Household Expenditure Survey 1995－ 6, BBS, Labor Force Survey 1995－
96, BBSから作成。

ジェンダー格差に注目すると、初等教育への女子の就学率の上昇がめざましいが、女性成人文

盲率の低下に反映されるまでにはいま少しの年数が必要と思われる。これら生命基礎統計の改善

には目を見張るものがあるが、幼児の栄養不足の蔓延率など、いまだに 50％を超えており、まだ

まだ改善の余地があるといえる。前節でも紹介されたが、労働力の低雇用の問題は深刻で、特に

女性の低雇用率、低稼働率が目立つ。就業機会は社会的権利でもあり、また所得獲得を通して経

済効果を生み、女性の社会・経済的地位を高めると考えられるので、女性就労への真剣な取り組

みが求められている。
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表 2－ 15　主要社会指標 2：南アジア、低所得国との比較

Bangladesh South Asia Average Low-Income Average
Most recent estimate（latest year available, 1992－ 98）

Population growth（％ average for 1992－ 98） 1.6 1.8 1.7

Labor force growth（％ average for 1992－ 98） 2.9 2.3 1.9

Urban population（％ of total population） 20 27 31

Life expectancy at birth（years） 58 62 63

Infant mortality（per 1000 live birth） 75 77 69

Child malnutrition（％ of children under 5） 56 53

Access to safe water（％ of population） 84 81 74

Illiteracy（％ of population age 15＋） 61 49 32

Gross primary enrollment 73a India 98 101

（％ of school-age population） 102b Nepal 86

Pakistan 46

Sri Lanka 108
Note：a. World Bank Education Expenditure Review（July 1996）.

b. Household Expenditure Survey 1995－ 96, BBS, 1997.

Source：World Bank At-a-Glance Table（September, 1999）, World Bank Education Expenditure Review, 1996, Household
Expenditure Survey 1995－ 96, BBS.

表 2－ 15ではこれらバングラデシュの最近の社会指標値と、南アジア諸国や低所得国の平均値

との比較が試みられている。前節でも述べられたように、人口増加率は抑制されており、南アジ

アや低所得途上国のそれより低くなっているが、人口構成や女性の社会参加に伴い労働力の増加

率ははるかに高く、雇用機会の持続的増大が、経済面のみならず社会的権利供与の面からも重要

課題であるといえる。これら指標比較から明らかになったほかの 2点は、バングラデシュは比較

的都市化の進展がおそく経済社会政策における農村開発の高い重要性が持続していることと、初

等教育の充実を達成維持するとともに、成人識字率の上昇をめざす政策が必要であることである。

将来都市化が進んで都市貧困層がさらに増大する前に、都市貧困層の識字率を高めて彼（女）らの

就業の可能性を高めるべきである。農村においては成人識字教育は、農村開発の最重要課題の一

つとしてとらえられるべきである。

表 2－ 16　主要社会指標 3：1人 1日当たりのカロリー摂取量（K.Cal.）

Survey Year National Rural Urban
1995－ 96 2,244 2,251 2,209

1991－ 92 2,266 2,267 2,258

1988－ 89 2,215 2,217 2,183

1985－ 86 2,191 2,203 2,107

1983－ 84 2,102 2,113 2,020
Source：Household Expenditure Survey 1995－ 96, BBS.



-  25 -

表 2－ 16は 1人 1日当たりのカロリー摂取量の推移を表わしているが、これは過去10年あまり

の間に6～ 7％の増加しかしておらず、カロリー摂取総量の改善はほとんどみられない。幼児栄養

不足率が高止まりなのもこの辺りに要因があると思われる。都市と農村での平均的カロリー摂取

量にはあまり差が無いこともこれら指標からみてとれる。

表 2－ 17は比較可能なデータがとれる 1980年代からの、貧困率（incidence of poverty）の推移を

表わしている。Direct Calorie Intake（DCI）法（2,122 K.Cal.）による貧困率は、全国で1983/84年の 62.6

％から 1991/92年には 47.5％まで低下しているが、それ以降は経済構造改革による経済成長加速に

かかわらず改善が見られない。貧困層に分類される人口は、1980年代の末を境に減少から増加に

転じている。1,805K.Cal.を貧困線とする DCI法では、1990年代でも貧困率の改善は見られるもの

のその改善率は大幅に低下している。CBN法（lower poverty line）による貧困率試算では、1980年

代には貧困率の改善が見られず、1990年代に入ってから貧困率が減少するが、貧困者の絶対数は

増加している。DCI法による指標では、都市と農村の貧困率にあまり差は見られないが、貧困層

の 82％は農村に居住している。家計における食糧以外への支出も加味した Cost-of-Basic-Needs

（CBN）法（lower poverty line）によると、農村における貧困率は 39.8％（1995年）となり、都市の貧

困率の14.3％よりはるかに高い。また、この指標によると貧困層の 93％（表 2－ 19参照）が農村に

居住していることになる（DCI 法、CBN 法などの貧困指標の比較については、世界銀行の 1998

Bangladesh Poverty Assessmentの第 1章を参照）。

表 2－ 18は所得分配の不平等度を示すジニ係数（0.0：完全平等、1.0：完全不平等）の推移を紹

介している。全国ジニ係数は 1983/84年の 0.36から 1995/96年の 0.43まで継続的に上昇し、経済発

展に伴い所得分配の不平等度が増してきている様子がわかる。都市部と農村部のジニ係数の推移

を見比べると、都市部では不平等度が大幅に増しているが、農村部では不平等の増幅がほとんど

みられないことがわかる。これら指標の動きは、経済成長の果実が、主に都市の非貧困層（urban

non-poor）に帰属してきたことを示唆している。

貧困発生率の減少速度が下り、貧困数が増えている背景には、年率平均 4.7％という経済成長

（1988～ 1998年）の果実が主に都市部の非貧困層に帰属していること、雇用創出の伸びが労働力

（labor force）を十分に吸収するにいたっていないこと、農村部において土地無し農民や、狭小地農

民が増えていること（3－ 1を参照）など発展の果実が貧困撲滅の主要ターゲットである農村の貧

困層に浸透していないことが主因であると思われる。一般に、バングラデシュ経済において、増

大する労働力を吸収しつつ、発展の果実が貧困層にもいきわたるには年率平均 7％の経済成長と所

得分配不平等悪化への対策が必要だといわれ、これには先にも述べたように、農業生産性の持続

的な伸長、持続的な産業振興と、産業振興を含む農村開発が必要とされる。
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表 2－ 17　主要社会指標 4：貧困率（Head-Count Ratio）

（Number & Percent of Population Below Poverty Line Indicated）
Survey National Rural Urban

Year No. in million ％ of population No. in million ％ of population No. in million ％ of population

Direct Calorie Intake Method Poverty Line 1：Absolute Poverty 2,122 K. Cal. /Person /Day

1995-96 55.3 47.5 45.7 47.1 9.6 49.7

1991-92 51.6 47.5 44.8 47.6 6.8 46.7

1988-89 49.7 47.8 43.4 47.8 6.3 47.6

1985-86* 55.3 55.7 47.4 54.7 7.9 62.6

1983-84* 58.4 62.6 51.1 61.9 7.3 67.7

Direct Calorie Intake Method Poverty Line 2：Hardcore Poverty 1,805 K. Cal. /Person /Day

1995-96 29.1 25.1 23.9 24.6 5.2 27.3

1991-92 30.4 28.0 26.6 28.3 3.8 26.3

1988-89 29.5 28.4 26.0 28.6 3.5 26.4

1985-86* 26.7 26.9 22.8 26.3 3.9 30.7

1983-84* 34.3 36.8 30.2 36.7 4.8 37.4

Cost-of-Basic-Needs（CBN）Method Poverty Line 1：The Lower Poverty Line, Very Poor

1995-96 35.6 39.8 14.3

1991-92 42.7 46.0 23.3

1988-89 41.3 44.3 22.0

1985-86 33.8 36.0 19.9

1983-84 40.9 42.6 28.0

Cost-of-Basic-Needs（CBN）Method Poverty Line 2：The Upper Poverty Line, Poor

1995-96 53.1 56.7 35.0

1991-92 58.8 61.2 44.9

1988-89 57.1 59.2 43.9

1985-86 51.7 53.1 42.9

1983-84 58.5 59.6 50.2
Note：1. Poverty lines for absolute and hard-core poverty in 1983－ 84 and 1985－ 86 were estimated based on 2,200 and

1,800 Kcals respectively.

Source：Household Expenditure Survey 1991－ 92, 1995－ 96, BBS, 1998 Bangladesh Poverty Assessment, World Bank.

表 2－ 18　主要社会指標 5：不平等－所得分配（ジニ係数）

（Gini coefficient） 1983－ 84 1985－ 86 1988－ 89 1991－ 92 1995－ 96
National 0.360 0.370 0.379 0.388 0.432

Urban 0.370 0.370 0.381 0.398 0.444

Rural 0.350 0.360 0.368 0.364 0.384
Source：Household Expenditure Survey 1991－ 92, 1995－ 96, BBS.

表 2－ 19は CBN法で計測した貧困発生の地域間格差を示している。先に述べたように、食糧品

以外の生活必需品への支出も加味する CBN法で計測すると、貧困の農村部への集中度が一層際立

つ。地域別にみると Barialと Rajshahi地区（divisions）が最も高い貧困発生率をもつが、これには貧

困率の低い大都市部を含まないという要因が働いていると考えられる。農村がほとんどを占める

地区や、大都市を含む地区の農村部を含め、あまねく農村部のインフラ整備、エネルギー供給、情
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報、教育、医療・衛生サービスへのアクセス改善に努めることにより、貧困層をねらい撃ちした

貧困対策が望まれる。

表 2－ 20では、世帯主の社会的特性により貧困発生率が異なることが示されている。ここでの社

会的特性には、ジェンダー、識字力、教育水準、土地所有が含まれる。ジェンダー格差は全国平

均で男性が世帯主の世帯の貧困率 35.5％に対して、女性のそれは 38.8％と少し高めであることに

認められる。ジェンダー格差は農村において一層顕著であるが、面白いことに都市部の女性が家

計主の世帯は、世帯人員の少ないことも相まって、男性のそれより貧困率が低い。世帯主が文盲

か識字能力を有するかで、貧困率には大きな差が認められる（47.3対 19.8）。識字教育の重要性が

再確認されたといえる。世帯主の教育レベルによる貧困発生率の違いからは、教育達成度と貧困

率の間に明確な負の相関があることを示している。特に教育なしから、初等教育終了への貧困率

低下がめざましく（48.6対 30.6）、識字能力獲得に重要な初等教育の大切さが示された。最後に所

有土地面積と貧困発生率との関係であるが、所有土地が拡大するにつれて貧困率が下がることが

示されている。農村部では土地なしで農業以外（non-farm）の経済活動を営んでいる者の方が、0.5

エーカー以下の農地で農業に従事しているものよりも貧困率が低いという結果が出ている。一般

に家族数5～ 6人の平均的家庭が農業だけで自活するのに必要な土地規模は 1エーカー以上とされ

ているが、これを下回る「小農」の割合は1983/84年の 80％以下から 1995/96年の 86％程度に増加し

ており、土地所有の不平等が所得の不平等を生み、農業だけでは生活できない貧困層を増加させ

ている（詳しくは 3－ 1を参照）。ここでもこれらの「小農」に所得獲得補充の機会を与える農村産

表 2－ 19　主要社会指標 6：不平等－地域間格差（1995/96年）

Very poor Poor

（CBN method lower poverty lines） （CBN method upper poverty lines）

Division Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi

Headcount

Division 43.9 32.4 33.0 32.2 41.6 59.9 44.9 52.0 51.7 62.2

Rural 44.8 35.3 41.5 33.2 44.4 60.6 47.2 58.9 51.5 65.7

Urban 28.9 12.1 10.8 25.8 19.2 47.7 29.2 33.6 53.3 33.9

National 35.6 53.1

Rural 39.8 56.7

Urban 14.8 35.0

Share of the poor

Division 8.6 23.8 28.8 10.9 27.9 7.9 22.2 30.3 11.7 27.9

Rural 8.3 22.7 26.2 9.7 26.4 7.5 20.3 24.9 10.1 26.2

Urban 0.3 1.1 2.6 1.2 1.4 0.4 1.8 5.4 1.6 1.7

National 100.0 100.0

Rural 93.3 89.0

Urban 6.7 11.0

Source：Household Expenditure Survey 1995－ 96, BBS.
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表 2－ 20　主要社会指標 7：不平等－ジェンダー、識字力、教育、土地所有

Characteristic of （Percentage of Population below Poverty Line Indicated）
Head of Household National Rural Urban

1. Using the CBN Method Lower Poverty Line

National 35.6 39.8 14.3

Gender of Head

Male 35.3 39.4 14.4

Female 38.8 45.3 13.7

Literacy Status

Illiterate 47.3 49.3 29.0

Literate 19.8 24.3 6.9

Education Level

No education 48.0 50.1 29.0

Completed class I － IV 30.6 33.0 16.2

Completed clss V－ IX 22.7 25.8 10.7

Completed SSC＋ 6.9 11.0 1.7

Size of Land Holding（acres） （#s in the parentheses are the percent distribution of household）

Landless 39.9 （10.0） 57.9 （6.4） 19.4 （28.0）

0.01－ 0.04 50.5 （14.1） 63.1 （12.3） 22.1 （22.8）

0.05－ 0.49 47.0 （35.2） 53.1 （36.5） 13.2 （28.7）

0.50－ 1.49 30.9 （19.0） 33.5 （20.8） 4.5 （10.0）

1.50－ 2.49 21.4 （8.9） 22.9 （9.8） 3.6 （4.0）

2.50－ 7.49 16.0 （10.9） 17.4 （12.0） 0.6 （5.3）

7.50 or more 2.4 （2.0） 2.6 （2.2） 0.0 （1.1）
Note：Percentage of the population living below the poverty line indicated, expressed as a percentage of the total population

in that particular group.

Source：Household Expenditure Survey 1995－ 96, BBS.

業振興の重要性が再認識される。グラミン銀行、BRAC、シャプラニールなどの NGOが展開して

いるマイクロクレジットによる農村部における非営農（non-farm）自営業への融資は一定の成果を

あげているといえ、これらが今後、「小農」や土地なし世帯に集中配分され、今にもまして女性を

対象に据えることが望まれる。

表 2－ 20では、教育達成水準と貧困率には明確な負の相関関係があることが示されたが、貧困

はまた、それゆえに教育機会を奪っているといえる。貧困と教育機会との関係を示した表 2－ 21

によると、貧困家庭の子供の初等教育就学率は 71％で、非貧困家庭の子供の 86.9％と大きくかけ

離れている。中等教育における教育機会の差はさらに顕著で、貧困家庭の 49.1％に対して、非貧

困層の就学率は 70.6％となっている。これは「貧困の悪循環」が構成されていることを表わしてお

り、これを断ち切るためには、貧困層をねらい撃ちした就学機会向上の施策が必要とされる。貧

困地域における学校施設の整備とともに、Food for Educationなどの実践的プログラムの拡張が望

まれる。
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人間開発指数（Human Development Indicator：HDI）は 1990年に創刊された国連開発計画（UNDP）

の『人間開発報告』のなかで導入された。これは、経済変数に頼りすぎていた開発度の測定を、社

会変数を導入加味することにより、社会経済開発の進展度を人間開発の達成度として指数化する

ことをめざしたものである。この報告書の創刊にモラル・サポートを与えた 1998年度のノーベル

経済学賞受賞者であるセン（Amartya Sen）は権利（entitlement）や能力（capability）を人間開発の要素

として重んじており、HDIはこれを反映する形で構築された。こうして計算された指数から見た

各国の開発達成度の世界順位と、従来の 1人当たりの GDPでの順位づけとの間には往々にして隔

たりが見られ、経済達成度は高いが社会的な人間開発度の低い国や、経済達成度の低いわりには

人間開発の進んだ国などが浮き彫りにされて、経済開発と社会開発の整合性や相関性に改めて目

を向けるきっかけとなったといえよう。人間開発指数はその後幾多の修正や派生指数（男女間賃金

格差を1要素としたものなど）を生みながら使用されているが、「ジェンダーと人間開発」をテーマ

とした『人間開発報告 1995年号』では、人間の生活の基本的側面（寿命、教育知識、まずまずの経

済生活）の達成度指数である人間開発指数（HDI）を、現存するジェンダー格差により調整したジェ

ンダー開発指数（Gender Development Indicator：GDI）や女性と男性の能力と機会拡大の程度を比較

測定するジェンダー・エンパワーメント測定（Gender Empowerment Measurement：GEM）などが考

案され試算された。

表 2－ 21　主要社会指標 8：貧困と教育機会

Percentage of Children Aged 6－ 10 Enrolled
Poor Non-Poor

Gender National Rural Urban National Rural Urban

Both Sexes 71.0 71.3 67.4 86.9 87.8 83.9

Boys 70.8 71.0 68.3 87.6 88.2 85.1

Girls 71.3 71.6 66.3 86.2 87.1 82.9

Percentage of Children Aged 11－ 15 Enrolled

Poor Non-Poor

Gender National Rural Urban National Rural Urban

Both Sexes 49.1 49.3 45.3 70.6 70.6 70.6

Boys 46.6 47.2 39.1 68.7 68.0 71.3

Girls 51.9 51.9 52.5 72.7 73.6 69.9
Note：1. Poor/non-poor defined respectively as whether or not the child resides in a household where the per capital expenditure

is less than the lower CBN poverty line.

2. Population aged 6－ 10（11－ 15）years old that were enrolled in school（in any grade）, expressed as a percentage

of the total population of children aged 6－ 10（11－ 15）years old.

Source：Household Expenditure Survey 1995－ 96, BBS.
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HDIは出世時平均余命で測定される長命、成人識字率（2/3のウェイト）及び初・中・高等教育の総就学率（1/

3のウェイト）によって測定される教育達成度、1人当たりの実質 GDP（PPP＄）で測定される生活水準をそれぞ

れ指数化した後、それらの単純平均値として求められる。

GDIは HDIと同様の変数を使って算定されるが、GDIでは、女性と男性の達成度の差によって、寿命、教育達

成度、所得における国別平均達成度を調整して（割り引いて）いる。

GEMは、系統的に算出された種々の変数を合成して、政治、経済活動領域における女性と男性のエンパワー

メント（能力と機会の拡大程度）を比較測定するものである。経済参加を測定するものとして行政職・管理職

及び専門職・技術職における男女比率を、政治参加と政策決定におけるエンパワーメントを測定するものと

して国会代表における男女比率を、そして経済資源に対する力を測定するものとして男女間賃金格差で調整

した所得をそれぞれ指数化して、それらの単純平均として求められる。

表 2－ 22にはこうして計算された、HDI、GDI、及び GEM値が、南アジアや他地域、途上国平

均や後発開発途上国平均値と比較する形でまとめられている。バングラデシュの1995年時点での

人間開発指数は、指数が計算された 174か国中 147位であり、同じ南アジアのインド（139位）、パ

キスタン（138位）、ネパール（152位）、ブータン（155位）などとともに人間開発指数下位国に分類

される。1人当たりのGDPのずっと高いスリ・ランカは 90位（HDI値 0.716：人間開発指数中位国）

である。バングラデシュの HDI値 0.371は、最貧途上国平均の 0.344よりは高いが途上国全体の平

均の0.586より低く、目標としている東アジア諸国の0.766や東南アジア・太平洋諸国の 0.677に比

べると見劣りがする。途上国平均と比べると 1人当たりの GDPのレベルが低いことは後発国とし

て致し方ないが、社会開発面においても、識字率や就学率の上昇へのより一層の努力が望まれる。

また、女性開発を示す GDI指数も 163か国中 140位と低迷しているが、指数の構成要素をみると、

途上国平均との絶対水準差が大きいうえに、特に識字率と賃金率においてジェンダー格差の大き

いことが確認される。GEM指数の 0.305も東アジアの 0.388や東南アジアの 0.421に比べると見劣

りするが、GDIが南アジアの平均を下回っているにもかかわらず、GEMはそれを上回っており、

男女間賃金格差が大きいなかにも、女性のエンパワーメントに取り組むバングラデシュの姿勢が

見え隠れする。

2－4 開発課題と第5次国家開発計画

表 2－ 23にまとめられているように、国家開発計画の重点課題は、時代とそれ以前の開発目標

の達成度に応じて変化しているが、貧困撲滅や国民の基本ニーズの充足という目標は開発計画の

根底に流れつづけている。1997年から始まった第 5次国家開発計画の主要目標も、所得水準の向

上と基本ニーズの充足による貧困撲滅である。政府の市場における役割を見直し、民間セクター

を活用した、輸出主導の高経済成長をめざすという政府方針は、先に紹介されたハシナ首相の演

説のなかに明白である。経済活動拡大による所得の高成長達成と平行して、開発の果実が広く貧

困層にいきわたることをめざした社会開発、貧困対策も行うというものである。
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Human Development Indicator：HDI
Life expectancy Adult Overall Adjusted real Life Schooling GDP HDI

at birth literary rate enrollment rate GDP per capita expectancy index index
（years） （％） （％） （PPP＄） index

Bangladesh 56.9 38.1 37.0 1,382 0.53 0.38 0.21 0.371
（143th in 174 （147th in 174

countries） countries）
Least developed countries 51.2 49.2 36.0 1,008 0.44 0.45 0.15 0.344
All developing countries 62.2 70.4 57.0 3,068 0.62 0.66 0.48 0.586
South Asia 0.452
East Asia 0.766
South East Asia and Pacific 0.677
Gender Development Indicator：GDI

Life expectancy at birth Adult literary rate Overall enrollment rate Earned income ratio GDI
（years） （％） （％） （％）

Female Male Female Male Female Male Female Male
Bangladesh 57.0 56.9 26.1 49.4 30.9 39.6 23.1 76.9 0.342

（140th in
163 countires）

Least developed countries 52.3 50.0 39.3 59.2 30.9 40.3 34.3 65.7 0.332
All developing countries 63.6 60.7 61.7 78.8 53.0 58.9 32.4 67.6 0.564
South Asia 0.412
East Asia 0.749
South East Asia and Pacific 0.651
Gender Empowerment Measurement：GEM

Congress representation Administrative & Professional & Female earned
management jobs engineer jobs income ratio GEM

（％ female share） （％ female share） （％ female share） （％）
Bangladesh 9.1 4.9 34.7 23.1 0.305

（80th in 102 countries）
South Asia 0.273
East Asia 0.388
South East Asia and Pacific 0.421
Source：Human Development Report 1998, UNDP.

表 2－ 22　主要社会指標 9：人間開発指数（HDI）、ジェンダー開発指数（GDI）、ジェンダー・エンパワーメント測定（GEM）、1995年
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この主目標を達成するための第 5次国家開発計画中の主要課題は以下のとおりである。

① 開発の遅れた地域や農村部により多くの開発資源を割き、比較優位をもった（労働集約的

な）産業を開発し輸出向け生産を拡大させることによって、雇用増加、生産性の向上をめざ

すこと。

② 食糧自給達成と、高付加価値輸出農産物の多様化と増産。

③ 民間を中心とする経済成長に向けたインフラや他のサービスの充実。

④ 地方における生活水準の向上と地方の社会経済構造における平等性の確保をめざして、効

率的な地方自治体を育て、地方レベルの開発プロジェクトの形成や施行を委ねることによ

り、地方分権を推し進めること。

⑤ 初等義務教育と職業訓練を中心とする人的資源開発。

⑥ 持続的開発に向けた環境保護と、自然資源の最適利用率達成。

⑦ ジェンダー格差の解消に向けて、女子教育や職業訓練に重点を置き、所得獲得のための女

性の雇用機会を創出すること。

これら第5次国家開発計画における開発の重点課題は、2－ 2、2－ 3で指摘された開発課題を大

体において網羅しており、現存する開発ニーズをよくとらえているといえる。したがって JICAと

しては、世界銀行、アジア開発銀行、USAIDなど他のドナーとの援助政策の整合性を図りながら

も、この国家開発計画に示された重点開発課題と効率よく取り組んでいかねばならない。JICAは、

1）農村産業の振興、農村での識字教育、職業訓練を含んだ農村開発事業、2）農村の婦人就労機会

を増加させる研修事業、3）初等義務教育の徹底と、教育の質向上をめざした技術援助、4）都市部

での成人識字教育や、職業訓練、5）衛生サービスへのアクセスの向上をめざした事業、6）地方自

治組織の強化事業などの分野にかかわっていない訳ではないが、NGO との連携を進めるなどし

て、貧困層や貧困地域をねらい撃ちした事業への参画と質の向上が望まれる。さらにこれからは、

これらの社会開発へのミクロ的な取り組みに加えて、所得の持続的効率増加をめざした、マクロ

経済政策への政策アドバイザー供給などの人材供給と、経済開発のソフト面でのノウハウ伝達を

めざす技術協力も必要となる。日本の有する強いエクスパティスは、輸出振興にかかわる製品プ

ロモーション（商社業務）、貿易実務、貿易管理業務、中小企業金融、証券市場整備、運輸・通信・

エネルギーセクターなどの民営化、成長と平等の両立のための制度・政策など、決して少なくは

なく、欧米型よりも東アジア型の経済社会開発をめざしていると思われるバングラデシュ開発へ

の寄与可能性は大きいといえるだろう。
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表 2－ 23　バングラデシュ国家開発計画開発課題の推移
年度開始年 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
政権 ムジブル・ラーマン ジアウル・ラーマン エルシャド アーメド ジア・カレダ シェーク・ハシナ
政治情勢 （印・ソへ接近） （西側へ開く・戒厳令） （軍制・アラブ接近） （民政移管） （ハルタル） （ハルタル） （ハルタル）
経済開発計画 第1次5年計画 2年計画 第2次5年計画 第3次5年計画 第4次5年計画 2年延長 第5次5年計画
マクロ経済
開発の目標

GDP成長率
（食料自給
率）

1. 貧困軽減と開発により、GDP7％／年
をめざす

2. 労働集約と資本集約技術の雇用と生
産増加

3. 農村貧困層に資金供給し、公平社会
を実現

4. 食糧自給と農業多様化による輸出増
加

5. 初等教育、職業訓練による人間開発
6. 国の特性を生かした工業開発
7. 北西部、チッタゴンなどの地域差是

正
8. 新世代科学技術（電子、遺伝子）の振

興
9. 社会的公平と安全ネット整備

10. 地方・村落NGOの開発への参加

1. 栄養を考慮した食糧自給の達成
2. 野菜、果樹などの国内消費と輸出
3. 乾・湿・海岸農地活用と環境法制
4. 水面活用による魚増産とエビ輸出
5. アグロ・フォレストリーとゴム・チー

ク・マンゴ植林
6. 国産品の質を高めることによる輸出

振興
7. 工業生産増によるGDPの拡大に貢献
8. 生産雇用、貧困軽減をめざしての技

術開発が5次5か年計画の目標

9. 民営化による電力セクターの合理化
10. 商業用エネルギーの大部分を、ガス

の国家的ネットワークによって、賄
う

11. GDP7％増のため、運輸7.5％／年増
が必要

12. アジア道路、貫アジア鉄道、低コスト
住宅

13. 100人中1人（現在は0.39人）の電話を
目標

14. 識字率 70％（2002）、100％（2012）を
めざす

15. 中・高等教育と公共試験の再検討
16. 母子栄養改善により、1.32％／年人

口増率
17. 建設中のスポーツ・文化センターの

完成
18. 教育・訓練・雇用での性差解消

1. 経済成長を加速させ、GDP5％をめざ
す

2. 人間開発により、貧困軽減と雇用を
増やす。

3. 自立の増進

4.15％（88％）

1. 栄養を考慮した国家食料安全保障
（250万トン貯蔵）確立

2. 蛋白質、野菜、果樹などを加味した食
習慣の変化

3. 洪水対策、灌漑、森林保全

4. 工業成長9.1％／年によって、GDP増
加に貢献する

5. 工業への雇用増と収入増
6. 研究を通じての技術開発

7. 農村再生エネルギー増強
8. ガス、石炭、亜炭の最大活用
9. 女性・青年の訓練を通じて農村小工

業の雇用増大
10. 首都圏水陸交通の調整
11. 地方化と農村通信の強化

12. 初等義務教育の導入
13. 職業訓練と技術大学
14. 家族計画、健康管理
15. 社会福祉とNGO活用
16. 生産性増強の人材養成

1. 人口増率の減少
2. 生産成長の増強
3. 人間開発と初等教育完備
4. 技術改良をベースとする長期的構造

改革
5. 食糧の自給
6. 最低基本生活の確保
7. 経済成長の加速
8. 自立の促進

3.8％（90％）

1. 食糧自給を1989までに達成（20.7mト
ン、灌漑3.9mha、雇用40％増、土地
利用と多様作）

2. 米、小麦のバイテク研究
3. 獣医、畜産品の増産

4. 資源開発を生かした工業
5. 農産工業と市場開発
6. 消費需要と輸出入に配慮
7. 農村雇用と中小企業

8. 送配電システムのロス減少
9. 電力庁の収支改善

10. 東部地域のガス開発
11. バイオマス、太陽光、風力、潮力など

の最適活用研究
12. 最適運輸システムと管理

13. 1990年までに初等教育70％
14. 中等、職業教育へも重点
15. 2000年までに全員健康サービス
16. 科学技術の振興
17. 労働管理と自営企業奨励

1. 生活基本需要と生活向上改善のため
の公平な成長

2. 食糧自給の早期達成
3. 生活収入を保証するための積極的雇

用の拡張
4. 人間開発の第1 歩としての初等教育

完備と文盲解消
5. 人口増率を減少させる

3.8％（91％）

1. 水利・肥料強化により、最短期間で食
糧自給を達成

2. 林産・果樹、農村インフラ
3. エビ、カニ、亀、サメ、養殖魚などの

輸出増進

4. 衣服、薬など日用品生産
5. 輸出入バランスの製造業
6. 労働集約雇用の促進
7. 地域バランスの工業

8. 電力自給への改善
9. 農村電化、ポンプの開発

10. 石油節約、ガス開発
11. 生産活動にマッチした交通体系と農

村インフラ
12. 低コスト住宅の大量建設

13. 初等教育と中等教育
14. 道徳・倫理の宗教教育
15. 都市・農村の健康センター
16. 家族計画と社会開発
17. 女性・青年・雇用への配慮

1. 経 済 成 長
増

2. 農 村 の 生
産 と 雇 用
増

3. 国 内 資 源
活 用 と 外
助減

4. 雇 用 収 入
増 と 貧 困
軽減

5. 第 2次 5年
計 画 中 に
食糧自給

1. 高 収 量 種
子 と 肥 料
と水

2. 魚、畜産
果樹、野菜

3. 農民組織
4. 製造業
5. 日 用 品 生

産
6. 農村工業
7. 公 営 企 業

管理
8. 配 電 シ ス

テム
9. 農村電化

10. ガ ス 石 油
自給

11. 科学技術
12. 運輸復旧
13. 安い運輸

14. 初等教育
15. 女性教育
16. 公 共 サ ー

ビス

1. 戦後復興と再建
2. GDP5.5％／年

GDP／人2.5％／年
3. 41万人の雇用増
4. 貿易振興による外助減少
5. 農業近代化と食糧自給
6. 人口増を3.0％→2.8％／年に
7. 収入・雇用の公平分配

4.0％（88％）

1. 10～ 20年間に近代化達成
2. 緑の革命と貧困軽減
3. 農村の雇用と収入増
4. 栄養改善と輸出増
5. 森林管理と水利開発

6. 肥料・農薬・ポンプ、機械
7. 農産加工と輸出
8. 中小企業の育成
9. 所得・雇用の地域配分

10. インフラの復旧と改善
11. 安い運輸モードの開発
12. ドライバーの協同組合
13. 電力不足・格差是正
14. ガス・石油、高層アパート
15. 電信・電話・郵便・テレビ

16. 初等教育の充実
17. 家族計画、医療センター
18. 伝染病の予防

農
林
水
産
業

セ
ク
タ
ー
開
発
の
目
標

社
会
開
発

運
輸
・
電
力

工
　
　
業

現在

JICA調査団作成



-  34 -

第 3章　開発の推移と現状（主要セクター分析）

本章の目的は、農業、社会、産業及び災害・環境の 4つの主要セクターに係る開発の推移と現

状を時系列データに基づき紹介、分析するとともに、これらの主要セクターの今後の開発課題を

明らかにすることにある。

3－1　農業セクター

（1）農林水産業全般

農林水産部門は、1996/1997年の GDPの約 3割を占め、徐々にその比率が下がっているとは

いえ、バングラデシュの経済開発における最も重要なセクターであるといえる。農林水産物

1次産品やジュートや皮革などの加工品の輸出額が、輸出全体の約 1/4を占め、外貨獲得に寄

与している。また、全労働力のうちの約 6割を農林水産分野で吸収している。農林水産のな

かでも作物栽培（特に食用作物）が、農林水産分野の6割強を占めている。残り4割のうち、水

産及び畜産で約3割、林業が約1割となっている（図3－1参照）。近年、作物栽培の比率が徐々

に低下しているが、その要因は、農業生産の増加が緩慢なことによる。政府は作物生産増加

を経済成長を図るための重点とみているが、近年では、畜産、漁業を含む非作物セクターの

成長の方が大きくなってきている。バングラデシュの人口のかなりの部分が農村部に住み、

農村部における農業生産や農業・非農業面での雇用が大きな位置を占める現状では、農業セ

クターの開発は依然として、貧困軽減や持続的な経済発展のうえで重要な役割を担っている。

図 3－ 1　農業セクターの部門別GDPの割合（1996/97年）

（2）林業

森林は生態学的に重要であるが、バングラデシュにおいては希少資源であるといえる。林
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業は、GDPの約 3％を占め、雇用の2％を吸収している。245万 ha（国土面積の 17％）が森林も

しくは森林としてのポテンシャルをもつ土地である。このうち、国有林が 218万 haで、残り

27万 haが民間所有地（例えば、屋敷林、紅茶畑、ゴム農園など）である。

これまでは、木材及び木製品の供給拡大のための森林面積拡大と天然林の品質改善のため

の造林を行ってきた。1990年以降は、環境保全の観点から、森林資源の抜き取りが制限され、

造林地の開発が優先されるようになった。また、森林の管理と開発において、住民参加と民

間セクターの投資に重点が置かれている。

（3）畜産

畜産がGDPに占める割合は3％で、農林水産部門に占める割合は約 9％である。農林水産部

門に占める割合は近年高くなりつつある。畜産は、農作業における牽引力として 95％を占め

ている。また、農村人口の約 20％が、常時雇用として、賃金収入を得ている。また、畜産物

の輸出（皮革製品等）により外貨獲得に貢献している。

（4）水産

水産が農林水産部門に占める割合は約 9％である。また、国民のタンパク源として約 60％

の貢献度がある。水産分野では、常時雇用として約 120万人、臨時雇用として1,100万人の労

働力吸収がある。輸出の約 10％は、水産物によるものである。水産物の増大、水産輸出の

増加、水産分野での雇用機会創出が、これまで継続して開発課題として掲げられている。

（5）農村開発

農村開発の目標として、貧困軽減が、各 5か年計画の主要課題の一つに上げられているが、

これまでのところ有意義な改善がもたらされているとはいえない。それどころか、第 2章で

示されたように依然として農村部の貧困は、バングラデシュにおいて解決すべき大きな課題

である。

（6）農林水産の生産動向

バングラデシュの農林水産業は、米・小麦などの穀類生産を中心とする作物生産が主と

なっている。1970年ごろから 1990年ごろまでは、農業部門 GDPのうち 80％近くが作物生産

によるもので、その他の畜産・林業・漁業が約20％であった。1990年代に入ってから 1995年

ごろまでには、作物生産が約 60％に減少し、畜産・林業・漁業が約 40％に増加している。し

かし、依然として作物生産を中心とする農業構造にあるといってよいと思われる。
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農林水産部門の生産指数の独立以降から 1990/91年度までの推移を、表 3－ 4に示す。

表に見られるように、1972/73年度の生産を 100とした生産指数としては、農産物163（1989/

90年度）、畜産 138（1990/91年度）、林業 167（1990/91年度）において着実な上昇が見られるが、

漁業では 1990/91年度に 96と生産増加が見られない。

ただし、農産物、畜産、林業において生産指数の上昇が見られるといっても、人口の増加

指数が 1990/91年度で 147.5であることから、生産指数の増加が人口増加指数を大きく上回っ

ているものではない。人口1人当たりの指数で見ると、農産物生産／人が 114、畜産物生産／

人が 93、林業生産／人が 113、漁業生産／人が 65であり、農産物及び林業で人口増加以上の

生産増加を上げている一方で、畜産及び漁業では、人口増加に追いついていない。

主食である米においては、118と人口増加率を上回る水準で推移してきている。総農林水産

業生産／人で見ると、その指数は 1973/74年度以降 1990/91年度まで、ほぼ 100から 110の範

囲内で推移していることから、何とか人口増加に対応できるだけの生産増加を上げてきたと

いえるだけで、決して余裕を生むような生産増加には至っていないと判断される。このこと

から、少なくとも人口増加に見合うだけの農林水産物の生産増加を引き続き図っていく必要

性の高いことが窺える。

（7）土地利用状況

バングラデシュの土地利用状況（1971/72～ 1994/95）を表 3－ 1及び 3－ 5に示す。

バングラデシュの国土面積は、1994/95年度においては、14万 8,000km2（日本の国土面積の

約 4割に相当）である。国土面積に占める比率が最も大きいのは、純耕地面積の774万 haで国

土面積の約半分の52.2％を占めている（1994/95年度）。独立直後の1971/72年度には、824万 ha

であったことと比較すると、50万 haの純耕作地が減少している。また森林面積も、1971/72年

度に 223万 ha、国土面積の 15.6％であったものが、1994/95年度には、197万 ha、国土面積の

13.3％と 26万 ha減少している。一方で、非可耕地（河川、市街地を含む）は、1971/72年度の

266万 ha、国土面積の 18.6％から、1994/95年度には、410万 ha、国土面積の 27.6％と 144万 ha

も増加している。
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表 3－ 1　土地利用状況（1971/72及び 1994/95）

（単位：万 ha）

森林 （％） 非可耕地 （％）
耕作

（％） 休耕地 （％）
純耕地

（％） 総計
多毛作 栽培面積

放棄地 面積 面積 総計

1971/72 223 15.6 266 18.6 30 2.1 85 6.0 824 57.7 1,428 316 1,140

1994/95 197 13.3 410 27.6 63 4.2 40 2.7 774 52.2 1,484 578 1,352
（表 3－ 5より抜粋）

休耕地の面積も減少傾向にあるので、農業用地の拡大余地はほとんどないといってよい。

このため、農業生産の増加を図るためには、単位面積当たりの収量を増やすこと、あるいは、

土地利用度の増大（多毛作化＝土地利用率の増大）が必要とされている。実際、1971/72年度の

多毛作面積が、316万 haであったものが、1994/95年度には、578万 haへと、262万 ha増加し

ている。多毛作面積の増加が純耕地面積の減少分 50万 haを補うだけでなく、栽培面積（純耕

作面積＋多毛作面積）としては 212万 haの増加に貢献している。土地利用率は、1971/72年度

の約 140％から 1994/95年度には、約 175％へと向上している。

（8）灌漑地面積の推移

土地利用状況の項で述べたとおり、バングラデシュの農業生産の増大においては、高収量

品種の導入、農業資材の投入増加（肥料等）のほかに、土地利用率の向上が必要であり、この

ためのキーポイントが灌漑地面積の増大にある。雨期における稲作を中心とする作物栽培は、

その天候や洪水のリスクから安定した営農をすることに困難を伴うが、乾期においては、水

が十分に入手できるのであれば、雨期作の米に比べて収量の多い稲作が可能である。

表 3－ 2及び 3－ 6に、1974/75年度から 1994/95年度までの灌漑地面積の割合を示した。

1974/75年度の灌漑地面積は、144万 haであったが、1994/95年度には 343万 haへと 20年間

で約 200万 ha増加している。純耕地面積に対する灌漑地面積の割合を灌漑率とすると、17.3

％（1974/75年度）から 44.3％（1994/95年度）へと上昇している。1974/75から 1994/95までの 20

年間の灌漑率の上昇率を平均すると、1.35％/年の上昇となる。表を見ると、灌漑率の上昇は、

1980年代に入ってから順調になり、特に 2年続きの大洪水があった 1987/88～ 1988/89年度は、

3.5％及び 5.2％と突出した上昇率を示している。この変化は、大洪水に見舞われ、雨期作の米

生産が減少したことから、乾期作の米生産を増大する必要性に迫られたことに起因している

といわれている（昨年 1998年の雨期にも大洪水に見舞われているので、洪水後の乾期作の稲

作における灌漑率の大きな上昇が見られるものと予想される）。

なお、バングラデシュにおける灌漑では、低揚程ポンプ、浅井戸ポンプ、深井戸ポンプが

主流を占めており、人力による伝統的灌漑方法はその比率が大きく減少している。
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表 3－ 2　灌漑地面積の割合（1974/75、1984/85及び 1994/95）

（単位：万 ha）

純耕地面積 栽培面積総計 灌漑地面積 灌漑率（％）
1974/75 832 1,159 144 17.3

1984/85 864 1,315 207 24.0

1994/95 774 1,352 343 44.3
（表 3－ 6より抜粋）

（9）食糧自給

バングラデシュは、1971年の独立以降、着実な食糧生産増加を果たしている。1972/73年度

の食用穀物（米及び小麦）が約 1,000万 tであったものが、1997/98年度には約 2,000万トンと、

この 25年間で 2倍になっている（生産量については、表 3－ 1を参照のこと）。この食糧生産

増加には、浅井戸ポンプ利用等による灌漑面積の増加、改良品種の導入、作付け率の向上が

貢献している。

しかしながら、バングラデシュの第 1次 5か年計画（1973/78年）から現在の第 5次 5か年計

画（1997～ 2002年）までずっと、「食糧自給」が開発計画のなかの重点項目に上げられてきて

いる。すなわち、高い人口増加圧力が存続し、依然として食糧不足状況が続いているといえ

る。

表 3－ 4に食用穀類の供給と必要量についての 1980/81年度から現在までの推移を示した。

米及び小麦の国内生産量は、1980/81 年度の約 1,500 万トンから 1997/98 年度には約 2,000

万トンへとこの 17年に 500万トンの増加（33％増加）となった。一方、人口は、1980/81年度

の 8,890万人から 1997/98年度の 1億 2,700万人へと 3,810万人（43％の増加）へと増加した。こ

の期間においては、人口増加が食糧生産増加を上回っている。

食糧自給を図る一つの指標として、米と小麦の供給量（純生産量）と必要量（約 454g／日／

人）とを比較して、その差を算出し、足りているか不足しているかを判断している。米と小麦

の合わせた純生産量と消費必要量との差が食糧ギャップである。食糧ギャップの比率の変化

を見ると、6％～ 17％の間で推移し、平均すると約 10％の不足である。なお、不足量は海外

からの食糧援助や民間業者による輸入などで補っている。

高い人口増加圧力の継続と、その一方で耕地面積の減少がある現状において、バングラデ

シュの食糧ギャップを縮小していくためには、単位面積当たりの収量増加等、生産性の持続

的向上を図ることが肝要であり、このための不断の努力が今後も求められているといえる。
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（10）農村部の土地所有形態

農村部の土地所有状況については、農業センサスや家計支出調査統計から表の3－ 3ような

構成になっている。

表 3－ 3　農村部の土地所有形態

土地所有規模 Agri. Census
HES 1988－ 89 HES 1991－ 92 HES 1995－ 96

ha 83－ 84

土地無し － 3.5％ 5.4％ 5.5％

0.004－ 0.02 18.1％ 14.7％ 12.2％ 12.4％

0.02－ 0.20 28.2％ 34.7％ 35.4％ 37.1％

0.20－ 0.40 12.0％ 10.8％ 11.5％ 11.8％

0.40－ 1.01 21.6％ 18.4％ 19.7％ 19.0％

1.01－ 3.03 16.3％ 14.4％ 12.7％ 12.0％

3.03以上 3.8％ 3.5％ 3.1％ 2.2％

計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
HES：Household Expenditure Survey

Agri. Census 83－ 84：Bangladesh Census of Agriculture & Livestock 1983－ 84

*：土地無しを含む

Source：Household Expenditure Survey 1995－ 96, Bangladesh Bureau of Statistics, April 1998, Page 13, Table 2.3

家計支出調査統計 1995/96年（Household Expenditure Survey 1995－ 96, April 1998, BSS）によ

ると、農村部の世帯数は約 1,850万世帯とされている。

バングラデシュでは、1.01ha以下の土地所有農家を、「小農」と分類している。この割合は、

1983/84年農業センサスで 79.9％を占めていたが、1995/96年家計支出調査統計では、85.8％と

なり、小規模農家の世帯の比率がさらに増加している。一方で、「中農」とされる1.01～ 3.03ha

を所有するの世帯の比率は、16.3％から 12.0％に、また、「大農」とされる3.03ha以上を所有す

る世帯の比率は、3.8％から 2.2％にそれぞれ減少している。

家族数5～ 6人の平均的家庭が農業経営だけで自活するに必要な土地所有規模は、各種の条

件（地域条件、土地標高の高低、灌漑水の利用難易度等）によって異なるが、平均的には 1ha

程度とされており、このことから判断すると、農村世帯の約 85％は、自己所有地における農

業だけでは、自活できないということになる。

（11）農業セクターの今後の開発課題

図 3－ 2はこれまでの分析に基き、農業セクターの開発課題を整理したものである。

バングラデシュでは国民の約 80％が農村部に居住し、その約半分が貧困ライン以下で生活

していることから、農業セクターの開発は貧困対策に不可欠である。
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農業セクターには、「農業振興」の主要課題があり、そして、そのサブ課題としては、まず、

独立以降の最大の問題である「食糧自給」があげられ、次に国民の栄養改善に向けて「一次産

品の多様化」、国際収支の改善に向けて「輸出産品の強化」があげられる。

一方、農産物の生産の観点から見ると「農業技術の開発・普及」、「灌漑を中心とする耕地の

利用拡大」、「肥料、農業機材等の農業資材」の課題があり、そして、生産の次の過程として「農

産物の流通」の課題があり、生産・流通を支えるものとして「農業資金確保」の課題がある。

以上は「農業振興」の観点だけから開発課題を整理したが、バングラデシュはもともと耕地

が限られており、また、人口増と次世代に対し均等に財産を分与するイスラムの均等相続制

度の影響で小農が増加しており、農業だけでは十分な雇用・所得機会を生み出せない。この

状況等を受けて、政府・ドナーでは農業振興のみならず、農業以外の生計向上、生活向上を

含めた総合的な貧困対策アプローチである「農村開発」という開発課題のとらえ方も主流と

なっており、農村開発には、「各種インフラ整備（農業施設、農村マーケット、保健施設、教

育施設等を含む）」、「生計・生活技術の普及」、「開発資金の確保」がサブ課題としてあげられ

る。

図 3－ 2　農業セクターの開発課題系統図
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1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

農産物

　　（穀類計） － － 113 129 119 131 124 132 142 148 148 148 153 155 159 160 162 183 188

　　米 100 118 123 128 118 129 129 128 138 135 143 141 144 148 152 152 153 174 174 181 182 179 167 175 187 187 174

　　（米生産量）万トン 1,009 1,191 1,129 1,276 1,175 1,297 1,285 1,274 1,388 1,263 1,422 1,451 1,462 1,504 1,541 1,541 1,554 1,786 1,785 1,825 1,834 1,804 1,683 1,769 1,888 1,886 1,755

　　小麦類 100 － 128 242 286 385 540 893 1,158 1,056 1,193 1,369 1,693 1,228 1,260 1,334 1,250 1,091 1,134 1,170 1,292 1,243 1,368 1,505 1,598 1,981 2,033

　　（小麦生産量）万トン 9.1 11.1 11.9 22.2 26.4 35.4 50.2 83.6 111.0 98.3 111.3 121.2 146.4 104.1 109.1 104.8 102.2 87.9 100.4 106.5 117.6 113.1 124.5 136.9 145.4 180.3 185.0

　　ジュート類 100 92 53 59 74 82 99 91 76 71 74 80 70 132 103 72 68 72 80

　　豆類 100 94 97 100 106 108 106 105 97 97 97 250 262 244 235 229 232 243 245

　　油科種子 100 92 102 102 100 114 117 103 101 106 103 202 216 205 183 184 173 179 176

　　サトウキビ 100 119 125 111 120 125 128 119 120 124 136 140 133 135 130 148 129 124 119

　　野菜 100 89 97 87 97 98 111 115 136 141 140 133 135 130 148 129 124 119

　　農産物総計 100 111 107 118 112 123 124 124 130 129 136 139 142 149 148 147 146 163 116

畜産 100 102 103 105 106 142 148 154 158 160 174 112 116 119 123 127 131 135 138

林業 100 113 83 77 86 114 121 127 133 147 147 178 157 172 134 137 172 175 167

漁業 100 100 101 77 76 75 74 74 74 79 83 85 85 86 88 90 89 91 96

　　農林水産業総計 100 111 106 114 111 123 125 126 132 127 133 133 134 141 139 139 139 153 157

人口（百万人） 74.3 76.4 78.0 79.9 81.8 83.7 85.6 87.7 89.9 91.5 93.6 95.5 97.5 99.4 101.5 103.4 105.5 107.5 109.6 113.0 115.0 117.0 119.0 121.0 123.0

指数（1972/73：100） 100.0 102.8 105.0 107.5 110.0 112.7 115.2 118.0 121.0 123.3 126.0 128.5 131.2 133.8 136.6 139.2 142.0 144.7 147.5 152.1 154.8 157.5 160.2 162.9 165.5

1人当たりの指数

農産物生産／人 100 111 102 110 102 109 108 105 108 105 108 108 108 111 109 106 103 113 114

米生産／人 100 115 108 119 107 114 112 108 114 110 113 110 110 111 111 109 108 120 118

畜産生産／人 100 99 98 98 97 126 129 130 130 130 138 87 88 89 90 91 92 93 93

林業生産／人 100 109 79 71 87 100 105 108 110 119 117 138 120 129 98 99 121 121 113

漁業生産／人 100 98 96 71 69 66 65 63 62 64 66 66 65 64 64 65 62 63 65

総農林水産業生産／人 100 108 101 101 101 109 109 107 109 103 116 103 102 105 102 100 98 106 107

資料：（1981/82－ 1990/91）1997 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics

資料：（1974/75－ 1980/81）1983－ 84 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics

資料：（1972/73－ 1973/74）1979 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics

及びその他資料

表 3－ 4　農業生産指数（1972/73＝ 100）
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表 3－ 5　土地利用状況（1971/72～ 1994/95）

（単位：万 ha）

森林 （％） 非可耕地 （％）
耕作

（％） 休耕地 （％）
純耕地

（％） 総計
多毛作 栽培面積

放棄地1） 面積 面積 総計

1971/72 223 15.6 266 18.6 30 2.1 85 6.0 824 57.7 1,428 316 1,140

1972/73 223 15.6 266 18.6 28 1.9 68 4.8 843 59.1 1,428 332 1,175

1973/74 223 15.6 266 18.6 27 1.9 63 4.4 849 59.5 1,428 342 1,191

1974/75 221 15.5 266 18.6 27 1.9 81 5.7 832 58.3 1,428 327 1,159

1975/76 220 15.4 268 18.8 27 1.9 64 4.5 849 59.4 1,428 353 1,201

1976/77 221 15.4 268 18.8 27 1.9 85 6.0 827 57.9 1,428 345 1,173

1977/78 220 15.4 270 18.9 27 1.9 74 5.2 837 58.6 1,428 365 1,202

1978/79 219 15.4 270 18.9 25 1.8 71 5.0 842 59.0 1,428 447 1,289

1979/80 220 15.4 271 18.9 25 1.7 69 4.8 845 59.1 1,429 449 1,294

1980/81 219 15.3 272 19.0 25 1.8 57 4.0 856 59.9 1,429 460 1,316

1981/82 214 15.0 277 19.4 25 1.7 55 3.8 858 60.1 1,429 462 1,321

1982/83 214 15.0 278 19.5 23 1.6 48 3.4 865 60.5 1,429 476 1,341

1983/84 211 14.6 290 20.0 33 2.3 45 3.1 868 60.0 1,446 468 1,336

1984/85 214 14.8 291 20.1 29 2.0 49 3.4 864 59.7 1,448 451 1,315

1985/86 212 14.6 292 20.2 27 1.9 40 2.8 877 60.5 1,448 477 1,354

1986/87 199 13.4 329 22.3 27 1.8 39 2.7 885 59.8 1,480 449 1,334

1987/88 190 12.8 311 21.0 36 2.4 118 7.9 829 55.8 1,484 553 1,382

1988/89 190 12.8 309 20.8 36 2.4 133 9.0 815 54.9 1,484 556 1,371

1989/90 190 12.8 315 21.2 35 2.4 109 7.3 835 56.3 1,484 571 1,406

1990/91 190 12.8 322 21.7 58 3.9 96 6.5 817 55.1 1,484 586 1,403

1991/92 189 12.7 400 27.0 62 4.2 35 2.4 798 53.8 1,484 583 1,381

1992/93 189 12.7 410 27.6 61 4.1 38 2.5 786 53.0 1,484 584 1,370

1993/94 189 12.7 419 28.2 63 4.3 40 2.7 773 52.1 1,484 576 1,348

1994/95 197 13.3 410 27.6 63 4.2 40 2.7 774 52.2 1,484 578 1,352
注 1）耕作可能であるが 1年以上耕作されていない農地

非可耕地には、河川・市街地などを含む。

1エーカー＝ 0.404686haで換算

資料：1997 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, p.120, table 4.36
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表 3－ 6　灌漑地面積の割合（1974/75～ 1994/95）

（単位：万 ha）

純耕地面積 栽培面積総計 灌漑地面積 灌漑率（％）
1972/73 843 1,175 － －

1973/74 849 1,191 － －

1974/75 832 1,159 144 17.3

1975/76 849 1,201 141 16.6

1976/77 827 1,173 122 14.7

1977/78 837 1,202 146 17.4

1978/79 842 1,289 149 17.8

1979/80 845 1,294 157 18.6

1980/81 856 1,316 164 19.1

1981/82 858 1,321 173 20.1

1982/83 865 1,341 184 21.3

1983/84 868 1,336 192 22.1

1984/85 864 1,315 207 24.0

1985/86 877 1,354 210 23.9

1986/87 885 1,334 220 24.8

1987/88 829 1,382 235 28.3

1988/89 815 1,371 274 33.6

1989/90 835 1,406 294 35.2

1990/91 817 1,403 303 37.0

1991/92 798 1,381 323 40.5

1992/93 786 1,370 325 41.4

1993/94 773 1,348 329 42.6

1994/95 774 1,352 343 44.3
資料：（1985/86－ 1994/95）1997 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics

資料：（1984/85）1989 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics

資料：（1974/75－ 1983/84）1983－ 84 Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics
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年度 国内生産量（グロス） 純生産量 年中央の 食用穀物の 食糧 ギャップの 民間による 公的供給 内部調達 国内供給量 １人当たり

（注 1） 人口 消費必要量 ギャップ 比率 輸入 供給量

米 小麦 計 （④× 0.9） （百万人） （１人当たり （⑤－⑦） （⑧÷⑦× 100） （注 2） （⑤＋⑨＋⑩－⑪） （454g／日）

454g／日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

1972/73 10,090 91 10,181 9,163 72.6 11,917 － 2,754 23％ 2,660 1 11,822 15.38

1973/74 11,909 111 12,020 10,818 74.3 12,254 － 1,436 12％ 1,755 71 12,502 15.81

1974/75 11,287 117 11,404 10,264 76.4 12,542 － 2,279 18％ 1,785 129 11,919 14.73

1975/76 12,763 218 12,981 11,683 78.2 12,831 － 1,148 9％ 1,722 422 12,983 15.68

1976/77 11,753 105 11,858 10,672 80.0 13,136 － 2,463 19％ 1,486 319 11,840 13.97

1977/78 12,970 356 13,326 11,993 81.9 13,457 － 1,464 11％ 1,908 560 13,341 15.37

1978/79 12,849 494 13,343 12,009 83.9 13,777 － 1,768 13％ 1,854 361 13,502 15.19

1979/80 12,740 823 13,563 12,207 85.9 14,082 － 1,875 13％ 2,498 355 14,350 15.80

1980/81 13,880 1,092 14,972 13,475 87.8 14,419 － 944 7％ 1,542 1,017 14,000 15.05

1981/82 13,629 967 14,596 13,136 91.9 14,740 － 1,603 11％ 2,067 303 14,901 15.67

1982/83 14,215 1,095 15,310 13,779 93.9 15,061 － 1,282 9％ 1,935 192 15,522 15.97

1983/84 14,509 1,211 15,720 14,148 96.0 15,397 － 1,249 8％ 2,051 266 15,933 16.04

1984/85 14,623 1,464 16,087 14,478 98.2 15,757 － 1,278 8％ 2,562 349 16,692 16.42

1985/86 15,038 1,042 16,080 14,472 100.2 16,590 － 2,118 13％ 1,541 349 15,664 15.11

1986/87 15,406 1,091 16,497 14,847 102.4 16,960 － 2,113 12％ 2,120 188 16,779 15.83

1987/88 15,413 1,048 16,461 14,815 104.7 17,335 － 2,520 15％ 2,503 375 16,943 15.64

1988/89 15,544 1,021 16,565 14,909 106.8 17,682 － 2,774 16％ 2,941 416 17,433 15.77

1989/90 17,856 890 18,746 16,871 108.9 18,030 － 1,159 6％ 2,164 960 18,075 16.04

1990/91 17,852 1,004 18,856 16,970 111.0 18,378 － 1,407 8％ 2,372 783 18,559 16.16

1991/92 18,252 1,065 19,317 17,385 113.0 18,709 － 1,323 7％ 2,345 1,016 18,714 16.00

1992/93 18,341 1,176 19,517 17,565 115.0 19,040 － 1,475 8％ 355 1,073 233 18,761 15.77

1993/94 18,041 1,131 19,172 17,255 117.0 19,371 － 2,116 11％ 312 1,376 166 18,777 15.51

1994/95 16,833 1,245 18,078 16,270 119.0 19,702 － 3,432 17％ 1,013 1,573 277 18,579 15.09

1995/96 17,687 1,369 19,056 17,150 121.0 20,033 － 2,883 14％ 850 1,795 422 19,373 15.47

1996/97 18,883 1,454 20,337 18,303 123.0 20,364 － 2,061 10％ 237 1,392 616 19,316 15.18

1997/98 18,861 1,803 20,664 18,598 125.0 20,696 － 2,098 10％ 1,149 1,621 616 20,752 16.04

1998/99p 17,549 1,850 19,399 17,459 127.0 21,027 － 3,568 17％ 3,000 2,425 650 22,234 16.92

p：計画値

注 1：種子用、飼料用、廃棄として 10％の減少を含む

注 2：1992/93年度以前は、民間による食用穀物の輸入は許可されていなかった。

Source：Planning Commission, BBS and Ministry of Food.（1972/73～ 1979/80のデータ）

Sources：Bangladesh Bureau of Statistics, NBR and Directorate of Food.（1980/81～ 1998/99のデータ）

（実際には、Food Planning and Monitoring Unit of Ministry of Foodからデータを入手）

表 3－ 7　食用穀物の供給量と必要量（1972/73年度～ 1998/99年度） （単位：千トン）
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3－2 産業セクター

（1）産業セクターの現状

バングラデシュは、独立以来、経済的自立の達成をめざして産業セクターの開発をその経

済・社会開発計画の主要目標に掲げてきた。その結果、産業セクターの1983～ 1996年の期間

の年平均成長率は 5.7％と、かろうじて経済全体の年平均成長率（4.3％）を上回っている（表 3

－ 8）。しかし、産業セクターのサブセクターの一つである製造業の成長は遅く、同期間の製

造業の年平均成長率を見ると4.8％となっている。そのため、1996/97年における製造業のGDP

シェアは、11.1％で、1982～ 1984年時点における GDPシェアの 10.4％からあまり伸びていな

い。

表 3－ 8　産業のGDPシェアと年平均成長率（ベース：1983/94年価格＝ 100）

1983/84 1985/86 1990/91 1995/96 1996/97 Ave. Annl. Growth
Agriculture 43.0％ 41.3％ 37.6％ 32.2％ 32.4％ 2.1％

Industry 16.1％ 15.7％ 17.2％ 19.6％ 19.2％ 5.7％

Manufacturing 10.4％ 9.7％ 9.8％ 11.3％ 11.1％ 4.8％

Services 40.9％ 42.9％ 45.2％ 48.2％ 48.4％ 5.7％

GDP at Market Prices 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 4.3％
Source：World Bank and Asian Development Bank, Bangladesh Economic Trends and the Policy Agenda, May 1998.

（2）製造業生産

製造業は、バングラデシュの統計上、さらに 8つの製造業グループに分けられている。そ

のなかで、近年高い伸びを示しているのが、ジュート・綿・皮革製品グループと製紙・紙製

品グループである（表 3 － 9、図 3 － 3）。その他のグループは製造業全体の生産数量指数

（Quantum Index）の伸びを下回っている。製造業の生産の伸びを、1988/89年を基準年とした生

産数量指数で見ると、基準年から 1997/98年までの製造業全体の伸びは、199.07となっている

が、ジュート・綿・皮革製品グループ、製紙・紙製品グループの伸びは、それぞれ234.54、281.83

と大きく製造業全体の伸び率を上回っている。
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図 3－ 3　主要製造業サブセクターの生産数量指数

二つのグループの高成長を支えているのは、それぞれ、既製服の製造と図書・雑誌の出版

である。既製服の同期間の生産数量指数は 667.11で、ジュート・綿・皮革製品グループの伸

びの 2.84倍である。また、図書・雑誌出版の生産数量指数は 585.24で、製紙・紙製品グルー

プの伸びの 2.08倍となっている。

1988/89年以前の製造業生産の状況は、1981/82年を基準年とした生産数量指数で確認するこ

とができる1）。同指数によると、製造業全体の生産指数は 1988/89年時点で148.00であったが、

既製服は 4046.00、図書・雑誌出版は 179.00であった。1981/82～ 1988/89年の期間で、既製服

表 3－ 9　主要製造業サブセクターの生産数量指数

（Base：1988/89=100）

Food, Beverage Jute, Cotton Wood Paper and Chemical, Non-metalic Basic Metal Fabricated （Books &
Manufacturing &Tobacco &Leather Products Paper Products Petroleum & products Products Metal （Garments） Periodicals）

Rubber

1992/93 141.81 138.09 154.50 106.52 179.53 143.63 90.97 62.03 90.17

1993/94 153.89 151.24 160.34 117.70 213.60 160.31 105.31 109.82 89.08 273.56 335.68

1994/95 163.33 172.12 159.21 129.73 242.12 168.93 96.87 182.90 99.99 280.95 466.43

1995/96 173.50 164.56 180.28 137.30 259.78 182.41 113.72 159.18 90.83 439.98 483.44

1996/97 179.30 162.56 195.66 150.63 258.59 178.80 141.35 172.58 95.76 507.17 497.77

1997/98 199.07 173.51 234.54 171.31 281.83 181.62 153.18 196.18 95.78 667.11 585.24

1） BBS, Statistical Bulletin of Bangladesh, August 1993, pp.81－ 84.
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以外に高い生産の伸びを示したのは、魚介加工（366.00）、清涼飲料水（421.00）、肥料（384.00）、

セラミックス（837.00）などである。

（3）輸出

第 2章で紹介されたように近年の輸出額の約60％を占めているのが、既製服である（表3－

10、図 3－ 4）。既製服以外の輸出品は、ジュート製品、魚介類・エビ、皮革製品、ジュート、

茶、肥料などであるが、6品目の輸出合計でも 1997/98年の輸出総額の 25％に満たない。

表 3－ 10　輸出品目

（in Million Taka）

1995/96 1996/97 1997/98 1995/96 1996/97 1997/98
Readymade garments 81,950 98,930 126,170 59.19％ 59.70％ 61.86％

Jute manufacturers 12,400 13,300 13,280 8.96％ 8.03％ 6.51％

Fish & prawns 13,110 13,970 14,910 9.47％ 8.43％ 7.31％

Hides, skins & leather 8,970 8,980 8,100 6.48％ 5.42％ 3.97％

Jute raw & meshta 2,940 5,380 4,840 2.12％ 3.25％ 2.37％

Tea 1,150 1,500 2,070 0.83％ 0.91％ 1.01％

Fertilizer 120 50 580 0.09％ 0.03％ 0.28％

Others 17,820 23,600 34,020 12.87％ 14.24％ 16.68％

Total 138,460 165,710 203,970 100.00％ 100.00％ 100.00％

図 3－ 4　輸出品目

Export by Commodities�
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（4）輸入

輸入品のなかで最もシェアが大きいのは、繊維糸・生地などの製品で、1997/98年では輸入

総額の約 1/4を占めている（表 3－ 11、図 3－ 5）。次に、大きなシェアを占めているのが、資

本財あるいは耐久消費財として使用される機械・輸送設備で、1997/98 年におけるシェアは

12.5％であった。1995/96～ 1997/98年の期間中、繊維糸・生地などの製品の輸入がわずかなが

ら増加傾向にあるのに対し、機械・輸送設備の輸入はわずかながら減少傾向にある。その他

の輸入品には、石油・石油製品（5.8％）、鉄・鉄鋼（5.2％）、シリアル（3.9％）、化学薬品（3.3

％）、乳製品（0.7％）などがある。なお、繊維糸・生地などの製品の輸入は、主に既製服生産・

輸出のための原料輸入として行われたもので、その額は、既製服輸出額の 66.7％（約2/3）を占

めている。

表 3－ 11　輸入品目

（in Million Taka）

1995/96 1996/97 1997/98 1995/96 1996/97 1997/98
Machinery & Transport Equipments 39,630 40,920 42,820 14.1％ 13.5％ 12.5％

Petroleum & petroleum products 18,620 16,030 19,760 6.6％ 5.3％ 5.8％

Textile yarn fabrics, made up articles & related products 64,020 73,970 84,140 22.8％ 24.4％ 24.6％

Chemicals 15,230 20,980 11,240 5.4％ 6.9％ 3.3％

Iron & steel 13,150 18,640 17,740 4.7％ 6.2％ 5.2％

Cereals & cereal preparations 20,340 4,230 13,340 7.2％ 1.4％ 3.9％

Dairy products & eggs 2,210 2,490 2,240 0.8％ 0.8％ 0.7％

Others including those under loans & grants 107,780 125,740 150,570 38.4％ 41.5％ 44.0％

Total 280,980 303,000 341,850 100.0％ 100.0％ 100.0％

図 3－ 5　輸入品目

Import by Commodities�
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（5）直接投資

1） BOIへの投資登録

バングラデシュへの投資の窓口は、投資委員会（Board of Investment：BOI）である。ただ

し、輸出加工区（Export Processing Zone：EPZ）への投資の窓口としては、別にバングラデシュ

輸出加工区庁（Bangladesh Export Processing Zones Authority：BEPZA）がある。BOIの下に登

録される直接投資は、近年増加傾向にある。1989/90年に 989件に及ぶ投資登録が記録され

た後、1990/91年の登録件数はいったん 218件にまで落ち込んだが、1993/94年以降再び、投

資件数が増加し、1996/97年には、1,385件の登録をみた。1989/90～ 1996/97年の期間の累積

投資件数は、合計6,595件に及んでいる（表 3－ 12）。産業サブセクターのなかで、同期間中

1991件と登録件数の最も多いのが、繊維産業で、同期間の登録件数ベースで、30％を占め

ている。続いて、投資件数が多いのが、機械製造（Engineering）で、登録件数 1,465件となっ

ている。化学薬品（781件）や印刷（717件）なども投資件数の多い産業サブセクターである。

ただし、BOIへの投資登録は、あくまでも登録であり、投資の実績ではない。

表 3－ 12　BOIへの投資登録
（Number of Companies）

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Total Total

（1989-96） （1989-96）

Agrobased 43 11 33 16 60 84 62 59 368 6％

Food & Allied 30 10 16 23 56 84 69 100 388 6％

Textile 23 14 10 15 262 458 637 572 1,991 30％

Printing & Publishing 65 8 41 54 101 157 132 159 717 11％

Tannery, Leather & Rabber Products 27 11 13 10 28 29 32 49 199 3％

Chemical 231 51 34 66 97 97 90 115 781 12％

Glass, Ceramics & Other Non-Metalic Mineral Products 12 4 4 0 16 25 22 19 102 2％

Engineering 501 63 60 12 219 223 193 194 1,465 22％

Service 37 22 13 6 52 43 34 55 262 4％

Misc/NEC 20 24 33 2 55 58 67 63 322 5％

Total 989 218 257 204 946 1,258 1,338 1,385 6,595 100％

（in Million Taka）

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Total Total

（1989-96） （1989-96）

Agrobased 2,034 1,298 1,134 318 2,759 5,613 5,933 6,651 25,740 6％

Food & Allied 1,553 65 1,062 1,298 1,455 2,661 3,317 4,888 16,299 4％

Textile 8,486 549 293 509 20,220 21,685 28,273 24,446 104,461 23％

Printing & Publishing 1,011 154 565 585 450 1,535 1,316 1,482 7,098 2％

Tannery, Leather & Rabber Products 517 349 351 266 1,530 1,482 1,618 1,870 7,983 2％

Chemical 3,686 1,032 297 994 15,505 7,311 27,126 8,510 64,461 14％

Glass, Ceramics & Other Non-Metalic Mineral Products 1,327 225 45 0 1,960 7,446 4,298 10,314 25,615 6％

Engineering 2,138 2,548 522 580 2,619 9,868 12,103 6,489 36,867 8％

Service 581 671 130 602 2,681 4,551 5,502 26,186 40,904 9％

Misc/NEC 145 93,127 265 38 1,147 872 21,445 1,770 118,809 27％

Total 21,478 100,018 4,664 5,190 50,326 63,024 110,931 92,606 448,237 100％

Source：BOI.
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金額ベースでの投資登録は、個別投資案件の登録金額にバラツキがあるため、傾向は読

みにくいが、同期間の累積投資登録金額ベースでも繊維産業が、23％を占めている。繊維

産業の次に登録金額の大きいサブセクターは化学薬品で、14％を占めている。

BOIは、国内投資の件数・金額も把握しており、海外直接投資（FDI）と国内投資の割合を

見ると、登録件数ベースでも、登録金額ベースでも、国内投資が、海外直接投資を上回っ

ている。しかし、BOIへの投資登録は、あくまでも登録であることから、BOIの職員による

説明では、実際の投資は、海外直接投資と国内投資のどちらに関しても、登録内容の 30％

程度と推定されるとのことである。

2） BEPZAへの投資登録

EPZ以外に対する投資に対しては、BOIが投資登録を受け付けているのに対し、EPZへの

投資登録は、BEPZAが投資登録、各種投資家サービス、輸出入手続きなどを行っている。

外資・内資を問わず、維産業を除く輸出志向産業の大部分はEPZ内に進出しているが、1999

年 1月時点での EPZ進出企業の合計は 239社となっており、産業全体に占める EPZ企業の

割合は、非常に少ない（表 3－ 13）。EPZ内には繊維産業も進出しており、特にダッカ EPZ

では進出企業数の 19.4％を占めている。EPZ内の繊維産業は、主に既製服のための糸や生

地を生産して、保税倉庫措置 2）を利用している国内の縫製企業に出荷するという形態を

とっているようである。

（6）産業インフラ（交通）

1） 交通需要の動向

バングラデシュの交通需要は、これまで旅客輸送と貨物輸送のどちらにおいても、非常

に大きく増大してきた。1974/75年から 1992/93年にかけての旅客輸送と貨物輸送の需要の

伸び（年平均成長率）は、それぞれ 8.4％、8.2％で、どちらも、同期間の年平均 GDP成長率

（5.5％）を上回っている3）。1992/93年に 66 Billion Passenger Km（PKms）、9.0 Billion Ton Km

（TKms）であった旅客輸送需要と貨物輸送需要は、1996/97年には、それぞれ72 Billion PKms、

10.0 Billion TKmsとなり継続的に増加しているが、1992/93年以降の年平均成長率は、どち

らも 1974/75～ 1992/93年期間に比べて鈍化した（表 3－ 14）。

2） 輸入手続き未済で関税未納の貨物を保管する倉庫を認める措置。
3） Transport Survey Wing, Physical Infrastructure Division, Planning Commission; Bangladesh Integrated Transport System

Study-Final Report, June 1998, p.20.
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表 3－ 13　EPZへの進出企業（1999年 1月時点）

（US$ Thousand） （Number of Companies）

Chittagong Dhaka Chittagong Dhaka Chittagong Dhaka Chittagong Dhaka
Fishing Reel & Golf Equipment 33542 13.8％ 0.0％ 1 0.7％ 0.0％

Textile 33492 44329 13.7％ 42.8％ 13 18 8.9％ 19.4％

Electronics & Electrical Goods 18593 1387 7.6％ 1.3％ 14 4 9.6％ 4.3％

Terrytowel 14415 5.9％ 0.0％ 15 10.3％ 0.0％

Metal Product 9963 4.1％ 0.0％ 13 8.9％ 0.0％

Plastic Goods 6223 3812 2.6％ 3.7％ 4 6 2.7％ 6.5％

Leather Goods 22349 917 9.2％ 0.9％ 15 11 10.3％ 11.8％

Furniture 506 0.2％ 0.0％ 2 1.4％ 0.0％

Garments 64152 34735 26.3％ 33.5％ 25 23 17.1％ 24.7％

Knitting & Other Textile Products 13549 6789 5.6％ 6.5％ 9 7 6.2％ 7.5％

Paper Products 580 37 0.2％ 0.0％ 1 1 0.7％ 1.1％

Garment Accessories 2759 2174 1.1％ 2.1％ 5 8 3.4％ 8.6％

Caps 9036 9022 3.7％ 8.7％ 8 3 5.5％ 3.2％

Tents 6325 107 2.6％ 0.1％ 2 1 1.4％ 1.1％

Toys 349 0.1％ 0.0％ 2 1.4％ 0.0％

Ropes 2002 0.8％ 0.0％ 1 0.7％ 0.0％

Miscellaneous 5848 357 2.4％ 0.3％ 16 11 11.0％ 11.8％

Total 243683 103666 100.0％ 100.0％ 146 93 100.0％ 100.0％
Source：BEPZA.

表 3－ 14　バングラデシュの交通需要：1974/75～ 1996/97

（in Billion）

Year Total Passenger（PKms） Total Freight（TKms）
1974/75 17 2.6

1984/85 35 4.8

1988/89 57 6.3

1992/93 66 9.0

1996/97 72 10.0
Note：Data relate to mechanized transport only.

For figures upto 1992/93－ BTSS, 1997

For figures in 1996/97－ Consultants' estimate

Source：Transport Survey Wing, Physical Infrastructure Division, Planning Commission;

2） 交通モード別の輸送シェア

年々増加する交通需要を満たすためのバングラデシュの交通システムは、鉄道、道路、水

上輸送、航空輸送の4つの交通モードからなっている。航空輸送については、国内に2つの

国際空港を含めて8つの空港があり、バングラデシュの航空会社として Bangladesh Bimanが

運行している。また、近年、民間航空会社の国内線への参入が認められ運行を開始してい

る。バングラデシュの保有する航空機は、国営の Bangladesh Bimanと民間航空会社を合わ

せて 12機であり、そのうち長距離国際線用が 5機、地域・国内線用が 7機である4）。しか

4） Transport Survey Wing, Physical Infrastructure Division, Planning Commission; Bangladesh Integrated Transport System
Study-Final Report, June 1998, p.19.
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し、バングラデシュの交通全体に占める航空輸送の役割は、依然として小さい。

航空輸送以外の3つの交通モードの輸送シェアをみると、旅客輸送、貨物輸送ともに、道

路輸送のシェアが増大している（表 3－ 15）。1974/75年に 54％であった旅客輸送全体に占め

る道路輸送のシェアは、1992/93年には 75％にまで増大し、1996/97年には若干減少したも

のの、73％を占めている。貨物輸送においても、道路輸送のシェアは、1974/75年の 35％か

ら 1996/97年の 63％にまで増大した。3つの輸送モードのうちで最もシェアを落としている

のが、鉄道輸送である。旅客輸送に占める鉄道輸送のシェアは、1974/75年の 30％から 1996/

97年には 13％に落ち込んでいる。この傾向は貨物輸送において一層顕著であり、1974/75年

には 28％であったシェアが、1996/97年には 7％にまで減少した。水上輸送は、鉄道輸送に

比べて、シェアの落ち込みは少ないが、旅客、貨物ともに減少傾向にある。

表 3－ 15　交通モード別の輸送シェア：1974/75－ 1996/97

Passenger Freight
Year Modal Distribution（％） Modal Distribution（％）

Road Rail Water Total Road Rail Water Total

1974/75 54 30 16 100 35 28 37 100

1984/85 65 20 16 101 48 17 35 100

1988/89 68 17 15 100 59 11 30 100

1992/93 75 12 13 100 61 7 32 100

1996/97 73 13 14 100 63 7 30 100
Source：Transport Survey Wing, Physical Infrastructure Division, Planning Commission; Bangladesh Integrated Transport

System Study-Final Report, June 1998, p.21.

3） 交通インフラ整備の状況

人やモノの移動に欠かせない交通システム（交通インフラ）の整備は、経済発展の基礎と

なるものであるが、これまでのバングラデシュの道路輸送のシェアの増大からもわかると

おり、そのなかでも、特に重要性が増しているのが、道路輸送である。道路交通網の整備

状況をみるためには、道路の舗装率、Normalized Road Index（ある国の総道路延長を、その

国の人口、人口密度、1人当たり収入、都市化、地域独特の要素などを加味して計算した、

適切と予想される総道路延長に対して指数表示したもので、100が普通、100以下は不足、

100 以上は充実していることを示す）などがある。南アジアの諸国の舗装率と Normalized

Road Indexを示した表3－ 16を見ると、1996年時点でもバングラデシュの舗装率は、7.2％、

Normalized road indexは 64となっており、道路整備が不十分であることがわかる。また、こ

れは、他の南アジアの国々と比較しても、低い値である。
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表 3－ 16　道路に関する開発指標（1996年時点）

Paved Roads（％） Normalized Road Index
Bangladesh 7.2 64

India 50.2 566

Pakistan 57.0 283

Nepal 41.5 76

Sri Lanka 40.0 469
Source：The World Bank, World Development Indicators March 1998

（7）産業インフラ（電力）

1） 電力需要

電力需要は、年々増加し、1996/97年のピーク需要は 2,114MW（対前年比 1.29％増）であっ

た（表 3－ 16、図 3－ 6）。

表 3－ 16　電力のピーク需要の推移

Year East Zone West Zone System Total
1971/72 140.589 42.172 182.761

1976/77 253.695 88.303 341.998

1981/82 450.668 152.992 603.660

1986/87 734.200 349.300 1083.500

1991/92 1160.000 512.000 1672.000

1992/93 1293.300 530.000 1823.300

1993/94 1355.000 520.000 1875.000

1994/95 1472.000 498.000 1970.000

1995/96 1497.000 590.400 2087.400

1996/97 1594.300 520.100 2114.400

図 3－ 6　電力のピーク需要の推移
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2） 電力供給

1996/97年の設備容量は、2,908MWであるが、設備故障あるいはメンテナンス・修復・点

検による発電ユニットの停止などの理由により、実際の発電可能容量は、2,148MW であ

る5）。さらに、電力供給に際しては、大きな電力損失（システムロス）が発生しているため、

バングラデシュの電力供給は、実際には 2,000MWを下回っており、需要に対し恒常的に不

足している（表 3－ 17）。そのため、計画停電（Load Shedding）を行って対応しているのが現

状である。なお、表 3－ 17に示した電力損失率は、バングラデシュ電力開発庁（BPDB）の

みのデータであり、ダッカ圏の配電を担当しているダッカ電力供給局（DESA）や農村電化

庁（REB）の送配電ロスは含まれていないが、DESAのロス率は、BPDB以上に大きく、1995/

96年時点で29.5％であった。REBのロス率は、3者のなかで一番低く、1995/96年時点で15.2

％であった。

表 3－ 17　バングラデシュ電力開発庁（BPDB）の電力損失率の推移

BPDB
発電所内使用電力を含む％ 発電所内使用電力を含まない％

1971/72 34.80 29.98

1976/77 37.41 31.65

1981/82 33.20 28.58

1986/87 37.62 32.51

1991/92 32.30 26.69

1992/93 24.98 19.48

1993/94 23.88 18.13

1994/95 22.54 16.61

1995/96 21.60 16.01

1996/97 20.33 15.15
Source：Bangladesh Power Development Board, Annual Report 1996－ 97.

3） 電力へのアクセス状況

国民の電力へのアクセス状況は、徐々に改善されているが、依然として、十分な状況で

はない。1982/83年のバングラデシュ全体に占める「電気にアクセスのある人口」の割合は、

6.56％であったが、1991/92年時点になっても、14.37％がカバーされるようになったに過ぎ

ない（表 3－ 18、図 3－ 7）。都市部では、1991/92年には 62.78％の人口がアクセスをもつに

至ったが、依然として、農村部では 8.59％がアクセスをもっているだけである。このこと

は、特に農村部における電力供給が、不十分であることを示しており、社会生活面からば

かりでなく、農村部の産業振興の目的に照らしても、電力供給は重要な課題となっている。

5） Bangladesh Power Development Board, Annual Report 1996－ 97, p.15.
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表 3－ 18　照明設備の使用による世帯の分類

（％）

Kerosine Electricity Others No lighting Total
Bagladesh（1982） 93.06 6.56 0.12 0.26 100.00

Bagladesh（1991） 84.73 14.37 0.89 100.00

Urban（1982） 55.32 44.34 0.22 0.12 100.00

Urban（1991） 36.73 62.78 0.49 100.00

Rural（1982） 98.02 1.59 0.11 0.28 100.00

Rural（1991） 90.47 8.59 0.94 100.00

図 3－ 7　照明設備の使用による世帯の分類
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表 3－ 19　10歳以上の人口及び労働力（1995/96年時点）

（百万人）

バングラデシュ 都　　市 農　　村
男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女

10歳以上の人口 86.3 44.2 42.1 20.1 10.3 9.8 66.2 33.9 32.3

労働力人口 55.9 34.6 21.3 10.1 7.3 2.8 45.9 27.3 18.6

就業者 54.5 33.7 20.8 9.7 7 2.7 44.9 26.7 18.2

失業者 1.4 0.9 0.5 0.4 0.3 0.1 1 0.6 0.4

非労働力人口 30.4 9.6 20.8 9.9 2.9 7 20.5 6.7 13.8
Source：BBS, Report on Labour Force Survey in Bangladesh 1995/96, December 1996.

就業者 5,460万人の産業別労働力人口を見ると、農業従事人口が 63％を占め、製造業に従事

する人口は男女合わせて 8％にとどまっている（表 3－ 20）。製造業従事者の 37％が、女性労

働者であり、これは、就業人口に占める女性労働力の割合（38％）とほぼ等しい。

表 3－ 20　10歳以上の産業別労働力人口（1995/96年時点）

（百万人）

男女計 男 女 男女計 男 女
農林水産業 34.5 18.4 16.1 63％ 34％ 29％

鉱業 0.0 0.0 0.0 0％ 0％ 0％

製造業 4.1 2.6 1.5 8％ 5％ 3％

電力・ガス・水 0.1 0.1 0.0 0％ 0％ 0％

建設 1.0 0.9 0.1 2％ 2％ 0％

商業・飲食 6.1 5.6 0.5 11％ 10％ 1％

交通、倉庫、通信 2.3 2.3 0.0 4％ 4％ 0％

金融・ビジネスサービス 0.2 0.2 0.0 0％ 0％ 0％

社会サービス 5.1 3.3 1.8 9％ 6％ 3％

その他 1.2 0.4 0.8 2％ 1％ 1％

合　　　計 54.6 33.8 20.8 100％ 62％ 38％
Source：BBS, Report on Labour Force Survey in Bangladesh 1995/96, December 1996.

（9）産業セクターの今後の開発課題

1） 産業開発ビジョン

バングラデシュ政府の示している「1998年の産業政策（案）」における産業開発のビジョン

は、「10年以内に製造業が少なくとも GDPの 25％を占め、労働者の 20％を雇用する」とい

うものである。その際、中心的役割は民間セクターが果たすことになり、自由化された国

内市場と海外市場におけるバングラデシュの民間セクターの競争力の確保が鍵となる。現

在の国内市場の矮小な状況を考慮すると、輸出志向工業が開発の中心となるだろう。バン

グラデシュの比較優位性について、政府は、「スキルの向上と生産性の向上を伴った労働集

約的製品の生産にある」と考えている。国内産業の奥行きを広げ、底上げをするため、地方
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に分散した中小企業の重要性に留意し、また、環境配慮と資源の活用を持続的な開発の視

点としている。

2）「1998年の産業政策（案）」の基本目的

産業政策の基本目的は、図 3－ 8に図示される。13項目にわたる政策目的を、再構成し

てまとめたその内容は、民間投資促進のための政府の役割を明確化し、輸出志向を主、国

内市場志向を従とする海外直接投資を誘致し、投資の流入に伴う産業投資の拡大・技術の

向上・労働者技能の向上を通じて、生産ベースの拡大・生産性の向上・高付加価値化を実

現しようとするものである。それによって、輸出志向産業及び輸入代替産業の競争力強化

を図り、国内的にバランスのとれた工業化の実現と輸出製品の多角化をねらっている。ま

た、目的の一つに技能開発による「高技能分野での女性雇用の創造」も掲げている。

3） 主要な産業政策項目

バングラデシュ政府の作成した 1998年の産業政策（案）に盛り込まれた主要な政策項目は

以下のとおりである。

① 投資促進に関する公的機関の役割の明確化と各機関の連携強化

② 投資促進に関する民間セクターの参画（民間 EPZの開発など）

③ 規制緩和と自由化

④ 国営企業改革と民営化

⑤ 投資インセンティブの充実

⑥ 労使関係に関する制度的枠組みづくりと改善

⑦ 女性の労働環境に関する法整備

⑧ 小規模零細産業（SCIs）の振興

⑨ 輸出志向及び輸出関連産業の振興

⑩ 海外直接投資の振興

⑪ 産業技術の開発促進

⑫ その他の組織制度的支援

●下請関係の開発

●国家生産性機構、大学を含む既存の教育機関、OJT、産業界と技術研究機関の協同に

よる産業技術研究などを通じたスキル開発

●品質管理バングラデシュ標準検定研究所（BSTI）による国際規格認証への取り組み

●投資相談と経営教育（投資前・投資後相談）

●環境汚染のコントロール
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図 3－ 8　1998年の産業政策の目的
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●資本市場の開発

●産業開発貢献者の表彰

政策の基本目的のところで示したとおり、政策項目の主要な柱は、直接投資誘致・促進

のための投資環境整備とインセンティブの充実となっている。

4） バングラデシュ産業セクターの問題構造

バングラデシュの産業セクター開発の問題構造を、現地調査での収集資料と聞き取り調

査を基に、図3－ 9にまとめた。問題構造を見ると、国営企業の民営化と国内資本の活性化

並びに産業間リンケージの強化のためには、海外直接投資の流入が不可欠である。国内産

業の発展を阻害している 2つの大きな要因は、国内市場規模が小さいことと国内に投資に

あてるための資金が蓄積されていないことである。これらの 2つの要因に加えて、政治的

不安定性、インフラの未整備、投資関連手続の非効率性、信頼にたるローカルのビジネス

パートナーの希少性など、投資を促進するための環境整備が遅れている点があげられる。

この他、人的資源の開発を通じて産業人材を育成することで解決可能な、製品品質に対す

る理解や産業間リンケージの重要性認識の醸成などが課題となっている。

5） バングラデシュの産業開発政策に関する課題

バングラデシュの産業開発政策自体に関する課題も存在する。なお、ここで取り上げる

産業開発政策自体に関する課題は、調査期間を通じて入手した限られた情報に基づき確認

された一部の課題に限られる。

第 1は、地域的にバランスのとれた産業開発と開発効率向上のジレンマである。国家経

済の効果的で効率的な開発のためには、常に、地域間でバランスのとれた産業開発という

視点と、優位性があり優先順位の高い特定地域に集中した産業開発という視点があるが、2

つの視点の間でどのようにバランスを保つか、あるいは、どちらの優先順位がどのくらい

高いかに関して、国内で共通の認識としてまとめられていない。

第 2は、産業政策に盛り込まれた戦略内容と現実の政策実施内容の乖離である。例えば、

産業政策には、BOIによる投資促進のための各種施策やインセンティブなど様々な項目が

盛り込まれているにもかかわらず、実際に投資を検討する投資家の立場でバングラデシュ

の投資家サービスを評価すると、BOIを通じた各種投資関連手続きに要する時間の長さ、特

に、申請からユーテリティの手配などに要する期間の長さが目につくとのことである。

1998年の産業政策（案）には、従来の産業政策には明示されていなかった、各種手続に関す
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図 3－ 9　産業セクターの問題構造

Source：調査団作成。
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る BOIへの権限の委譲が盛り込まれたが、手続きの迅速化が達成できるかどうかは、この

件に関する各関係機関の取り組みにかかっている。

第 3は、政府内の産業開発に関する意思決定機構の非効率である。現在、BEPZAと BOI

と BSCICの 3つの機関がそれぞれ産業開発のための工業団地の建設に取り組んでいるが、3

機関の間での、工業団地開発のための地区選定や重点対象セクター選定に関する調整がた

めされていない。国内の各工業団地候補地には、産業開発に関する優位性という面でかな

り明白な差があるにもかかわらず、現時点では、国家としての総合的な開発順序の調整無

しに開発計画を策定されているようである。その場合、建設された工業団地間で相対的に

魅力度が低い工業団地には入居企業が集まらず、結果的に有効に活用されないケースも出

てくると思われる。そのような事態が起これば、開発投資の効率が悪くなることは明らか

である。

第4は、直接投資誘致以外の産業政策内容に関する具体性の不足である。技術の輸入・ラ

イセンシングの手続きの簡素化及び研究開発費の税金からの控除などを示されている以外

には、具体的なものはなく、特に産業技術開発に関する政策の内容などが不明確である。

第 5は、人的資源開発・製品品質向上に関する政策内容の具体性の不足である。開発さ

れるべき人的資源の具体的内容としてのスキルあるいは、工業標準化については、ようや

くその取り組みを項目として加えた段階にとどまっている。

第6は、有望業種の選定根拠のあいまいさである。Thrust Industriesとして、掲げられた業

種には、産業開発のために不可欠な基幹産業の一部と、有望産業の候補とが、混同して提

示されている。農業、アグロインダストリー、造花、コンピューターソフト・情報産業、電

子、冷凍食品、花卉栽培、ギフトアイテム、インフラ、ジュート製品、宝石研摩・切削、皮

革、石油・ガス、養蚕・シルク、ぬいぐるみ、繊維、観光などがあげられているが、それ

らのサブセクターに関する国際競争力比較やバングラデシュのもつ優位性の根拠は示され

ていない。広く多くの産業サブセクターへの投資に対して優遇措置を与えることが主目的

であるならば、現在の有望業種の提示方法でもよいが、国家経済の開発を促進するという

観点から、重要サブセクターを絞り込んで育成することをねらいとするならば、現在のリ

ストは総花的である。
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6） 産業セクターの今後の開発課題

産業政策の目的に照らし、また、産業セクター開発の問題分析並びに産業政策に関する

課題の分析を通じて、産業セクターの開発課題系統図の作成を表 3－ 21のとおり試みた。

表 3－ 21　産業・インフラセクターの課題系統図
1. 自由競争に適する経済環境の整備

物価・為替・金融の安定化
規制緩和・自由化
国営企業改革・民営化
法制度整備
環境基準

2. ビジネスコスト低減のための環境整備
通関業務
港湾整備（規模と荷扱い）
内陸物流拠点の整備（インランド・コンテナ・デポ）
道路網整備
鉄道網整備
電力供給網整備
電気通信網整備
各種登録手続の簡素化・迅速化
公共交通機関の整備

3. 投資促進
投資委員会（BOI）の機能強化と業務効率化
小規模・零細産業公社（BSCIC）の機能強化と業務効率化
輸出加工区庁（BEPZA）、小規模・零細産業公社（BSCIC）と BOIの業務調整と連携
重点振興業種の絞り込みと育成

4. 産業間リンケージの強化促進
長期安定的下請契約促進のためのマッチメーキング
合弁契約促進のためのマッチメーキング
工業標準化

5. 輸出促進
輸出製品展示会開催
世界貿易センター

6. 産業技術開発
研究開発助成制度
政府購入
国立技術研究所（国家プロジェクト）

7. 中小企業（小規模・零細産業）振興
経営相談・コンサルテーション
中小企業金融
信用保証制度
会計サービス・税務相談

8. 産業人材育成
国際基準に適合した管理能力を有する人材の育成
組織内の規則を順守できる基礎的な理解力を有する人材の育成
各種技能検定制度及び技能訓練施設の整備

9. 労働条件・労使関係
労働関係法整備（一般・児童労働・女性労働）

10. 産業情報整備
産業統計整備

Source：調査団作成。
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3－3 社会セクター

3－ 3－ 1 保健医療

バングラデシュの国民の健康の状態は、1971年以降、大きな改善をみた。しかしながら、他

の途上国と比較するといまだ改善の余地は大きい。限られた資源を用いて、今後、改善を行っ

ていくためには、バングラデシュ政府とドナー機関がより的を絞った戦略を実施していくこと

が必要となっている。

（1）健康の現状

出生時平均余命は、1970年の 45歳1）から 1997年には、男性 58.1歳、女性 58.2歳2）となっ

た。乳児死亡率（Infant Mortality Rate：IMR）は、1980年の出生 1,000件について 140あった

ものが、大きく改善して 1996年には 77と約半減している（表 3－ 22）。

表 3－ 22　IMR、MMRの変化

IMR MMR
（per 1,000 live births） （per 100,000 live births）

1980 140 －

1982 122 －

1983 117 －

1984 119 －

1985 112 700

1986 116 650

1987 113 600

1988 116 570

1989 98 520

1990 94 480

1991 91 470

1992 88 470

1993 84 450

1994 77 450

1995 78 450

1996 77 400
Source：Directorate General of Health Services, "Bangladesh Health Bulletin 1996", P.8, 9より作成。

この理由として最大の要因は、乳児に対する予防接種の拡大である。1979/80年当時、BCG

の接種率がわずか 50％、DPT（ジフテリア・百日咳・破傷風）が 1％であったものが、1997

年には BCGが 91％、DPT68％に拡大した。はしか、ポリオ、破傷風（TT）については 1979/

80年当時、それぞれ 0.8％、2％、50％と低率であったものが、1995年には 68％、71％、59

％と拡大している（表 3－ 23）。

1） BBS, Ministry of Planning, "5th Five-Year Plan", 1998, P. XXII－ 26.
2） UNFPA、「世界人口白書 1997」.
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表 3－ 23　予防接種のカバレージの拡大（単位：％）

1979－ 80 1984－ 85 1989－ 90 1990 1995 1997
BCG 50 60 75 86 － 91

DPT 1 2 68 62 69 68

Measles － 0.8 50 54 79 71

Polio － 2 68 62 69 67

TT － 50 45 75 59 －
Source：BBS, Ministry of Planning, "3rd Five-Year Plan", P.373, "4th Five-Year Plan", P.XVI－ 15, "5th Five-

Year Plan", P.XXII－ 26, UNICEF, "PROGTIR PATHEY on the Road to Progress：Achieving the

Goal for the Children in Bangladesh", 1998, P.17より作成。

妊産婦死亡率（Maternal Mortality Rate：MMR）は、1985年の出生 10万件について 700あっ

たものが、1996 年には 4003）に改善している（表 3－ 22）。

十大重要疾病は、1988年時点で下痢症、皮膚疾患、腸管寄生虫、消化器潰瘍、急性呼吸

器感染症、貧血症、微量栄養素欠乏症、原因不明の熱、眼病、外傷であったものが、1996

年時点では、第2位から7位までの順位が変わり、第2位に腸管寄生虫、その後に、貧血症、

皮膚病、消化器潰瘍、急性呼吸器感染症と続いている（表 3－ 24）。依然として途上国型と

もいえる感染症を主要な疾患とする疾病構造である。予防活動がきちんと行われれば罹患

をしないですむ疾病に人々が罹患しており、公衆衛生面での基本的対策が十分でないこと

が分かる。貧血症と微量栄養素欠乏症の罹患が多い状況は、貧困による影響が大きいと考

えられ、バングラデシュの貧困が深刻なことの現れと読み取ることができる。

表 3－ 24　十大重要疾病とその変化

1988年 1996年
1 下痢症 1 下痢症

2 皮膚疾患 2 腸管寄生虫

3 腸管寄生虫 3 貧血症

4 消化器潰瘍 4 皮膚疾患

5 急性呼吸器感染症 5 消化器潰瘍

6 貧血症 6 急性呼吸器感染症

7 微量栄養素欠乏症 7 微量栄養素欠乏症

8 原因不明の発熱 8 原因不明の発熱

9 眼疾患 9 眼疾患

10 外傷 10 外傷
Source：Directorated General of Health Serivices, Ministry of Health,

Bangladesh Health Bulletin 1996", 1998, P.78より作成。

3） バングラデシュの妊産婦死亡率は、もっと高いとする国際機関のデータもある（例えば表3－ 30の世界銀行デー
タ）。これは、途上国では妊産婦死亡が報告されにくく、妊産婦死亡率が把握しにくい数値であることから、国
際機関では独自の方式で推定値を算出しており、その推定値と各国の報告データとで差が生じるためである。
バングラデシュについても同様な理由で差が生じているものと推測される。詳しくは、UNFPA「世界人口白書
1998」、P.74の「テクニカルノート」を参照。
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十大死亡原因は、1996年には肺炎、自殺でない毒物事故死、呼吸器不全、下痢症、急性

上部呼吸器疾患、原因不明の発熱、マラリア、高血圧症、脳内及び体内出血、妊娠中毒症

である4）。死亡原因のなかでも、肺炎や下痢症は早期の的確な治療が行われれば死亡を回避

できる可能性の高い疾病であり、医療サービスの供給が量的、質的に十分ではないことが

分かる。死亡原因の第 6位には原因不明の発熱があるが、原因不明な点は医療レベルに所

以するところが大きいと考えられる。

十大疾病と十大死亡原因については、保健医療サービス・レベルのより低い農村部では

人々の健康状態もさらに悪い（予防可能な病気に罹る、避けられる死によって死亡する）状

態にあることが推定されるが、統計システムが不十分であり、そのことを的確に示すデー

タはない5）。

人口増加の抑制は、バングラデシュ政府にとって保健医療分野における 1971年以来の最

重要課題の一つである。バングラデシュは、世界で最も家族計画の普及活動が成功した国

として位置づけられている。合計特殊出生率（1人の女性が一生のうちに産む子どもの数、

Total Fertility Rate：TFR）は、1974 年の 7.1から、1997年の 3.2に減少している（表 3－ 25）。

これに伴って、人口増加率は、1974年～ 1981年に 2.35％6）あったものが、1982～ 1991年に

は 2.17％7）となり、1992～ 1998年には 1.6％8）となった。

表 3－ 25　TFRの減少

1974 1975 1979 1980 1981 1988 1995 1996 1997
7.1 6.3 7.0 6.6 6.5 4.8 4.1 3.9 3.2

Source：Johen Cleland, James F. Phllips, Sajeda Amin and G.M. Kamal, "The Determinants of

Reproductive Change in Banladesh：Success in a Changing Environment", Washington D.C.,

1994, World Bank, P. 10, UNFPA, 世界人口白書、1995年版、1996年版、1997年版、World

Develoment Indicators 1999より作成。

安全な水へのアクセスは、バングラデシュ政府とドナー機関が主に深井戸（tube well）の

掘削に努め、都市部では上水道建設を行ったため、改善している。1989年の時点で、農村

部と都市部と合わせて、既に 89％の人々が安全な水へのアクセスが可能であった。1997年

の時点では、この割合は 97％に達している。1980年時点で農村部と都市部での格差がわず

かに存在していたが、最近の数年でほとんどなくなってきている（表 3－ 26）。

4） Directorate General of Health Services, Ministry of Health, "Bangladesh Health Bulletin 1996", P.95, 96. バングラデ
シュでは、自宅で死亡することが多いこともあり、死亡原因の統計データが十分ではなく、ここでいう十大死
亡原因は報告のあった 1万 8,685例について分類したものである。

5） 当調査団訪問時に、下痢症については、保健省が全国の Thanaレベルまでのデータをコンピューター集計しは
じめたという情報を青年海外協力隊員から得たが、保健省からはデータの入手ができなかった。

6） BBS, Ministry of Planning, "1997 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.28.
7） 同上。
8） World Bank, "WORLD DEVELOPMENT REPORT 1998/99", P.194.
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表 3－ 26　安全な水へのアクセス

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Rural（％） 88 － － 91 96 96 97 97

Urban（％） 96 － － 98 99 99 99 99

Combined（％） 89 － － 94 97 97 97 97
Source：UNICEF, "PROGTIR PATHEY on the Road to Progress：Achieving the Goal for the Children In

Bangladesh", 1998, P.14より作成。

飲料水に関する問題で、現在もっとも深刻で早急な対応が求められているものは、井戸

水のヒ素による汚染である。1999年 3月時点で、全国にある 64のディストリクトのうち、

54のディストリクトで汚染が確認されており、それによって約 1,500万人が健康上に影響

を受けているという指摘9）がある（地下水のヒ素汚染の現状と対策については本節の補録を

参照のこと）。

トイレの設置と使用は、水系伝染病の発生の減少にかかわる重大要因であるが、衛生的

なトイレへのアクセスは、農村部と都市部と合わせて 1990 年には 21％であったものが、

1997年に 40％と短期間で倍増しているものの、依然として改善の余地が大きい。近年では

農村部と都市部での格差が広がってきており、1997年の農村部の 37％に対して都市部では

71％となっている（表 3－ 27）。

表 3－ 27　衛生的なトイレへのアクセス

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Rural（％） 16 － － 33 30 44 39 37

Urban（％） 40 － － － 77 79 87 71

Combined（％） 21 － － 34 34 48 44 40
Source：UNICEF, "PROGTIR PATHEY on the Road to Progress：Achieving the Goal for the Children in

Bangladesh", 1998, P.14より作成。

（2）保健医療サービスの現状

保健医療サービスは、政府と NGO、民間により供給されているが、政府提供のサービス

以外については、施設数、医療従事者数をはじめデータがほとんど存在しない。政府は保

健医療サービス・システムの構築を進めてきたが、実際に基本的な医療サービスにアクセ

スできているのは全人口の 40％以下10）となっている。また、公的保健医療施設で提供され

るサービスの質が低く、それが人々がアクセスしない理由ともなっており、問題視されて

いる。

9） Financial Times, Dhaka, 1999年 3月 5日。
10） World Bank, "Bangladesh From Counting the Poor to Making the Poor Count", Report No.17534－ BD, April 29, 1998,

Washington D.C., P.36.
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バングラデシュでは農村人口が約 80％を占めるため、政府は独立当初から農村部でのプ

ライマリー・ヘルスケアの拡充をめざした。もっとも住民に近いサービス供給の末端部分

では、フィールドワーカーが自宅で基礎的な医薬品の提供を行っている。Union（最小の行

政単位）レベルには、Union Sub-Centerと Union Family Welfare Centerが設置されている。こ

れらの施設には入院設備はない。Union Sub-Centerには医師、薬剤師、Union Family Welfare

Center（家族計画を担当する）には Health Assistantと Family Welfare Volunteer が配置されて

いる。しかし、これらの施設では基本的な医療機器も薬剤も十分ではない。

Thanaレベル（Unionの上位の行政単位）には、Thana Health Complexが設置されている。

Thana Health Complexには、数名の医師と看護婦、助産婦、薬剤師、事務員等が配置されて

いる。ここでは、入院が可能である。Thana Health Complexでは対応できない病状の場合に

患者を紹介（場合によっては搬送）する先となっているのが、二次医療を担当する District

Hospital である。そのうえに、三次医療機関である総合病院、専門病院、大学病院がある。

これらの医療施設の数については、表 3－ 28を参照。

表 3－ 28　医療施設の配置と数

1次医療施設
Union sub-center 1,362

Union Health and Family Welfare Center 2,706

（Rural Health Center） 14

Thana Health Complex 400

（Health Complex） 2

2次医療施設

District Hospital 59

3次医療施設

Specialized Hospital 28

（Leprosy, Infectious Disease, TB, Dental, Mental, Cancer, post-graduate institute） 11
Source：Directorate General of Health Services, Ministry of Health, "Bangladesh Health Bulletin 1996",

1998, P. 25, 26より作成。

医療従事者の数は、登録医師数は 1971 年から 1997年までの 26年間の累計で、2万 6,535

人、歯科医師数は 938人、看護婦数は 1万 5,408人にすぎない。なお、この登録数は死亡者、

退職者を含めた数であるため、現在、実際の業務に従事している数はこれよりも少なく、人

口規模からみて医療従事者の数が不足していることが分かる。登録制度が確立していない

ものの把握されている助産婦（伝統的助産婦であるDaiを含む）の数は、1995年に 10万 9,825

人である。また、同じデータによると、health assistantの数は2万 1,000人である（表3－ 29）。
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表 3－ 29　医療従事者の人数

Category Number
Registered doctors（as of Nov.10, '97） 26,535

Doctors under health services 9,000

Registered dentists（as of Nov.10, '97） 938

Dentists under health services 536

Registered Nurses（as of Dec. '97） 15,408

Dai/midwife（as of Mar. 8, '95） 109,825

Health Assistants 21,000
Source：Directorate General of Health Services, Ministry of Health,

"Bangladesh Health Bulletin 1996", 1998, P. 41より作成。

保健家庭福祉省内で家族計画を担当しているのは、家族福祉部であり、地方においては、

Districtと Thanaレベルに家族計画を担当する事務官と医務官がおり、その下（Unionレベル）

に Union Family Welfare Center が置かれている。Unionレベル以下で、実際に住民に家族計

画サービスを提供する職種としては、Family Welfare Visitors, Family Planning Assistants,

Family Welfare Assitantがある。人員は合計すると約 2万 7,000人にものぼる。農村部では、

これらの要員による戸別訪問も実施されている。これらの対応が「1　健康の現状」で指摘

した家族計画の普及活動の成功につながった。しかし他方で、家族計画サービスと他の保

健医療サービスの末端までの縦割りは、利用者である住民にとっては使い勝手が悪いとい

う面ももっている。

（3）他の途上国との比較

バングラデシュの国民の健康の状況を近隣にある他の途上国のそれと比較すると、合計

特殊出生率のみが政府の積極的な人口抑制政策の結果、他国よりも低くなっているものの、

他の指標からは、国民の健康状態は劣悪な状態にあるグループに属している。平均余命は、

男性 58.1歳、女性 58.2歳であり、南中央アジア 8か国の平均の男性 61.7歳、女性 62.9歳よ

り 3年から 5年近く短い。乳児死亡率は出生 1,000につき 78と、南中央アジア 8か国の平均

の 72よりも悪い。平均余命、乳児死亡率と妊産婦死亡率の数値は、8か国中、アフガニス

タン、ブータン、ネパールに次いで悪いものとなっている（表 3－ 30）。
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表 3－ 30　バングラデシュの健康の状況　南中央アジア諸国との比較

出生時平均余命 乳児死亡率 妊産婦死亡率 合計特殊出生率
男性 女性 （出生 1,000につき）（出生 10万につき）

南中央アジア平均 61.7 62.9 72 3.42

アフガニスタン 45.0 46.0 154 1,700 6.90

バングラデシュ 58.1 58.2 78 850 3.14

ブータン 51.6 54.9 104 1,600 5.89

インド 62.1 62.7 72 570 3.07

イラン 68.5 70.0 39 120 4.77

ネパール 57.6 57.1 82 1,500 4.95

パキスタン 62.9 65.1 74 340 5.02

スリ・ランカ 70.9 75.4 15 140 2.10
出所：UNFPA、「世界人口白書 1998」、P.71より作成。

医療サービスの状況を他の南中央アジア諸国 6か国11）と比較すると、人口1,000人当たり

の医師の数では中位程度であるが、医師に対する看護婦の数、人口 1,000人当たりの病院

ベッド数では下位に属し、全般的に保健医療サービスが充実していないとされる南中央ア

ジア諸国のなかでもバングラデシュの状況が悪いことが分かる（表 3－ 31）。

表 3－ 31　バングラデシュの保健医療サービスの状況　南中央アジア諸国との比較

人口 1,000人当たりの 看護婦、医師の 人口 1,000人当たりの

医師 割合 病院ベッド数

1988－ 92 1988－ 92 1985－ 90

アフガニスタン 0.11 0.8 0.3

バングラデシュ 0.15 0.8 0.3

インド 0.41 1.1 0.7

イラン 0.32 1.1 1.5

ネパール 0.06 2.7 0.3

パキスタン 0.34 0.8 0.6

スリ・ランカ 0.14 5.1 2.8
出所：世界銀行、「世界開発報告 1993」、P.198, 199より作成。

（4）現在の開発政策

1971年以降バングラデシュにおいては、世界銀行をはじめとする多国間、及び二国間ド

ナー機関が、保健医療分野の課題を家族計画普及活動とその他の保健医療の課題への対応

との 2つに分けて活動をそれぞれに展開してきた。しかし、1990年代になると、ドナーが

個別にプログラムごと、もしくはプロジェクトごとの対応を行っていても、援助の効果や

効率が過去には期待どおりに上がらなかったという経験から、世界銀行を中心とする複数

のドナー機関の間ではSector-wideの対応（セクター全体をどう開発していくべきかという視

11） 本数値については、ブータンのデータがない。
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点に立ち戦略的に援助を行っていく対応）が必要性であるという共通認識に至った。現在、

これらのドナー機関は co-financer として、バングラデシュ政府の保健家族福祉省のセク

ター開発計画を政府と共同作成して、それを援助により実施している。Co-financerになっ

ていないドナーは、独自に援助活動を実施している。

最新の 5か年計画である「第 5次 5か年計画」においては、上記したバングラデシュの国

民の健康状態に合わせて、基本的に必要とされる医療サービスをパッケージ（Essential

Service Package）として提供することによって国民の健康の改善をめざしている。このパッ

ケージでは、公衆衛生活動に重点が置かれ、疾病の予防活動が進められる。また、感染症

等の治療（高度医療ではない）も含まれる。

国民が公的保健医療施設にアクセスしない理由の一つに、公的医療機関でのサービスの

質の低さが指摘されている。このため、政府、ドナー機関ともに質を向上させる緊急の対

応が必要と認識しており、「第 5次 5か年計画」では質の向上のための政策が含まれている。

さらに、保健家族福祉省内の保健医療担当部局と家族計画担当部局の縦割りがサービスの

末端にまで弊害を及ぼしていたが、2つの部局の統合によって行政効率の改善とサービス

の質の向上をも図ろうとしている。

（5）保健医療セクターの今後の開発課題

これまでの分析に基づいて作成した保健医療分野における開発課題系統図は図 3－ 10の

とおりである。保健医療セクターの重点開発課題である「感染症」、「乳児死亡率」、「妊産婦

死亡率」及び「人口増加率」は、行政側の保健医療サービスの不足と住民側の基礎的な保健

医療の不足により引き起こされていると整理できる。
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図 3－ 10　バングラデシュ保健医療セクター課題と原因
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補録　地下水ヒ素汚染問題

（1）問題の現状

1） 汚染の地理的広がり

地下水のヒ素汚染は、バングラデシュに隣接するインド・西ベンガル州では、1980年代半

ばから問題になっていた。バングラデシュでは、地下水のヒ素による汚染が発見されたのは、

1993年である。1995年以降、多くの浅井戸、深井戸から高濃度のヒ素が検出され、飲料水の

約 95％を地下水に頼るバングラデシュでは、緊急の対処を要する問題となっている。

バングラデシュでの飲料水中のヒ素の含有量の安全基準は 0.05mg/lであり、かつては WHO

のガイドライン基準と同じであったが、1993年以降、WHOのガイドライン基準が 0.01mg/lと

厳しくなったため、同基準よりも 5倍ほど高いものとなってしまった。

汚染の地理的広がりは、1998 年 3 月に、国際協力事業団によってバングラデシュに派遣さ

れたヒ素汚染対策のプロジェクト形成調査団の収集した情報によると、バングラデシュの 64

の県のうち、44の県で地下水汚染が発見されていた。1年後の 1999年 3月の本調査団派遣中

には、地下水汚染は 64の県のうち、54の県で確認された。地方自治・農村開発・共同組合省

公衆衛生工学局（Department of Public Health and Engineering：DPHE）と農村電化局の調査デー

タから作成した地理情報システム（GIS）によれば、濃度の高いヒ素が発見されたのは、概略

的にいえば、ベンガル湾沿いのデルタ東岸のノアカリ県やインド国境に沿いのクシュティア、

ジョソール県等である。しかし、同 GISにおいて、DPHEの調査結果に限って見れば、バング

ラデシュ北部の国境近くにも比較的高濃度の汚染地帯が存在している。国連児童基金

（UNICEF）の調査では、調査対象となった井戸の 22％1）が汚染されていることが判明した。し

かし、注意すべき点は、地域の 1本の井戸の汚染がみつかったといっても、その周辺のすべ

ての井戸が汚染されているわけではないことである。

このように、調査の進展にしたがって汚染地域が新たにみつかるという拡大傾向にあるた

め、対策には多額の費用と年月が必要となると見込まれている。

2） 汚染の原因

原因としては、これまで農薬説や電柱の地中埋没部分からの滲出等、いくつかの原因が指

摘されてきたが、現在では、地球科学的プロセスによって、地中のヒ素が地下水に溶け込ん

だという説が有力となっている。

1） UNICEF, UNICEF-Supported Arsenic Mitigation Programme, UNICEF Media Brief, 1999, P.1.
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3） 健康への影響

飲料水から継続的にヒ素を体内に取り込むと、慢性ヒ素中毒となるおそれがある。皮膚に

シミが現れたり、手のひらや足の裏の皮膚が固くなり、ひび割れが起こるヒ素角化症が起き

る。ヒ素の摂取量にもよるが、WHOによると、継続的にヒ素を摂取した場合に、症状は 5年

から 10年程度で現れると考えられている。さらに症状が進むと、内臓疾患が起こり、肝臓や

腎臓、肺に異常が生じる。この結果内臓や皮膚にガンが発生するとも言われているが、ガン

発生にいたる摂取量、及び摂取期間は明らかではない。

これらの症状は、ヒ素に汚染された井戸水を飲んだ人全員に現れるのではなく、同じ井戸

の水を飲んでいる家族の中でも、症状が現れる人とそうでない人がいる。このような差が出

る原因は解明されていない。

バングラデシュで地下水汚染によるヒ素中毒患者が初めて発見されたのは 1994年で、場所

はナワブガンジ県のバロゴリアである。1998年 3月の時点では、ヒ素中毒患者は、26県 57タ

ナ（Thana）の 133の村で発見されたという情報がある。翌年 1999年 3月の本調査団派遣中に

は、地下水汚染が 64の県のうち、54の県で確認されたため、ヒ素中毒患者の発生している村

の数も1998年時点よりも多いことは確実である。54県で汚染があるという事実から、健康に

影響を受けている人の数は、1,500万人にのぼると推定されている。

ヒ素による健康被害の対策として、第一には、ヒ素の含まれた水を飲むのを止めることで

ある。それによって症状が改善するといわれている。しかし、このためには、ヒ素の含まれ

ていない水を飲むか、含まれているヒ素を除去してから飲むということになる。汚染が 54の

県に広がっていること、また貧困レベルにある人は除去のために多くのコストをかけられな

いであろうことから、ヒ素の含まれた水を飲むのを止めることは容易ではないと想像される。

バングラデシュでは、これまで政府やドナー機関、住民の努力によって井戸が作られ、安全

な水へのアクセスが高まり1998年には全国レベルで97％まで向上している。しかし、この数

値が今回のヒ素問題によって後退することは明らかではあるが、上に述べたように地理的に

隣接する井戸が汚染されているという状況では必ずしもないために井戸の個別調査が必要と

なっており、安全な水へのアクセス率への影響はいまだ確定していない。

皮膚の症状の改善には軟こうも効果があるといわれている。栄養の改善やビタミン A、C、

Eの摂取によっても改善するとみられている。

体内でのヒ素の蓄積を調査するためには、髪の毛や爪に蓄積されている量を調べる必要が

あるが、UNICEFによれば 1件当たりのコストは約 US＄60.00かかる。大規模な人口が汚染に

さらされている可能性があり、また最貧国の 1つであるバングラデシュでは、この程度のコ

ストのかかる調査を実施し、スクリーニングを行うのは、困難である。
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（2）対策実施状況

1） バングラデシュ政府対策状況

バングラデシュにおいて飲料水の供給を管理しているのは、地方自治・農村開発・共同組

合省（Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperation）で、井戸による給水施

設の建設と故障への対処をしているのが、同省の公衆衛生工学局（Department of Public Health

and Engineering：DPHE、なお、Dhaka市 とChittagon市については、Water and Sewage Authorities：

WASA）が担当している。しかし、ヒ素問題については、バングラデシュ政府は、国をあげて

ドナー機関と調整を行いつつ、対策を進めている。複数の省庁、給水関係政府機関、ドナー

（WHO）からの代表から構成される国家ヒ素対策委員会が設立されている。国家ヒ素対策委員

会の下には、ヒ素問題に関する技術面の委員会と科学研究面の委員会の 2つが設置され、さ

らにその技術面の委員会のなかには、3つのテクニカル・ワーキンググループが設置されてい

る。これらの委員会とワーキンググループの構成も、省庁、給水関係政府機関、ドナー（WHO、

UNICEF）となっている。ヒ素が出る地理的範囲が完全ではないがようやく確定し、バングラ

デシュ及び援助機関はようやく本格的に対策をとる段階に入ってきたが、バングラデシュ側

担当機関は、予算、人員、専門的技術の不足のため対策実施の進展が遅れている。

DPHEが独自に行っている活動には、クルナ、ラジャシャヒ、コミラ、マイメンシンでの分

析活動がある。これらの地域でフィールドキットによるスクリーニングをして、0.05mg/l以上

のヒ素が確認された場合、サンプルを地域内に設置したヒ素分析装置を使ってさらに分析、

測定するものである。また、深い帯水層から飲料水を得るために深井戸（Deep Tube Well）を

試掘している。

ヒ素を原因とする健康問題への対処は、保健福祉省（Ministry of Health and Family Welfare：

MOHFW）の保健局（Directorate General Health Services）が担当となっている。具体的には、

MOHFWの下にある予防社会医学研究所（National Institute of Preventive and Social Medicine：

NIPSOM）が、ヒ素中毒患者の診断、井戸の汚染調査、ヒ素除去用の粉末の配付（簡便にでき

るもの）などを実施している。

DGHSは、ヒ素中毒患者の診療を行うための医師や、その補助及び予防活動を実施する看

護婦の訓練を実施した。また、Kulna医科大学にヒ素クリニックを設置した。

2） ドナーによる対策実施状況

ヒ素問題へのドナーの協力としては以下が主要なものである。第一に、汚染井戸の確定（汚

染調査）が依然として重要である。その他には、各種の汚染除去方法の普及（比較的規模の大

きい上水道の取水口での対策、家庭での対策の両方）、新たな井戸の掘削や雨水利用も含めた

代替の水の確保、診断、治療を含めた健康問題対策、住民が汚染水を飲まないようにする啓
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蒙普及活動がある。このうち、健康問題対策では UNDPと世界銀行が住民の診察と治療を実

施しており、啓蒙普及分野では UNCEFと BRACが活動しているが、今回調査では詳細は不明

である。ドナー機関の間でもっとも長期的で金額的にも大規模なものは、世界銀行のプロ

ジェクトである。

① 汚染調査及び汚染地図の作成

UNICEFが、フィールドで簡便に使用できるフィールド・キットを開発し（インド製）、バ

ングラデシュ政府と共同で調査を実施している。1999年までに 2万 5,000以上の井戸を調査

した。UNICEFは、フィールド・キットの更なる品質の改善とバングラデシュ内での生産の

実現をめざしている。また、UNDPは、200の村でフィールド・キットによる井戸の汚染の

調査の実態調査を実施した。DFID は、1998年に既存資料の分析と汚染地帯での追加的濃度

測定を実施した。

NGOである BRACは、UNICEFの支援を受けて、全国の BRACの地方事務所の井戸の水

質調査をフィールド・キット使って行い、この調査結果を地図に落とした。日本のNGOで

ある「アジアヒ素ネットワーク」は、NIPSOMと協力して、パイロット村でのヒ素濃度測定

を実施した。

オランダは、GISの作成をバングラデシュの機関や UNDP、世界銀行等のドナー機関とと

もに実施した。

② 汚染除去方法の普及

家庭向きには、ろ過器の使用や薬剤による中和等があるが、ここでは国際協力という視

点を踏まえて、設置を通じてより多くの人が対象となるヒ素除去施設（ARP）の設置につい

て紹介する。ヒ素除去施設（ARP）を設置しているのは、オランダである。オランダは、市

街地の給水施設建設プロジェクト「18 District Towns Water Supply, Sanitation & Drainage

Project」（18DT）において ARP設置を進めている。

③ 代替の水の確保

UNICEFが、深井戸（Deep Tube Well）、浅井戸（Shallow Tube Well）の掘削、雨水利用に

よる代替飲料水の確保のための活動を実施している。

④ 世界銀行の Arsenic Mitigation-Water Supply Projec

世界銀行は、Arsenic Mitigation-Water Supply Projectを DPHEをカウンターパートとして実

施中である。プロジェクトの期間は15年で、拠出総額は1億 5,000万ドルである。プロジェ
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クトでは、コミュニティ・レベルでヒ素の除去、代替となる安全な水の確保、ヒ素中毒患

者の診療等の対策を実施する。また、ドナーも含めた対策実施機関の間でのヒ素問題に関

するデータと情報（量的／質的）と解決方法についての考え方に現時点では差が大きいこと

を考慮して、関連機関のデータと情報の共有が可能となるようなセンター機構を設立する。

さらに、ドナーによるモニタリング・グループの設置、バングラデシュの専門家による技

術助言グループの設置も行う。ただし、貸し出しの形態が、Adaptable Program Lendingであ

るため、事業内容は 3年ごとに見直しが行われる。

（3）対策上の課題

1） 汚染調査

汚染調査の課題は、フィールド・キットの精度と使いやすさを高めることである。UNICEF

の開発によるフィールド・キットは、測定限界 0.05mg/l、UNDPのプロジェクトで使用してい

るドイツ製フィールド・キットは、測定限界 0.1mg/l（WHOのガイドライン基準は 0.01mg/l）で

ある。また、DPHEのヒ素分析作業は、停電等の作業環境の問題から 1日当たりの分析処理能

力が低いため、多数の検査を迅速にこなさなければならない現状に対応できていないことも

課題である。

2） ヒ素除去装置

ヒ素除去装置を設置すると、水に含まれているヒ素は沈澱し、スラッジのなかに含まれる

ことになるが、スラッジの処理方法がまだ確立していない。このため、現時点では、スラッ

ジをコンクリート製の貯蔵施設に貯えるという方法が採用されている。

また、ヒ素除去装置をつけると水道料金が 4倍程高くなると試算されており、利用者へ負

担がかかることになる。

3） 深井戸の試掘

試掘の際に掘削技術や井戸構造に問題があると、浅層の汚染された地下水が、深井戸に混

入する可能性がある。DPHEが行っている試掘では、汚染地下水の混入に対する防止対策が十

分でないという指摘もある。

4） 健康問題対策

NIPSOMでは、患者の診断に必要な分析機器が十分に揃えられていない。また、機器が設

置されたとしても、分析コストが高額（1件当たり US＄360.00）であるため、実際にはどの程

度、分析できるか不明である。
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ヒ素による健康被害の診断及び治療が可能な医師の数が不足している。地方では特に少な

い。

（4）我が国の今後の対策のあり方

1998年 3月のプロジェクト形成調査団による調査の結果、我が国の支援案として、1）ヒ素

の除去や地下水管理等の分野での専門家チーム派遣、2）無償資金協力による分析機器及び

フィールド・キットの供与、3）安全な水を確保（特に深層地下水）するための開発調査、4）無

償資金協力による深井戸掘削（開発調査によって有効性が確認された場合）が提案された。ま

た、これらの協力は段階的に行われるべきとの提案があった。日本は、分析機器の分野では

優れたノウハウがあるものの、バングラデシュの経済状況を考えると、機器の価格と分析に

かかるコストが現状のままでは、バングラデシュでの活用は難しいと推定される。

バングラデシュのヒ素問題への取り組みは、長時間を要し、かつ汚染地域に住む人口が多

いためにコストが高額になると推定されている。このような状況下では、バングラデシュ機

関とドナーが連携をして対策を効率的に行うことが重要である。現在、世界銀行が行ってい

るプロジェクトは、その規模と包括性からバングラデシュにおける対策のなかで中心的対策

と位置づけることができる。そこで、日本としては世界銀行の取り組みに連携するような形

で協力を行うことが、協力の効率性と効果を高めるうえで適当であると考えられる。既に、ド

ナー間では、ヒ素問題への対策のあり方についての協議が頻繁にもたれており、日本もそこ

に積極的に参加しているため、今後の他ドナーとの連携は順調に実施されるものと見込まれ

る。



-  78 -

3－ 3－ 2 教育

バングラデシュ政府は、国民の教育を重要課題ととらえて開発を行ってきた。教育に対する

政府の開発予算は拡大傾向にあり、1973/74年度に全開発予算の4.1％、1978/79年度に2.2％であっ

たものが、1990/94年度には 6.8％、1995/96年度には 14.8％に延びた（図 3－ 11）。それに伴って

各種指標の改善が大きく進んだ。しかし、教育の質をはじめとして解決すべき問題は依然とし

て多い。

Source：表 5－ 2と同様

図 3－ 11　教育セクターに対する政府開発予算の推移

（1）教育の現状

15歳以上の成人識字率は、1974年に 25.8％1）であったものが、1990年には 37％に、1996

年には 51％となった（表 3－ 32）。成人識字率の向上は、一時期、政府の教育政策の最重要

課題の一つとして位置づけられ、政府は 1980年代初めに成人向けの識字教室を全国で推進

した。しかし、非識字者を長期的に減少するためには初等教育が重要であることが政府に

認識され、1980年代後半には、成人識字教育から初等教育へ政府の重点がシフトした。近

年の成人識字率の伸びは、この初等教育の強化に負うところが大きい。

表 3－ 32　成人識字率（15歳以上）の推移

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Litracy Rate 37 39 40 42 42 47 48 51

Sorece：UNICEF, "PROGTIR PATHY on the Road to Progress：Achieving the Goals for Children in Bangladesh", 1998, P.14.

1） BBS, Ministry of Planning, "1994 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.515.
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男女の成人識字率の差は、1974年の男性 37.2％に対して女性 13.2％2）（差 19ポイント）か

ら、1981年の男性 41％に対して女性 17％3）（差 24ポイント）となったが、1991年には男性

44.3％に対して女性 25.8％4）（差 18.5ポイント）と縮小している。

初等教育の就学率は、1974年には 60 ％であったが、1990～ 1995年の期間には 69％まで

に伸びた（表3－33）。1990年に初等教育が義務化され、教科書は無償になった。これによっ

て貧困家庭の子どもたちの就学が進んだとみられる。また、ドナー機関のなかには、小学

校に出席すると小麦が与えられるプログラム（"Food for Education"）を導入し、親が子ども

を学校に通わせるインセンティブを創出しているドナーもある。就学率は、常に男子が女

子を上回っていた（表 3－ 33）ために、女子への奨学金制度等のインセンティブの導入が行

われたことから、女子の就学率が向上し、1997/98年には、純就学率5）では、男子 80％、女

子 82.9％6）となっている。

表 3－ 33　初等教育への就学率の変化

1974 1981 1990－ 95
Male（％） 79 70 74

Female（％） 41 46 64

Both Sexes（％） 60 58 69
Source：BBS, Ministry of Planning, "Bangladesh Education statistics

1991" 1992, P.27.、UNICEF、「世界子供白書」、1999、P.106.

より作成。

初等教育への就学率は大きく改善したが、欠席する児童が多い（表 3－ 34）。また、中退

率も高く、1990～ 1996年の間での小学校の第1学年に進学した児童のうち、最終学年であ

る第 5学年に進級した児童は 47％に過ぎなかった7）。また、修了してもそれに見合う十分

な学力が備わっていない児童も多く、問題視されている。

表 3－ 34　初等教育における出席状況

Attendance Last 3 Days（％ of 6－ 10 year-old Enrolled）

Boy Girl

All Urban 76.2 78.3

All Rural 70.3 74.3

All Urban＋ Rural 70.9 74.7
Source：UNICEF, "PROGTIR PATHY on the Road to Progress：Achieving the Goals

for Children in Bangladesh", 1998, P.86.

2） BBS, Ministry of Planning, "1994 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.515.
3） UNICEF,「1999年　世界子供白書」、1998年、P.106.
4） BBS, Ministry of Planning, "1997 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.574.
5） 各学年に就学している児童のうち法律で通うこと定められている児童の数を学齢人口全体に割ったもの。
6） UNICEF, "PROGTIR PATHY on the Road ot Progress：Achieving the Goals for Children in Bangladesh", 1998, P.14.
7） UNICEF,「1999年　世界子供白書」、1998年、P.106.
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中等教育への就学者自体も 1971年の約 126万人から 1989/90年の 352万人と大幅に増大し

ている。中等教育でも女子の就学率改善ためのインセンティブが導入され、女子生徒数も

増加してきているが、依然としてジェンダー格差がある（表 3－ 45）。

表 3－ 35　中等教育の学校数、生徒数、男女生徒数の推移

Year 71 76 81 85－ 86 86－ 87 87－ 88 88－ 89 89－ 90
Number of Schools 6,162 8,794 8,464 8,649 8,983 9,177 9,630 9,822

Number of Students（000）

Both Sexes 1,261 1,959 2,467 2,745 2,962 3,144 3,417 3,525

Male 1,007 1,504 1,848 1,941 2,034 2,121 2,287 2,325

Female 254 455 619 804 928 1,023 1,130 1,200

Femal（％） 20.1 23.2 25.1 29.3 31.3 32.5 33.1 34.0
Source：BBS, Ministry of Planning, "Bangladesh Education Statistics 1991".

（2）教育サービスの現状

教育行政は、基礎教育を担当するのは首相府直轄の Primary and Mass Education Division

で、教育省からは独立している。教育省は、中等、高等教育、宗教教育を担当している。地

方の教育行政担当部署としては、Division、District、Thanaの各レベルごとのEducation Office

がある。District と Thanaのレベルには教育委員会があり、前者では中等教育、後者では初

等教育を管轄している。ここには、親も参加している。学校ごとに School Management

Committee（SMC）が設置され、親も学校の運営に参加している8）。

バングラデシュにおける各レベルの教育年限及び特徴は、表 3－ 36のようになっている。

表 3－ 36　各レベルの教育年限及び特徴

レベル 期　　間 特記事項
初等教育 5年（就学年齢：6歳～ 10歳） 第 3学年以降は年度末に進級試験あり

ほとんどが二部制（午前中：第 1、2学年、午後：第 3～ 5学年）

授業時間：第 1、2学年は 1コマ 30分で 1週間 24コマ、

第 3～ 5学年は 1コマ 35分で 1週間 34コマ

中等教育 7年 中期修了時に試験（Secondary School Certificate：SSC）

（前期 3年、中期 2年、後期 2年） 後期終了時に試験（Higher Secondary Certificate：HSC）

高等教育 カレッジ 2年 B.A., B. Com., B.Sc.（Ordinary First Degree）が取得可

Specialized Degree 3年 人文、科学、商業

Professional Degree 4～ 5年 工学、農学、医学等

修士課程

博士課程
出所：本調査団作成。

8） SMCの機能を、教科書等の配布と統計収集とする文献もある。
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中等教育の中期と後期修了時試験に合格すると、それぞれ Secondary School Certificate

（SSC）と Higher Secondary Certificate（HSC）という修了証書が出る。この試験に受かること

は、社会的に重要視されており、試験実施はバングラデシュでは年間の重要な行事とも

なっている

高等教育はカレッジが2年間であるが、多くの国では 4年制大学を卒業しなければ取れな

い B.A, B.Com, B.Sc（Ordinary first degree）を取ることができる。

職業教育機関は、医学と農業分野を除くと、どのような資格が得られるかによって 3種

類に分類することができる。学位（degree）の得られる機関は、Engineering College、Specialized

College、Technical Teacher Training Collegeがある。修了証書（Diploma）を得ることができる

機関は、Polytech、Specialized Institute である。技術証明書については、Vocational Training

Institute（2年コース）、 Institute Specialized Institute（1年コース）、Vocational Teachers Training

Instituteである。

これらの教育機関は、Vocational Training Institute（51校）、Polytech（20校）、Commercial

Institute（16校）9）を除いて、数校もしくは1校しか存在していない。もっとも多い Vocational

Training Instituteは、各 Upozila（県レベルに相当）に 1校の割合で設置されているが、同機関

の設置されていない Upozilaもある。また、数の推移を見るとほとんどの機関では 1987/88

年度から 1995/96年度の間には数の増減がない10）。同じ期間で、学校数が増えていないにも

かかわらず生徒数の増加が大きいのは、全国的設置されている Vocational Training Institute

（約 1.8倍）と Polytech（約 1.7倍）、またより専門分化した皮革やガラス陶器の専門学校（約

3.1倍、約 2.8倍）である（表 3－ 37）。

表 3－ 37　職業教育機関の生徒数の推移

1987-1988 1988-1989 1989-1990 1993-1994 1994-1995 1995-1996
Enginerring College 2,179 2,173 2,307 2,893 3,105 2,480

College of Textile Technology 220 253 264 290 290 307

College of Leather Technology 100 243 129 192 192 285

College of Physical Education － － － 431 364 431

Technical Teacher's Training College － 58 94 103 120 －

Polytech Institute 8,773 7,759 12,007 10,565 12,882 15,143

Commercial Institute 1,633 1,664 1,689 3,600 4,478 4,884

Institute of Graphic Arts 116 130 141 111 150 150

Glass and Ceramic Institute 48 50 66 192 － 150

Survey Institute 40 168 162 127 127 －

Vocational Training Institute 3,133 3,246 4,151 3,522 3,645 5,718

Vocational Teachres Traing Institute 58 58 49 － － －
Source：BBS, Ministry of Planning, "Bangladesh Eduation in Statistics 1991", P.95, 96, "1997 Statistical Yearbook of

Bangladesh", P.563より作成。

9） いずれも 1995－ 1996年度の数値。BBS, Ministry of Planning, "1997 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.563.
10） 一部の Instituteでは 1から 2校になる、6校が 16校になる（Commercial Institute）などの増加が見られた。
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これらの機関による職業訓練の内容は、ニーズと十分に合致していないために民間セク

ターの政府の職業訓練に対する評価は低いものとなっている11）。このため、全般に就職状

況は厳しいが、特に技術証明書が得られる Vocational Training Institute等の機関では就職ま

でに長い時間がかかっている。そのような状況を反映して民間の非公認の技術学校に通う

生徒数には増加がみられる12）。

教育セクターにおいては初等教育の重要性が非常に高いが、小学校には以下の種類があ

る。

公立学校

公認非政府系小学校（registered non-government primary school）

コミュニティスクール

サテライトスクール

NGOが運営する学校

公立学校は、都市部や地方の人口の多い地域に存在しているが、その他の地域では、上

記の様々な種類の小学校が教育を提供している。

公認非政府系小学校には、政府から教員に対する給与補助がある。教員は政府により訓

練され、教科書も無料配布される。非政府系小学校が公認になるためには、特定の条件を

満たす必要があるが、現在の非政府系小学校のほとんどが公認されている。コミュニティ

スクールは、地域住民が土地と必要な設備を提供し、運営も行うものであるが、教員の給

与と教科書は政府から提供される。教師の採用は、住民が行う。サテライトスクールは、対

象を第 1、2学年として、教室の過密の緩和や通学時間の短縮等をめざして住民の家屋を借

りるなどして設置されるものである。資器材と教員の給与、教科書は政府から提供される。

教師の採用は、住民が行う。

これらの教育体系のほかに、イスラム教の教義を中心に教える宗教学校（madrash）が、政

府の運営、及び政府系（government affiliated）の運営により、初等教育レベルから大学レベル

まで存在しており、これらの学校を修了すると対応するレベルの学校を修了したのと同等

の扱いになる。

成人識字教育は、政府が設置した Adult Education Center において実施され、そこでは読

み書き以外に簡単な生活技術も教えられている。

11） World Bank and Bangladesh Center for Advanced Studies, "Bangladesh 2020：A long-run Perspective Study", 1998,
Dhaka, P.38.

12） Center for Policy Dialogue, "Experiences with Economic Reform：A Review of Bangladesh's Development 1995", Dhaka,
1996, P.404.
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バングラデシュの教育のなかでは、NGOによる学校の開設、運営が大きな役割を占めて

きた。特に初等教育とNon-formal EducationにおいてNGOの果たしている役割は非常に大き

い。Non-formal Educationにおいては、NGOがその 2/3を実施しているといわれているが13）、

NGOによる教育内容については規模の大きい NGOの事例的なデータを除いて十分なデー

タはない。

就学している 6歳から 10歳の児童がどの種類の学校に通っているかを見ると、都市部で

は 90.3％の児童が、幼稚園、政府小学校、サテライトスクール、あるいは中学校に付属し

ている小学校のいずれかに通っている。宗教学校には 2.2％、NGOの学校には 7.4％が通っ

ている。農村部ではこの割合が、それぞれ 87.9％、3.8％、8.3％となり、都市部に比べて宗

教学校と NGOの学校に通う割合が、わずかではあるが高くなっている。首都圏だけに限っ

てみると、NGOの学校に通う割合は 10％にも達している（表 3－ 38）。

表 3－ 38　6歳から 10歳の就学児童の通っている学校（単位：％）

KG/Pri/Sat/
Religeous School NGO School

Pri attached to High School

Metro Citites 88.2 1.3 10.5

All Urban 90.3 2.2 7.4

All Rural 87.9 3.8 8.3

All Urban＋ Rural 88.1 3.7 8.2
Source：UNICEF, "PROGTIR PATHY on the Road to Progress：Achieving the Goals for Children in Bangladesh",

1998, P.86.

政府は、各レベルの学校数の増加を図ってきたが、特に 1990年代に入ってから、初等教

育の学校数の増加に努めた。このため、1977年から 1990年までの間に学校数は、41,129校

から 45,783校と 4,654校が増加したにとどまったが、1994/95年には 6万 2,617校になり 1990

年からの 4年間で 1万 6,834校が増加している（表 3－ 39）。

表 3－ 39　各種レベルの学校の数の変化

Primary School Secondary School College University Technical Institute Madrasahs
1977 41,129 8,945 592 6 － －

1980 42,588 8,020 599 6 － －

1985 43,588 8,649 687 6 － *5,514

1990 45,783 9,822 893 9 96 5,766

1994-95 62,617 12,533 1,268 11 98 5,977

1995-96 61,583 12,858 2,845 11 98 6,100
Source：BBS, Ministry of Planning, "19894 Statistic Year book",1995, P 484, 494, 503, "1997 Statistic Year book", P. 528,

540, 550, 553, 555, 563, "Bangladesh Education Statistic in 1991", 1992, P.55, 107, *secondary level and above.

13） "5th Five-Year plan" , P.XX－ 6.
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政府は、NGOの運営する学校の教師の給与にも補助金を出し、国民の初等教育へのアク

セスの改善に努めてきた。しかし、教員の数の増加14）はそれに追いついておらず、1クラ

ス当たりの教師と生徒の割合は、1978/79年度の 1：46から 1995/96年度の 1：68に悪化して

いる（表 3－ 40）。

表 3－ 40　初等教育レベルの 1校当たり平均の生徒数と教師の生徒の割合の変化

1978-79 1984-85 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96
No. of Students 178 227 271 261 266 229 262 277

Teacher-Student Ratio 1：46 1：55 1：64 1：63 1：66 1：63 1：66 1：68
Source：BBS, Ministry of Planning, "1983－ 84 Statistical Yearbook ", 1984, P.636, "1994 Statistical Yearbook", P.502,

"1997 Statistical Yearbook", P.562.

また、小学校が人口に見合った地理的配置をされていないため、バングラデシュの中央

部と南東部では学校が過密状態に陥っている15）。

国民の大多数がイスラム教であるバングラデシュでは、女性教師の更なる増員の必要性

が指摘されている。女子の中途退学率と中等教育以上での女子の就学率の改善策として有

効であると見られている。しかし、初等教育における女性教師は数の上では、1988/89年度

に 3万 5,303名であったものが、1995/96年度には 6万 6,913名にまで増加しているが、全体

数に占める割合は、18.3％から 26.8％と 8.5ポイント増えたにとどまっている（表 3－ 41）

（3）他の途上国との比較

バングラデシュの教育に関するほとんどの指標は、近隣にある南中央アジア諸国と比較

すると、中位より悪い状態にある。例えば、バングラデシュとしてはかなりの伸びを見せ

た初等教育就学率は、1990/96年度の平均では男子は74％、女子は 58％であるが、この数値

は南中央アジア諸国 8か国中の下から3番目である。バングラデシュより低い数値は、アフ

ガニスタンの 64％と 32％と、最下位のブータンの31％と 19％である。成人識字率も、1995

年の数値でバングラデシュでは、男性 49％、女性 26％であるが、やはり下から 3番目であ

り、これより悪いい数値は、アフガニスタンの47％と 15％と、最下位のネパールの 41％と

14％である（ただし、女性の識字率に限って見るとパキスタンが 24％と低く、バングラデ

14） 教員の養成は、初等教育については、Primary Teacher's Institute（PTI）が、私立の 1機関を含めて全国で 54ある。
ここで、1年間の養成が行われる。養成対象となる者は、男性が HSC取得者、女性が SSC取得者である。試験
と面接に合格後、Districtの教育行政担当部署が任命を行う。PTIの教官は、教育学士と何らかの修士、さらに
教員経験が 1、2年必要である。PTIの教官を養成する機関は、National Academy of Primary Education（NAPE）で
あり、カリキュラム開発も行っている。中等教育の教員養成は、Teacher's Training College（TTC）が行っている。
養成期間は、10か月で、学士と修士の課程がある。

15） Center for Policy Dialogue, "A Crisis in Governance：A Review of Bangladesh's Development 1996", 1997, Dhaka, P.322.
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シュの数値は下から 4番目となる）。特に、初等教育における中退の多さは、深刻な状況に

ある。第1学年に進学した児童が第5学年に在学する割合は、最下位のアフガニスタンの43

％に次いで 47％と半数以の児童が中退している。

また、これらの指標のほとんどが、アフリカ諸国を含めた後発開発国16）の平均指標より

も悪い状態にある（表 3－ 42）。

表 3－ 42　バングラデシュの教育の状況　南中央アジア諸国との比較

成人識字率（％）
人口 1000人 初等教育就学率（％） 初等教育 小学校の第１学年に進学 中等教育

当たりの受信機 総就学率 純就学率 純就学率 したものが第５学年に 純就学率（％）

1980 1995 台数 1990－ 96 1993－ 95 1993－ 97 在学する率（％） 1990－ 96

男性 女性 男性 女性 ラジオ テレビ 男性 女性 男性 女性 男性 女性 1990－ 96 男性 女性

アフガニスタン 33 6 47 15 122 10 64 32 42 15 36 11 43x 32 11

バングラデシュ 41 17 49 26 74 64 74 64 66x 58x 75 76 47 28 14

ブータン 41 15 56 28 17 6 31x 19x － － － － 82 7x 2x

インド 55 25 66 38 81 51 110 90 － － 75x 61x 62 59 38

イラン 61 37 78 59 228 63 103 96 85x 72x 99 93 90 76 62

ネパール 31 7 41 14 36 5 129 89 80x 41x 80 60 52 49 25

パキスタン 38 15 50 24 92 20 101 45 － － 71 62 48 33 17

スリ・ランカ 91 80 93 87 206 51 114 112 － － 59x 52x 94 14 12

後発開発途上国 47 24 59 38 113 11 76 60 56 44 64 59 58 23 14

Source：UNICEF,「世界子供白書」、1999, P.106－ 109

表 3－ 41　初等教育における女性教師の割合の推移

Source：BBS, Ministry of Planning, "1994 Statistical Yearbook of Bangladesh", P.501, "1997 Statistical

Yearbook of Bangladesh", P.561より作成。

16） UNICEFの「子供白書」の定義による 48か国。
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（4）現在の開発政策

初等教育においては、就学率はかなり改善をみたが、欠席率と中退率の高いことが問題

である。欠席率の高さへの対処策として、親を含めたコミュニティの教育の重要性を認識

を高め、教育への参加をさらに求める政策が導入されている。中退率の高さと学力が十分

につかない点については、教育の質に問題があると指摘されている。具体的には、教師の

数に比して児童の数が多い、暗記中心の学習アプローチや教育内容が実生活からあまりに

もかけ離れている点が問題となっている。これらに対する取り組みとしては、教科書の内

容の見直し、教師の再教育、コミュニティによる教師の教育方法の監督、地方分権による

地方の監督責任の強化等がある。

初等教育へのアクセス自体は改善しているものの、教師 1人当たりの児童数の増加が生

じており、地域によっては依然として教室が過密な状態も存在している。これらについて

は教員の増加、地域を限っての学校数の増加が図られている。

（5）教育セクターの今後の開発課題

これまでの分析に基づいて作成した教育セクターにおける開発課題系統図は表 3－ 43の

とおりである。
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表 3－ 43　教育セクターの課題系統図（課題とその原因、対策）

1. 初等教育でドロップアウト、落第が多い
・教育の質が十分でない

記憶中心の学習アプローチ

生活からかけ離れた学習内容 →教科書の内容の改善、

教師の数が児童の数に比して少ない 学習指導方法の改善

教師の養成訓練が十分でない →教師に関する課題は 2を参照　

2. 教師の養成訓練が十分でない

・養成訓練の内容が適切でない →養成訓練内容の改善

・養成訓練が教師にとって受けにくい →養成訓練への参加に対する

（経済面） 　補助制度の導入

・教師の数が不足している →教師の待遇の改善等のインセンティブの導入

・女性教師の数を増やす必要がある →女性教師に積極的な養成、確保策の導入

3. 初等教育の純就学率の改善の余地がある

・学校へのアクセスが確保しにくい地域がある（都市部のスラム、一部地方）

→ドナー／政府による学校建設等の特別な措置

4. NGOによるサービスの提供が教育セクターのなかに十分に統合されていない

→ NGOによるサービスの現状把握と政府教育開発計画

　への統合

5. 地方の教育予算、教育インフラ、教育行政能力が十分でない

・教育予算、財源が十分でない →政府による予算確保とドナーによる支援、

　教育サービス（中等教育以上）の有料化

・地方分権が十分確立していない →地方分権の推進

3－4 災害・環境セクター

災害には様々なものがあり、火災、交通事故等も広い意味合いでの災害といえるが、これらの

多くは人災とも呼べるものであること、並びにバングラデシュでは人的・資産的被害も自然災害

に比べれば格段に少ないことから、ここでは自然災害に焦点をあてて述べることにする。また、バ

ングラデシュにおける環境問題に対する考え方と今後の取り組みについてそのあらましを紹介す

る。

バングラデシュにおける自然災害としては、洪水、旱魃、サイクロンによる高潮、竜巻、地震、

等が社会に及ぼす影響の大きい災害として認識されており、これらの自然災害による被害は近年

の人口増加と相まって増大する傾向にある。表 3－ 44に記録に残る自然災害の歴史を示すが、災

害のうちでも洪水とサイクロンによる高潮によるものが人・資産・農作物への被害が大きいもの

としてあげられる。洪水・高潮による損害額は年平均 260億円1）といわれているが、これは 1996

年度では GNPの 0.5％、国家予算の 4.3％にあたる。これらはいずれも社会に甚大な影響を及ぼす

災害であるが、あえて分類すれば、サイクロン被害は人的被害が大きく、洪水については資産・

農産物への影響が大きいものとしてとらえられる。

1） 村本嘉雄他「1987年モンスーン季の豪雨によるバングラデシュの洪水氾濫災害の調査研究」1988年 3月
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表 3－ 44　バングラデシュの主な災害（1/2）

Type of
Estimated Number Estimated Affected Estimated

Year
Diserster

Affected Location of Death Poplation Damage Remaks

（person） （person） （million US $）

1644－ 45 Floods － － － －

1648 Floods － － － －

1769－ 70 Drought － － － －

1783－ 84 Drought － － － －

1797 Cyclone － － － －

1822 Cyclone － 40,000 － －

1865－ 66 Drought West Bengal 135,000 － －

1871 Floods Rajshahi － － －

1873－ 74 Drought － － － －

1876 Cyclone － － － －

1885 Floods Rajshahi/Dinajpur － － －

1892 Floods Rajshahi/Dinajpur － － －

1896－ 97 Drought － － － －

1897 Cyclone － － － －

1898 Cyclone － 175,000 － －

1901 Cyclone － － － －

1906－ 07 Floods East Bengal － － －

1909 Cyclone － － － －

1911 Cyclone － － － －

1917 Cyclone － － － －

1918 Floods － － － －

1919 Cyclone － － － －

1922 Cyclone － － － －

1922 Floods － － － －

1923 Cyclone － － － －

1941 Cyclone － － － －

1942 Cyclone － － － －

1943－ 44 Drought Include West Bengal 3,000,000 － － include War Victims

1955 Floods － － － －

Oct./1958 Cyclone － 500 － －

Oct./1959 Cyclone Coastal Area 14,000 － －

1960 Floods － 10,000 － －

Oct./1960 Cyclone Coastal Area 3,000 － －

Oct./1960 Cyclone Coastal Area 5,149 － －

May/1961 Cyclone Meghna Estuary 11,200 － 11.9

May/1961 Cyclone Coastal Area 11,466 － －

May/1963 Cyclone Chittagong 11,520 1,000,000 46.5

Apr./1964 Cyclone － 300 － －

May/1964 Cyclone － 60 － －

May/1965 Cyclone Barisal District 36,000 10,000,000 57.7

以下にはバングラデシュにおける自然災害の特性を述べるとともに、これら災害に対するバン

グラデシュ並びに関係各国・機関の対策の歴史と現状について述べる。なお、先に述べた表 3－

44にある数値に関しては、様々なデータから妥当であると思われるものを引用しているが、出典

によって同一災害であっても数値が大きく異なる場合も多く、注意する必要がある。例えば、1988

年洪水の際に、1988年洪水の（洪水）影響面積として 8万 9,970km2 という統計が示されているが、

大河川の洪水がピークとなった時点で撮影された「ひまわり」映像によれば浸水面積は約 4万 km2
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であったといわれている。

（1）洪水災害の特性と対策の現状

1） 洪水災害の特性

バングラデシュは、ガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川の形成したデルタ上にあり、

国土の大部分が標高 10ｍ以下という低平地からなっていることから、そこでの人々の生活

は、モンスーンによる洪水と深く結びついており、定期的に増水・減水する河川の水位に

あわせて稲を中心とする農耕によって、高い人口密度を支えてきた（Living with Flood）。こ

表 3－ 45　バングラデシュの主な災害（2/2）

Type of
Estimated Number Estimated Affected Estimated

Year
Diserster

Affected Location of Death Poplation Damage Remaks

（person） （person） （million US $）

Dec./1965 Cyclone Chittagong-Teknaf 847 60,000 －

Oct./1966 Cyclone Chittagong, Sandwip 850 5,000,000 22.4

Apr./1969 Cyclone Dhaka, Comilla 849 160,000 －

1969 Tornado Demra 922 16,511 40－ 50

Nov./1970 Cyclone Khulna, Chittagon, Barisal, Patuakhali 300,000 3,648,000 86.4

1972 Drought － － － －

Dec./1973 Cyclone South Coast 1,000 － －

1974 Cyclone － 20 － －

Jul./1974 Floods+Famine Nationwide 30,000 36,000,000 579.2

1975 Cyclone － 5 － －

Apr./1977 Tornado Faridpur 500 6,000 1.0

Apr./1977 Cyclone 5 Districts 600 － －

Apr./1978 Storm Coastal Area 1,000 － －

1978－ 79 Drought － － － －

Aug./1980 Floods Northwestern Region 655 10,000,000 150.0

1981 Cyclone － 2 － －

1982 Drought － － － －

1983 Cyclone（2） － 343 － －

May/1984 Floods Nationwide 1,200 30,000,000 600.0

May/1985 Cyclone Chittagon, Bhala, Noakhali 11,069 1,300,000 5.3

1986 Cyclone － 14 － －

Sep./1987 Floods Nationwide 2,055 29,700,000 330.0

Jul./1988 Floods Nationwide 2,379 45,000,000 2,137.0

1988 Cyclone － 5,708 9,700,000 －

Mar./1989 Tornado Manikgonj 1,500 500,000 4.0

1989 Drought － － － －

Apr./1991 Cyclone/Sorm/Surge Coastal Area 138,868 13,400,000 1,780.0

1993 Floods － 162 － －

May/1994 Cyclone Cox's Bazar, Teknaf 188 400,000 －

Apr./1995 Tornado Munshiganj, Barisal, Madaripur 37 20,000 －

Jun./1995 Floods North-east Districts, N'gonj, Dhaka 255 10,000,000 －

May/1996 Tornado Tangail, Jamalpur 522 － －

July/1996 Floods Nortern Districts 76 － －

Oct./1996 Cyclone － 15 － －

1998 Floods Nationwide 1,285 30,916,351 － As of 24/Sep./'98

Source=Environment：Facing the 21st Century, Hearing and others
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れら 3大河川はいずれも国際河川であり、その流域面積のうちバングラデシュ国内に含ま

れる部分は 5～ 8％に過ぎないといわれている。したがって、バングラデシュの洪水を考え

るとき、バングラデシュ単独で洪水防御を可能とするには非常に困難な状況にある。

バングラデシュ国内では、大別して 3 種類の氾濫現象（モンスーンによる氾濫、フラッ

シュ・フラッド、サイクロンによる高潮）がおきることが知られている。それらのうち、モ

ンスーンによるものが支配的で、モンスーンによって河川の水位・流量が季節変動をし、平

地に湛水するものとして生活が成り立っており、雨季にこの湛水とともに地域における降

雨が過大なときには洪水被害として認識され、乾季において過小なときには渇水となる。

また、洪水の一形態ではあるがフラッシュ・フラッドはモンスーンによる氾濫とは異なり

地域に利益をもたらすことがほとんどなく、サイクロンによる高潮とともに災害としての

み認識されている。

2） 対策の現状

1988年の大洪水を契機として、バングラデシュの洪水対策の調整を世界銀行がとること

となり、15か国の国々と国際援助機関によって 11の事業計画調査と 15の支援調査からな

る FAP（Flood Action Plan）が 1989年 12月のロンドン会議に提案され正式に成立することと

なった。

1994年末にはおおむねの調査は終了し、この結果に基づき、バングラデシュ政府は 1995

年に The Bangladesh Water and Flood Management Strategy を取りまとめている。これは

National Water Policy及びその具体化されたものともいえる National Water Management Plan

の作成に至るまでの経過的な治水戦略である。なお、National Water Policyは 1999年 1月に

発表されている。また、National Water Management Planについては、現在（1999年 3月）イ

ンセプション・レポートが出ている段階であり、完成するのは 2001年になる模様である。

FAPの当初計画に拠れば、1990～ 1995年を調査期間、1996～ 2010年を事業実施期間と

し、5億ドルを調査に、50億ドルを事業実施に見込むものであったが、各のコンポーネン

トの内容を実施するには、その事業費の大きさとともに、FAPの形成過程からあった住民

参加に関する問題などもあって、各ドナーとも躊躇するところとなっている模様である。

各コンポーネントをさらに細分化した形での事業が極めて限定されたプロジェクトにおい

て少しずつ行われているにすぎないのが現状である。

（2）サイクロン災害の特性と対策の現状

1） サイクロン災害の特性

バングラデシュにおける自然災害のうち、サイクロンによるものは、強風による被害と



-  91 -

低気圧による海面上昇とともにその強風に伴って発生する高潮と波浪によって、沿岸地域

に頻繁に被害を発生させている。満潮時、特にそれが大潮と重なった場合、沿岸地域では

波高 5～ 9ｍの波が沿岸に押し寄せることになり、国土のほとんどが標高 10ｍ以下のバン

グラデシュでは内陸部 5～ 8kmまで海水が侵入して多くの人命や家畜が失われている。自

然災害のうちで最も多くの人命被害が発生しているのがサイクロン災害である。1995年時

点で、サイクロン被害を受けやすい高度危険地帯（High Risk Area：HRA）には約 520万人が

居住しているといわれるがそのうちの約 2/3の人々は無防備なままの生活を余儀なくされて

いた。

2） 対策の現状

サイクロン災害対策は、Cyclone Protection Project（FAP 7）及び Multipurpose Cyclone Shelter

Programの 2つの計画に基づき行われている。このうち、Cyclone Protection Projectは FAPの

コンポーネントとして計画されたものである。この計画は、主として防潮堤の構築によっ

て被害を軽減する計画部分を詳細に検討することが目的であったが、1991年にサイクロン

による大被害が発生したことから、その緊急性にかんがみ、検討に引き続いて事業の実施

までも行うこととなったものである。現在、破損した防潮堤の修復を行う I期計画部分は終

了し、II期計画が進行中である。

一方、Cyclone Shelterも 1960年代から建設が開始されていたが、1993年、世界銀行とUNDP

の協力により Multipurpose Cyclone Shelter Programを策定して、今後のサイクロンシェルター

の建設を進めることとしたものである。これらサイクロンシェルターはその維持管理と有

効利用の観点から、おおむね初等教育プログラムと連動した形で進められており、多くは

小学校として利用されている。

現在、HRA内人口のおおむね半分を収容できるようになったものと推察されるが、建設

にかかわる機関が様々あり、実体を正確に把握することが難しい状況となっている。

（3）竜巻災害の特性とその対策の現状

1） 竜巻被害の特性

バングラデシュの中央部並びに北部では竜巻の発生することがあり、その被害範囲は小

さいものの多くの死傷者とともに資産への被害も少なからぬものがあり、ローカル・モン

スターと呼ばれるほどである。しかしその発生機構に不明な点が多いことから予測・予報

をすることが困難であるといわれている。
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2） 対策の現状

竜巻被害を軽減するための具合的手段としてトルネード・シェルター構想があるが、サ

イクロン被害あるいは洪水被害と比較すると非常に広い範囲のなかで、しかも偶発的に発

生するため地域を限定することが困難であるため、現在のところと実施するには至ってい

ない。竜巻による被害が発生したときには、各国援助機関、国際機関あるいは NGOが現地

に赴き救援活動を行うとともに、食糧、医薬品、あるいは当面必要な品々を物品供与・資

金供与して被害者救援を行っている。

（4）地震災害の特性と対策の現状

1） 地震災害の特性

バングラデシュは世界的に見れば比較的地震の多い地域に属し、過去には何度も大地震

が発生しているが、その発生周期が他の災害に比べて非常に長いこと、並びにこれまでは

地震の規模の割合からして比較的被害が小さかったことから、地震災害に対する認識が低

い。しかしながら、人口の大都市への集中化が進んでいる現在、ひとたび大地震が大都市

直下で、あるいはその近郊で発生した場合は大災害となる可能性がある。

2） 対策の現状

地震の計測に関しては気象庁が行っており、地震計測網も強化されてきているが、気象

庁における主たる任務は洪水並びにサイクロンの予警報であり、あまり地震に力点は置か

れていないようである。具体的な対策としては、国土をその地震危険度に応じて 3つのゾー

ンに分割し、建築基準の地震係数に反映させているが、大都市におけるビルの構造は地震

を予期したものとなっておらず、また、建築基準違反の罰則が施行されたこともないとい

うことである。

（5）旱魃災害の特性とその対策の現状

1） 旱魃被害の特性

旱魃は主として国の北西部で発生しており、近年その発生頻度が増してきている。記録

にはその被害人口並びに被害額が記入されていないためその被害レベルはつまびらかでな

いが主として農作物への影響が大きいとされているため、旱魃が発生した場合の影響は貧

困層にとってより大きいものとなっている。また、他の自然災害と比べて旱魃は長期間に

及ぶが、旱魃状態を緩和するために通常の井戸は過剰揚水の状態となるとともに井戸から

の水には時としてヒ素が混入しているという状況にある。
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2） 対策の現状

食糧援助などが行われるものの、抜本的手段は現在のところないままの状況である。唯

一の方法として表流水の導水が考えられるが、現在のところ具体的計画はない。

（6）環境問題とその対策の現状

1） バングラデシュにおける環境問題

バングラデシュでいう環境とは、第 5次 5か年計画によれば、「1995年に制定された環境

保護法（Environmental Protection Act）にもあるように、ここでいう環境とは水質、大気、土

壌等、さらに人類、その他の動植物・微生物とこれらの相互関係より成立しており、した

がって、総ての社会的・物理的・生物的・生態的事象から成り立っているものである。」と

包括的に定義されており、このなかで、調和のある環境と発展に資する人間社会環境に重

点が置かれているとともに、「頻繁に発生する自然災害、工業汚染、健康問題、衛生設備の

不備、乱伐、砂漠化、天候不順、塩害、動植物生息環境の劣化など解決しなければならな

い問題が山積している。」と述べられている。したがって、洪水・サイクロンなども環境問

題のひとつとして考えられており、先に述べた洪水対策としてとられる築堤とそれに伴う

用地収容・移転問題などもこれに含まれることになる。

このようにバングラデシュでは災害・社会問題等も広義の環境問題としてとらえており、

この観点から取りまとめられた地域別環境問題を表 3－ 45に示す。

なお、主要な環境問題の一つである「地下水のヒ素汚染」の現状と対策については、本章

「3－ 3社会セクター」の「I.保健医療」の補禄を参照のこと。

2） 対策の現状

自然に人間の手が加われば必ず環境へのインパクトがあるが、人口密度の高いバングラ

デシュにおいてはまず人間環境をいかにして守るかということに重点がおかれており、間

接的に人間環境にも影響を及ぼす自然環境までは手が回りかねているのが現状である。ま

た、主として人間に直接関係する分野での環境改善をめざす国家環境管理行動計画

（National Environment Management Action Plan：NEMAP）はまだ準備段階であり、いわゆる

環境という言葉によって想起される自然保護・あるいは自然環境改善といった分野への行

政的介入にはまだ時間がかかるものと思われる。
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表 3－ 46　バングラデシュの主な環境問題とその発生地域（1/2）

No. Area Major Problem
1 Mahannada Basin Frequently flooded, also subject to drought.
2 West-central Barind Being desiccated throughout improper land use. Low water table and poor soils affect

crop agriculture.
3 Middle Karatoa flood plain Affected by drying-up of Karatoa river. Double cropping of HYV Rice has led to severe

Sulphur & Zinc deficiencies.
4 Brahmaputra-Jamuna flood plain Entire stretch affected by Brahmaputra Right Bank embankment, which has been

breached 4 out of the last 5 years. The main river may be shifting westwards. Large
floating population in the Char-lands. Sand-deposits after floods often ruin cultivable
lands.

5 Chalan Beel One of the richest wetland areas of Bangladesh, now almost ruined by FCDI projects.
6 Atrai-Hurasagar drainage basin Due to construction of ill conceived embankments & regulators, drainage has been

impeded and water-logging has become a serious problem.
7 South-west Jessore This area is climatically subject to wide variations rainfall and temperature. Due to

reduced flow in the Ganges in the dry season, fresh water flow has decreased and
salinity has increased

8 Northern Khulna Large scale shrimp farming has increased salinity and conflicts among farmers and has
also reduced rice production.

9 Khulna City and Mongla Town Problem area due to industrial pollution, oil spills from ship and urban congestion.
10 Sundarban Increased Salinity, increasing discharge of ship oil, industrial chemicals etc. have led

to the top-dying of several species of trees. There has also been over-cutting of the
forest for industrial uses.

11 Patuakhali-Bhola-Noakhali Char areas Water-logging, salinity, diluvion. Excessive use of pesticide affecting human habitations.
12 GaroHills Piedmont Erosion, flash floods, loss of tree cover has led to decreasing agricultural productivity.
13 Tangail Silting of rivers, increase in sudden flooding.
14 Madhupur Tract Deforestation and improper use of sloping land have led to top soil erosion.
15 Sitalakhya River Industrial plants at Ghorashal, Palash and Demra discharge toxic chemicals into this

river causing loss of fisheries and creation of hazard for public health.
16 Dhaka City Industrial pollution; urban expansion is destroying Class I agricultural land and some

of the best horticultural lands in the country.
17 Haor Basin Reduction in fish spawning areas.
18 South sylhet Affected by deforestation, flash floods and soil erosion.
19 Lalmai Range Deforestation, erosion, soil removal.
20 Lower Meghna Affected by floods, erosion, stagnant productivity, loss of fisheries, population pressure.
21 Central Noakhali Water-logging in the wet season due to impeded drainage; lack of irrigation water supply

in dry season due to saline ground water. Decreasing agricultural productivity, increasing
population.

22 Sandwip Thickly populated island being crowded rapidly. New land formation not consolidated.
Frequently affected by cyclones and surges.

23 Sitakundu Range Affected by deforestation, erosion, loss of productivity and major source of thatching
grass and therefore, urgently requires land use planning.

24 Chittagong City and the Port Industrial pollution, oil spills and cutting down of hills leading to increasing erosion
and consequent silting of rivers.

25 Chandraghona Industrial units discharge large quantities of chemicals into the Karnafuli river, destroying
fisheries and posing health hazard.

26 Hill Tracts Slash and burn cultivation（Jhoom/jum）and improper use of hill slopes by immigrants
has greatly increased erosion and flooding of valleys, with consequent loss of
productivity Serious decline in tree cover.

27 Chakaria Sundarban A forest area totally destroyed for use as shrimp farms. Now yields are declining and
soils are becoming highly acid.

28 Chittagong Coast-Kutubdia Island Tropical moist forests with unique bio-diversity being destroyed through clear felling
and planting operations, unchecked encroachment and illicit felling of trees.

29 Jinjira Island & Reef（St. Martins Island） Coral reef being destroyed through over exploitation of corals and mollusks.

Source：Environment：Facing the 21st Century
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第 4章　開発の推移と現状（貧困・ジェンダー問題分析）

4－1 概　要

南アジア地域は、他の開発途上地域と比較しても女性の地位が低く、主要社会経済指標上の男

女の格差が大きい。バングラデシュでは、女性の地位の低さは男女の活動領域を家屋敷の外と中

で分離する「パルダ」と呼ばれる厳しいジェンダー規範にその一因がある。日常生活における女性

の活動領域は家屋敷地の中に限定されてきたため、女性は家庭外の社会・経済・政治的な役割か

ら排除され、学校教育、家庭外での雇用、医療などへのアクセスがはばまれてきた。また、とり

わけ世帯が貧困であればあるほど、現在及び将来の稼得者である男性・男児に優先して希少な資

源を割り当てる傾向があり、さらに女性に与えられた低い価値観、早婚・多出産の慣習も手伝っ

て、女性が教育、医療施設の整備から十分に利益を享受できない状態が続いてきた。一方で、女

性は家事育児以外にも農業、零細な家庭内製造加工業などに関しては、屋敷地の中でできる作業

に長時間従事し、農村における世帯を単位とした生産活動の重要な部分を担っている。しかし、そ

れらの活動を女性だけが独立して行うことは困難であるため、主な経済的収入を男性の世帯員に

依存しており、それが家庭内での女性の地位を低くする要因ともなっている。

女性の状況を改善する努力は、独立後特に 1980年代中ごろから主に基礎教育と保健分野で行わ

れてきた。その結果、男女の成人識字率の差は、1980年の男性 41％に対して女性 17％から、1995

年には男性 49％に対して女性 26％と縮小している。初等教育の就学率においては、常に男子が女

子を大きく上回っていたが、女子への奨学金制度等の導入などの効果もあって、1997/98年には男

子 80.0％、女子 82.9％となっている。出生時平均余命は、1974年には男性 51.6歳、女性 49.7歳で

あったが、1997年には、男性58.1歳、女性 58.2歳となった。妊産婦死亡率は、1985年の出生 10万

件について 700あったものが、1996年には 400に改善している。若年で結婚して出産を繰り返す

ことが女性の健康にとって大きな障害となっていたが、その問題は徐々に改善をみている。また、

1995/96年全国労働力調査によると、女性労働力の 79％が農業に、10％が製造・運輸業に従事して

いる。1980年代後半から、都市における縫製業を中心とする輸出産業での女性の雇用機会が急増

し、女性労働者数は 100～ 150万人と推定されている。加えて、農村における女性を対象とした制

度金融の広範囲な展開によって、女性の活動領域は大きく変わることとなった。この変化は女性

の家庭外での就労に関する規範にも大きな影響を与えている。

一方で、以下のような分野では依然として格差が解消されていない。例えば、高等教育では、男

子学生が短大で 70.6％（1991年）、大学では 76.5％を占め、特に農学、工学などの専攻分野では女

子学生の比率は 8％に満たない。職業訓練校では女子学生の比率は 1.5％（1993年）に過ぎず、低下
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傾向さえみられている。また、栄養摂取、医療機関利用の男女差はなかなか解消していない。さ

らに、女性の雇用上の地位は、その 45％が無給の家族従事者（男性では 17％）、19％が日雇い労働

者（男性では 12％）であり、雇用労働者は 7％しかいない。女性は、生産活動や生産物の処分に関

する権限をもっていないことが多い。慣習法上、女性に認められている土地や財産の相続も、実

際には履行されないことが多く、女性は生産資源へのアクセスが困難であるという状況に大きな

変化はない。政治参加、女性への暴力などの問題は、近年になるまで開発計画のなかでほとんど

取り上げられることはかった。特に、女性に対する暴力は、近年持参金殺人が増加する傾向があ

り、深刻化している。

基礎教育や保健分野での基本的な指標からみたジェンダー格差はかなり解消したものの、格差

の縮小は頭打ちの感があり、より肝心な家庭内での意思決定上の地位、地域レベルでの政治参加、

生産資源へのアクセスといった根本的な問題はほとんど状況が改善していないという状況である。

これは、日常生活における女性と男性の活動や役割分担が明確であり、実際的なニーズは両者で

全く異なるものとなっているため、開発案件で女性が対象となる場合には女性の日常的な役割と

ニーズに沿った内容の協力が行われてきたことと関係がある。また、家族・親戚以外の成人男女

が日常生活の場を共有しないという「パルダ」規範に従い、特に農村においては女性だけを特定の

対象とした案件、または男性と女性のコンポーネントを分けるアプローチが一般的にとられてき

たことも影響している。このようなアプローチは、根本的にジェンダー構造の不平等を改善した

り、女性に与えられた低い価値観そのものを変えようとする戦略的な発想をもっていないという

点でその有効性には限界があったと言わざるを得ない。

バングラデシュにおいて、女性が開発の利益を受けることと貧困の緩和とは密接に関係してい

る。貧困の緩和は、独立以来バングラデシュの最大の開発目標とされてきた。第 2章でも指摘さ

れているとおり、4,000万人以上の極貧人口の 93.3％は農村に住んでおり、農村における貧困率は

56.7％（極貧率は 39.8％）、都市では 35.0％（極貧率は 14.3％）と、貧困は農村においてより深刻であ

る。都市で貧困削減のめざましい成果が現れた一方で、農村での緩和傾向は緩やかである。農村

での極貧率は、女性が世帯主である世帯で 45.3％と、男性が世帯主の場合の 39.4％より高くなっ

ている。とりわけ、上記のような社会文化的状況下では、男性の稼得者がいない世帯は、非常に

困難な経済状況に陥ることとなる。また、農業や零細な家庭内加工製造業などにおいて、女性が

目に見えないが重要な役割を果たしているということを考慮すれば、教育や保健などの基本的分

野以外での女性の活動とニーズをより明確に認識したうえで各セクターの協力を進め、女性によ

る様々な生産資源へのアクセスを高めることによって、世帯や地域全体として貧困の緩和により

貢献することになるのは明確であろう。
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本章では、上記のような経緯を踏まえ、個別の貧困対策や女性の地位向上そのものを目的とし

た案件というよりは、開発計画や協力全体にかかわる横断的課題として貧困・ジェンダー問題を

取り上げる。開発の重点セクターそれぞれのなかで、どのような貧困・ジェンダー課題を考慮し

たらよいのか、また貧困緩和、ジェンダーの平等の観点からどのような手法を協力に組み込んで

いけばよいのかを考慮する。本章では、まずバングラデシュの開発政策における「開発と女性」の

方針、手法などの変遷を理解したうえで、貧困緩和を最大の目標とする開発の重点セクターの横

断的課題としてジェンダー課題を取り上げ、主要ドナーと日本の協力の妥当性を検討し、将来の

協力に対する提言を行う。

4－2　開発計画における重要課題の推移

本節では、まずジェンダー問題に焦点を当て、各次国家開発計画にみられる「開発と女性」の目

標・方針の変遷を理解し、実際に取り組まれた課題の推移を示す。次に、本調査で取り上げた農

業、社会、産業、災害・環境の各セクターにおける横断的課題としての貧困・ジェンダー分野で

の重要課題をまとめる。

（1）各次開発計画における「開発と女性」重要課題の推移

開発計画における「開発と女性」の目標は、特定の女性を福祉の対象となる弱者と見なした

救済（第 1次計画：1973/74～ 1978/79年）から、開発の担い手としての女性の参加促進（2か年

計画から第 3次計画：1978/79～ 1989/90年）へ、さらにジェンダー格差の縮少を開発計画全体

の優先課題と認識し、全セクターの開発マクロフレームへ女性の参画を促す（1990年代）と、

大きな変遷を遂げてきた（表 4－ 1）。

女性のための開発重点領域は、第 1次計画には記述がない。2か年計画から第3次計画まで

は、第一に農村の貧困女性の雇用と収入向上事業であり、そのために、最初に小規模家内工

業向け職業訓練、そして後に庭先での家畜家禽飼育などの農業訓練、クレジットの提供など

が重視された。第二に、この時期に女性は家族計画と母子保健の対象として重視された。し

かし、これらの領域自体や訓練の内容は従来の男女の分業に基づいており、結果として女性

の参加領域を限定し、差別化をもたらしたとされる。この時期の後半には、これらの重点領

域でのNGOの活用が開始された。第 4次計画（1990/91～ 1994/95年）では重点領域に広がりが

見られ、教育、雇用（賃金水準、クレジットへのアクセス）、健康・栄養などの分野でジェン

ダー格差の解消がめざされた。とりわけ初中等教育の充実による女子就学率の向上が重視さ

れた。また農業、産業、運輸など他セクターにおいて、女性の開発への参加を促すガイドラ

インが作成され、産業セクターでは縫製業を中心とした輸出産業において女性の雇用拡大が



-  98 -

めざされた。第 5次計画（1997/78～ 2002/03年）では、加えて女性への暴力や人身売買等に関

する法的権利・人権、地方行政レベルでの政治参加なども重視されている。さらに、女性・子

供省を中心としたナショナル・マシナリーの立案・アドボカシー能力の育成自体が重点領域

となり、ジェンダー課題にマルチセクターで取り組もうとする試みが始まった。

各次開発計画における女性問題局（Department of Women's Affairs）の重点課題を反映すると

思われる代表的案件の概要は以下のとおりである。

① Women's Vocational Training for Population Activities Project（2か年計画－第 3次計画）

収入向上と人口抑制の2つを目的として、郡及びユニオンレベルに訓練施設を設置し、

農村女性に職業訓練（紡績、竹製日用品作成など）と避妊具の配布を行った。

② Agriculture Based Rural Development Programme for Women（第 2－ 4次計画）

農村の非識字女性を対象に野菜栽培などの農業技術訓練を行い、自営業者としての収

入向上を促すことにより、経済的自立と家庭内での地位向上をめざした。

③ NGO Community Based Service for Poor Women and Children（第 3－ 5次計画）

女性を対象に活動する NGOを育成し、それらを通じて農村の貧困層女性を組織化し、

女性リーダー育成、識字教育、収入向上のためのクレジット提供、衛生・栄養指導を

中心とした村落開発を行う。

④ Policy Leadership and Advocacy for Gender Equity Project（第 5次計画）

女性・子供省（Ministry of Women & Children Affairs）が他省庁の WIDフォーカルポイ

ントやNGOコミュニティとの連携を強化することにより、1995年の北京女性会議を受

けて作成された各セクターの「国家行動計画」が連携して実施され、その過程にジェン

ダーの平等が統合されることをめざす。例えば、女児の人身売買など特定の問題を取

り上げ、マルチセクターでの解決するための調整、情報提供、研修などを行っている。

実際には「開発と女性」の目標に関係するプログラムは、女性問題局だけでなく、教育、保

健・人口、農村開発などのセクターにおいても行われており、むしろこれらのセクターにお

ける予算配分の方がはるかに大きい。社会開発セクター予算の全開発予算に占める比率が急

増するなかで、女性問題局予算比率は 0.3％にも満たない状態が続いている（表 4 － 2）。



- 99 -

「女性と
開発」

目標と
課題
重点／
関心領域

女性省
主要プロ
グラム

教育

医療
人口

農村
開発

表 4－ 1　国家開発計画における「女性」の位置づけ

［出所］Planning Commission, Government of Bangladesh, 1998, The Fifth Five Year Plan 1997－ 2002及び各年次 Annual Development Programmeより作成。

第5次計画（1997－ 2001）
ジェンダー格差是正

（＝開発計画の優先課題）

全セクターで開発のマクロ
な枠組みに女性が参画
栄養、教育、雇用、健康
暴力・人身売買

・経済的エンパワーメン
ト、起業家育成

・農業訓練
・農 村 貧 困 層 母 子 保 健
（NGO活用）

・暴力・人身売買追放
・都市貧困女性の収入向上
・女性省能力強化
・女子中等教育無料化、奨

学金支給
・Food for Education
・ノンフォーマル教育
・母子医療施設整備
・女性患者病棟

信用組合、職業訓練セン
ターを活用した家族計画
普及

・TBA訓練
・母子保健
・コミュニティ教育
・女性対象Food for Work
・コミュニティ・エンパ

ワーメント（女性の農村
開発への参画）

第4次計画（1990－ 94）
ジェンダー格差是正

（＝開発計画の優先課題）

女性（特に貧困層）を開発の
マクロな枠組みへ統合
栄養、教育、雇用、健康

・農村貧困女性の収入向
上、訓練

・農業訓練
・農 村 貧 困 層 母 子 保 健
（NGO活用）

・女性省（地方／中央）アド
ボカシ能力強化

・女子中等教育無料化、奨
学金支給

・ノンフォーマル教育

・母子医療施設整備
・女性患者病棟

信用組合、職業訓練セン
ターを活用した家族計画
普及

・TBA訓練
・母子保健関連施設

・総合農村開発（女性組合）
・女性組合を活用した家族

計画

第3次計画（1985－ 89）
社会経済指標の男女間格差
の是正

雇用
教育（訓練）
保健
・農業訓練（家禽家畜飼育）
・農村貧困女性の収入向

上・訓練
・農 村 貧 困 層 母 子 保 健
（NGO活用）

－

・看護婦・女性医療従事者
研修（地方都市）

・女性組合、職業訓練セン
ターを活用した家族計画
普及

・TBA訓練

・総合農村開発（女性組合）
・女性組合を活用した家族

計画

第2次計画（1980－ 84）
女性が国家開発に参加しや
すい社会環境つくり

教育（訓練）
所得向上、雇用
母子保健
・郡レベル家内工業・訓練
・農村貧困女性の収入向

上・訓練
・女性初等教員研修

－

・看護婦・女性医療従事者
研修（地方都市）

・女性組合、職業訓練セン
ターを活用した家族計画
普及

・TBA（産婆）訓練

・女性組合のための小規模
家内工業開発

2か年計画（1979－ 80）
国家開発への女性の参加

雇用
技術訓練

・郡レベル訓練と小規模家
内工業施設設置

・地方都市の私立女子短大
・女子職業訓練校

・女性組合、職業訓練セン
ターを活用した家族計画
普及

・家族計画ワーカー訓練

・女性組合育成

第一次計画（1973－ 78）
独立戦争犠牲者女性の救済

福祉、弱者救済
家庭経営の効率化

・救済センター

・家政系女子短大
・女子職業訓練校
・ノンフォーマル教育

・母子医療施設整備
・女性組合、職業訓練セン

ターを活用した家族計画
普及

・家族計画ワーカー訓練

・女性組合育成

他
セ
ク
タ
ー
主
要
プ
ロ
グ
ラ
ム
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表 4－ 2　開発計画の女性省予算割合の推移

1FYP 2YP 2FYP 3FYP 4FYP 5FYP
Development Expenditure on Women's Affairs（million Tk.） － 105.6 310.0 500.0 550.0 3,378.0

As ％ of Total Development Expenditure － 0.27 0.18 0.13 0.08 0.17

Development Expenditure on Social Sectors as ％ of 18.9 16.5 17.2 19.6 27.3 31.7

Total Development Expenditure
［出所］女性省 Demand for Grants関連資料。

女性省内部での予算配分は重点領域の変遷を反映し、表4－ 3のとおり推移している。その

一方で、主要社会セクター予算に占める女性対象プロジェクト予算比率は 1990年代に入って

から急増し（表 4－ 4）、とりわけ教育セクターでは女子中等教育関連と Food for Educationの

予算額が大きいため、1998/99年度開発予算では 40％以上を占めている。

表 4－ 3　女性省予算内訳の推移（1980/81～ 1998/99年）

（％）

Sub-sector ADP 1980/81 ADP 1985/86 ADP 1990/91 ADP 1994/95 ADP 1998/99
1. Training 33.5 44.6 35.9 15.3 7.4

2. Employment & Income Generation 3.4 7.0 8.7 36.6 7.6

3. Socio-economic Development 53.9 28.6 11.3 18.9 44.3

4. Awareness 1.2 － 9.3 2.3 19.8

5. Rehabilitation 2.3 － 2.4 － －

6. Hostel & Residence 0.8 11.9 － － 3.2

7. Child Care 5.6 7.9 5.4 19.1 2.0

8. Technical Assistance Project － － 27.0 8.4 16.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
［出所］Kundkher, N., 1997, 'An Analysis of ender Issues in Bangladesh's Development Since 1980's', in Center for Policy

Dialogue ed., Growth or Stagnation？ A Review of Bangladesh's Development 1996, 及び Planning Commission,

Government of Bangladesh, 1998, Annual Development Programmes 1998－ 99.

表 4－ 4　主要社会開発セクター年次開発予算における

女性対象プログラム予算比率の推移（1980/81年以降）

（％）

Sector ADP 1980/81 ADP 1985/86 ADP 1990/91 ADP 1994/95 ADP 1998/99
1. Education 1.6 1.5 0.0 8.2 41.2

2. Health & Family Planning 5.3 4.6 1.1 11.2 1.5

3. Youth & Sports 1.7 － 16.5 3.7 －

4. Social Welfare 0.3 17.0 7.1 11.9 5.9

5. Rural Development 0.0 2.2 2.1 6.4 20.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
［出所］表 4－ 3に同じ。

注）主に女性が受益者である個別案件の予算のみを取り出したもの。それ以外の案件では、女性のための特別予

算枠がないため、把握できない。
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（2）重点開発 4セクターにおける貧困・ジェンダー課題

1） 農業セクター

農業セクターには、食糧自給、農業技術の普及など、貧困緩和のために不可欠な課題が

多いが、雇用創出の点からは農村開発に焦点があてられるべきであろう。土地無し及び零

細農家の急増が見られ、農村部労働力の 28.5％（1995/96年）は既に農外部門に雇用されてお

り、1970年代から農業部門が新規労働力をほとんど吸収していない状態が続いているから

である。農家世帯の大半が農業収入だけでは生計が立てられず、実際には零細な商業、製

造加工業、日雇い労働などを含めた季節的多就業形態をとっている。これらの雑業的農外

就業機会は、農村部貧困層の大半を占める農村土地なし世帯と零細世帯の生存にとって非

常に大きな意味をもっている。したがって、農村部の貧困緩和の糸口は、農村インフラ整

備、農村と都市とを結ぶインフラの整備、畜産・水産などを含む生計・生活技術の普及、資

金、及びそれらの適切な連携に求められると考えられる。

表4－ 5は、農村開発セクターにおいて、より直接的に貧困・ジェンダー課題に取り組ん

だ案件の種類と実施状況である。

表 4－ 5　農村開発セクターにおける貧困・ジェンダー関連案件数と種類

Name of Project No.
1FYP 2YP 2FYP 3FYP 4FYP Holiday 5FYP

73 74 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98

Food Assisted/Employment 3 1 2 3 3

Development of Rural Women/
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Women's Co-operatives

Poverty Alleviation Focused on Landless/
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3

SamllFarmers

Distribution of Land for Landless 5 1 1 1 1 1 1 3 1

Poverty Alleviation 10 1 1 1 2 2 5 4 5 5

Community Empowerment/
4 3 4

Capacity Building

Total 39 1 3（1） 3（1） 4（1） 13（3） 16（7） 19（7）

Note：1. Data of the fical years 75/76, 81/82, 83/84, 92/93 was not avairable.

Source：Various volumes of Annual Development Program, Government of Bangladesh.

第 2次計画から、地域別の総合農村開発計画が進められているが、これらの計画が貧困

層にどの程度いきとどいたかに関しては疑問視する見方も多い。一方で第 4次計画から明

確に貧困層や女性をターゲットにした案件が増えている。また、第 5次計画になって、農

村インフラの計画段階で貧困層や女性の関与を求め、農村開発を行う主体としての貧困層

や女性のエンパワーメントを目標とするプロジェクトがみられるようになった。
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農村開発部門における女性の位置づけは、女性問題局の事業において指摘したような、

庭先での野菜栽培、家畜・家禽飼育、また日用品・工芸品の作成を主体とした生産技術指

導とクレジットの供与、保健衛生教育などが中心である。しかし、庭先生産の収益性は非

常に低く、クレジットを活用した場合、収益はマイナスとなる場合さえある。例えば女性

が世帯主である貧困世帯が依存するには、十分だとはいえない。このようなアプローチは、

現段階では農村部のジェンダー規範や女性の日常の役割分担に沿ったものであるが、今後

は農村インフラへの女性のニーズの反映を含め、様々な女性のニーズに対応すべく、内容

を多様化していく必要があるだろう。

2） 社会セクター

＜教育＞

女子への教育に関しては、2 か年計画までは家政学部を中心とした短大やポリテク

ニックの設置など女子高等教育システムの構築に力が入れられ、一方で未就学者男女に

対するノンフォーマル教育が行われた。第 2、3次計画では、特に女性に特定したプログ

ラムはみられない。第 4、5次計画では、初等・中等教育における、とりわけ女子の就学

率の向上に力が入れられている。女子児童の授業料を 8年生まで無料化する、中等教育

（6～ 10年生）に奨学金を払う、初等教育（1～ 5年生）での Food for Education（1996年に

200万人の児童に小麦を支給）など、識字率を向上させるための具体的なプログラムが行

われるようになった（表4－6）。これらのインセンティブは、初等教育の義務化と並んで、

貧困層とりわけ女子の就学率の向上に大きく貢献した。

このことは、1980年代後半から急速に発展した縫製業など輸出産業における中等教育

を受けた女性労働者供給の必要性と関係がある。また、ノンフォーマル教育や職業訓練

が、期待されたほど自営業者としての雇用の拡大や収入向上に貢献せず、基礎教育の重

要性が見直されてきたためでもある。
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表 4－ 6　教育セクターにおける貧困・ジェンダー関連案件数と種類

Name of Project No.
1FYP 2YP 2FYP 3FYP 4FYP Holiday 5FYP

73 74 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98

Primary Non-formal Education 8 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 4

Primary Income Transfer 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Primary Free Textbook 1 1

Free Tuition and Financial Support to
5 1 2 2 3 1 1 1

Secondary School

Stipend to Female Secondary Students 4 1 1 1 2 2 2 3 3

Female Teachers for Non-government
1 1 1 1

Secondary Schools

Home Economics College 5 1 2 2 2 1 2 2 2

Womenﾕs College 4 2 1 1 1 1 2 1

Women's Politechnic 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sports Facility/Education for Women 13 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2

Total 45 9 7（4） 3（2） 5（2） 16（1） 17（8） 18（12）

Note：1. Data of the fical years 75/76, 81/82, 83/84, 92/93 was not avairable.

Source：Various volumes of  Annual Development Program, Government of Bangladesh.

＜保健医療／人口／衛生＞

このセクターは、貧困や女性の状況と直接かかわっている。まずジェンダーの観点か

らは、独立以来一貫して、人口抑制・母子保健が女性を特定の対象として行われており、

看護婦・家族計画ワーカーやその他の女性医療従事者の育成がそれを補足する形で進め

られてきた。その結果、女性1人当たりの出産回数、妊産婦死亡率、乳幼児死亡率は、前

章で示されたように著しい向上をみた。特に貧困層の女性の健康に及ぼした影響は計り

知れない。また、プライマリー・ヘルスケア、とりわけ農村部の末端サービスの拡充は、

貧困層の医療へのアクセスを大きく改善した。一方で、医療機関利用のジェンダー格差、

階層格差は依然として存在していることが指摘されている。
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表 4－ 7　保健医療・人口セクターにおける貧困・ジェンダー関連案件数と種類

Name of Project No.
1FYP 2YP 2FYP 3FYP 4FYP Holiday 5FYP

73 74 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98

Construction of Facilities for Female 5 1 2 1 1 1 1 1

Doctors

Construction of Hospital for Women/ 6 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Maternity

Utilization of Various Women's Institution 19 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

for Promotion of Population Control

Training of Female Population Staff 9 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2

Construction of Training Center for 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Female Population Staff

Support to Women regarding Maternal 5 1 2 1 1 1 1 1

Health/Population

Research 2 1 1 2 1

Total 51 15 8（8） 10（2） 14（3） 13（4） 13（8） 9（7）

Note：1. Data of the fical years 75/76, 81/82, 83/84, 92/93 was not avairable.

Source：Various volumes of Annual Development Program, Government of Bangladesh.

1997年にとりまとめられた National Action Plan for Women's Advancement の保健・人口

セクターにおいては、以下の点が今後取り組まれるべき重要課題としてあげられている。

・女性の健康に有害な避妊薬の排除

・郡病院レベルでの暴力を受けた女性（特に火傷、性暴力）の治療措置

・HIV/AIDS、STD対策

・男性に対して、女性のリプロダクティブ・ライツ及びヘスルの情報普及

・女児と女性の栄養状況の改善

3） 産業セクター・災害セクター

＜工業＞

1995/96年の全国労働力調査によると、製造業従事者は全労働力人口の 8％を占めるの

み（38％は女性）であるが、製造業と小規模家内工業の発展は、今後農村開発と並んで、

雇用の創出に貢献することが期待される分野であり、貧困緩和のための重要課題である。

また、製造業における女性の雇用は急増しており、とりわけ既製服産業には、既製服製

造輸出業協会によると100万人（1991年）もの女性が雇用されている。また、チッタゴン、

ダッカなどの輸出加工区（EPZ）の労働者も、その 67％は女性である。都市部において女

性の雇用労働が決して珍しいものではなくなったことは、バングラデシュのジェンダー

規範そのものにさえ影響を与えつつある。一方、製造業における男女の賃金格差は、縫

製業において女性の賃金が男性の 69％、製造業全体で 57％と大きく、産業省、労働省共
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に格差の是正を図るべきとしている。

＜交通運輸、災害セクター＞

これらのセクターは、大規模なインフラ建設が大多数を占めている。実際には、個別

案件の貢献度を含めた影響を把握することは困難であるが、その適切な整備は移動・流

通の発展や災害被害の軽減、農業生産の安定化などを通じ、貧困緩和に大きく貢献する

ものである。これらの事業においては、貧困・ジェンダーの観点からは、事業そのもの

にも増して、立案・実施手法が重要な課題となる。少なくとも以下の点に留意するべき

であろう。第一に計画立案段階で、貧困層や女性など異なる集団への影響、特に用地接

収や就業構造の変化などによる不利益を把握し、適切な措置をとることである。例えば、

ジャムナ橋アクセス道路事業（1997 年）では、約 10 万人が移転などの影響を受けたが、

NGOとの連携により立案段階から綿密な調査を行い、土地その他の生産資源の喪失や、

移住によって生じる影響を把握して補償が行われた。また、ナラヤンガンジ・ナルシン

ジ排水灌漑計画（1977/78年開発調査、1984年と 1993年無償、1997年有償）でも、輪中堤

内の計画地で排水が進むと土地の価格が上がり、農地が工業用地に転用され、貧困層に

悪影響が出たと報告されている。第二に、これらのインフラが住民生活の向上をめざす

のであれば、設備の持続性は当然考慮されるべきである。小中規模のインフラでは住民

の管理委員会が形成されることが多く、実際に上記の輪中堤やサイクロンシェルターな

どでは形成されているが、住民が決定に参加できるようなエンパワーメント、受益者の

能力形成、コストシェアリングスキームなどが必要であろう。また、プロジェクトデザ

インの段階で、異なる集団（例えば不在地主と農業労働者、女性など）が異なるニーズを

もっているので、受益住民のニーズや問題をより的確に把握することが重要となる。

4－3　他ドナーによる協力の動向

以下に、主にジェンダー課題に焦点をあて、世界銀行と ADB、そして UNDPによる活動を中心

に動向を紹介する。そして、横断的課題としての貧困・ジェンダー課題への取り組みについて示

す。

（1）協力領域

1） 世界銀行

世界銀行が、バングラデシュにおいて明確に WIDを推進しはじめたのは 1986年であり、

以後、WID戦略における重点領域は次のように推移してきた。
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1987～ 1990年： ①教育／訓練（初中等教育、職業訓練）

② WID採用に対する政策及び実施主体へのインセンティブ

③家族計画・保健（避妊の選択、栄養、母子保健）

④直接的な所得移転（最貧困層に対する Food for Workなど）

⑤女性の組織化による収入向上（クレジットほか）

1990～ 1995年： ①教育／訓練（初等教育、成人ノンフォーマル教育、職業訓練）

②飲料水供給・衛生

③農業（技術普及、クレジット）

④産業（雇用拡大、技術訓練）

⑤クレジット（運営の効率化、グループ強化、活動多様化）

1996年～： ①教育／訓練（就学率向上、職業訓練）

②保健（リプロダクティブヘルス、思春期）

③生産資源へのアクセス（クレジット、雇用、情報、技能）

④女性への暴力（法律改正とその実効性強化）

⑤生活環境（飲料水・衛生・その他インフラ）

一貫した教育、とりわけ初等中等教育が重点領域にあげられている点に特徴があるが、

その他の領域も各次開発計画の「女性と開発」の重点領域にほぼ沿ったものとなっている。

実際には表 4－ 8のようなプロジェクトが特にジェンダー課題を取り込んで実施されてい

る。

これらのプロジェクトにおける貧困・ジェンダー課題への取り込み方は、教育、人口・保

健、クレジット、農業分野では、直接的に女性や貧困層の就学率や保健・家族計画サービ

ス、または生産資源へのアクセスを向上させるアプローチがとられている。例えば、General

Education Projectでは、初等中等教育において女児のドロップアウト率を減少させるために、

1）女性教員比率を 60％とする、2）サテライト校の設置（長距離通学者のドロップアウト対

策）、3）女子トイレの設置、4）中等教育における奨学金支給などが主要な目標・活動となっ

ており、1990年以降の女子就学率の向上に大きく貢献したと思われる。また、世界銀行は、

1996年よりグラミン銀行型のマイクロクレジット・プログラムを、NGOを介して実施して

おり、これにより他のプログラムにおいて直接的な受益者とはならない貧困層をカバーす

ることをめざしている。
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表 4－ 8　世界銀行によるジェンダー課題を取り込んだプロジェクト（1980年中ごろ～）

Name of Project Sector Period
Rural Development II 農村開発 83－ 91

Primary Education II 教育（初等） 85－ 90

Population & Health III 人口・保健 86－ 92

Rural Roads & Markets 農村開発 89－ 97

General Education 教育（初等） 90－ 96

Fisheries III 漁業開発 91－ 97

Agriculture Support Service 農業開発（普及） 91－ 98

Population and Health IV 人口・保健 92－ 98

Female Secondary School Assistance 教育（中等） 93－ 00

Resettlement Plans, Jamuna Bridge* 交通（住民移転） ？

Integrated Nutrition 保健（栄養） 95－ 01

Regional Water Supply & Sanitation* 生活環境（飲料水） ？

Hand Pump Training & Management* 生活環境（飲料水） ？

Non-formal Education 教育（ノンフォーマル） 96－ 01

Coastal Embankment Rehabilitation 農村開発（洪水抑制） 96－ 02

Poverty Alleviation Micro-finance 貧困（クレジット） 96－ 01

Rural Roads & Markets II 農村開発 97－ 02

Water Sector Improvement 生活環境（飲料水） 97－ 99

Silk Development Pilot Project 農業（普及） 98－ 02

Dhaka Urban Transport 交通 98－ 04

Regional Study on Violence against Women* 人権（暴力） ？
［出所］ 1980年代承認案件は World Bank, 1990, Bangladesh Strategy Paper on Women in Development, 1990年代承認

案件は、World Bank, 1996, Bangladesh Gender Action Planと WID-LCG Matrix（配付資料）より作成した。

注）*は、ローンリストに見られないが、上記の資料に記されている案件である。

一方で、交通、生活環境などのインフラ整備関連のプロジェクト、例えば Regional Water

Supply & Sanitation Project では、補修や維持管理の訓練の参加者をできるだけ女性とする

（実際に半数は女性であった）などの試みが見られる。また、建設工事の雇用機会を貧困女

性に優先して配分（特に路肩の植林）するほか、Rural Roads & Markets Project では、女性の

零細行商人などにプラスの影響があるように配慮するなど、実施プロセス面での間接的な

考慮がなされている。

2） アジア開発銀行（ADB）

ADBのジェンダー課題に対する取り組みの歴史は比較的新しい。1985年に初めてADB本

部が「開発と女性」方針を採用し、1992年には援助方針 5点の一つに「女性の地位向上」があ

げられ、当初は女性を特別のターゲットとみなすアプローチがとられた。1998年にさらに

方針が更新され、「ジェンダーの平等実現のため、ジェンダー課題をマクロ経済及びセク

ター別の活動、貸付業務と技術協力のすべてに組み込む」という戦略が採用された。重点領

域として保健、教育、農業・自然資源管理、雇用・収入向上、マイクロクレジットを揚げ
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ている。

バングラデシュに関しては、国別のジェンダー方針や重点領域の指針が明確ではなかっ

たが、1998年の Country Operational Strategy Studyにおいて初めて、①バングラデシュ政府

の「女性のための国家行動計画（1997年）」を各セクター案件（貸付及び技術協力）に反映さ

せるほか、②農業生産における女性（特に土地を巡る権利）、③女性への暴力、④貧困層女

性のための雇用と収入向上、⑤女性による都市インフラへのアクセス向上を掲げている。

いくつかの協力国で既に作成されている country briefing paper on womenがまだ作成されて

いないため、将来はより綿密な分析を基に、ジェンダー戦略が作成されるものと思われる。

現在実行されているプログラムのうち、特にジェンダー課題を考慮したとされるものは

以下のとおりである（過去のプログラムに関しては、情報が得られなかった）。ADBの近年

における WID分野での協力の特徴は、訓練とクレジット提供を通して農村女性の雇用を促

進し、貧困緩和をめざすプロジェクトが多いことである。例えば、Rural Poor Cooperative

Projectでは、農村開発局の組合 8,000（19万 5,000人）を対象に農外雇用の訓練を行い、3,000

万ドルのクレジット貸付けを行っている（74％が女性組合対象）。

表 4－ 9　ADBによるジェンダー課題を取り込んだプロジェクト（1998年実施中）

Name of Project Sector Period
Primary Education 教育（初等） 91－ 97

Health & Family Planning Services II 保健・人口 91－ 98

Rural Women Employment Creation 農村開発（クレジット） 92－ 97

Rural Poor Cooperatives 農村開発（クレジット） 93－ 98

Higher Secondary Education 教育（中等） 93－ 98

Rural Infrastructure Development II 農村開発 93－ 99

Secondary Education Development 教育（中等） 94－ 00

Small Scale Water Resources Development 灌漑 96－ 02

Rural Infrastructure Development III 農村開発 － 05

Resettlement Plans, Jamuna Bridge 交通（住民移転） 96－ 01

Non-formal Education 教育（ノンフォーマル） 96－ 01

Poverty Alleviation Micro-finance* クレジット 96－ 01

Primary Education II 教育（初等） 97－ 03

Participatory Livestock Development 畜産（クレジット） 97－ 03

Urban Primary Health Care 保健 － 03

Integrated Pest Management 農業 ？

TA on Good Governance 自治 ？

Institutional Reform of Dhaka City Administration 自治 ？
［出所］ ADB, 1998, Gender and Development in Asia：Current Status, Emerging Issues,　WID-LCG Matrix（配付資料）、

及び職員へのインタビューにより作成。
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また、Participatory Livestock Development Project では、NGOを通して土地なし又は零細農

家の女性に対して家畜・家禽飼育の訓練とクレジット提供が行われている。Rural Women

Employment Creation Projectも、ほぼ同様の内容である。さらに、教育が重視され、特に中

等教育の女子への奨学金支給は、最も重要なドナーとなっている。

ADBの協力のユニークさは、灌漑、道路、市場など農村インフラ整備におけるジェンダー

配慮にある。建設工事と完成後の補修作業を行う際に、NGOを関与させ、実施省庁（多く

の場合農村開発局、または地方工事局）とともに労働者からなる Labour Contracting Society

を形成し、その 50～ 55％が土地なし世帯の女性、又は女性世帯主となるようにしている。

さらに、その女性グループが農村インフラを活用して最大の利益を受けられるよう、訓練

やクレジット提供も考慮するとされている。実際にそこまで行われているかどうかは不明

であるが、Rural Infrastructure Development IIでは、男女の賃金格差がみられるものの、工事

労働者の 60％は女性であったと報告されている。

3） その他のドナー

どのドナーがどの分野で「女性の向上のためのプロジェクト」を行っているかは、現地ド

ナー会議の WID部会によってまとめて把握されている。この部会は、1997年に①北京女性

会議のフォローアップ、②ジェンダーに関する重要課題に関するジョイント・ペーパーの

作成、③政策提言を行うことを目的としている。

表 4－ 7に示したとおり、1998年末の段階で 25のドナーが245（複数のドナーが存在する

ため、延べ案件数は 295 となっている）のプロジェクトを実施中である。ドナーコミュニ

ティ全体でみると、マイクロクレジットを中心とした女性の経済的エンパワーメント（72

件）が最も多い。第 2－ 3次計画まで主流を占めていた訓練のみからなる案件は激減してい

る。また医療・人口分野（48件）では、依然として家族計画が多いが、リプロダクティブヘ

ルスや HIV/AIDSといった比較的新しい領域も増えている。この 2つの分野に教育（40件）

を加えた従来からの女性のための重点領域が、全体の 54％を占める。一方で、女性への暴

力、バングラデシュ政府のジェンダー・アドボカシー能力の強化といった、第 5次計画で

新たに重点領域に付け加えられた分野の案件も、既に全体の 26％を占めている。

WID部会が、今後政策提言を行うべき重要分野として指摘する分野は、

・女児の人身売買

・地方行政（ユニオン）レベルでの女性の政治参加
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女性の経済的エンパワーメント 72
収入向上、雇用創出、起業家育成のためのクレジット提供 18
総合的／セクター別案件への参加促進 16
雇用創出（Food for Work） 12
所得移転 8
女性組織の育成・能力向上 7
技能訓練 1
その他 10

健康と基礎的社会サービス 48
家族計画と健康 16
リプロダクティブヘルス 7
HIVエイズ 4
栄養 4
プライマリー・ヘルスケア 4
飲料水と衛生 4
母子保健 3
医療従事者の訓練 3
その他 3

教育・訓練 40
女性対象のノンフォーマル教育 9
女児への初等教育普及 8
女性への成人識字教育 7
女子への中等教育奨学金 4
女性教員育成 4
働く子供への教育 4
その他 4

政治・意志決定への女性の参加 9
地方議会などのエンパワーメント 5
その他 4

女性の権利アドボカシー・メディア強化 18
バ政府機関のアドボカシー能力強化 6
マテリアル開発 4
人権に関するメディア訓練 2
その他 6

女児の権利 11
女児の権利 11

女性への暴力 29
調査 8
法的整備 5
人権教育 4
人身売買・児童労働 3
法務従事者への訓練 3
政策アドボカシ 2
その他 4

バ政府機関の WID/GADに関する能力強化 30
女性子供省 13
その他省庁 4
地方政府など 4
National Action Plan策定実施 3
貧困のモニタリング 2
その他 4

農業 31
漁業 6
病虫害対策 6
農業技術普及 5
野菜栽培 4
畜産 2
農村インフラ整備 2
その他 6

環境 7
環境・衛生 7

総計 295

表 4－ 10　主要ドナーによる「女性の向上」のための案件（1998年）
協力分野 案件数 主要ドナー 日本のドナー

Source：Handouts circulated at the WID-LCG meeting.

WB（10）、EU（8）、ADB（7）、
CIDA（6）、DFID（6）、Norway

（5）、UNDP（4）、SIDA（3）、
SDC（3）、Netherlands（3）、
DANIDA（3）、FAO（3）

UNICEF（7）、EU（6）、SIDA
（5）、CIDA（4）、DFID（4）、
UNFPA（4）、Netherlands（4）、
WB（3）、DANIDA（3）

DFID（9）、SIDA（5）、UNCEF
（5）、Norway（4）、ADB（3）

UNDP（2）、USAID（2）

WFP（5）、SIDA（3）

UNICEF（4）、WFP（3）

UNICEF（8）、Norway（7）、
DANIDA（3）、SIDA（3）

CIDA（9）、UNCEF（5）、SIDA
（4）、DANIDA（3）、ADB（3）

DFID（7）、EU（5）、FAO（4）、
UNDP（3）、ADB（3）、USAID

（3）

WFP、UNFPA、SDC、etc

JOCV（カルポリ手工芸品展
示販売店：農村開発局）

OECF（グラミン銀行への融
資）

JOCV（フロントライン計
画：保健省）

JICA（病院での訓練：保健
省）

J I C A（婦人農業研修セン
ター：女性子供省）

JOCV（モデル農村開発計
画：農村開発局）

JOCV（山羊牧場：農村開発
局）
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・女性起業家の育成

・政策アドボカシーとリーダーシップ

・女性への暴力

などであり、より根本的にジェンダー構造の是正と平等をめざす課題が増加している。

世界銀行や ADBは、女性を特定の対象とした案件（Women specific Projects）を通じて、教

育、保健、経済的エンパワーメントなどの課題に取り組むことにより、ジェンダー格差を

解消しようというアプローチをとっている。加えて、インフラ整備関連の事業においては、

立案・実施・評価時に社会・ジェンダー面での配慮を組み込む努力を行っている。一方で、

国連機関や北欧諸国ドナーは、政治参加、暴力、そしてバングラデシュ政府自体が政策に

ジェンダー課題を統合するための能力強化といった新しい課題のイニシアティブをとる傾

向があり、女性対象アプローチよりもすべての案件に横断的要素としてジェンダーを組み

込むというアプローチである。新しい課題に関しては、世界銀行や ADBも最近になって協

力の重点領域としてあげており、今後協力が拡大していくものと思われる。

4） NGOコミュニティ

NGOは、1980年代以降、農村の社会開発分野で大きく貢献してきた。とりわけ貧困緩和

に果たした役割は大きい。グラミン銀行やBRAC、ASAなどに代表されるマイクロクレジッ

トのほか、ノンフォーマル教育、母子保健などを展開している。また、1990年代にはマイ

クロクレジットを導入する NGOが急増し、NGO連絡会である ADABに登録しされている

800あまりの NGOの 7割もが実施しているという。受益世帯数は、グラミン銀行を含む大

手 4団体だけでも 1996年に 680万戸を超え、グラミン銀行ではメンバーの 92％が、BRAC

では 95％が女性である。

これらのクレジットが貧困緩和にどれほど貢献したのかという点については、様々な分

析がある。批判的なものとしては、定期的に現金収入がある世帯しか返済できないシス

テムであるため極貧層が参入しにくい、また実際に生産的投資に使われるよりも、土地の

質うけなどに使われている、さらに女性の収入向上活動が見込まれているのだが、女性が

行える活動は収益性の低いものが多く、実際には男性世帯員が運用しているケースが多い

等の指摘がある。にもかかわらず、結果としてメンバー世帯が収入を増やしていることは

確かである。NGOのもう一つの重要な活動はノンフォーマル教育である。BRACのプログ

ラムには、1997年に 110万人の児童（70％は女子）が参加し、その 9割が政府の初等中等教

育へと進むという。
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また、1994年の段階で、女性の地位向上にかかわる活動を行っているNGOは 200あまり

存在する。主な活動内容は、女性の地位に関する啓蒙活動、収入向上、識字教育、保健衛

生関連であるが、法的権利に関して女性支援を行うものも多く、行政による遅れを NGOが

カバーする形となっている。また、ユニオン議会における女性の政治参加についても、NGO

コミュニティの働きかけが大きかったと言われている。

（2）協力の実施体制

1） 世界銀行

世界銀行バングラデシュ事務所では、1970年代から主要セクターに社会開発系スタッフ

を配属し、ジェンダーを専門とするスタッフも雇用されていたが、198 6 年に So c i a l

Development Division 下に 3名からなる Social Development Team が設置され、社会・ジェン

ダー、環境、住民移転補償などの側面で各セクターをサポートすることとなった。全セク

ターの研究や貸付業務の準備段階から、必ずこのTeamのメンバーまたはコンサルタントが

参加し、プロジェクトに社会開発の側面を盛り込むことになっている。また、3年ごとに

Gender Action Planを更新し、国別協力戦略に社会・ジェンダー面での方針を作成するとと

もに、職員へのジェンダー研修を行っている。

一般的にインフラ関係における貧困ジェンダー課題への関心は低い。また、1986年以降

承認された貸付案件のうち、計画・実施にジェンダー課題を盛り込んだと判断されている

ものは約 19％である。

2） ADB

調査時点でジェンダーを担当するポジションは設置されておらず（1999 年中に設置予

定）、この課題自体が意識的に業務のなかに組み込まれていないように感じられた。ジェン

ダー研修は全く実施していないという。また、事務スタッフ以外はすべて男性であり、WID

を推進しようとする制度文化が未発達であるという印象を受けた。にもかかわらず、上記

のような協力が可能になっているのは、プロジェクト立案実施過程における社会的側面へ

の配慮システムが構築されているからではないかと思われる。第一に、貸付業務、技術協

力の両方の案件で事前調査にジェンダー分野担当者が必ず本部から派遣され、その助言を

在外事務所が活用している。第二に、案件による影響を1）物理構造的、2）運営組織・制度

的、3）社会的（貧困層や女性への影響を含む）、4）政治的に分け、立案段階、実施の中間及

び終了時に評価を行うことが在外事務所に義務づけられている。第三に、そのための実用

性の高いハンドブックが活用されている。1991 年に Guideline for Social Analysis of
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Development Projects、1994年に Handbook for Incorporation of social Dimensions in Projects が

作成されている。後者には 16のセクター／サブセクター（灌漑、洪水制御、漁業・沿岸地

域管理、マイクロファイナンス、林業・流域管理、総合農村開発、果樹・植林、畜産、都

市飲料水供給・衛生、人口、保健、教育・訓練、道路・交通、空港、港湾・船舶、鉄道、通

信、電力）別に、簡易な理解しやすいチェックリストが作成され、そのすべてにジェンダー

を含めた社会配慮の項目が入れられている。

3） UNDP

UNDPは、1997年に新しいジェンダー・メインストリーミング方針を採用してから、次

の 3課題をすべての協力領域の横断的課題と定めている。①統治・ジェンダー・平等、②

貧困撲滅、③環境と持続可能な生活、である。

ジェンダー・メインストリーミングは「ジェンダー課題をすべての方針、プログラム、実

施体制（すなわち UNDP側自身の予算や組織上の措置を含む）において重視し、男女の平等

のための変革をもたらすもの」と定義されている。現在実施されている3つのプログラムに

ぞれぞれ WID focal point を設置し、職員がそれぞれの担当案件にジェンダー課題を統合す

る際にサポートしたり、研修を行っている。一方で、ジェンダーをメインストリームする

という作業は WID focal pointの責任ではなく、すべての職員にその能力が必要とされてい

る。

このような方針のため、UNDPの近年の代表的プロジェクトには、女性を特定の対象と

したものは見られず、コミュニティ・エンパワーメント（農村開発）や地方行政に携わる

人々に対する貧困層のニーズを理解するための訓練、有権者教育、HIV/AIDS関連プロジェ

クトなど、すべて男女が共に対象となっている。

4） 実施体制：NGOの活用

近年、とりわけクレジットや社会開発の分野でNGOを通して活動を展開するドナーが増

えている。前述のWID部会に報告されている「女性の向上のための」案件では、把握可能な

もののみについて述べると、実に 42％が NGOのみを、さらに 28％が政府機関と NGOの両

方を実施機関としている。この傾向は、女性への暴力や政治参加に関する新しい課題で特

に顕著であり、案件の 85％に NGOが実施機関として参加している。
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4－4 JICAによるジェンダー分野での協力の妥当性

（1）JICAの協力方針と案件

我が国のバングラデシュに対する援助の重点 5分野のうち、ジェンダー課題が暗黙にであ

れ指摘されているのは、①「農業・農村開発と農業生産向上」、②「人的資源開発」、③「基礎

的生活分野」である。また、1998年の JICA国別援助実施指針においては、農村開発において

女性に対する生涯教育、識字教育の拡充及び小規模農村工業の育成が指摘されている。

これらの領域で行われた、受益者全体または一部が女性である事業は、JOCV案件も含めて

以下の通りである。なお、①と②に属する案件は、貧困緩和を目的の一つとしている。

① 「農業普及計画」（1975年）

：女性グループに対する生活改善講習会（野菜栽培、栄養改善指導など）

「モデル農村開発計画（JOCV）」（1993年）

：女性組合組織強化、収入向上のための手工芸指導、クレジット提供、

保健衛生・栄養指導、識字教育

「山羊牧場（JOCV）」（1992年）

：女性に対する山羊飼育・餌草栽培方法、農場経営手法指導

② 「農村婦人農業研修センター」（1985年）

：研修所建設（無償資金協力）と日本の NGOオイスカによる野菜栽培、

縫製、衛生、家禽飼育・養魚などの訓練

「カルポリ手工芸品販売展示（JOCV）」（？）

：女性組合への手工芸品製作指導と展示販売

③ 「家族計画」（1976年）

：家族計画・母子保健の普及、普及員の訓練

「ポリオ撲滅計画 I、II」（1995、1997年）

「母子保健研修所改善計画」（1998年）

「フロントライン計画（JOCV）」（1994？）

：母子保健

これら以外に多数を占めるインフラ整備関係の案件では、貧困ジェンダー分野での影響把

握の必要性を示す方針がこれまで不明確だったこともあり、在外事務所でも把握されていな

い。また、ADBや世界銀行に見られるように、せめて建設工事中の雇用労働機会の配分に留

意するという方針もないため、例えば「モデル農村整備計画」などにおいては、地方道路建設
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の労働者の大半が男性であったという。

（2）協力分野の妥当性

バングラデシュの開発計画におけるジェンダー分野の重点領域は、その推移から以下の 4

期間に分けて考えることができる。

① 第 1次 5か年計画（1973/74～ 1978/79年）

：特定されず

② 2か年計画－第 3次計画（1978/79～ 1989/90年）

：雇用・収入向上（訓練、クレジット）、家族計画・母子保健

③ 第 4次計画（1990/91～ 1994/95年及び 1995/96～ 1996/97年）

：教育、雇用・収入、家族計画・母子保健

④ 第 5次計画（1997/98～ 2002/03年）

：教育、人権、政治参加、雇用・収入、家族計画・母子保健

JICAの協力案件は、その大半が訓練を中心とした収入向上や実用的教育と母子保健・家族

計画に集中しており、基本的にはバングラデシュ政府のジェンダー分野の重点領域と合致し

ている。とりわけ、「農村婦人農業研修センター」に関しては、バングラデシュ政府側の評価

も高い。これらの領域は、第 5次計画においても指摘されているものではあるが、一方で第

4、5次計画からみられる重点領域の広がりに対しては、対応していないことがわかる。

（3）協力アプローチの妥当性

一方「開発と女性」方針と手法の特徴に基づけば、以下のように期間分けができる。

① 第 1次 5か年計画（1973/74～ 1978/79年）

方針：女性の救済、家庭経営の効率化

手法：示されず

② 2か年計画－第 3次計画（1978/79～ 1989/90年）

方針：女性の開発への参加、従来の領域での女性の役割

手法：女性を特定の対象とした案件

③ 第 4次計画－第 5次計画（1990/91～ 2002/03年）

方針：ジェンダー格差の縮小、開発計画におけるジェンダー課題のメインストリーム

化、マルチセクター・アプローチ
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1）で列挙した JICA案件の大半は、女性を特定の対象としており、その手法は第 3次計画ま

ではバングラデシュ政府の方針に合致するものであったといえる。しかし、ほとんどの案件

が従来からの女性の役割に沿った内容の活動を、セクターのジェンダー課題や他の案件、コ

ンポーネントとはあまり関連づけないで行っているため、1990年代以降のジェンダー格差の

縮小や、各セクターでのジェンダー・メインストリーミングという課題に関しては、乗り遅

れている観がある。さらに、ほとんどのドナーがこれらの分野で NGOを活用し、効果的に末

端への浸透を図っているのに対し、JICAではその役割が JOCVによって担われている。

4－5 JICAの援助方針に関する提言

JICAによる協力案件は、女性の生産活動などへの参加を通じて農村における貧困緩和に大きく

貢献する可能性のあるものである。さらに、女性や貧困層による生産資源へのアクセスや意思決

定への参加という課題に踏み込むことにより、より本格的に世帯収入を向上させ、貧困緩和に貢

献することが期待される。

以下に、このような視点からジェンダー課題を中心として、提言をまとめる。バングラデシュ

における「開発と女性」の方針が、女性を特別の対象として分離し、従来からのジェンダー分業に

沿った内容の事業を行うものから、ジェンダー格差の是正、すべてのセクターの開発にジェン

ダーニーズを反映させ、女性のエンパワーメントを図る方向へと変化している。このバングラデ

シュ側のニーズに対応した協力を実現するには、これまでの協力のなかにいかに社会ジェンダー

配慮を組み込んでいくかが、まず着手すべき課題となると思われる。

第一に、無償資金協力によるインフラ整備関連の事業に今後も力が入れられるのであれば、開

発調査段階から評価段階までに、女性や貧困層のニーズが実際に反映されるようなシステムづく

りが必要である。言うまでもなく、その必要性は久しく JICAにおいて指摘されており、実際に様々

なマニュアル（地方道路整備の WIDチックリスト、開発調査における社会・WID配慮団員のため

の手引き書など）が作成されている。しかし、これらの試みは新しく、マンパワー面での限界もあ

り、十分に活用されているとはいえないのが現状である。

第二に、協力を行う各セクターにおいて、何がジェンダー面での課題と認識されているのかを

よく把握することである。1997年にとりまとめられた National Action Plan for Women's Advancement

には、13のセクターについて、今後取り組むべきジェンダー課題の行動計画が示されており、参

考にすることができるだろう。

バングラデシュにおける JICAの WID関連の協力は、分野を問わず、従来型の女性だけを特定の
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対象とする案件（農村婦人研修所など）か、又は案件内で女性と男性のコンポーネントを分けたも

の（モデル農村開発計画）である。現状では、「女性のための」と明示しない限り、女性が受益者と

なりにくい状態に変化はなく、成人では男女混合の活動は現実的ではない。したがって、このア

プローチは女性により多くの機会が与えられるという点で意義は大きく、今後も継続するべきで

ある。一方で、このアプローチがバングラデシュ女性の開発への参加領域を狭めてきたとも考え

られる。また、仮に女性への訓練の目的が女性の経済的自立や世帯収入の向上であるとすれば、生

産技術の習得のみならず、生産に必要な資源や資本、経営手法、そして男性に独占されている農

村マーケットへの参入など、ジェンダー規範に触れる部分を視野に入れないと、実質的な効果は

期待できない。開発計画の重点は、「ジェンダー格差の是正」へと移ってきている。したがって、女

性対象の案件であっても、当該セクターにおける男女の資源や機会への不平等なアクセスの改善、

すなわちジェンダー構造の改善を協力内容に含めていく必要がある。さらに、実際に雇用や収入

の増加という成果を得るためには、農村インフラの整備とうまく連携し、バランスをとりながら

行われることが重要だろう。

最後に、これまでのバングラデシュに対する援助方針において、ジェンダー規範や宗教・文化

上の制約に十分配慮するべきという点は必ずと言ってよいほど指摘されてきた。近年では、特に

女性を支援する NGOの集会がイスラム原理主義者たちの妨害にあうなどの事件も続発しており、

この指摘の重要性は現在でも変わらない。一方で、都市における女性の雇用労働の激増、農村に

おける女子就学率の向上、マイクロクレジットの浸透による女性の家庭外経済・社会活動の増加

など大きな変化が起きていることも事実である。女性の自由な外出が現在よりもはるかに困難で

あった時代に、グラミン銀行が、「銀行に女性がやってくるのを待つのではなく、銀行が村に出向

いていく」というアプローチをとって受け入れられたように、何が男女にとってジェンダー規範上

の制約となっているか理解し、その制約を回避できるような代替案を積極的に模索することが必

要だろう。
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第 5章　政府予算・ドナー援助の総体動向

5－1 政府予算の総体動向

バングラデシュ政府は 1971年の独立以降、どのように開発を進めてきたのであろうか。政府の

開発動向を把握するためには、政府の開発計画とその資金的裏づけである政府予算を分析する必

要があるが、本評価では客観性の観点から後者の政府予算の分析に重点を置くものとする。

（1）政府予算（表 5－ 1、図 5－ 1参照）

政府予算は 1973年から 1996年までの合計で約 664億ドルである1）。年間の政府予算額は、

独立以降、ほぼ増加傾向が続いており、1996年で約 54億ドルである。これは 1973年と比較

して 6倍の規模になており、GDPの約 15％に相当する。

（2）開発予算（表 5－ 1、図 5－ 1参照）

政府予算は、公務員の給与など「経常予算」と開発投資のための「開発予算」の二つに分かれ

るが、政府がどのように開発を進めてきたかを把握するためには、開発予算の動向を分析す

る必要がある。開発予算は 1973年から 1996年までの合計で330億ドル、対合計政府予算比率

で約 50％である。年間の開発予算額は政府予算と平行する形で独立以降、ほぼ増加傾向が続

いており、1996年で 25億ドル、対年間政府予算比率で 46.4％となっている。

1） 政府予算はタカで設定されているが、援助額との比較のため、各年平均為替レートでドル換算している。

図 5－ 1　政府予算、開発予算、ドナー援助の推移
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5－2 ドナー援助の総体動向

（1）ドナー援助総体（表 5－ 1、図 5－ 1図 5－ 2参照）

一方、1973 年から 1996 年までの間にバングラデシュ政府が外国政府・国際機関から受け

取った援助は 311億ドルにのぼり2）、対合計政府予算比で約 47％に達し、開発予算合計額とほ

ぼ同額である。年間のドナーの援助額は 1973年以降、政府予算・開発予算と平行する形で伸

びていたが、1991年以降は構造調整政策による政府財政の好転、ドナーの援助疲れなどを背

景に横ばいとなっており、1996年で約 15億ドル、対年間政府予算比率で約27％までその比率

を落としている（図 5－ 1）。

援助形態別で見ると、「食糧援助（食糧不足に対応するために、米、小麦などを供与）」、「ノ

ンプロジェクト援助（国際収支の悪化に対処するために、外国からの物資輸入等の資金を供

与）」、「プロジェクト援助（具体的な開発プロジェクトを実施するために資金を供与）」の区分

では、プロジェクト援助は独立以降増加傾向にあり、近年、援助総額の約 75％前後を占めて

おり、食糧援助、ノンプロジェクト援助は、食糧自給率、輸出増等による国際収支の改善等

を反映して近年、減少傾向にある。また、贈与・借款の区分では、援助合計額で半々であり、

年代別に見ても大きな変化はない。

合計額でドナー援助が政府予算の半分に相当するということ、また、開発予算に直結する

プロジェクト予算が増加しており、食糧援助・ノンプロジェクト援助からの繰り入れ資金と

プロジェクト援助により、開発予算の約 80％3）が援助により手当てされているということで、

バングラデシュの開発に関し、ドナーの果たした役割がいかに大きいかが分かる。言いかえ

れば、バングラデシュの開発はドナーの援助を軸に行われてきたといえるであろう。

バングラデシュについては、1974年からドナー会合が定期的に開催されており、ドナー間

で援助の情報交換・調整が図られている。

（2）主要ドナー（表 5－ 2参照）

援助合計額で見ると主要ドナーは、IDA（援助総合計額に占める割合：18％）、日本（同：15.8

％）、ADB（同：11.8％）、アメリカ（同：10％）であり、この 4者で援助総合計額の 55.6％を占

める。そして、アメリカは近年援助額を急減させているものの、4者合計額の援助総額に占め

る割合は近年増加している（1990年～ 1994年期：61.9％、1995年・1996年期：63.6％）。また、

この傾向は開発予算に直結するプロジェクト援助でも変化はないが、プロジェクト援助合計

額では日本は同合計額に占める割合を 10.9％に落とし、その順位を 3位に下げている。

2） データ種類はバングラデシュ政府データ。データ種類の説明については、章末の注参照。
3） 「開発援助とバングラデシュ」（アジア経済研究所）35及び 36ページ
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（3）技術協力・NGO

先進国・国際機関の技術協力額については、1973年から時系列的にデータが取れないこと

から上記のドナー援助総額には含まれていないが、技術協力額についてはバングラデシュ政

府の年間開発計画（ADP）によれば、1983年から 1996年までの合計額で 7億 4,000万ドル、同

期間の対合計政府予算比で1.46％である。近年の年間援助額は増加傾向にあり、1996年で 9,320

万ドル、対年間政府予算比 1.7％と食糧援助とほぼ同水準になっている（表 5－ 1）。

また、バングラデシュでは独立以後、内外の多数の NGOが活動しているが、その組織・活

動が多様であり、政府に窓口機関がなかったことから長い間活動の総体動向を把握すること

が困難であったが、第 4次国家開発計画（1990年～ 1994年期）から政府が NGOと積極的な連

携スタンスをとり、1990年に首相府NGO局が設立されてから、その総体動向が明らかになっ

てきている。同局のデータによれば、1996年で活動団体数は958団体（外国 NGO128団体、国

内 NGO830団体）であり、年間政府予算比で 3％前後の規模の資金が外国から NGOに流入して

いる。

さらに開発事業の効率的実施の観点から、ドナーが NGOを実施機関として開発事業を行う

例も増加しており、USAIDは年間援助額の約 75％をを占めるプロジェクトを NGOを通して

実施している。

技術協力及び NGOに係る外国からの援助合計規模は政府予算比で 5％前後、開発予算比で

10％前後となり、また、上記データは両者の活動のすべてをカバーしてはいないことから同

規模は実際にはさらに大きく、開発に与える影響も小さくはないと考えられる。

5－3 日本・JICA援助の総体動向（表5－1及び5－3、図5－3、図5－4参照）

日本のバングラデシュに対する援助案件は表5－ 3のとおりである。日本は、バングラデシュと

図 5－ 2　ドナー援助の形態（援助額）
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の伝統的友好関係、LLDC諸国のなかで最大の人口を擁する国であり開発需要が極めて大きいこ

と、度重なる自然災害に見舞われていること、民主化及び経済の自由化等の構造調整を進めてい

ること等を踏まえ、資金協力を中心に積極的に援助を行ってきている。1973年から1996年までの

援助合計額は約 52億ドル4）、対合計政府予算比率で約 8％を占める。年間援助額は 1986年から急

増しており、変更はあるものの、ほぼ、3億ドルから4億ドルの範囲で推移しており、1996年で約

3億 2,000万ドル、対年間政府予算比で約 6％である。6％といえば、日本の一般会計予算で建設省

の予算が占める割合と同じであり、これはバングラデシュの政府運営に対する日本の援助の影響

の大きさを表しているといえる。

また、日本政府の援助のうち、JICAが実施する技術協力及び関与する無償資金協力の 1973年か

ら 1996年までの援助合計額は約 8億 4,000万ドル（技術協力：1億 8,000万ドル）5）であり、対合計

政府予算比率で 1.3％（技術協力：0.27％）である。年間援助額は多少の変動はあるものの 5,000万

ドル前後（おおむね、無償資金協力 4,000万ドル、技術協力1,000万ドル）で推移しており、1996年

は 3,400万ドル（技術協力 1,430万ドル）、対年間政府予算比率で 0.6％（技術協力：0.26％）である。

上記のとおりバングラデシュの開発に対する JICAの影響力は援助合計額からみるとそれ程大き

くはないが、それでも同額はドナー援助ランキングの 12位に相当し、スウェーデン（援助合計額

5億 5,000万ドル）やノールウェー（同 5億 2,000万ドル）を上回っている。

日本の援助を援助形態別で見ると、合計額6）で、食糧援助 8％（ドナー援助全体：16.5％）、ノン

プロジェクト援助55％、（同：30％）プロジェクト援助 37％（同：53.5％）であり、ドナー援助動向

と比較して日本はノンプロジェクト援助の比率が高く、プロジェクト援助比重が低いのが特徴で

ある。これは日本がバングラデシュの債務救済のため、1987年以前の借款取り決めに基づく円借

款の年間元利払額と同額を債務救済無償として供与する措置をとっているからであり、1985年以

降、同額が増加していることからこのような特徴となっている。上記でプロジェクト援助の順位

では日本は 3位（ドナーのプロジェクト援助合計額に占める割合 10.9％）に下がっている理由はこ

こにある。

贈与・借款比率は援助全体額で 43.9％であり、ドナー援助と大きな違いはない。しかしながら、

時系列に見ると債務救済無償の増額の影響で贈与比率が上昇しており、1995年 /96年区分では 70

％近くになっている。

日本は、外務省主管で経済協力総合調査団（1990年）、年次協議調査団（1988年から）を派遣し、

バングラデシュ政府と援助に係る政策対話を行い、JICAにより国別援助研究（1990年）、プロジェ

クト形成調査などを実施し、さらに、1999年・1999年には国別援助方針、国別援助計画、国別事

4） DACの円借グロス合計数値。
5） データ種類は白書データ。
6） データ種類はバングラデシュ政府データ。
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業実施計画を定めるなど、バングラデシュへの効率・効果的な援助の実施に向けの体制づくりを

進めている。

図 5－ 3　日本の援助形態（援助額）
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図 5－ 4　JICA関係額の推移
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注：日本の援助額データについて

本評価ではバングラデシュ政府、DAC及び外務省のそれぞれ発表した 3種類のデータを使用

しているが、それぞれのデータは以下のとおり内容に若干の相違があることから留意する必

要がある。

長・短所（注）
1973年（度）－

データの種類 援助のカバー範囲 データの特性
1996年（度）

1 2 3 4 5
援助総額

（百万ドル）

長短所 1　援助のカバー範囲

2　食糧援助、プロジェクト援助、ノンプロジェクト援助、借款、贈与データ入手可能

3　有償グロス・ネット、無償、技術協力のデータ入手可能

4　他ドナーデータ入手容易

5　データ内容の詳細の入手

バングラデシュ政府発表データ

（Flow of External Resources into

Bangladesh）

DACデータ

（Geographical Distribution of

Financial Flow to AID Recipients/

OECD）

外務省 ODA白書データ

・技術協力は含まない

・有償のネットデータ無し

すべてを含む

・技術協力はJICA担当分を含む

がそれ以外は含まない

・有償のネットデータ無し

・ディスバースメントベース

・ドルデータ

・年区分は当該年の10月から翌

年の 9月まで

・ディスバースメントベース

・ドルデータ

・年区分は暦年

・無償・有償資金協力はコミッ

トメントベース

・技術協力はディスバースメン

トベース

・円データであり、ドル比較す

る場合は円・ドル年度平均

レートで換算

・年区分は当該年の 4 月から翌

年の 3月まで

△ ○ △ ○ △ 4,921

○ × ○ △ × 5,204

△ ○ △ × ○ 5,292
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合計 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
政府予算 66,415.1 825.5 1,180.6 890.6 1,126.1 1,397.8 1,770.1 2,165.0 2,364.9 2,141.4 1,794.2 2,009.4 2,338.5 2,370.9 2,559.2 2,804.4 3,385.6 3,719.5 3,511.2 3,634.7 3,881.7 4,534.6 5,191.7 5,411.1 5,406.3

開発予算 33,065.1 415.8 573.9 494.5 646.3 806.6 1,036.4 1,402.6 1,510.6 1,276.5 1,021.5 1,190.5 1,341.9 1,130.5 1,256.5 1,295.1 1,451.7 1,715.3 1,476.2 1,579.4 1,673.5 2,245.8 2,562.9 2,452.4 2,508.7

（対政府予算比） 49.8 50.4 48.6 55.5 57.4 57.7 58.6 64.8 63.9 59.6 56.9 59.2 57.4 47.7 49.1 46.2 42.9 46.1 42.0 43.5 43.1 49.5 49.4 45.3 46.4

ドナー援助 総額 31,146.6 461.2 901.0 800.5 534.8 833.9 1,030.0 1,223.1 1,146.5 1,239.6 1,177.3 1,268.4 1,269.5 1,306.0 1,595.1 1,640.4 1,668.5 1,809.1 1,732.6 1,611.5 1,675.0 1,558.7 1,739.0 1,443.8 1,481.1

（対政府予算比） 46.9 55.9 76.3 89.9 47.5 59.7 58.2 56.5 48.5 57.9 65.6 63.1 54.3 55.1 62.3 58.5 49.3 48.6 49.3 44.3 43.2 34.4 33.5 26.7 27.4

食料援助計 5,248.7 228.7 382.3 313.5 121.6 177.9 179.0 374.7 194.1 230.5 255.4 276.4 247.0 202.8 225.4 300.5 226.9 187.0 268.6 241.2 121.0 117.9 137.4 138.0 100.9

　　贈与 4,487.1 111.6 199.6 111.8 77.1 116.9 162.1 318.8 162.6 230.5 221.0 263.0 244.5 202.8 225.4 300.5 226.9 187.0 268.6 241.2 121.0 117.9 137.4 138.0 100.9

　　借款 761.6 117.1 182.7 201.7 44.5 61.0 16.9 55.9 31.5 34.4 13.4 2.5

ノンプロ計 9,219.0 108.1 375.7 361.5 254.6 380.4 482.6 378.5 392.5 419.9 452.0 439.2 431.6 393.4 402.5 509.4 537.7 456.7 408.1 386.0 372.1 451.3 332.7 229.4 263.1

　　贈与 4,283.8 40.3 109.6 90.9 125.5 154.5 204.5 161.6 179.6 213.0 244.5 244.4 243.9 137.2 176.0 170.7 164.0 135.7 246.2 192.4 207.8 184.5 226.9 182.5 247.6

　　借款 4,935.2 67.8 266.1 270.6 129.1 225.9 278.1 216.9 212.9 206.9 207.5 194.8 187.7 256.2 226.5 338.7 373.7 321.0 161.9 193.6 164.3 266.8 105.8 46.9 15.5

プロジェクト計 16,678.9 124.4 143.0 125.5 158.6 275.6 368.4 469.9 559.9 589.2 469.9 552.8 590.9 709.8 967.2 830.5 903.9 1,165.4 1,055.9 984.3 1,181.9 989.5 1,268.9 1,076.4 1,117.1

　　贈与 6,079.4 66.7 65.7 31.1 52.9 121.5 135.3 170.2 251.5 210.3 121.9 226.4 214.9 205.7 260.1 352.6 282.0 442.7 316.7 383.7 489.5 407.7 525.8 357.0 387.5

　　借款 10,599.5 57.7 77.3 94.4 105.7 154.1 233.1 299.7 308.4 378.9 348.0 326.4 376.0 504.1 707.1 477.9 621.9 722.7 739.2 600.6 692.4 581.8 743.1 719.4 729.6

贈与計 14,850.3 218.6 374.9 233.8 255.5 392.9 501.9 650.6 593.7 653.8 587.4 733.8 703.3 545.7 661.5 823.8 672.9 765.4 831.5 817.3 818.3 710.1 890.1 677.5 736.0

借款計 16,296.3 242.6 526.1 566.7 279.3 441.0 528.1 572.5 552.8 585.8 589.9 534.6 566.2 760.3 933.6 816.6 995.6 1,043.7 901.1 794.2 856.7 848.6 848.9 766.3 745.1

技術協力額 740.2 20.3 28.1 22.9 18.9 38.0 31.3 58.2 59.6 64.7 61.1 77.1 72.2 94.6 93.2

日本援助額 バングラデシュ 総額 4,921.2 23.5 30.3 44.5 39.1 113.1 128.6 229.6 153.8 192.9 150.8 114.6 126.3 139.6 332.9 314.6 340.1 335.3 345.1 153.0 264.0 293.7 356.5 331.1 368.2

政府データ 食糧援助計 391.1 23.5 7.0 7.4 6.7 4.0 5.0 63.8 40.3 9.0 47.4 25.5 10.0 6.3 18.4 25.7 12.6 8.1 11.5 10.8 8.7 12.4 9.6 9.7 7.9

　　贈与 228.8 3.4 7.4 6.7 4.0 5.0 7.9 8.8 9.0 13.0 12.1 10.0 6.3 18.4 25.7 12.6 8.1 11.5 10.8 8.7 12.4 9.6 9.7 7.9

　　借款 162.3 23.5 3.6 55.9 31.5 34.4 13.4

ノンプロ計 2,709.0 0.0 23.3 37.1 29.7 90.1 94.9 77.5 63.7 119.4 78.3 64.3 78.7 76.3 183.3 166.3 177.7 106.4 184.9 101.8 169.1 184.3 172.7 179.5 249.7

　　贈与 1,340.6 1.1 5.3 14.5 15.0 6.3 21.7 4.0 18.9 20.6 16.8 39.4 30.4 41.0 20.1 155.8 101.8 110.3 137.6 172.7 169.0 238.3

　　借款 1,368.5 22.2 31.9 29.7 90.1 80.4 62.5 57.3 97.7 74.3 45.4 58.1 59.5 143.9 135.9 136.7 86.3 29.2 58.8 46.7 10.5 11.4

プロジェクト計 1,821.1 0.0 0.0 0.0 2.7 18.9 28.7 88.3 49.9 64.4 25.1 24.8 37.6 57.0 131.2 122.6 149.9 220.8 148.7 40.4 86.3 97.0 174.2 141.9 110.6

　　贈与 583.6 1.8 17.5 8.7 14.3 16.9 20.8 10.0 19.8 22.5 22.9 22.5 54.6 7.0 91.2 22.1 19.9 64.1 52.9 31.8 33.5 29.0

　　借款 1,237.5 0.9 1.5 20.1 74.0 33.0 43.6 15.1 5.0 15.1 34.1 108.7 68.0 142.9 129.6 126.7 20.5 22.2 44.1 142.4 108.4 81.6

贈与計 2,153.0 0.0 4.5 12.7 8.5 21.5 28.2 37.2 32.0 51.5 27.0 50.8 53.0 46.0 80.2 110.7 60.6 119.4 189.3 132.5 183.0 203.0 214.1 212.2 275.2

借款計 2,768.2 23.5 25.8 31.9 30.6 91.6 100.5 192.4 121.8 141.4 123.8 63.8 73.2 93.6 252.6 203.9 279.6 216.0 155.9 20.5 81.0 90.7 142.4 118.9 93.0

0.0

DACデータ 合計（G） 5,204.7 29.0 21.3 129.5 31.5 65.9 119.7 206.3 215.1 145.0 215.8 104.6 127.9 129.2 263.5 357.5 376.8 411.0 422.6 187.6 251.6 296.4 364.2 411.8 320.9

（対政府予算比） 7.8 3.5 1.8 14.5 2.8 4.7 6.8 9.5 9.1 6.8 12.0 5.2 5.5 5.4 10.3 12.7 11.1 11.0 12.0 5.2 6.5 6.5 7.0 7.6 5.9

合計（N） 4,234.3 29.0 21.3 47.0 31.5 65.9 119.7 206.3 215.1 145.0 215.8 104.2 123.3 121.5 248.5 334.2 341.9 370.6 373.5 115.0 163.5 185.0 227.6 254.9 174.0

借款（G） 2,842.9 12.3 17.3 111.9 26.7 45.7 95.9 161.3 172.3 89.9 167.1 61.8 79.7 67.0 204.8 221.6 243.1 258.7 271.0 43.1 59.5 54.9 123.5 148.2 105.6

借款（N） 1,872.5 12.3 17.3 29.4 26.7 45.7 95.9 161.3 172.3 89.9 167.1 61.4 75.1 59.3 189.8 198.3 208.2 218.3 221.9 -29.5 -28.6 -56.5 -13.1 -8.7 -41.3

贈与 2,361.8 16.7 4.0 17.6 4.8 20.2 23.8 45.0 42.8 55.1 48.7 42.8 48.2 62.2 58.7 135.9 133.7 152.3 151.6 144.5 192.1 241.5 240.7 263.6 215.3

JICA技協・無償 843.9 35.2 35.5 39.6 31.7 32.2 37.0 43.0 55.3 54.2 51.4 48.9 54.5 56.7 71.5 47.0 67.2 50.2 32.8 79年前を含む

（対政府予算比） 1.3 1.6 1.5 1.9 1.8 1.6 1.6 1.8 2.2 1.9 1.5 1.3 1.6 1.6 1.8 1.0 1.3 0.9 0.6

　　JICA技協 181.1 4.2 4.9 4.8 4.4 4.1 4.4 4.4 7.3 9.6 9.6 12.2 13.3 15.7 18.3 16.8 18.9 13.8 14.3 同上

　　JICA無償 662.8 30.9 30.6 34.8 27.4 28.1 32.6 38.6 48.0 44.6 41.8 36.7 41.3 41.0 53.2 30.2 48.4 36.3 18.5 同上

白書データ 合計 5,292.1 36.1 139.4 13.3 64.1 153.2 178.3 120.5 113.9 247.3 160.8 168.8 85.8 316.9 111.0 276.1 486.4 315.8 357.9 256.6 192.3 623.3 448.6 226.7 198.9

JICA技協・無償 843.9 35.2 35.5 39.6 31.7 32.2 37.0 43.0 55.3 54.2 51.4 48.9 54.5 56.7 71.5 47.0 67.2 50.2 32.8 79年前を含む

　　JICA技協 181.1 4.2 4.9 4.8 4.4 4.1 4.4 4.4 7.3 9.6 9.6 12.2 13.3 15.7 18.3 16.8 18.9 13.8 14.3 同上

　　JICA無償 662.8 30.9 30.6 34.8 27.4 28.1 32.6 38.6 48.0 44.6 41.8 36.7 41.3 41.0 53.2 30.2 48.4 36.3 18.5 同上

その他無償 309.5 3.3 16.4 13.3 4.2 15.2 34.0 7.4 8.9 9.1 12.0 12.8 14.2 15.4 12.5 18.1 23.8 9.1 9.6 20.9 11.3 11.7 8.7 9.4 8.2

債務救済額 1,109.3 5.1 6.1 7.3 3.7 7.0 7.4 9.7 12.7 21.2 30.5 40.8 65.2 73.0 87.6 109.5 137.1 160.5 167.1 157.9

商品借款 1,213.7 32.9 123.0 44.5 113.0 77.0 71.8 0.0 151.1 72.1 71.1 0.0 146.4 0.0 114.3 103.7 63.0 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

プロジェクト有償 1,815.6 15.4 24.9 62.3 0.0 62.1 43.8 38.0 45.2 24.9 99.4 22.0 59.0 266.7 129.5 191.1 91.5 0.0 427.5 212.2 0.0 0.0

関連データ 円・ドル年度平均レート 273.88 292.7 299.06 292.35 256.53 201.4 229.66 217.25 228.34 249.68 236.41 243.93 221.68 159.88 138.45 128.27 142.82 141.52 133.31 124.73 107.79 99.33 96.29 112.46

１ドル当たりタカ 8.0 8.9 15.1 15.4 15.1 15.0 15.5 16.3 20.0 23.8 25.0 26.0 29.9 30.6 31.3 32.0 33.3 35.7 38.1 39.1 40.0 40.2 40.8 42.7

表 5－ 1　政府予算・開発予算・ドナー援助額の推移（100万ドル）

注1 データ入手できなかった箇所は空欄とした。
2 技術協力額は、政府予算額、開発予算額及びドナー援助額の外数である。

出典 政府予算額、開発予算額 Statistical Yearbook of Bangladesh/Bangladesh Bureau of Statistics DACデータ Geographical Distribution of Financial Flow to AID Recipients/OECD
ドナー援助額 Flow of External Resources into Bangladesh/Economic Relations Division, Ministry of Finance 白書データ 我が国の政府開発援助 /外務省
技術協力額 Annual Development Plan/Planning Commision 円・ドルレート 経済統計年鑑 /東洋経済新報社
バングラデシュ政府データ Flow of External Resources into Bangladesh/Economic Relations Division, Ministry of Finance １ドル当たりタカレート Flow of External Resources into Bangladesh/?

JICA技協 国際協力事業団事業実施表 /JICA
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表 5‐2　主要ドナーランキング

（単位：100万ドル）
合　計 73－ 77 78－ 79 80－ 84 85－ 89 90－ 94 95－ 96

ドナー援助 31146.6 3531.4 2253.1 6101.3 8019.1 8316.8 2924.9
食糧 5248.7 1224 553.7 1203.4 1142.6 886.1 238.9 援助の特徴

ノンプロジェクト 9219 1480.3 861.1 2135.2 2299.7 1950.2 492.5
プロジェクト援助 16678.9 827.1 838.3 2762.7 4576.8 5480.5 2193.5

贈与割合 48.8 41.8 51.2 53.6 43.3 48.9 48.3
1. IDA 5611.5 18.0 461.0 13.1 304.3 13.5 1049.9 17.2 1688.9 21.1 1568.0 18.9 539.4 18.4

食糧 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ・ノンプロ援助からプロジェクト援助へ
ノンプロジェクト 2036.9 341.3 181.2 477.2 652.5 384.6 0.0 ・借款のみ

プロジェクト 3574.6 21.4 119.6 14.5 123.1 14.7 572.6 20.7 1036.4 22.6 1183.4 21.6 539.4 24.6
贈与割合 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Japan 4921.2 15.8 250.5 7.1 358.3 15.9 738.3 12.1 1462.4 18.2 1412.4 17.0 699.3 23.9
食糧 391.1 48.6 68.8 132.2 71.0 53.0 17.6 ・ノンプロ援助・プロジェクト援助半々

ノンプロジェクト 2709.0 180.3 172.4 404.3 710.0 812.8 429.2 ・贈借比率半々
プロジェクト 1821.1 10.9 21.6 2.6 117.1 14.0 201.8 7.3 681.5 14.9 546.6 10.0 252.5 11.5

贈与割合 43.9 18.8 18.2 29.0 28.5 65.3 69.7
3. A.D.B 3678.7 11.8 40.9 1.2 92.3 4.1 303.6 5.0 1077.0 13.4 1630.9 19.6 533.9 18.3 ・85年以降援助比率急増

食糧 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ・プロジェクト援助中心
ノンプロジェクト 598.1 0.0 0.0 19.2 210.2 332.2 36.4 ・借款主体

プロジェクト 3080.6 18.5 40.9 4.9 92.3 11.0 284.4 10.3 866.8 18.9 1298.7 23.7 497.5 22.7
贈与割合 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.3

4. U.S.A 3123.4 10.0 835.5 23.7 348.7 15.5 752.4 12.3 567.7 7.1 532.5 6.4 86.6 3.0 ・近年援助比率急減
食糧 1694.2 529.4 182.7 328.4 302.0 308.6 43.1 ・食糧援助半分

ノンプロジェクト 550.8 188.9 90.2 165.0 91.6 15.1 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ
プロジェクト 878.5 5.3 117.2 14.2 75.8 9.0 259.0 9.4 174.1 3.8 208.9 3.8 43.5 2.0 ・贈与主体

贈与割合 75.9 28.1 74.2 91.2 98.8 100.0 100.0
5. Canada 1728.9 5.6 259.5 7.3 137.3 6.1 442.5 7.3 488.0 6.1 346.4 4.2 55.3 1.9 ・近年援助比率減少

食糧 833.0 141.1 80.0 247.4 222.0 118.6 23.9 ・食糧援助半分
ノンプロジェクト 380.8 71.3 50.1 105.8 72.9 80.8 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ

プロジェクト 515.1 3.1 47.1 5.7 7.2 0.9 89.3 3.2 193.1 4.2 147.0 2.7 31.4 1.4 ・贈与のみ
贈与割合 99.1 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

6. イスラム諸国 1709.8 5.5 235.5 6.7 201.3 8.9 554.9 9.1 336.2 4.2 252.8 3.0 129.2 4.4
食糧 116.1 15.0 60.0 30.3 10.8 0.0 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ

ノンプロジェクト 657.6 194.3 80.5 247.0 87.5 48.2 0.0 ・借款主体
プロジェクト 936.2 5.6 26.2 3.2 60.8 7.2 277.7 10.1 237.8 5.2 204.6 3.7 129.2 5.9

贈与割合 35.9 51.8 63.5 43.2 5.0 28.4 27.1
7. UN SYSTEM 1418.0 4.6 181.4 5.1 105.4 4.7 307.9 5.0 363.4 4.5 395.3 4.8 64.6 2.2

食糧 943.4 125.0 69.0 198.1 253.8 247.5 50.0 ・食糧援助主体
ノンプロジェクト 87.0 24.9 0.0 0.0 24.7 29.3 8.1 ・贈与のみ

プロジェクト 387.6 2.3 31.5 3.8 36.4 4.3 109.8 4.0 84.9 1.9 118.5 2.2 6.4 0.3
贈与割合 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

8. Germany 1293.7 4.2 211.7 6.0 109.1 4.8 267.0 4.4 263.0 3.3 345.0 4.1 97.9 3.3
食糧 105.7 35.6 17.1 23.3 19.9 9.8 0.0 ・ノンプロ援助からプロジェクト援助へ

ノンプロジェクト 517.9 130.4 80.6 130.6 104.8 70.0 1.4 ・贈与主体
プロジェクト 670.1 4.0 45.7 5.5 11.4 1.4 113.0 4.1 138.2 3.0 265.2 4.8 96.5 4.4

贈与割合 79.3 21.5 37.7 87.6 100.0 100.0 100.0
9. U.K. 1045.1 3.4 125.0 3.5 165.9 7.4 221.2 3.6 220.6 2.8 258.6 3.1 53.9 1.8

食糧 58.5 21.0 7.4 12.4 17.7 0.0 0.0 ・ノンプロ援助からプロジェクト援助へ
ノンプロジェクト 416.0 76.0 65.9 110.1 94.6 69.5 0.0 ・贈与主体

プロジェクト 570.6 3.4 28.0 3.4 92.6 11.0 98.6 3.6 108.3 2.4 189.1 3.5 53.9 2.5
贈与割合 94.2 73.4 84.1 100.0 100.0 100.0 100.0

10. E.U 1028.5 3.3 122.2 3.5 78.3 3.5 212.0 3.5 216.4 2.7 246.7 3.0 152.9 5.2
食糧 595.6 94.5 36.1 138.0 168.1 85.6 73.2 ・食糧援助半分

ノンプロジェクト 160.0 27.2 41.7 53.8 11.9 25.3 0.0 ・ノンプロ援助からプロジェクト援助へ
プロジェクト 273.0 1.6 0.5 0.1 0.5 0.1 20.2 0.7 36.3 0.8 135.8 2.5 79.6 3.6 ・贈与主体

贈与割合 95.3 100.0 57.9 92.9 100.0 100.0 100.0
11. Netherlands 921.1 3.0 73.0 2.1 51.1 2.3 292.7 4.8 238.4 3.0 161.1 1.9 104.8 3.6

食糧 14.8 1.2 0.0 10.7 2.9 0.0 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ
ノンプロジェクト 456.4 46.3 27.2 207.5 141.5 33.8 0.0 ・贈与主体

プロジェクト 449.9 2.7 25.4 3.1 23.9 2.9 74.5 2.7 94.0 2.1 127.2 2.3 104.8 4.8
贈与割合 92.3 42.7 86.1 92.6 100.0 100.0 100.0

12. 社会主義国 655.5 2.1 154.3 4.4 70.6 3.1 212.0 3.5 181.8 2.3 27.0 0.3 9.9 0.3 ・90年以降援助急減
食糧 57.2 49.6 4.0 3.6 0.0 0.0 0.0 ・プロジェクト援助主体

ノンプロジェクト 28.6 14.1 0.0 9.3 1.6 0.0 3.6 ・借款主体
プロジェクト 569.7 3.4 90.6 11.0 66.6 7.9 199.0 7.2 180.2 3.9 27.0 0.5 6.3 0.3

贈与割合 6.6 2.5 0.0 0.6 4.5 0.0 0.0
13. Sweden 548.5 1.8 104.9 3.0 54.0 2.4 90.7 1.5 149.0 1.9 122.7 1.5 27.2 0.9

食糧 31.2 18.5 1.0 0.0 11.7 0.0 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ
ノンプロジェクト 177.5 71.5 34.6 43.8 27.6 0.0 0.0 ・贈与主体

プロジェクト 339.9 2.0 14.9 1.8 18.4 2.2 46.9 1.7 109.7 2.4 122.7 2.2 27.2 1.2
贈与割合 98.9 95.9 95.9 100.0 100.0 100.0 100.0

14. Norway 522.4 1.7 52.6 1.5 31.9 1.4 91.4 1.5 151.1 1.9 148.9 1.8 46.5 1.6
食糧 10.5 2.0 0.0 0.0 4.6 3.9 0.0 ・ノンプロからプロジェクト援助へ

ノンプロジェクト 186.9 37.0 20.5 70.9 38.5 8.4 11.6 ・贈与のみ
プロジェクト 325.0 1.9 13.6 1.6 11.4 1.4 20.5 0.7 108.1 2.4 136.5 2.5 34.9 1.6

贈与割合 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
15. Suppliers Credit 502.6 1.6 19.5 0.6 0.0 0.0 83.6 1.4 42.5 0.5 247.2 3.0 109.8 3.8

食糧 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ・プロジェクト援助のみ
ノンプロジェクト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ・借款のみ

プロジェクト 502.6 3.0 19.5 2.4 0.0 0.0 83.6 3.0 42.5 0.9 247.2 4.5 109.8 5.0
贈与割合 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16. France 502.6 1.6 52.3 1.5 22.4 1.0 154.3 2.5 118.0 1.5 118.8 1.4 36.8 1.3
食糧 56.9 10.5 1.5 12.3 10.4 13.1 9.1 ・プロジェクト援助主体

ノンプロジェクト 33.2 12.1 2.8 12.1 2.2 3.0 1.0 ・贈与増加傾向
プロジェクト 412.5 2.5 29.7 3.6 18.1 2.2 130.0 4.7 105.5 2.3 102.7 1.9 26.6 1.2

贈与割合 51.1 51.9 34.4 38.9 39.5 68.3 92.1

出典：Flow of External Resources into Bangladesh/Economic Relation Division, Ministry of Finance





表 5－ 3　日本のバングラデシュへの援助実績（セクター・課題別・年代順）
人数 ％

合計 研修員 2966
専門家 754
調査団 2177
協力隊 675

食糧援助

ﾌｧｲﾅﾝｽ

計画・行政
研修員 416 14.0
専門家 21 2.8
調査団 81 3.7
協力隊 31 4.6

農業

農村開発

農業・農村開発
合計 研修員 518 17.5

専門家 331 43.9
調査団 499 22.9
協力隊 255 37.8

漁業

研修員 51 1.7
専門家 5 0.7
調査団 32 1.5
協力隊 25 3.7

林業 研修員 19 0.6
専門家 0 0.0
調査団 0 0.0
協力隊 1 0.1

保健医療人口

研修員 541 18.2
専門家 185 24.5
調査団 204 9.4
協力隊 65 9.6

上水
（公益事業）

研修員 28 0.9
専門家 1 0.1
調査団 147 6.8
協力隊 0 0.0

教育
（人的資源）

研修員 211 7.1
専門家 12 1.6
調査団 36 1.7
協力隊 52 7.7

科学技術文化 研修員 25 0.8
専門家 0 0.0
調査団 0 0.0
協力隊 109 16.1

社会福祉 研修員 80 2.7
専門家 73 9.7
調査団 4 0.2
協力隊 0 0.0

71・72

無償 食料援助 72 6.16

無償 繊維製品、 72 36.93
河川用船舶等

4
1

1

1

73－77
327
63

253
58

無償 食料援助 73 5.02
無償 食料援助 74 31.02
無償 食料援助 75 32.80
無償 食料援助 77 13.68

有償 商品借款 73 90.00
無償 繊維製品 74 15.00
有償 商品借款 74 115.00
有償 債務繰り延べ 74 245.13
有償 商品借款 76 130.00
有償 開発金融 76 1.54
有償 商品借款 77 290.00

54
2

プロ技 農業機械化訓練 73 75
プロ技 農業普及計画 75 83 無償
無償 中央農業普及技術 75 76 10.10 プロ技

開発研究所
開 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 76 78 無償

潅漑計画
無償 食料倉庫建設計画 77 11.50
プロ技 園芸研究 77 83

47
34
60
45

7
3
2
4
4

1
プロ技 家族計画 76 85

38
8

11

無償 深井戸掘削機材 73 3.90
無償 浅井戸掘削計画 76 9.20

2

4
6

2

78・79
226
30
98
41

無償 食料援助 78 12.87
無償 食料援助 79 16.66

有償 商品借款 78 155.00
無償 債務救済 78 10.26
有償 商品借款 79 165.00
無償 債務救済 79 13.93

37
1

無償 農業専門学校 78 3.00 技協連携
拡充計画

（実験・実習機材）
無償 食料増産援助 78 17.00
無償 食料増産援助 79 23.00
無償 食料貯蔵能力 79 20.00

拡充計画
（食料用倉庫建設）

無償 公共施設計画 78 5.50

38
15
24
34

無償 漁業研究計画 78 5.00
（調査船）

無償 沿岸漁船動力化計画 79 6.00
7

4

プロ技 循環器病対策 79 86 無償
無償 循環器病研究所 79 7.00 プロ技

機能強化計画

22
6
4

2

無償 学校教育放送施設 78 7.00
整備計画

無償 小中学校増改築計画 79 5.00
11
5

2

80－84
480
148
321
118

無償 食料援助 80 19.30
無償 食料援助 81 20.80
無償 食料援助 82 29.90
無償 食料援助 83 30.21
無償 食料援助 84 34.71

無償 債務救済 80 15.92
有償 商品借款 81 345.00
無償 債務救済 81 8.47
有償 商品借款 82 180.00
無償 債務救済 82 17.48
有償 商品借款 83 168.20
無償 債務救済 83 17.58
無償 債務救済 84 23.72

73

17
2

無償 農業開発機材 80 15.00
整備計画

無償 食料増産援助 80 29.00
無償 食糧貯蔵能力拡充 80 10.00
無償 中央農業普及技術 81 1.20 プロ技

開発研究所寄宿舎
建設計画

無償 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ農業 81 20.00 プロ技
大学施設建設計画

無償 食料増産援助 81 29.00
無償 末端潅漑施設建設 81 8.40 開発調査

計画
無償 食料増産援助 82 32.00
無償 食糧貯蔵能力拡充 82 18.00

計画
無償 稲研究所稲遺伝 83 5.50

資源研究施設建設
無償 食料増産援助 83 33.00
無償 食料増産援助 84 33.50

無償 公共施設建設計画 84 2.00

87
50

100
60

無償 漁網機材供給計画 83 2.10

8
2
4
7
3

無償 救急患者輸送ｻｰﾋﾞｽ 81 2.50
拡充計画

無償 ﾀﾞｯｶ医科研究所 82 2.90 専門家
病院整備計画

無償 必須医薬品製剤 83 11.50
ｾﾝﾀｰ建設

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ総合病院 83 85 28.80
建設

無償 ﾀﾞｯｶ歯科大学機材 83 0.98
整備計画

無償 医療機材整備計画 84 8.32
（県病院）

61
80
70

無償 飲料水給水施設 84 88 60.00
建設計画

1

16

7

4
10

15
12
1

85－89
475
157
534
173

無償 食料援助 85 31.05
無償 食料援助 86 20.00
無償 食料援助 87 25.00
無償 食料援助 88 19.00
無償 食料援助 89 13.00

有償 商品借款 85 324.60
無償 債務救済 85 28.10
無償 債務救済 86 33.85
有償 商品借款 87 158.30
無償 債務救済 87 42.18
有償 商品借款 88 133.00
無償 債務救済 88 52.32
有償 商品借款 89 90.00
無償 債務救済 89 93.19
無償 郵便用車輌整備計画 87 1.19

64
2

30
8

プロ技 農業大学院計画 85 90 無償
無償 食料増産援助 85 38.00
無償 食糧倉庫建設計画 85 5.36
無償 食料増産援助 86 12.00
無償 食糧倉庫建設計画 86 11.04
開 ﾗｼﾞｼｬﾋ北部潅漑 86 88

排水開発計画
無償 食料増産援助 87 5.60
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 87 1.05 開発調査

地区末端潅漑施設
復旧計画D/D

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 88 5.36 開発調査
地区末端潅漑施設
復旧計画（1/3）

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 88 0.76 開発調査
潅漑施設建設計画

（D/D）
無償 食料増産援助 89 4.00
開 ｸﾘｸﾞﾗﾑ北部潅漑 89 90

排水計画
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 89 5.70 開発調査

潅漑施設復旧計画
（2/3）

無償 農村婦人研修所 85 2.60 NGO・
設立計画 ｵｲｽｶ

研究 農村開発計画 86 90
開 ﾓﾃﾞﾙ農村開発計画 87 89 無償・

専門家・
協力隊

開 ﾓﾃﾞﾙ農村開発計画2 89 91
118
93

163
46

無償 漁業開発公社魚 88 1.54
加工冷凍施設等

8

5
4

無償 循環器病ｾﾝﾀｰ医療 86 3.03 プロ技
機材整備計画

無償 医療機材整備計画 87 6.81
（内分泌代謝疾患
総合研究所・結核）

プロ技 ﾘｳﾏﾁ熱ﾘｳﾏﾁ性 88 93
心疾患抑制

69
50
45
21

3
1

69

無償 大学教育機材 89 4.32
整備計画（6大学）

9

15
14
5

35
9
5
3

90－94
701
213
725
187

無償 食料援助 90 13.00
無償 食料援助 91 15.00
無償 食料援助 92 14.00
無償 食料援助 93 12.00
無償 食料援助 94 8.50
無償 食料援助 95 8.50
有償 商品借款 90 42.00
無償 債務救済 90 103.30
無償 債務救済 91 116.73
無償 債務救済 92 136.63
無償 債務救済 93 147.73
無償 債務救済 94 159.39

93
5

25
12

プロ技 農業大学院2 90 95 無償
無償 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ農業 90 4.03 プロ技

大学院施設拡充計画
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 90 17.96 開発調査

潅漑施設建設計画
（2/3）

開 ｸﾘｸﾞﾗﾑ南部潅漑 91 92
排水計画

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 91 9.77 開発調査
潅漑施設建設計画

（3/3）

無償 ﾓﾃﾞﾙ農村整備計画 91 94 24.67 開発調査・
専門家・
協力隊

研究 農村開発実験 92 96
有償 農村開発信用計画

（ｸﾞﾗﾐﾝﾊﾞﾝｸ） 94 29.86

136
104
144
42

無償 ﾓﾉﾊｶﾘ水揚・ 91 92 13.44
貯蔵施設建設

9

17
8
7

81
38
39
22

無償 ﾁｬﾝﾄﾞﾆｶﾞｯﾄ上水道 93 96 37.43
施設改善計画

7

25

97

19
19
4

48
27
51
1

95－
816
122
213
98

無償 食料援助 96 8.50
無償 食料援助 97 8.50

無償 債務救済 95 160.91
無償 債務救済 96 177.52
無償 債務救済 97 180.02

95
11
9
9

プロ技 家禽監理技術改良 97 2002
計画

有償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 97 3.39
排水・灌漑事業

88
34
8

28

12

2
5

無償 ﾎﾟﾘｵ撲滅計画 95 96 7.52
無償 第二次ポリオ撲滅 97 3.88

計画（1/2）
無償 母子保健研修所 98

改善計画

269
3

35
22

開調 ﾁｯﾀｺﾞﾝ・ﾓﾊﾗ浄水道 98 ?
拡張計画

13

37

82
1
2

13
6

11
30
16

農
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電力

研修員 94 3.2
専門家 2 0.3
調査団 20 0.9
協力隊 0 0.0

鉱業

研修員 18 0.6
専門家 0 0.0
調査団 0 0.0
協力隊 0 0.0

通信

研修員 216 7.3
専門家 20 2.7
調査団 89 4.1
協力隊 2 0.3

運輸交通

研修員 224 7.6
専門家 12 1.6
調査団 337 15.5
協力隊 4 0.6

工業

研修員 280 9.4
専門家 16 2.1
調査団 130 6.0
協力隊 99 14.7

商業・観光
研修員 93 3.1
専門家 1 0.1
調査団 11 0.5
協力隊 5 0.7

災害・洪水対策

（社会基盤） 研修員 207 7.0
専門家 61 8.1
調査団 477 21.9
協力隊 24 3.6

環境

その他
研修員 21 0.7
専門家 12 1.6
調査団 98 4.5
協力隊 3 0.4

71・72

2
6

開 ジャムナ川架橋 72 76 有償
計画調査

1
6

2

1

3

13

2
6
8

73－77
有償 ｺﾞｱﾙﾊﾟﾗーバリサル 76 25.54

送電線建設事業

8

9

有償 ﾀﾞｯｶーチッタゴン 76 17.93
同軸ケーブル建設事業

開 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾀｼﾞｵ 77
建設計画

39

18

開 自動車修理工場 77 79 無償
建設計画

無償 航空機贈与 77 13.90

29
4

1

37
6

2
有償 ﾀﾞｯｶﾎﾃﾙ建設 77 64.00

20

10

無償 災害緊急援助（洪水）74 2.00

26

147
4

1

5
1

78・79
開 送変電計画調査 78 79 円借
有償 発電船事業 78 35.40
開 ｶﾌﾟﾀｲ水力発電所 79 80 円借

増設計画

8

15

4

25
2
9

有償 海運増強 78 90.00
無償 中央自動車整備 79 80 17.50 開調

ｾﾝﾀｰ建設計画

20

3
1

開 ｶﾙﾅﾌﾘｰ･ﾚｰﾖﾝ工場 78 79 円借
修復・増設計画

開 小規模工業開発計画 79 80

27
1

39
3

14

無償 罹災者救済計画 78 4.50
無償 災害緊急援助 78 2.80

（ﾋﾞﾙﾏ難民救済）

10

1

1

80－84
無償 送配電線網整備計画 80 81 9.00
有償 送電線建設 80 31.00 開調
有償 ｶﾌﾟﾀｲ水力発電 81 83 149.30 開調
無償 配電線整備計画 82 3.00
有償 発電ﾊﾞｰｼﾞ建設計画 84 60.65

3

1

有償 ﾊﾞｸﾗﾊﾞｰﾄ ・゙ 80 66.00
天然ｶﾞｽ開発

3

無償 ﾗｼﾞｵ放送会館施設 81 14.40
建設計画

無償 ﾗｼﾞｵ放送会館建設 82 7.40
計画

39
6

18
2

開 ﾒｸﾞﾅ･ｸﾞﾑﾃｨ橋 83 84 無償
建設計画

開 鉄道車輌工場 83 85
建設計画

無償 ﾒｸﾞﾅ河橋梁建設計画 84 1.91
（D/D）

無償 道路整備計画 84 3.34
（農村道路整備機材）

31
1

77
1

有償 ｶﾘﾅﾌﾘ・ﾚｰﾖﾝ工場修復 80 38.00 開調
開 ｼﾞｭｰﾄ･ﾊﾟﾙﾌﾟ工場 81

建設計画
有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ尿素肥料 81 82 132.50

工場計画

90
6

13
22

18

無償 罹災地復興計画 82 5.00
無償 消防機能強化計画 83 2.00

（消防車）
無償 罹災地復興計画 83 5.50
無償 罹災地復興計画 84 6.00

26

5

8
2
5

85－89
有償 ｶﾞｽ･ﾀｰﾋﾞﾝ発電 85 75.10

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設
無償 配電網整備計画 86 3.00
有償 ｼﾚｯﾄ火力発電所 87 81.70

建設計画

27

4

2

有償 電気通信網拡充計画 85 34.20
有償 大ﾀﾞｯｶ圏電話網整備 85 63.20

計画
無償 ﾗｼﾞｵ放送局送信機 86 3.73

整備計画
36
2

17

開 ﾀﾞｯｶ･ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ港 85 87 円借
整備計画

無償 村落連絡橋整備計画 85 11.00
無償 ﾒｸﾞﾅ橋建設計画 86 90 79.57
無償 安全運航用機材 87 3.95

整備計画
（空港用化学消防車）

開 ﾁｪﾀｺﾞﾝ国際空港 88 89 円借
開発計画

開 ﾀﾞｯｶ港ｺﾝﾃﾅターミ 89 90 円借
ナル整備計画

43
1

136
1

有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ製鉄所 85 47.90
修復計画

有償 ﾁｪｯﾀｺﾞﾝ尿素肥料 86 35.51
工場

開 ﾁｬﾀｺﾞﾝ造船所 87 89
整備計画

有償 既往ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 88 124.19
活性化協力

有償 ﾏﾀﾞﾊﾟﾗ採石事業 88 4.41
（E/S）

有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場 88 138.53
建設事業

有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ苛性ｿｰﾀﾞ 88 20.76
ﾌﾟﾗﾝﾄ修復事業

有償 ｺﾞﾗｻｰﾙ肥料工場 88 103.43
改修事業

有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場建設 89 185.00
事業計画・2

50
1

35

4

1
2

開 ﾀﾞｯｶ市雨水排水施設 85 87 無償
整備計画

無償 罹災地復興計画 85 8.00
無償 災害援助 85 2.84
無償 気象観測用ﾚｰﾀﾞｰ 86 6.36

更新計画
無償 消防及び救急用 86 2.50

機材整備計画（消防車）
無償 罹災地復興計画 86 7.00
無償 罹災地復興計画 87 8.50
無償 災害緊急援助 88 11.15
有償 洪水災害復興緊急 88 75.00

商品借款
無償 ﾀﾞｯｶ市雨水排水 89 92 22.47 開発調査

施設整備

27

16
7

無償 下水道整備計画 87 90 52.04

1
2

30

90－94
有償 ｴﾈﾙｷﾞｰ部門調整借款 90 38.00
有償 ﾊﾘﾌﾟｰﾙ発電所修復・ 92 151.00

拡張計画
有償 発電船改修計画 92 15.61
有償 ｼﾚｯﾄ･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ 92 59.43

ｻｲｸﾙ発電所建設計画
有償 農村電化計画 94 54.42

29

有償 ﾊﾞｸﾗﾊﾞｰﾄﾞ天然ｶﾞｽ 93 14.05
開発計画

無償 ﾗｼﾞｵ放送局送信機 90 4.61
整備計画

有償 大ﾀﾞｯｶ圏電話網 90 147.61
整備事業計画・2

38
2

24

無償 ﾒｸﾞﾅ･ｸﾞﾑﾃｨ橋建設 90 95 83.43 開調
計画

無償 ﾒｸﾞﾅ河護岸対策計画 92 11.22
有償 ﾁｪﾀｺﾞﾝ空港整備計画 92 3.33 開調

（E/S）
有償 ﾀﾞｯｶ港開発計画 92 1.79 開調

（E/S）
無償 船員訓練養成学校 92 6.43

整備計画
有償 ｼﾞｬﾑﾅ多目的橋 93 215.62 開調

建設計画
無償 地方道路簡易橋 94 96 15.13

建設計画
有償 ﾊﾟｸｼｰ橋建設計画 94 1.50

（E/S）
有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ国際空港 94 125.01 開調

開発計画
60

52

有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場建設 90 84.80
事業計画・3

開 ﾁｯﾀｺﾞﾝ地域工業 93 95
開発計画

34
2

52
28

20
1

1
開 ﾀﾞｯｶ首都圏洪水 90 92

防御・雨水排水計画
開 北西地域洪水防御・ 90 92

排水計画
開 国土測地基準点網 91 95

整備計画
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災道路 91 2.99

復興計画（救援機材）
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災施設 91 2.04

復興計画（救援機材）
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災農地 91 2.81

復興計画（救援機材）
無償 災害緊急援助 91 12.26
有償 ｻｲｸﾛﾝ災害復興 91 122.00

緊急商品借款
無償 気象用ﾏｲｸﾛｳｴｰﾌﾞ網 92 8.35

整備計画
無償 多目的ｻｲｸﾛﾝ･ｼｪﾙﾀｰ 93 95 17.71

建設計画（小学校併設）
ﾁｰﾑ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ洪水対策 94 97

59
8

295
7

2
32

95-

19
2

無償 ダッカ・テレビ局 97 11.23
機材整備計画

37
2
3

無償 ﾒｸﾞﾅ橋護岸改修計画 97 2.18
開 ﾙﾌﾟｼｬ橋建設計画調査 97 98
有償 ジョムナ橋アクセス 97 62.06

道路事業
有償 ﾊﾟｸｼｰ橋建設計画 97 87.07
無償 ﾀﾞｯｶ･ﾁｯﾀｺﾞﾝ間幹線 97 8.72

道路中小橋梁
建設計画（1/2）

40

69

開 ｼﾞｭｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ製紙 96 ？
工場建設計画

40

26
9

16

0
2

無償 自然災害気象警報 97 14.73
改善計画

56
53
6
1

開 ﾀﾞｯｶ北部下水道 96 98
整備計画

8

18
1

産
　
　
業
　
　
セ
　
　
ク
　
　
タ
　
　
ー

災
　
　
害
　
　
セ
　
　
ク
　
　
タ
　
　
ー

- 129 -





- 131 -

第 6章　マクロ評価

6－1 重点セクターの特定

（1）本節の目的

本節の目的は、独立以降、1996年までの期間に関し、政府の開発予算、ドナー全体の援助

及び日本・JICAの援助の各セクターへの配分割合を分析し、それぞれが重点を置いていたセ

クター、つまり、重点セクターを明らかにすることにある。

（2）政府の開発予算の各セクターへの配分状況

独立以後、政府は開発計画を策定し、開発に取り組んでいるが、各開発計画に掲げられて

いる開発目標をまとめたものが表6－ 1である。開発計画から独立以後の開発目標を総括する

と、「食糧自給を含む貧困対策」と「経済的自立」が独立以降一貫した重点開発目標であり、そ

れにセクター別の特記的目標が掲げられていると整理できるであろう。

開発予算及びドナー援助（プロジェクト援助のみ。以下同じ。）の各セクターへ配分割合を

合計及び時系列でまとめたのが表6－ 2である。開発予算合計額でみると電気・天然ガス開発

（22.7％）、運輸・交通（17.5％）、農業・農村開発（14.2％）、洪水対策を中心とする水資源開発

（11.8％）に予算配分の重点が置かれており、それに工業（7.7％）、教育（7.4％）、人口・保健医

療（6.7％）、上水・住宅（5.8％）、通信（4.3％）の順で予算が配分されている（図 6－ 1）。

図 6－ 1　開発予算・ドナー援助の各セクターへの配分割合（合計）
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また、同予算配分割合を開発計画の年代別に見ると以下の特徴がある（図 6－ 2）。

1） 電力・天然ガス開発、運輸交通、洪水対策はほぼ一貫して予算の重点配分がなされて

いる。

2） 農業（林業・水産業を含む）は、従来、食糧自給の目標を達成するため、20％を超える

予算の最重点配分がなされていたが、同自給率の向上等を背景に第 3次国家開発計画

（1985年～）以降、予算配分割合が激減しており、農業に代わって、農村開発の予算配

分割合が徐々にではあるが重みを増してきている。

3） 工業は国営企業による工業化の目標の下、従来、10％を超える予算の重点配分がなさ

れていたが、第 4次国家開発計画（1990年～）以降、構造調整政策により政府の「民間

資本による工業化」という政策スタンスが鮮明になったことから配分額が激減してい

る。

4） 社会セクター（教育、人口・保健及び上水・住宅）の予算配分は第3次国家開発計画（1985

年～）以降増加している。特に教育は第 3次国家開発計画（1985年～）以降、予算の配

分が徐々に増加し、1995年以降の区分では電力・天然ガス開発に継ぐ 14.6％の予算配

分がなさている。

上記をまとめると、1971年の独立当時のバングラデシュは食糧と開発の基盤となるインフ

ラが絶対的に不足していたことから、政府は「貧困対策」と「経済的自立」の重点開発目標の

下、農業と電力・天然ガス、運輸交通、洪水対策などのインフラ整備に重点を置き、また、国

営企業による工業化を進めた。そして、1980年代後半以降は、インフラ整備には一貫して重

点を置いているものの、食糧自給率の向上と工業開発における国営主導から民間主導への政

策転換などを背景に、農業・工業から教育を中心とする社会セクターに開発の重点をシフト

させているといえるであろう。

（3）ドナー援助の各セクターへの配分状況

ドナー援助と開発予算を比較すると、ドナーは 1970年から1980年代半ばにかけて、農業よ

りも工業に援助の重点を置いており、インフラ整備により一層の重点をかけていたという違

いはあるが、その他、ドナー援助の動向は開発予算の動向にリンクしており、開発予算合計

額とドナー援助合計額の各セクターへの配分割合は、開発予算に占めるドナー援助の割合が

高いことを反映してほぼ一致している。また、このことは、政府の開発政策の形成・実施に

関するドナーの影響の大きさを表しているといえるであろう（表 6－ 2、図 6－ 1、図 6－ 3）。

主要ドナーの各セクターへの援助の配分割合は表6－ 3のとおりである。各ドナーの援助の
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分野分類は必ずしも開発予算のものと一致していないが、それを前提して重点開発セクター

を比較すると、合計額の配分では、IDBは開発予算にほぼ沿っているが、ADBは農業セクター

に比重を置いた援助をしている（図 6－ 4、図 6－ 5）。

また、年代順に見ると、IDA、ADBともに開発予算と同様に、インフラ整備には一貫して

援助の比重をかけ、農業・工業から教育を中心とする社会セクターに援助の比重を移してい

る。

なお、アメリカについては、農業と人口・保健医療に協力の比重をかけ、インフラについ

ては農村開発関係に重点を置いているのが特徴である。

さらに、NGOについては、1992年時点の分析によれば、農村総合開発（全体認可額に占め

る割合：25.8.％）、人口・保健医療（同 18.9％）、緊急救援（同 18.2％）、教育（同 9.7％）に重点

を置いた活動をしている1）。

1） 「開発援助とバングラデシュ（アジア経済研究所）」66ページの首相府NGO局のNGOへの活動認可額に基く下沢
氏の分析によるデータ。

図 6－ 2　開発予算・各セクターへの

予算配分割合（時系列）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

合計� 73-77 78-79 80-84 85-89 90-94 95-96
年�

％�

インフラ� 農業・農村開発� 洪水・水資源� 工業� 社会セクター�

図 6－ 3　ドナー全体・各セクターへの

援助配分割合（時系列）
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図 6－ 4　IDA援助の各セクターへの

配分割合（合計）
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図 6－ 5　ADB援助の各セクターへの

配分割合（合計）

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

セクター�

％�

電
力
・
ガ
ス
�

運
輸
交
通
�

農
業
・
農
村
開
発
�

洪
水
対
策
�
工
業
�
教
育
�

人
口
・
保
健
�

上
水
・
住
宅
�
通
信
�

そ
の
他
�

IDA 開発予算�



- 134 -

（4）日本・JICAの援助の各セクターへの配分状況

日本の援助を合計額の配分割合で開発予算と比較すると、電力・ガス、運輸・交通、農業・

農村開発、洪水対策には開発予算と同程度の比重をかけているが、工業開発にバングラデ

シュ政府の開発予算の 3倍近い比重（開発予算 7.4％、日本：21.1％）をかけており、それに反

して教育・保健医療・上水などの社会セクターに比重をかけていないのが特徴である（図6－

1－ 1）。これを年代別に見ると、1970年代の終わりにはインフラ（57.4％）、農業（32％）が援

助の中心であったが、1980年代は工業の比重が高まり、1985年～ 1989年期では援助の約半分

を工業分野に集中している。また、1990年代に入ると工業の比重は激減し、インフラセクター

に援助が特化している（図 6－ 1－ 7）。1980年代は政府の開発予算、ドナー援助動向ともに、

工業セクターに 10％から 15％の比重しかかけておらず、しかもドナー援助は1970年代にかけ

ていた 20％の比重を落としており、このような状況のなかで日本だけが約半分の援助を投入

しているのは特異といえる。また、他の途上国に対する日本の援助のセクター配分割合と比

較しても工業分野に対する援助は突出している。

JICA関係分では、農業・農村開発（39.7％：技協・無償ともに重点分野）の比重がずば抜け

て高く、運輸交通（18.7％：無償中心）、洪水対策（11.2％：技協・無償ともに重点分野）、人口・

保健（8.7％：技協中心）、上水住宅（7.0％：無償中心）には政府の開発予算と同程度の比重が

かけられいる（図 6－ 1－ 6）。また、時系列で見ると、農業・農村開発はその比重を大幅に減

少させており、運輸・交通、洪水対策、人口・保健医療が比重を増加させている（表 6－ 1－

2、図 6－ 1－ 8から図 6－ 1－ 10）。

（5）重点セクターのまとめ

これまでに分析した各セクターに対する政府の開発予算、ドナーの援助及び日本・JICAの

援助の配分割合とそれらの時系列的傾向をまとめたものが表 6－ 4である。配分割合が 10％

を超えるセクターを重点セクターとすれば、この表から政府・ドナーは「①電力・天然ガス開

発」「②運輸・交通」、「③農業・農村開発」及び「④洪水対策」をほぼ一貫して重点セクターと

しており、「⑤工業」は 1980年代まで、｢⑥教育｣は 1995年以降、重点セクターとしている。ま

た、日本は①②③⑤を、JICAは③を中心に②及び④を重点セクターとしてしており、JICAの

重点セクターは政府・ドナーの重点セクターに該当しているといえる。
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図 6－ 6　JICA関係援助の各セクターへの

配分割合（合計）

図 6－ 10　JICA技術協力・各セクターへの

援助配分割合（時系列）

図 6－ 9　JICA無償・各セクターへの

援助配分割合（時系列）

図 6－ 8　JICA技協・無償・各セクターへの

援助配分割合（時系列）

図 6－ 7　日本・各セクターへの

援助配分割合（時系列）

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

電
気
・
ガ
ス
�

運
輸
交
通
�

農
業
・
農
村
開
発
�

洪
水
・
水
資
源
�

工
業
�

教
育
�

人
口
・
保
健
�

上
水
・
住
宅
�

通
信
�

そ
の
他
�

セクター�

％�

開発予算� JICA技協・無償� JICA技術協力� JICA無償�

0
10

20

30

40
50

60

70

80

合計� 73-77 78-79 80-84 85-89 90-94 95-96
年�

％�

インフラ� 農業・農村開発� 洪水・水資源� 工業� 社会セクター�

合計� 73-77 78-79 80-84 85-89 90-94 95-96

年�

％�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

インフラ� 農業・農村開発� 洪水・水資源� 工業� 社会セクター�

0

10
20
30
40

50
60
70
80

合計� 73-77 78-79 80-84 85-89 90-94 95-96

年�

％�

インフラ� 農業・農村開発� 洪水・水資源� 工業� 社会セクター�

0

10
20

30

40

50
60

70

80

合計� 73-77 78-79 80-84 85-89 90-94 95-96

年�

％�

インフラ� 農業・農村開発� 洪水・水資源� 工業� 社会セクター�



- 136 -

表 6－ 1　バングラデシュ経済・社会開発計画
年度開始年 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
政権 ムジブル・ラーマン ジアウル・ラーマン エルシャド アーメド ジア・カレダ シェーク・ハシナ
政治情勢 （印・ソへ接近） （西側へ開く・戒厳令） （軍制・アラブ接近） （民政移管） （ハルタル） （ハルタル） （ハルタル）
経済開発計画 第1次5年計画 2年計画 第2次5年計画 第3次5年計画 第4次5年計画 2年延長 第5次5年計画
マクロ経済
開発の目標

GDP成長率
（食料自給
率）

1. 貧困軽減と開発により、GDP7％／年
をめざす

2. 労働集約と資本集約技術の雇用と生
産増加

3. 農村貧困層に資金供給し、公平社会
を実現

4. 食糧自給と農業多様化による輸出増
加

5. 初等教育、職業訓練による人間開発
6. 国の特性を生かした工業開発
7. 北西部、チッタゴンなどの地域差是

正
8. 新世代科学技術（電子、遺伝子）の振

興
9. 社会的公平と安全ネット整備

10. 地方・村落NGOの開発への参加

1. 栄養を考慮した食糧自給の達成
2. 野菜、果樹などの国内消費と輸出
3. 乾・湿・海岸農地活用と環境法制
4. 水面活用による魚増産とエビ輸出
5. アグロ・フォレストリーとゴム・チー

ク・マンゴ植林
6. 国産品の質を高めることによる輸出

振興
7. 工業生産増によるGDPの拡大に貢献
8. 生産雇用、貧困軽減をめざしての技

術開発が5次5か年計画の目標

9. 民営化による電力セクターの合理化
10. 商業用エネルギーの大部分を、ガス

の国家的ネットワークによって、賄
う

11. GDP7％増のため、運輸7.5％／年増
が必要

12. アジア道路、貫アジア鉄道、低コスト
住宅

13. 100人中1人（現在は0.39人）の電話を
目標

14. 識字率 70％（2002）、100％（2012）を
めざす

15. 中・高等教育と公共試験の再検討
16. 母子栄養改善により、1.32％／年人

口増率
17. 建設中のスポーツ・文化センターの

完成
18. 教育・訓練・雇用での性差解消

1. 経済成長を加速させ、GDP5％をめざ
す

2. 人間開発により、貧困軽減と雇用を
増やす。

3. 自立の増進

4.15％（88％）

1. 栄養を考慮した国家食料安全保障
（250万トン貯蔵）確立

2. 蛋白質、野菜、果樹などを加味した食
習慣の変化

3. 洪水対策、灌漑、森林保全

4. 工業成長9.1％／年によって、GDP増
加に貢献する

5. 工業への雇用増と収入増
6. 研究を通じての技術開発

7. 農村再生エネルギー増強
8. ガス、石炭、亜炭の最大活用
9. 女性・青年の訓練を通じて農村小工

業の雇用増大
10. 首都圏水陸交通の調整
11. 地方化と農村通信の強化

12. 初等義務教育の導入
13. 職業訓練と技術大学
14. 家族計画、健康管理
15. 社会福祉とNGO活用
16. 生産性増強の人材養成

1. 人口増率の減少
2. 生産成長の増強
3. 人間開発と初等教育完備
4. 技術改良をベースとする長期的構造

改革
5. 食糧の自給
6. 最低基本生活の確保
7. 経済成長の加速
8. 自立の促進

3.8％（90％）

1. 食糧自給を1989までに達成（20.7mト
ン、灌漑3.9mha、雇用40％増、土地
利用と多様作）

2. 米、小麦のバイテク研究
3. 獣医、畜産品の増産

4. 資源開発を生かした工業
5. 農産工業と市場開発
6. 消費需要と輸出入に配慮
7. 農村雇用と中小企業

8. 送配電システムのロス減少
9. 電力庁の収支改善

10. 東部地域のガス開発
11. バイオマス、太陽光、風力、潮力など

の最適活用研究
12. 最適運輸システムと管理

13. 1990年までに初等教育70％
14. 中等、職業教育へも重点
15. 2000年までに全員健康サービス
16. 科学技術の振興
17. 労働管理と自営企業奨励

1. 生活基本需要と生活向上改善のため
の公平な成長

2. 食糧自給の早期達成
3. 生活収入を保証するための積極的雇

用の拡張
4. 人間開発の第1 歩としての初等教育

完備と文盲解消
5. 人口増率を減少させる

3.8％（91％）

1. 水利・肥料強化により、最短期間で食
糧自給を達成

2. 林産・果樹、農村インフラ
3. エビ、カニ、亀、サメ、養殖魚などの

輸出増進

4. 衣服、薬など日用品生産
5. 輸出入バランスの製造業
6. 労働集約雇用の促進
7. 地域バランスの工業

8. 電力自給への改善
9. 農村電化、ポンプの開発

10. 石油節約、ガス開発
11. 生産活動にマッチした交通体系と農

村インフラ
12. 低コスト住宅の大量建設

13. 初等教育と中等教育
14. 道徳・倫理の宗教教育
15. 都市・農村の健康センター
16. 家族計画と社会開発
17. 女性・青年・雇用への配慮

1. 経 済 成 長
増

2. 農 村 の 生
産 と 雇 用
増

3. 国 内 資 源
活 用 と 外
助減

4. 雇 用 収 入
増 と 貧 困
軽減

5. 第 2次 5年
計 画 中 に
食糧自給

1. 高 収 量 種
子 と 肥 料
と水

2. 魚、畜産
果樹、野菜

3. 農民組織
4. 製造業
5. 日 用 品 生

産
6. 農村工業
7. 公 営 企 業

管理
8. 配 電 シ ス

テム
9. 農村電化

10. ガ ス 石 油
自給

11. 科学技術
12. 運輸復旧
13. 安い運輸

14. 初等教育
15. 女性教育
16. 公 共 サ ー

ビス

1. 戦後復興と再建
2. GDP5.5％／年

GDP／人2.5％／年
3. 41万人の雇用増
4. 貿易振興による外助減少
5. 農業近代化と食糧自給
6. 人口増を3.0％→2.8％／年に
7. 収入・雇用の公平分配

4.0％（88％）

1. 10～ 20年間に近代化達成
2. 緑の革命と貧困軽減
3. 農村の雇用と収入増
4. 栄養改善と輸出増
5. 森林管理と水利開発

6. 肥料・農薬・ポンプ、機械
7. 農産加工と輸出
8. 中小企業の育成
9. 所得・雇用の地域配分

10. インフラの復旧と改善
11. 安い運輸モードの開発
12. ドライバーの協同組合
13. 電力不足・格差是正
14. ガス・石油、高層アパート
15. 電信・電話・郵便・テレビ

16. 初等教育の充実
17. 家族計画、医療センター
18. 伝染病の予防

農
林
水
産
業

セ
ク
タ
ー
開
発
の
目
標

社
会
開
発

運
輸
・
電
力

工
　
　
業

現在

JICA調査団作成
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表 6－ 2　開発予算、ドナー援助及び日本・JICAの援助の各セクターへの配分割合（単位：％）
合　　　計 73－ 77 78－ 79 80－ 84 85－ 89 90－ 94 95－ 99（日本・JICAは 97年度まで）

開発 ドナー 日本 JICA 技術 無償 開発 ドナー 開発 ドナー 日本 開発 ドナー 日本 JICA 技術 無償 開発 ドナー 日本 JICA 技術 無償 開発 ドナー 日本 JICA 技術 無償 開発 ドナー 日本 JICA 技術 無償
予算 全体 技協・協力 予算 全体 予算 全体 予算 全体 技協・協力 予算 全体 技協・協力 予算 全体 技協・協力 予算 全体 技協・協力

無償 無償 無償 無償 無償

電気・ガス 22.7 25.9 19.6 1.2 1.0 1.3 10.9 16.9 14.7 22.3 14.2 19.2 30.7 33.9 2.6 0.4 2.9 32.0 30.1 11.6 1.0 1.0 0.9 25.0 25.1 23.2 0.2 0.5 0.0 14.5 18.3 0.2 0.4 0.8 0.0

運輸交通 17.5 17.8 19.4 18.7 6.9 21.8 18.1 19.0 16.6 25.3 43.2 13.9 15.4 1.0 2.1 8.5 1.3 13.8 12.2 7.4 27.0 12.7 29.9 18.3 18.3 32.5 33.2 4.0 44.4 22.2 27.9 65.5 14.4 6.2 22.7

農業・農村 14.2 12.9 14.3 39.7 32.3 41.6 18.0 9.7 26.9 9.0 32.0 24.4 16.1 27.4 55.5 36.2 58.0 8.9 12.1 8.5 30.9 38.2 29.4 13.2 13.7 8.9 27.1 28.2 26.7 12.7 11.2 6.1 12.1 24.3 0.0

　　農林水産業 9.2 7.7 14.1 7.1 22.5 6.8 21.3 13.1 6.8 6.8 6.7 6.9 5.6 5.9

　　開発予算 5.0 5.1 4.0 2.5 4.3 2.2 3.1 3.1 2.1 5.3 6.5 6.7 7.1 5.2

洪水・水資 11.8 10.9 8.8 11.2 13.1 10.7 14.3 8.8 11.9 6.2 2.9 15.0 10.2 2.1 4.3 2.5 4.5 14.1 11.7 10.5 14.8 2.2 17.3 11.4 12.6 13.5 16.5 25.9 12.9 7.6 8.7 7.0 17.9 5.7 30.1

工業 7.7 10.1 21.1 1.8 8.7 0.0 15.7 23.3 13.5 22.1 0.0 10.5 12.1 18.7 1.3 11.0 0.0 13.3 14.7 48.0 1.2 7.2 0.0 5.3 4.9 6.4 1.9 7.1 0.0 2.0 1.4 2.2 5.6 11.3 0.0

教育 7.4 5.9 0.6 1.9 3.9 1.4 4.1 3.0 2.2 2.8 4.8 3.4 3.0 0.1 0.2 1.3 0.0 5.0 5.3 0.4 1.6 2.7 1.4 6.8 7.3 0.4 1.4 5.0 0.0 14.6 9.9 1.4 3.6 7.2 0.0

人口・保健 6.7 8.2 2.9 8.7 14.8 7.0 5.0 8.1 3.9 6.5 2.8 4.6 6.3 7.1 14.4 22.3 13.4 4.6 6.9 1.4 5.1 15.2 3.1 8.0 8.9 0.8 3.3 11.9 0.0 8.6 11.9 8.4 21.8 19.9 23.8

　　人口 4.3 5.3 1.8 3.6 1.3 4.3 2.1 4.0 3.4 4.0 5.9 6.4 4.9 7.9

　　保健医療 2.4 2.9 3.2 4.4 2.6 2.2 2.5 2.3 1.2 2.9 2.2 2.5 3.8 4.0

上水・住宅 5.8 4.6 2.7 7.0 2.5 8.2 6.6 3.0 5.5 2.4 0.0 3.8 2.6 6.4 13.1 1.2 14.6 4.2 3.8 0.3 1.0 5.9 0.0 5.1 5.0 2.7 10.6 1.0 14.3 9.6 8.8 0.9 2.4 4.8 0.0

通信 4.3 2.2 7.1 3.5 3.4 3.5 3.9 3.2 3.1 1.9 0.0 2.7 2.3 2.6 5.3 5.5 5.3 3.0 2.6 7.4 1.4 2.6 1.2 5.5 2.5 10.7 1.7 1.5 1.8 4.8 0.3 5.0 12.8 2.3 23.4

環境 1.2 3.5 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 13.7 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 1.9 1.5 2.4 2.9 13.4 0.1 3.5 5.1 1.8 1.4 0.0 2.5 1.3 0.6 1.3 11.2 0.0 1.0 0.5 0.7 2.4 12.4 0.4 1.3 1.7 1.0 4.1 14.9 0.0 3.4 1.7 3.4 8.8 17.6 0.0

出典 開発予算 「Development Expenditure of the Government by Sector, Statistical Yearbook of Bangladesh/Bangladesh Bureau of Statistics」に掲載のデータから算出

ドナー全体 「Flow of External of Resources into Bangladesh/Economic Relations Division, Ministry of Finance」に掲載のデータから算出

日本・JICA関係 「我が国の政府関係援助／外務省」及び「国際協力事業団事業実績表」に掲載のデータから算出
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表 6－ 3　主要ドナーの各セクターへの援助配分割合

（単位：％）
合　計 71－ 72 73－ 77 78－ 79 80－ 84 85－ 89 90－ 94 95－ 97

C&T Only T C&T C&T C&T C&T Only T C&T Only T C&T Only T C&T Only T
IDA 電力・ガス 20.5 0.0 0.0 9.7 21.8 37.1 11.6 20.0

電力 13.3 0.0 0.0 9.7 11.2 25.6 7.1 13.4
ガス 7.2 0.0 0.0 0.0 10.6 11.5 4.5 6.6

運輸交通 18.8 0.0 31.0 3.4 7.4 9.3 24.9 33.7
農業農村開発 18.8 45.5 38.2 28.7 36.5 8.1 20.3 3.6

農業 14.3 45.5 34.2 26.6 26.7 4.6 13.9 3.6
水産 1.1 0.0 0.0 2.1 0.0 1.5 3.1 0.0
林業 1.4 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.3 0.0

地方開発 2.0 0.0 4.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0
洪水対策 6.3 42.2 0.0 15.2 2.3 16.5 0.0 2.7
工業 10.7 0.0 8.9 12.4 15.5 12.7 16.1 0.3
教育 9.1 0.0 8.2 8.6 7.0 6.0 15.2 9.4
人口・保健 8.7 0.0 3.7 11.0 0.0 5.7 11.9 17.9
上水・住宅 3.6 0.0 5.0 7.6 1.9 4.6 0.0 6.0

上水 3.0 0.0 5.0 7.6 1.9 2.0 0.0 6.0
都市開発 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0

通信 1.1 12.3 5.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
環境 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2

ADB 電力・ガス 20.0 20.9 0.0 40.8 24.0 6.5 18.3
電力 13.0 16.1 0.0 24.2 17.6 0.0 18.3
ガス 7.0 4.7 0.0 16.6 6.3 6.5 0.0

運輸交通 15.2 16.0 0.0 4.2 16.8 21.3 18.1
農業・農村開発 31.1 35.0 66.2 34.5 31.7 26.7 26.6

農業 18.0 16.7 23.3 29.4 13.8 18.4 9.4
水産 1.5 8.2 6.0 0.0 3.9 0.0 0.0
林業 2.4 0.0 0.0 1.0 3.7 0.0 7.3

地方開発 9.3 10.1 36.9 4.1 10.3 8.3 9.9
洪水対策 10.6 0.0 0.0 4.0 16.4 13.8 10.3
工業 7.3 12.6 13.9 6.6 9.2 9.5 0.0
教育 7.9 0.0 3.3 4.6 0.0 14.6 12.6
人口・保健 2.5 0.0 0.0 4.0 0.0 3.1 4.0
上水・住宅 3.3 0.0 0.0 1.3 2.1 4.5 6.5

上水 0.9 0.0 0.0 1.3 0.0 1.9 0.0
都市開発 2.5 0.0 0.0 0.0 2.1 2.6 6.5

環境 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
その他 1.3 15.5 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

日本 電力・ガス 19.6 1.0 14.2 33.9 0.4 11.6 1.0 23.2 0.5 0.2 0.8
電力 17.8 0.9 14.2 26.9 0.2 11.6 0.9 22.2 0.5 0.2 0.8
鉱業 1.8 0.1 0.0 7.0 0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0

運輸交通 19.4 6.9 43.2 1.0 8.5 7.4 12.7 32.5 4.0 65.5 6.2
農業・農村開発 14.3 32.3 32.0 27.4 36.2 8.5 38.2 8.9 28.2 6.1 24.3

農業 12.1 30.5 25.3 26.8 33.8 8.2 37.0 4.0 26.4 5.7 22.5
漁業 0.8 1.7 4.4 0.4 2.3 0.2 1.2 1.1 1.7 0.3 1.4
林業 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3

地方開発 1.5 0.0 2.2 0.2 0.0 0.2 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
災害・洪水対策 8.8 13.1 2.9 2.1 2.5 10.5 2.2 13.5 25.9 7.0 5.7
工業 21.1 8.7 0.0 18.7 11.0 48.0 7.2 6.4 7.1 2.2 11.3
教育 0.6 3.9 4.8 0.1 1.3 0.4 2.7 0.4 5.0 1.4 7.2
保健医療・人口 2.9 14.8 2.8 7.1 22.3 1.4 15.2 0.8 12.0 8.4 19.9
上水 2.7 2.5 0.0 6.4 1.2 0.3 5.9 2.7 1.0 0.9 4.8
通信 7.1 3.4 0.0 2.6 5.5 7.4 2.6 10.7 1.5 5.0 2.3
環境 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 2.4 13.4 0.0 0.6 11.2 0.7 12.4 1.0 14.9 3.4 17.6

計画・行政 0.4 4.9 0.0 0.3 5.0 0.3 5.0 0.3 4.3 1.3 6.5
社会福祉 0.1 1.5 0.0 0.1 0.9 0.1 1.3 0.2 2.2 0.4 2.1

科学技術・文化 0.3 3.8 0.0 0.2 3.4 0.2 3.7 0.4 5.1 1.1 5.5
商業・観光 1.5 1.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.4 0.1 0.7 0.2 1.1

その他 0.2 2.2 0.0 0.1 1.0 0.1 2.0 0.2 2.6 0.5 2.4
アメリカ エネルギー 10.8

災害対策 15.0
農業 34.8
農村開発 1.4
人口・保健 29.9
Private Voluntary Organization 2.0
Miscellaneous 6.2
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表 6－ 4　重点開発セクターと JICAの重点援助セクター

重点セクター 開発予算 ドナー援助 日　本 JICA技協・無償 （技術協力） （無償協力）
電力・ガス ◎ ◎ ○ × × ×

22.7 25.9 19.6 1.2 1.0 1.3

運輸・交通 ○ ○ ○↑ ○ △ ◎

17.5 17.8 19.4 18.7 6.9 21.8

農業・農村開発 ○ ○ ○↓ ◎↓ ◎↓ ◎↓

14.2 12.9 14.3 39.7 32.3 41.6

洪水対策 ○ ○ △ ○↑ ○ ○↑

11.8 10.9 8.8 11.2 13.1 10.7

工業 △↓ ○↓ ◎↓ × △ ×

7.7 10.1 21.1 1.8 8.7 0.0

教育 △↑ △↑ × × × ×

7.4 5.9 0.6 1.9 3.9 1.4

人口・保健医療 △ △↑ ×↑ △↑ ○ △↑

6.7 8.2 2.9 8.7 14.8 7.0

上水・住宅 △↑ ×↑ × △ × △

5.8 4.6 2.7 7.0 2.5 8.2

通信 × × △ × × ×

4.3 2.2 7.1 3.5 3.4 3.5

注 1： 印の意味は以下のとおり

◎ 開発予算合計又は援助合計の 20％以上を配分しているセクター

○ 同 20％未満 10％以上を配分しているセクター

△ 同 10％未満 5％以上を配分しているセクター

× 同 5％未満を配分しているセクター

↑ 開発予算合計又は援助合計の配分比率と 90年以降の同予算又は援助を比較して、後者が伸びているこ

とを表す

↓ 同・減少していることを表す。

注 2： 数字は開発予算合計又は援助合計に占める各セクターの割合
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6－2 主要セクターにおける重点課題・援助課題の特定

6－ 2－ 1 本節の目的

本節の目的は、独立以降、1998年までの期間に関し、主要セクターにおける政府・ドナーの

開発事業の動向を分析し、政府・ドナーのそれぞれの重点課題及び日本・JICAのそれぞれの援

助課題を明らかにすることである。また、併せて、各重点課題に係る政府・ドナーの開発事業

の効果をデータにより確認する。

本分析の対象とするセクターは、前節で特定された政府、ドナー全体及び日本・JICAの重点

セクター及びそれに順ずるセクターとし、具体的には以下のとおりとする（便宜上、農業、産業、

社会及び災害の四つのセクターに分類し、さらにサブセクターに分類する形式とする）。

農業セクター：農業（林業・水産含む）・農村開発

産業セクター：電力・エネルギー、運輸・交通、工業

社会セクター：人口・保健・上水、教育

災害セクター：災害

本分析は本来であるならば、政府・ドナーのすべての開発事業に係る情報を収集し行うべき

であるが、調査に時間的・マンパワー的制約があり、また、現実的にすべての情報を収集する

ことは不可能である。よって、政府の開発予算の約80％はドナー援助に依存していること1）、開

発事業に関し政府の動向とドナーの動向がほぼ一致していること2）、ドナー援助の過半数を世

界銀行（IDA）、ADB、日本及び USAIDで占めること3）を考慮し、本分析は政府・ドナーを合わ

せて基本的に同 4者の開発事業を基に行うものとし、その他の開発事業については、情報が入

手できた範囲で考慮することとする。

また、本分析の基礎となる世界銀行（IDA）、ADBについては援助案件リストはあるものの、

個々の案件に係る情報が少ないことから、大部分の案件については案件名から内容を判断して

いることをあらかじめお断りしておく。

6－ 2－ 2 農業セクター

（1）開発事業動向（表 6－ 5参照）

表6－ 5は開発計画別に農業セクターへの開発事業動向をまとめたものである。食糧自給

に向けて、農産物の生産（農業技術普及、灌漑、農業資機材）・流通（食糧倉庫）、農業金融

1） 第 5章 2.（1）参照
2） 第 6章第 1節 3.参照
3） 第 5章 2.（2）
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の観点からバランスの取れた事業が行われており、それと平行して、畜産、漁業、ジュー

ト、砂糖など、一次産品の多様化、輸出産品の強化に向けた事業が行われている。また、貧

困対策には農業振興だけでなく総合的なアプローチが必要であることが認識されるにつれ、

農村開発に向けた事業に重点がかけられている。

（2）重点課題

第3章 3－ 1（11）に、農業セクター分析に基づいて抽出・整理した農業セクターの今後の

開発課題を記載したが、上記開発事業動向分析からは、過去の開発事業も同課題に沿って

実施されてきたことが判明した。政府・ドナーが農業セクターを重点分野として開発事業

を進めてきたにもかかわらず、程度の差はあるものの農業セクターは過去も現在も同じ課

題を抱えており、これは、バングラデシュにおいて「貧困・食糧自給の問題」がいかに根深

いかを表しているといえるであろう。第 3章 3－ 1と重複するが、農業セクターの重点開発

課題を以下のとおりである（第 3章 3－ 1図 3－ 2を参照）。

バングラデシュでは国民の約 80％が農村部に居住し、その約半分が貧困ライン以下で生

活していることから、農業セクターの開発は貧困対策に不可欠であるといえる。

農業セクターには、「農業振興」の主要課題があり、そして、そのサブ課題としては、ま

ず、独立以降の最大の問題である「食糧自給」があげられ、次に国民の栄養改善に向けて「一

次産品の多様化」、国際収支の改善に向けて「輸出産品の強化」があげられる。

一方、農産物の生産の観点から見ると「農業技術の開発・普及」、「灌漑を中心とする耕地

の利用拡大」、「肥料、農業機材等の農業資材」の課題があり、そして、生産の次の過程とし

て「農産物の流通」の課題があり、生産・流通を支えるものとして「農業資金確保」の課題が

ある。

以上は「農業振興」の観点だけから開発課題を整理したが、バングラデシュはもともと耕

地が限られており、また、人口増と次世代に対し均等に財産を分与するイスラムの均等相

続制度の影響で小農が増加しており、農業だけでは十分な雇用・所得機会を生み出せない。

この状況等を受けて、農業振興のみならず、農業以外の生計向上、生活向上を含めた総合

的な貧困対策アプローチである「農村開発」という開発課題のとらえ方も主流となってお

り、農村開発には、「各種インフラ整備（農業施設、農村マーケット、保健施設、教育施設

等を含む）」、「生計・生活技術の普及」、「開発資金の確保」がサブ課題としてあげられる。

（3）日本・JICAの援助課題

JICAは農産物の生産、一次産品の多様化、農村開発と、農業セクターの重点課題に時機に

応じてバランス良く対応した援助を行っており、JICAの援助課題は重点課題とほぼ同一であ
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る。

（4）重点課題に対する開発事業の効果

上記（2）で農業セクターは現在も過去な開発課題を抱えていると述べたが、農業振興につ

いては、農業技術の向上、灌漑面積の拡大、肥料等の投入を背景に独立時点と現在との比較

で食用穀物の生産量が2倍となるなど一定の開発効果を出ているといえる（第3章 3－ 1参照）。

また、輸出面では、開発事業の効果か否かは定かではないが、魚貝類・畜産製品の輸出額が

1984年と 1994年の実施値で比較して約 2倍に増加している。なお、農村開発については各種

の事業が含まれていることから、その開発事業の効果についてマクロ的にデータで計測する

ことは困難である。

効率性（コスト・ベネフィット）の観点から開発事業の効果を判断することは難しいが、バ

ングラデシュの農業はその前提として災害と耕作地制約の問題を抱えており、年によっては

災害による農村物の被害も多く、また、増産には灌漑整備、肥料投入等のコストがかかり、生

産増大に向けて基礎的なハンディを負っていることから、開発事業の効率性の増進には多大

な障害が存在しているといえる。



表 6－ 5　農業セクターへの協力一覧表

I ：IDB 協力額単位 IDA及び ADB 100万ドル

A ：ADB 日本 億円

日本語 ：日本

農業技術普及

灌漑

農業資機材

食糧倉庫
（流通）

畜産

漁業

林業

農村開発

農業金融

71・72 実施年度 協力額

IRRIG. CHANDAPOUR II 72 13.0
IRRIG. TUBEWELLS 72 14.0

73－ 77 実施年度 協力額
（第1次計画）

I TECHNICAL 73 4.0
ASSISTANCE

プロ技 農業機械化訓練 73 75
プロ技 農業普及計画 75 83 無償
無償 中央農業普及技術 75 76 10.1 プロ技

開発研究所
I TECHNICAL 76 7.5

ASSISTANCE
I EXTENSION AND 77 10.0

RESEAR
プロ技 園芸研究 77 83

I IRRIG-BARISAL 75 27.0
I KARNAFULI 76 22.0

IRRIGATION
開 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 76 78 無償

潅漑計画
A Meghna-Dhonagoda 77 24.0

Irrigation
I MUHURI 77 21.0

IRRIGATION
I SHALLOW 77 16.0

TUBEWELLS

I CEREAL SEEDS 73 7.5
A Jute Seed 74 9.6

I FOODGRAIN 73 19.7
STORAGE

無償 食料倉庫建設計画 77 11.5

A Fisheries 73 3.2
Development

A Aquaculture 77 18.0
Development

I RURAL DEVT. I 76 16.0
A Serajgonj Integrated 76 26.0

Rural Development

I AG. ENGINEERING 73 3.2
CRED

A Agricultural Credit 75 9.4

78・79 実施年度 協力額
（2か年計画）

I AGRICULTURAL 78 5.5
RESEARCH

I JUTE 78 5.0
DEVELOPMENT I

A Crop Intensification 79 20.0
Program

無償 農業専門学校拡充 79 6.0
計画（実験・実習機材）

A Pabna Irrigation and 78 38.0
Rural Development

A Low-Lift Pump 79 11.8
Maintenance Program

無償 食料増産援助 78 6.0
I FERTILIZER 79 28.5

IMPORTS I
無償 食料増産援助 79 10.8

A Food grain Storage 78 12.4
I FOODGRAIN 78 8.9

STORAGE II
無償 食料貯蔵能力拡充 79 9.0

計画（食料用倉庫建設）
A Livestock Services 78 25.0

Development and Training

A Fisheries Credit 78 21.0
無償 沿岸漁船動力化計画 78 3.0 技協連携
I OXBOW LAKE 79 25.0

FISHERIES
無償 漁業研究計画 79 6.0

（調査船）

A Chittagong Hill 78 17.0
Tracts Development

無償 公共施設計画 79 23.0

80－ 84 実施年度 協力額
（第2次計画）

A Rubber Rehabilitation 80 20.0
and Expansion

無償 農業開発機材整備 80 15.0
計画

A Second Crop 81 18.0
Intensification Program

無償 中央農業普及技術 81 1.2 プロ技
開発研究所寄宿舎
建設計画

無償 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ農業大学 81 20.0 プロ技
施設建設計画

I AG EXT II 82 23.2
A Third Crop 83 70.0

Intensification Program
I SUGAR 83 18.4
I AGRIC TRAINING II 83 7.6
無償 稲研究所稲遺伝 83 5.5

資源研究施設建設
I AG RES II 84 23.4
A Tube well 80 50.0
I LOW LIFT PUMPS 80 37.0
A Small-Scale Irrigation 81 50.0

Sector
I HAND TUBEWELLS 81 14.8
無償 末端潅漑施設 81 8.4 開発調査

建設計画
A Bhola Irrigation 82 27.2
A Second Tube well 82 56.5
I DEEP 82 60.5

TUBEWELLS II
I WDB SMALL 84 40.2

SCHEMES PR

I FERTILIZER IMP II 80 25.0
無償 食料増産援助 80 29.0
無償 食料増産援助 81 29.0
無償 食料増産援助 82 32.0
無償 食料増産援助 83 33.0
無償 食料増産援助 84 33.5
無償 食糧貯蔵能力拡充 80 10.0
無償 食糧貯蔵能力 82 18.0

拡充計画

無償 漁網機材供給計画 83 2.1

I MANGROVE 80 11.0
FORESTS
Community Forestry 81 11.0

A Northwest Rural 82
Development

I RURAL DEV II 83 92.8
無償 公共施設建設計画 84 2.0

A Second Agricultural 80 28.1
Credit

I AGRIC CREDIT I 81 32.6

85－ 89 実施年度 協力額
（第3次計画）

A Fourth Crop 85 39.0
Intensification Program

プロ技 農業大学院計画 85 90 無償
A Horticulture 89 22.6

Development

開 ﾗｼﾞｼｬﾋ北部潅漑 86 88
排水開発計画

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 87 1.1 開発調査
地区末端潅漑施設
復旧計画D/D

A Meghna-Dhonagoda 88 8.4
Irrigation

（Supplementary）
I SM SC FCD & 88 61.7

IRRIG.II
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 88 5.4 開発調査

地区末端潅漑施設
復旧計画（1/3）

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 88 0.8 開発調査
潅漑施設建設計画

（D/D）
開 ｸﾘｸﾞﾗﾑ北部潅漑 89 90

排水計画
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 89 5.7 開発調査

潅漑施設復旧計画
（2/3）

無償 食料増産援助 85 38.0
無償 食料増産援助 86 12.0
無償 食料増産援助 87 5.6
A Agricultural Inputs 87 51.7

Program Loan
無償 食料増産援助 89 4.0
無償 食糧倉庫建設計画 85 5.4
無償 食糧倉庫建設計画 86 11.0

A Second Livestock 85 39.0
Development

A Second Aquaculture 86 45.5
Development

I SHRIMP CULTURE 86 20.6
PROJECT

無償 漁業開発公社 88 1.5
魚加工冷凍施設等

I FORESTRY II 85 27.1
A Upazila Afforestation 89 43.5

and Nursery Development
A Rural and Agro-Based 85 20.0

Industries Credit
無償 農村婦人研修所 85 2.6 NGO・

設立計画 ｵｲｽｶ
研究 農村開発計画 86 90
開 ﾓﾃﾞﾙ農村開発計画 87 89 無償・

専門家・
協力隊

A Rural Infrastructure 88 99.8
Development

開 ﾓﾃﾞﾙ農村開発計画2 89 91

90－ 94 実施年度 協力額
（第4次計画）

A Food crops 90 125.0
Development Program

プロ技 農業大学院2 90 95 無償
無償 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ農業 90 4.0 プロ技

大学院施設拡充計画
I AGRIC. SUPPORT 91 24.4

SERVI

無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 90 18.0 開発調査
潅漑施設建設計画

（2/3）
A Northeast Minor 91 73.0

Irrigation
I NAT'L MINOR 91 38.1

IRRIGATI
I SHALLOW 91 52.2

TUBEWELL & L
開 ｸﾘｸﾞﾗﾑ南部潅漑 91 92

排水計画
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 91 9.8 開発調査

潅漑施設建設計画
（3/3）

A Second Bhola 92 39.8
Irrigation

A Southwest Area 93 3.2
Water Resources
Development

I FISHERIES III 90 34.6
無償 ﾓﾉﾊｶﾘ水揚・ 91 92 13.4

貯蔵施設建設

I FOREST 92 36.4
RESOURCES MGM

A Rural Training 90 16.3
A Rural Women 90 8.0

Employment Creation
I BWDB SYSTEM 90 40.8

REHAB.
無償 ﾓﾃﾞﾙ農村整備計画 91 94 24.7 開発調査・

専門家・
協力隊

A Rural Poor 92 28.9
Cooperative

A Second Rural 92 83.4
Infrastructure
Development

研究 農村開発実験 92 96
A Agricultural and 90 60.0

Rural Credit
有償 農村開発信用計画 94 29.9

（ｸﾞﾗﾐﾝﾊﾞﾝｸ）

95- 実施年度 協力額

I AG. RES. 96 33.6
MANAGEMENT

I SILK DEV PILOT 97 8.3
PROJ.

A Small-Scale Water 95 32.0
Resources
Development Sector

有償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ･ﾅﾙｼﾝｼﾞ 97 3.4 開発調査・
排水・灌漑事業 無償

A Participatory 97 19.7
Livestock
Development

プロ技 家禽監理技術 97 2002
改良計画

A Coastal Greenbelt 95 23.4
A Forestry Sector 96 50.0

A Command Area 95 30.0
Development

A Third Rural 97 70.0
Infrastructure
Development

A Rural Livelihood 98 42.6
I GORAI 98 3.0

RESTORATION
I AGR&RURAL 98 0.2

DEVEL PROJ
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6－ 2－ 3 産業セクター

（1）電力・エネルギー

1） 開発事業動向（表 6－ 6の「電力」・「鉱業開発」欄参照）

表 6－ 6の「電力」及び「鉱業開発」によると、独立初期から、電力供給量の拡大、配電

地域の拡大に係る開発事業が行われ、1980年から 1990年前半までは最重点開発セクター

として事業が行われており、農村部の電化にも努力が払われている。

また、天然ガス開発については、1980年代前半から集中して事業が行われている。

2） 重点課題

開発事業動向から、重点課題は、①電力供給量の拡大、②配電地域の拡大であり、ま

た、③外貨節約、同分野の自立発展に向けて国内資源である天然ガスの活用であること

が分かる。

3） 日本・JICAの援助課題

日本・JICAは、重点課題に対応した援助を実施しており、日本・JICAの援助課題は重

点課題と同一である。

4） 重点課題に対する開発事業の効果

1971年と 1994年を比較すると電力生産量は 16.5倍（1971年：717 million kwh、1996年：

11858 million kwh）に、うち天然ガスによる電力生産量が占める割合は 43％から 84.5％に

増加している4）。

また、国民の電力へのアクセス率は1982年と1991年の比較で6.6％から14.4％（都市部：

62.78％、農村部：8.6％）に向上している。

上記のとおり開発事業の効果は大きく出ているといえるが、送配電ロスが大きいこと

からまだ電力需要に対し恒常的に供給不足の状況であり、また、特に農村部では国民の

電力へのアクセス率が低い。また、未回収売掛金などの問題も残っている5）。

（2）運輸交通

1） 開発事業動向（表 6－ 6の「運輸交通」欄参照）

国道等の基幹道路の整備については、線としての道路関連については東部をADB、西

部を世界銀行（IDA）が担当し、橋梁部分を二国間ドナーが担当するという基本パターン

4） 電力供給設備容量は 1971年 549MW、1996年 2908MWであり、5.3倍となっている。
5） 第 3章 3－ 2「7.産業インフラ（電力）」参照。
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が取られている。

独立初期から主要道路の整備が行われ、1980年代半ばから河川により分断された国土

を結ぶ大規模橋梁建設、都市部と農村部を結ぶフィーダー道路の建設、主要道路の改修

事業に重点が置かれている。また、内水運、鉄道整備に係る事業も行われている。一方、

海外との出入口については、チッタゴン港、ダッカ港、チッタゴン国際空港に係る事業

が行われている。

2） 重点課題

ガンジス、ブラマプトラ、メグナの三大河川による国土の分断、モンスーン期による

河川の氾濫による国土の浸水は、バングラデシュの交通体系の整備を困難にし、経済成

長の大きな阻害要因となっている。

第 1次から第 5次までの開発計画のなかで、運輸交通セクターの開発の目的は「独立戦

争によるダメージからの復興（第 1次）」、「輸入代替政策の支援（第 2次）」、「交通システ

ムの機能向上（第 3次）」、「貧困緩和と雇用創造（第4次）」、「輸出促進支援（第5次）」と変

遷しているが、上記開発事業動向を分析すると、要するに開発課題は、まず地方主要都

市と首都圏、都市部と農村部を結ぶ道路を中心とした「国内交通ネットワークの構築」で

あり、次に輸出促進等に向けての「海外との出入り口（空港、港湾）の整備」であるといえ

る。

3） 日本・JICAの援助案件選定に係る妥当性

日本・JICAは、メグナ橋、メグナグムティ橋、ジャムナ橋、パクシー橋など河川によ

り分断された国土をつなぐ橋梁、鉄道、自動車修理工場など「陸運体制整備」、ダッカ港

など「海運体制整備」、チッタゴン空港などの「空運体制整備」を援助課題としており、同

課題は重点課題とほぼ同一である。

4） 重点課題に対する開発事業の効果

道路延長で見ると、1972年と 1995年の比較で全体で 4倍（1975年：4,353km、1995年：

1万 6,070km）、コンクリート等の舗装道路で 2.8倍（1972年：3,509km、1995年：9,842km）

に伸びている。また、輸送量（道路、海運、鉄道、空運）で見ると 1975年と 1995年の比

較で2.1倍（1975年：6万 9,532トン、1995年：14万 6,422トン）に伸びており、開発効果・

援助効果を裏づけるものといえよう。
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（3）工業

1） 開発事業動向（表 6－ 6「工業」欄参照）

開発事業は、独立初期から 1980年代後半までは国営 企業化による農業開発に不可欠な

肥料生産に重点が置かれた。1980年代以降、輸出振興に向けて、ジュートなどの農産品

の高付加価値化、繊維などの労働集約産業の振興に係る事業も行われている。また、農

村部での雇用創出、産業の裾野拡大の観点から小規模企業育成にも力が注がれている。

なお、世界銀行（IDA）は 1980年代前半、ADBは同後半、日本は 1990年を最後に国営

企業に対する援助は供与しておらず、工業セクターへの開発事業は近年激減している。

2） 重点課題

工業セクターと他のセクターの大きな違いは、独立後の開発過程で開発政策が 180度

変更になったことである。すなわち、政府・ドナーは当初、民間資本の蓄積が少なかっ

たこと、政府が中国をモデルとした社会主義的色彩のある政策をとっていたことなどか

ら、国営企業による輸入代替中心の工業政策をとっていたが、国内市場が狭く、国営企

業の経営が非効率であり、経営赤字が政府の財政に大きな負担となったことから、第2次

国家開発計画以降、民間主導による工業開発に政策が変更されており、1990年以降の構

造調整政策の下、その色合いが鮮明になっている。また、この政策変更には世界銀行

（IDA）・IMFを中心とするドナーの意向が色濃く反映されている。

なお、重点課題としては、政策変更前は、国営企業を中心とした肥料など開発に不可

欠なものの輸入代替の促進であり、変更後は安価な労働力も含めてバングラデシュが比

較優位をもつ資源を生かした輸出産品の生産・拡大、外国からの投資促進・輸出振興の

ための制度整備であるといえる。また、政策変更前後を通して、小規模企業育成も重点

開発課題とされていたといえよう。

3） 日本・JICAの援助課題

日本・JICAの援助課題は重点課題とほぼ同一であり、肥料を中心とする国営企業支援、

小規模企業育成である。

4） 重点課題に対する開発事業の効果

表 6－ 7は 1981年を基準（100）として（一部品目については 74年基準を併記）、工業セ

クターの生産指数の推移を表したものである。全体でみると 1996年で生産指数は 217.4

となっているが、品目別でみると衣料（20507.1）が飛躍的に増加しており、それに続いて、

出版物（882.9）、陶磁器（631.1）、肥料（431.4）、ガラス製品（380.7）が工業セクターの生産
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を牽引していることが分かる。

開発事業効果については、肥料については一定の成果が出ているといえるが、世界銀

行（IDA）、ADBは国営企業の非効率性による赤字が国家財政にとって重い負担となった

ことから、非効率な国営企業の抜本的な改革を政府に要求せず、国営企業に援助を続け

たことに対しマイナスの評価をしている。小規模企業育成については、同企業は GDPで

毎年 3％から 4％の安定した成長6）をしているが、これが開発事業の効果か否かを判定す

ることは困難である。また、衣料の飛躍的成長については、開発事業の効果というより

も、民間主導による輸出産業の振興への政府の政策転換の効果というべきであろう。

さらに、輸出面では、衣料を含む繊維が成長牽引役であり、工業セクターでの開発事

業独自の効果は表れているとはいいがたい状況ではあるが、産業インフラを中心とした

産業開発事業の経済効果は現われているといえるのではないだろうか。

6） GDPデータから算出



表 6－ 6　産業セクターへの協力一覧

I ：IDB 協力額単位 IDA及び ADB 100万ドル

A ：ADB 日本 億円

日本語 ：日本

電力

鉱業開発

通信

運輸交通

（道路・橋梁）

（海水運）

（鉄道）

（その他）

工業

（肥料）

（ジュート）

（織物）

（その他）

都市開発

商業・観光

71・72 実施年度 協力額

Ｉ TECHNICAL 72 7.3
ASSISTANCE

開 ジャムナ川架橋 72 76 有償
計画調査

73－ 77 実施年度 協力額
Ａ Bangladesh West 73 9.3

Zone Power
Ａ Bangladesh West 74 4.6

Zone Power
（Supplementary）

有償 ｺﾞｱﾙﾊﾟﾗーバリサル 76 25.5
送電線建設事業

Ａ Chittagong Power 77 27.8
Distribution

Ａ Greater Dacca Gas 75 12.2
Distribution

I TELECOMMUNICATIONS I
74 20.0

有償 ﾀﾞｯｶーチッタゴン 76 17.9
同軸ケーブル
建設事業

開 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾀｼﾞｵ 77
建設計画

Ｉ HIGHWAYS 73 25.0
Ａ Khulna-Mongla Road 77 15.0

Ｉ INLAND WATER 73 4.1
TRANSPO

Ａ Chittagong Port 73 3.2
Ｉ INLAND WATER 75 54.9

TRANSPO
Ｉ INLAND WATER 75 31.0

TRANSPO
Ｉ INLAND WATER 75 4.6

TRANSPO
Ｉ INLAND WTR 77 5.0

TRANSPORT
Ａ Railway 74 23.0

無償 航空機贈与 77 13.9

開 自動車修理工場 77 79 無償
建設計画

Ｉ FERTILIZER 75 33.0
PRODUCTIO

Ａ Ashuganj Fertilizer 75 30.0
Ａ Chittagong Fertilizer 76 2.5

Technical Services

Ｉ SMALL 73 3.0
INDUSTRIES I

有償 ﾀﾞｯｶﾎﾃﾙ建設 77 64.0

78・79 実施年度 協力額
開 送変電計画調査 78 79 円借
有償 発電船事業 78 35.4
開 ｶﾌﾟﾀｲ水力発電所 79 80 円借

増設計画
Ｉ POWER TRANS 79 28.0

+ DIST

Ｉ HIGHWAYS II 79 10.0

有償 海運増強 78 90.0

無償 中央自動車整備ｾﾝﾀｰ 79 80 17.5 開調
建設計画

Ｉ FERTILIZER 79 29.0
PRODUCTIO

Ａ Ashuganj Fertilizer 79 25.0
（Supplementary）

開 ｶﾙﾅﾌﾘｰ･ﾚｰﾖﾝ工場 78 79 円借
修復・増設計画

Ｉ SMALL 78 7.0
INDUSTRY II

開 小規模工業開発計画 79 80

80－ 84 実施年度 協力額
無償 送配電線網整備計画 80 81 9.0
有償 送電線建設 80 31.0 開調
有償 ｶﾌﾟﾀｲ水力発電 81 83 149.3 開調
Ａ Power System 81 26.5

Rehabilitation and
Expansion

無償 配電線整備計画 82 3.0
Ｉ ASHUGANJ POWER 82 82.7
Ｉ RURAL 82 36.0

ELECTRIFICATIO
Ａ Ashuganj Thermal 82 35.0

Power
Ａ Power Transmission 83 82.0

and Distribution
有償 発電ﾊﾞｰｼﾞ建設計画 84 60.7
Ａ Sixth Power 84 120.0

（Sector Loan）
有償 ﾊﾞｸﾗﾊﾞｰﾄ ・゙ 80 66.0

天然ｶﾞｽ開発
Ｉ GAS DEVT 80 64.7
Ａ Natural Gas 80 31.0

Development
Ａ South-East 82 45.6

Bangladesh Gas
Transmission and
Distribution

Ｉ PETROLEUM 83 21.4
EXLORATION

Ｉ REFINERY REHAB. 83 26.5
& EN

Ａ Second Natural Gas 84 103.8
Development

無償 ﾗｼﾞｵ放送会館施設 81 14.4
建設計画

無償 ﾗｼﾞｵ放送会館 82 7.4
建設計画

Ｉ TELECOM III 83 32.5

Ｉ FERTILIZER 81 19.1
TRANSPORT

Ｉ HIGHWAYS 82 5.6
開 ﾒｸﾞﾅ･ｸﾞﾑﾃｨ橋 83 84 無償

建設計画
無償 ﾒｸﾞﾅ河橋梁建設計画 84 1.9

（D/D）
無償 道路整備計画 84 3.3

（農村道路整備機材）

Ｉ CHITTAGONG 82 54.0
PORTS

開 鉄道車輌工場 83 85
建設計画

Ａ Second Railway 84 46.0

Ｉ FERTILIZER IND. 80 29.0
REHA

有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ尿素肥料 81 82 132.5
工場計画

Ａ Chittagong Urea 81 72.0
Fertilizer

Ｉ CHITTAGONG 82 12.8
FERT.

Ｉ JUTE INDUSTRY 80 20.0
REHAB.

開 ｼﾞｭｰﾄ･ﾊﾟﾙﾌﾟ工場 81
建設計画

Ｉ TEXTILE BMR 82 26.1
Ｉ TEXTILE BMR II 84 21.6
Ｉ TEXTILE BMR II 84 20.7
有償 ｶﾘﾅﾌﾘ・ﾚｰﾖﾝ工場修復 80 38.0 開調
Ｉ SMALL INDUS. III 80 26.7
Ｉ BUSINESS 83 7.3

MANAGEMENT

85－ 89 実施年度 協力額
有償 ｶﾞｽ･ﾀｰﾋﾞﾝ発電 85 75.1

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設
Ｉ RURAL ELECT. II 85 76.4
Ａ Seventh Power 85 40.5
無償 配電網整備計画 86 3.0
Ｉ POWER TRANSM. 86 52.3

& DIST
有償 ｼﾚｯﾄ火力発電所 87 81.7

建設計画
Ｉ INDUSTRIAL 88 8.3

ENERGY EFFICIENCY
Ｉ ENERGY SECTOR 89 137.0
Ｉ ENERGY SECTOR 89 1.8
Ｉ POWER DIST. 89 64.7

（16 TOWN
Ａ Eighth Power 89 165.0

Ｉ GAS 85 112.9
DEVELOPMENT II

Ｉ REFINERY MODIF. 86 40.0
& LP

Ａ Brahmaputra Basin 87 74.0
Gas Transmission
and Distribution

有償 電気通信網拡充計画 85 34.2
有償 大ﾀﾞｯｶ圏電話網 85 63.2

整備計画
無償 ﾗｼﾞｵ放送局送信機 86 3.7

整備計画

無償 村落連絡橋整備計画 85 11.0
Ａ Feeder Roads 85 58.0

Improvement
無償 ﾒｸﾞﾅ橋建設計画 86 90 79.6
Ｉ ROAD REHAB. & 87 78.1

MAINTE
Ａ Road Improvement 87 137.5
Ｉ RURAL ROADS & 88 45.0

MARKET

開 ﾀﾞｯｶ･ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ港 85 87 円借
整備計画

開 ﾀﾞｯｶ港ｺﾝﾃﾅ 89 90 円借
ターミナル整備計画

無償 安全運航用機材 87 4.0
整備計画

（空港用化学消防車）
開 ﾁｪﾀｺﾞﾝ国際空港 88 89 円借

開発計画

有償 ﾁｪｯﾀｺﾞﾝ尿素肥料 86 35.5
工場

Ａ Chittagong Urea 86 26.0
Fertilizer

（Supplementary）
有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場 88 138.5

建設事業
有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ苛性ｿｰﾀﾞ 88 20.8

ﾌﾟﾗﾝﾄ修復事業
有償 ｺﾞﾗｻｰﾙ肥料工場 88 103.4

改修事業
有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場 89 185.0

建設事業計画・2

有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ製鉄所 85 47.9
修復計画

Ａ Chhatak Cement 85 15.8
Plant Expansion

開 ﾁｬﾀｺﾞﾝ造船所 87 89
整備計画

Ｉ INDUSTRIAL 87 147.8
SECTOR CREDIT

有償 既往ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活性化 88 124.2
協力

有償 ﾏﾀﾞﾊﾟﾗ採石事業 88 4.4
（E/S）

Ａ Industrial Program 88 65.0
Ｉ EXPORT DEV. 89 19.4
Ｉ INDUSTRIAL 89 1.9

SECTOR CREDIT
Ｉ URBAN DEV. I 88 34.4
Ａ Dhaka Urban 89 24.2

Infrastructure
Improvement

90－ 94 実施年度 協力額
有償 ｴﾈﾙｷﾞｰ部門調整借款 90 38.0
Ｉ RURAL 90 79.6

ELECTRIF. III
有償 ﾊﾘﾌﾟｰﾙ発電所修復・ 92 151.0

拡張計画
有償 発電船改修計画 92 15.6
有償 ｼﾚｯﾄ･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ｻｲｸﾙ 92 59.4

発電所建設計画
有償 農村電化計画 94 54.4

Ｉ LPG DISTRIB. 91 49.8
有償 ﾊﾞｸﾗﾊﾞｰﾄﾞ天然ｶﾞｽ 93 14.1

開発計画
Ａ Third Natural Gas 93 107.0

Development

無償 ﾗｼﾞｵ放送局送信機 90 4.6
整備計画

有償 大ﾀﾞｯｶ圏電話網整備 90 147.6
事業計画・2

無償 ﾒｸﾞﾅ･ｸﾞﾑﾃｨ橋 90 95 83.4 開調
建設計画

無償 ﾒｸﾞﾅ河護岸対策計画 92 11.2
有償 ｼﾞｬﾑﾅ多目的橋 93 215.6 開調

建設計画
Ａ Road Overlay and 93 68.0

Improvement
Ｉ 2ND ROAD REHAB 94 103.9

& MAI
Ｉ JAMUNA BRIDGE 94 143.6
無償 地方道路簡易橋 94 96 15.1

建設計画
有償 ﾊﾟｸｼｰ橋建設計画 94 1.5

（E/S）
Ａ Jamuna Bridge 94 200.0

Ｉ INLAND WATER 91 31.3
TRANSP

有償 ﾀﾞｯｶ港開発計画 92 1.8 開調
（E/S）

無償 船員訓練養成学校 92 6.4
整備計画

Ａ Railway Recovery 94 80.0
Program

有償 ﾁｪﾀｺﾞﾝ空港整備 92 3.3 開調
計画（E/S）

有償 ﾁｯﾀｺﾞﾝ国際空港 94 125.0 開調
開発計画

有償 ｼﾞｬﾑﾅ肥料工場 90 84.8
建設事業計画・3

Ｉ JUTE SECTOR 94 175.0
ADJ.CRED

Ｉ JUTE SECTOR 94 2.4
ADJ.CRED

Ｉ JUTE SECTOR 94 2.3
ADJ.CRED

Ａ Small and Cottage 90 30.0
Industry

Ａ Second Industrial 91 125.0
Program

開 ﾁｯﾀｺﾞﾝ地域工業 93 95
開発計画

Ａ Secondary Towns 90 43.0
Infrastructure
Development

95－ 実施年度 協力額
Ａ Rural Electrification 95 50.0
Ａ Ninth Power 96 134.4
Ｉ PRIV SEC INFR 97 168.6

DEVT

Ｉ GAS 95 83.4
INFRASTRUCTURE

無償 ダッカ・テレビ局 97 11.2
機材整備計画

Ｉ 2ND RURAL RDS 96 91.2
& MRKT

Ａ Jamuna Bridge 96 72.0
Access Roads

無償 ﾒｸﾞﾅ橋護岸改修計画 97 2.2
開 ﾙﾌﾟｼｬ橋建設 97 98

計画調査
有償 ジョムナ橋アクセス 97 62.1

道路事業
有償 ﾊﾟｸｼｰ橋建設計画 97 87.1
無償 ﾀﾞｯｶ･ﾁｯﾀｺﾞﾝ間 97 8.7

幹線道路中小橋梁
建設計画（1/2）

Ａ Jamuna Bridge 97 110.0
Railway Link

Ｉ ROAD REH. 98 203.4
MAINT. III

Ｉ DHAKA URB 99 129.3
TRANSPORT

Ｉ JUTE SECTOR 95 2.3
ADJ.CRED

Ｉ JUTE SECTOR 96 2.0
ADJ.CRED

Ａ Secondary Towns 95 65.0
Infrastructure
Development II
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1978 1981 1983 1988 1993 1996 81weight 88weight
全体生産指数 132.4 143 99.3 142 122 174.5 185.5 265.2 217.4 310.9

Manufacture of food beverage and tobacco 83.31 110.0 166.4 178.8 14.85 22.14
Food manufacturing 137 174 81.52 141.8 107.0 186.2 147.9 257.3 143.2 249.2 12.11 15.34
Beverage industries 188 187 84.82 158.6 213.0 398.3 219.8 411.1 186.3 348.4 0.65 0.85
Tobacco manufacturing 93.24 91.0 174.5 224.8 2.09 5.95

Cigarettes 114 133 93.24 124.0 91.0 81.7 120.1 2.09 2.1
Textile wearing appreal and leather industries 104.68 167.0 267.8 326.8 41.38 38.16

Manufacturing of textile 95.32 96.0 93.4 88.1 38.52 24.68
Cotton textile 108 105 104.59 109.8 131.0 137.6 135.1 141.9 110.2 115.7 8.33 7.83
Jute textile 101 114 92.76 105.7 87.0 99.2 72.0 82.1 69.7 79.5 30.19 14.07

Garment 526.21 4044.0 11062.8 20507.1 0.72 9.13
Leather and leather products 133.72 201.0 248.1 202.7 0.97 2.49
Mfg. Of  footwear 150.07 80.0 111.6 148.8 0.56 1.6

Manufacture of wood and wood products, including furniture 152.01 187.0 220.1 281.7 0.7 0.23
Wood product except funiture 146.77 160.0 149.4 171.5 0.48 0.11
Wood furniture 163.46 252.0 352.8 275.8 0.22 0.12

Manufacture of paper products: printing and publishing 104.65 161.0 343.9 416.3 3.03 4.65
Mfg. Of paper and paper products 81.16 120.0 126.5 94.5 1.66 2.26
Printing, publishing and allied product 133.11 206.0 612.0 882.9 1.37 2.39

Manufacture of chemicals and chemical petroleum and rubber 140.81 170.0 272.5 304.0 23.19 24.04
Drugs and pharmaceuticals 148 244 92 224.5 68.0 165.9 148.2 361.6 214.0 522.2 10.21 7.01
Mfg. Of industrial chemicals 190.97 323.0 468.6 379.0 7.44 12.94

Fertilizer 124 143 197.22 282.0 389.0 556.3 575.8 823.4 431.4 616.8 6.54 11.34
Mfg. Of other chemical products 168.39 130.0 143.3 200.5 4.52 2.6
Petroleum refining 89.89 92.0 104.8 116.7 0.2 0.66
Mfg. Of rubber products 153.66 127.0 89.4 84.9 0.82 0.53

Manufacture of non-metalic mineral products 83.75 239.0 251.7 337.8 1.68 2.77
Mfg. Of potters china and earth wear 122.17 837.0 657.1 631.1 0.3 0.55
Mfg. Of glass and glass products 109.07 114.0 226.6 380.7 0.41 0.15
Mfg. Of other non-metalic mineral products 61.16 106.0 112.0 153.6 0.97 2.07

Basic metal industries 61.56 60.0 65.9 103.5 9.56 2.07
Manufacture of fabricated metal prod. Machinery and equipments 126.22 144.0 128.3 137.9 5.61 5.94

Mfg. Of fabricated metal 106.94 125.0 117.1 194.1 0.5 0.45
Mfg. Of fabricated metal and equipment 149.56 171.0 246.4 249.9 0.59 0.38
Mfg. Of machinery(non-electric) 144.04 123.0 80.7 59.4 1.58 0.33
Mfg. Of electric machinery 129.43 170.0 165.3 169.8 2.16 3.23
Mfg. Of transport equipments 75.94 54.0 33.6 36.6 0.78 1.55

Source：Statistical Yearbook of Bangladesh /Bangladesh Bureau of Stastistics

表 6－ 7　工業セクターの生産指数

大数値：1981年＝100　　小数値：1974年＝100
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6－ 2－ 4 社会セクター

（1）人口・保健医療・上水

1） 開発事業動向（表 6－ 8「人口」、「保健医療」、「上水」欄参照）

独立以降、家族計画（特に世界銀行（IDA）、USAID）、母子保健（特に世界銀行（IDA））、

予防医療・第 1次医療を中心とする医療機関の数的拡大・質的向上（特に ADB）、上水供

給に重点を置いて開発事業は進められてきている。

また、事業の実施方式として、家族計画を中心に NGOに事業委託をしているケースが

多いのが特徴的である。

2） 重点課題

第 3章第 3節の保健医療セクターの分析結果によるとバングラデシュの保健医療事情

は他の 1人当たり所得が類似した諸国と比較しても劣悪な状況にあることから、開発課

題は多々あるが、そのなかでも独立以後の重要な課題は①高い人口増加率②感染症中心

の疾患③高い乳児死亡率④高い妊産婦死亡率の 4項目であり、①については家族計画の

強化、②から④については保健衛生・医療体制の強化、特に母子保健を含めた予防医療・

第 1次保健医療体制の強化が重点課題であり、開発事業動向からもそれらが重点課題で

あるといえる。

また、代表的な疾患に貧血症と微量栄養素欠乏症が入っていることから、貧困による

健康への悪影響が大きいと考えられ、保健医療体制の強化と併せて食糧供給面での対策

も重要である。

3） 日本・JICAの援助課題

重点課題に反し、JICAは従来、循環器、リューマチ熱を中心に第 2次・3次医療の強化

を重点的な援助課題としているが、家族計画は独立当初から 1985 年まで取り組んでお

り、1983年には必須医薬品製剤センターを建設し、また近年では、母子保健、ポリオ予

防の援助を行っている。

バングラデシュの疾病構造を考慮すると母子保健を中心とした予防医療・第 1次医療

の強化が最優先課題であることは明らかである。しかしながら、日本では保健医療分野

の専門家の確保そのものが容易でなく、さらに予防・第 1次医療の専門家のリソースが

絶対的に不足していること、予防医療・第 1次医療への援助と比較して第 2次・3次医療

への援助は JICAの援助スキームにマッチしており、短期で目に見える効果をあげやすい

こと、また、保健医療水準の向上に向けて第2次・第3次医療の強化が必要であることな

どから、第 2次・第 3次医療を重点的な援助課題としたことは、JICAとして自らの援助
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体制の長・短所を考慮したうえでの選択であったと考えられる7）。

4） 重点課題に対する開発事業の効果

人口増加率は2.9％（1961年から1974年の平均）から1.6％（1992/98年の平均）となり、出

生時平均余命は 45歳（1970年）から男性 58.1歳、女性 58.2歳（1997年）となっている。ま

た、乳児死亡率は 140（出生 1,000件当たり：1980年）から 77（同：1996年）と半減し、妊

婦死亡率は 700（出生 10万件当たり：1980年）から 400（同：1996年）に改善して、安全な

水へのアクセス率は 97％（1997年）に達している。よって、開発事業の効果は現われてい

ると判断できる。しかしながら、南アジア諸国と比較すると人口増加率及び合計特殊出

生率（TFR）を除いてデータは下回っており、いまだ保健医療状況は劣悪な状況であると

いえ、更なるサポートが必要である。

7） 経済協力評価報告書（平成 2年 6月）：保健医療セクター評価（バングラデシュ）参照





表 6－ 7　社会セクターへの協力一覧表

I ：IDB 協力額単位 IDA及び ADB 100万ドル

A ：ADB 日本 億円

日本語 ：日本

人口

保健医療

上水

教育

73－ 77 実施年度 協力額
I POPULATION I 75 15.0
プロ技 家族計画 76 85

無償 深井戸掘削機材 73 3.9
I CHITTAGONG 73 7.0

WATER SUP
I DACCA WATER 73 13.2

SUPPLY
無償 浅井戸掘削計画 76 9.2
I EDUCATION 73 21.0
I RURAL TRAINING 76 12.0

78・79 実施年度 協力額
I POPULATION II 79 32.0

プロ技 循環器病対策 79 86 無償
無償 循環器病研究所 79 7.0 プロ技

機能強化計画

I DACCA WATER II 79 22.0

無償 学校教育放送施設 78 7.0
整備計画

A Educational 78 6.0
Equipment
Development

無償 小中学校増改築計画 79 5.0
I ED SKILL 79 25.0

TRAINING

80－ 84 実施年度 協力額
A Health and Family 83 27.5

Planning Services

A Public Health Program 80 15.6
無償 救急患者輸送ｻｰﾋﾞｽ 81 2.5

拡充計画
無償 ﾀﾞｯｶ医科研究所 82 2.9 専門家

病院整備計画
無償 必須医薬品製剤ｾﾝﾀｰ 83 11.5

建設
無償 ﾅﾗﾔﾝｶﾞﾝｼﾞ総合病院 83 85 28.8

建設
無償 ﾀﾞｯｶ歯科大学機材 83 1.0

整備計画
無償 医療機材整備計画 84 8.3

（県病院）
I CHITTAGONG 80 20.0

WATER II
A District Towns 82 14.4

Water Supply
無償 飲料水給水施設 84 88 60.0

建設計画
I EDUC. IV 80 40.0
A Community Schools 81 13.5

I TECHNICAL 84 33.9
EDUCATION

A Secondary Science 84 37.0
Education Sector

85－ 89 実施年度 協力額
I POPULATION III 86 75.4

無償 循環器病ｾﾝﾀｰ
医療機材整備計画 86 3.0 プロ技

無償 医療機材整備計画 87 6.8
（内分泌代謝疾患
総合研究所・結核）

プロ技 ﾘｳﾏﾁ熱ﾘｳﾏﾁ性 88 93
心疾患抑制

I DHAKA WASA III 86 26.4

I PRIMARY EDUC. II 85 80.1
無償 大学教育機材 89 4.3

整備計画（6大学）

90－ 94 実施年度 協力額
I POP. & HEALTH IV 91 133.2
A Second Health and 91 51.0

Family Planning
Services

無償 ﾁｬﾝﾄﾞﾆｶﾞｯﾄ上水道 93 96 37.4
施設改善計画

A Second Water Supply 93 31.0
and Sanitation

I GENERAL 90 120.6
EDUCATION

A Primary Education 90 68.3
Sector

A Higher Secondary 91 49.2
Education

A Bangladesh Open 92 34.3
University

A Rehabilitation of 92 15.0
Damaged School
Facilities

I FEMALE 93 49.5
SECONDARY SCH

A Secondary Education 93 72.0
Development

95－ 実施年度 協力額
I HEALTH AND POP 98 185.5

PROGRAM

無償 ﾎﾟﾘｵ撲滅計画 95 96 7.5
I NUTRITION 95 40.1
無償 第二次ポリオ 97 3.9

撲滅計画（1/2）
Ａ Urban Primary 97 40.0

Health Care
無償 母子保健研修所 98

改善計画

I DHAKA WATER/ 96 51.0
SAN. IV

開調 ﾁｯﾀｺﾞﾝ・ﾓﾊﾗ浄水道 98
拡張計画

I ARSENIC 98 24.2
CONTROL

Ａ Nonformal Education 95 26.7
I NON-FORMAL 96 7.1

EDUCATION
Ａ Second Primary 97 100.0

Education Sector
I PRIMARY 98 111.0

EDUC DEV
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（2）教育

1） 開発事業動向（表 6－ 8「教育」欄参照）

「初等教育の強化」については、政府は第 2次 5か年計画から重点開発課題としてして

いたが、ドナーが本格的に取り組みはじめたのは世界銀行（IDA）が従来の職業教育中心

の援助のパフォーマンスが悪いことから初等教育中心へと援助スタンスを変更した 1985

年以降である。6－ 1で示したとおり、それ以降、政府・ドナーの事業量は増大し、1995/

96年期では教育セクターに運輸交通セクターに次ぐ開発予算の配分がなされている。ま

た、初等教育への就学率の向上を受けて、1990年以降は就学率の男女格差及び都市・農

村格差の解消、教育の質の向上、中退率の減少に向けた事業も行われている。

「識字率の向上」については、政府は独立当初、重点課題としていたが、本格的に事業

に乗り出したのはドナーの援助が本格化した 1990年以降である。

「初等教育の強化」「識字率の向上」に対しては「人口・保健医療」と同様に NGOの役割

が大きいのが特徴であり、1990 年以降は政府も NGOとの連携を強めて事業を行ってい

る。

中等教育についても ADBを中心に援助が行われており、世界銀行（IDA）により就学率

のジェンダー格差改善に向けた援助も行われている。

以上のとおり、教育セクターでは、第 3次 5か年計画（1980年～ 1984年）までは政府と

ドナー間での事業連携は弱かったが、第 4次 5か年計画以降は政府とドナー及びドナー間

での連携が徐々に強化され事業が行われている。

2） 重点課題

上記開発事業の動向等から、識字率の低さを背景に「基礎教育の強化」が重点課題であ

り、そして同課題は「初等教育の強化」と「識字率の向上」の 2つの課題に分かれ、前者は

さらに「就学率向上」「中退率の減少」「教育の質の向上」の 3つの課題に分かれると考えら

れる。

3） 日本・JICAの援助課題

日本・JICAの実施案件は 3案件だけであり、援助課題はまだ明確でない。

4） 重点課題に対する開発事業の効果

初等教育への就学率は 60％（1974年）から 69％（1990年～ 1995年平均）へ、男女間の就

学率格差も 79％と 41％（1974年）から 74％と 64％（1990年～ 1995年平均）へと改善してお

り、また、識字率も 25.8％（1974年）から 51％（1997年）へ向上しており、特に教育への
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事業が本格化した 1990年以降は開発事業の効果が顕著に現われているといえる。しかし

ながら、いまだ、識字率の水準は LLDC諸国の平均より低く、初等教育では中退率の高

さ（50％強）、教育の質の問題（暗記中心で修学年数に相応する学力がついていない、学

習内容が教養中心であり実生活に役立たない等）を抱えており、基礎教育分野での課題は

解決されていない。

また、今後の産業開発に向けた人材の育成の観点から中等教育の強化も課題となって

いる。

6－ 2－ 5 災害セクター

バングラデシュの主な災害は「洪水」と「サイクロン」である。また、災害に対する援助は災害

防止に係るものと災害が起きた際の緊急援助的なものの 2つに分けられるが、後者は突発的に

行われているものであることから、ここでは、主要な災害である洪水・サイクロンに係る災害

防止に係る援助のみを分析対象とする。

（1）開発事業動向（表 6－ 9参照）

洪水対策の計画・事業は独立以前から行われているが、近年の計画・事業は 1989年に政

府・ドナー間で合意された洪水対策の枠組みである Flood　Action Plan（FAP）の提案に基づ

いて行われている。計画については 1994年末におおむね策定が終了しており、その成果は

政府が現在作成している National Water Management Planに取りこまれる予定である。しか

しながら、同計画の事業化については50億ドル（年間の政府予算額に相当）の巨額が予算が

必要であることなどから、各ドナーが予算の手当てができる範囲内で緊急性の高い事業を

局所的に実施している状況である。

サイクロン対策もシェルター建設を中心に独立以前から実施されているが、近年の計

画・事業はFAPの一部であるCyclone Protection Project及び 1993年に策定されたMultipurpose

Cyclone Shelter Programに基づいて行われている。

（2）重点課題

開発事業動向から重点課題は、洪水・サイクロンに係る「災害被害の最小化」であり、そ

れから「災害防止計画の立案」及び「災害防止事業の実施」の課題が出てくると考えられる。

（3）日本・JICAの援助課題

日本の災害セクターの援助課題は、洪水関係、サイクロン関係、消防・救急関係に分け

られる。洪水関係については FAPの提案に基づいて、又は、FAPの提案を先取りした形で
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実施されたものであり、サイクロン関係について Multipurpose Cyclone Shelter Programに基

づいて援助が実施されており、両者とも重点課題に対応しており、ドナー間の調整に基い

た援助である。

（4）重点課題に対する開発事業の効果

全体の開発効果を時系列的なデータで示すことは難しいが、個別のプロジェクトレベル

で見ると着実に開発効果があがっているといえよう（第 7章 7－ 2参照）。





表 6－ 8　災害・環境セクターへの協力一覧

I ：IDB 協力額単位 IDA及び ADB 100万ドル

A ：ADB 日本 億円

日本語 ：日本

災害対策

災害緊急援助

環境

71・72 実施年度 協力額

I CYCLONE AREA 72 25
REHAB.

73－ 77 実施年度 協力額
2.0

無償 災害緊急援助（洪水）74 2.0

78・79 実施年度 協力額
I DRAINAGE & 78 19.0

FLOOD CON
I DRAINAGE & 79 25.0

FLOOD CTL

無償 罹災者救済計画 78 4.5
無償 災害緊急援助 78 2.8

（ﾋﾞﾙﾏ難民救済）

80－ 84 実施年度 協力額
A Geological Survey 80 6.2
I DRAIN/FLOOD 81 24.0

CONT II
無償 消防機能強化計画 83 2.0

（消防車）

無償 罹災地復興計画 82 5.0
無償 罹災地復興計画 83 5.5
A Ganges-Kobadak 83 37.0

Rehabilitation
無償 罹災地復興計画 84 6.0

85－ 89 実施年度 協力額
開 ﾀﾞｯｶ市雨水排水 85 87 無償

施設整備計画
I FLOOD CON. & 85 50.1

DRAINAG
無償 気象観測用ﾚｰﾀﾞｰ 86 6.4

更新計画
無償 消防及び救急用 86 2.5

機材整備計画
（消防車）

I FLOOD CON. & 87 16.6
DRAINAG

無償 ﾀﾞｯｶ市雨水排水 89 92 22.5 開発調査
施設整備

無償 罹災地復興計画 85 8.0
無償 災害援助 85 2.8
I FLOOD REHAB. 85 31.3

CREDIT
無償 罹災地復興計画 86 7.0
A Khulna Coastal 86 16.9

Embankment
Rehabilitation

無償 罹災地復興計画 87 8.5
無償 災害緊急援助 88 11.2
有償 洪水災害復興緊急 88 75.0

商品借款
I FLOOD REHAB. II 88 18.2
A Flood Rehabilitation 88 14.3

（Flood Control and
Irrigation）

A Flood Rehabilitation 88 40.0
（Rural Infrastructure）

A Flood Damage 88 40.0
Restoration

（Roads and Railways）
I FLOOD REHAB III 89 102.8
A Second Flood 89 80.0

Damage Restoration
無償 下水道整備計画 87 90 52.0

90－ 94 実施年度 協力額
開 ﾀﾞｯｶ首都圏洪水 90 92

防御・雨水排水計画
開 北西地域洪水 90 92

防御・排水計画
開 国土測地基準点網 91 95

整備計画
A Dhaka Integrated 91 91.5

Flood Protection
無償 気象用ﾏｲｸﾛｳｴｰﾌﾞ網 92 8.4

整備計画
A Secondary Towns 92 55.0

Integrated Flood
Protection

無償 多目的ｻｲｸﾛﾝ･ｼｪﾙﾀｰ 93 95 17.7
建設計画

（小学校併設）
ﾁｰﾑ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ洪水対策 94 97
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災道路 91 3.0

復興計画（救援機材）
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災施設 91 2.0

復興計画（救援機材）
無償 ｻｲｸﾛﾝ被災農地 91 2.8

復興計画（救援機材）
無償 災害緊急援助 91 12.3
有償 ｻｲｸﾛﾝ災害復興 91 122.0

緊急商品借款
A Cyclone Damaged 91 28.8

Road Reconstruction
A Khulna-Jessore 93 50.0

Drainage Rehabilitation

95- 実施年度 協力額
無償 自然災害気象警報 97 14.7

改善計画

I COASTAL E 95 34.1
MBANKMENT R

A Flood Damage 98 104.0
Rehabilitation

I RIVER BANK 95 78.4
PROTECTIO

開 ﾀﾞｯｶ北部下水道 96 98
整備計画

A Sundarbans 98 37
Biodiversity
Conservation
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6－3 マクロ評価結論

本節の目的は、前述の「開発の推移と現状」を踏まえ、経済・社会の効率的開発の観点から本章

6－ 1及び 6－ 2で特定した政府・ドナーの重点セクター・重点課題の選定の妥当性を検証し、同

検証結果を基に JICAの重点セクター及び援助課題の選定の妥当性を検証することである。

なお、検証をするためにはその基準が必要であるが、第 6章 6－ 1で述べたとおり、バングラデ

シュでは他の多くの途上国と同じように「貧困の撲滅」と「経済的自立」が経済・社会開発の目標で

あることから、その 2つの目標達成の観点から経済・社会開発の効率性を検証することとする。

（1）政府・ドナーの重点セクター及び重点課題の選定の妥当性の検証

1） 重点開発セクターの選定の妥当性

1971年のバングラデシュ独立当時、パキスタン時代の西パキスタン偏重政策の影響で元

来蓄積の少なかったインフラは独立戦争で破壊され、また、食糧需要は供給量を 20％以上

上回り、国民は飢えている状況にあった。また、毎年のように繰り返される洪水・サイク

ロンなどによる大規模な災害は開発の基礎条件をさらに悪化させた。独立時のこのような

事情から政府は、開発への基礎条件整備として食糧自給とインフラ整備、そして同目標達

成を阻害する災害の対策に予算を重点配分したが、この政策は「貧困対策」と「経済的自立」

を達成するうえで基盤となる部分に重点的に取り組むものであり、妥当であった。現在、食

糧生産量は増大し、食糧自給達成に近づいており、また、インフラ・災害対策についても

まだまだ不十分ではあるが整備が進んできおり、近年の安定しつつある経済成長の基礎と

なっている。

その反面、経済自立に向けて国営企業による工業化に予算を重点配分し、教育、人口・保

健医療などの社会セクターに十分な措置をとってこなかったことが、結果的に経済のダイ

ナミック、かつ、持続的成長への阻害要因を発生させたといわざるを得ない。バングラデ

シュのような最貧国では民間資本の蓄積が少ないことから、開発の第 1フェーズにおいて、

本来、民活の可能な分野においても国が国営企業によってサービスの提供を担当すること

もやむを得ない場合がある。特に「食糧自給」という最重点課題の達成するための肥料工場

への投資など経済・社会開発に不可欠な基本材の生産を担当する国営企業への投資につい

ては当初の妥当性は高かったと推測される。しかしながら、国営企業は、国内市場が小さ

いこと、往々にして政治に左右され市場メカニズムが適性に働きがたいことなどから、経

営が非効率になり、既得権者の抵抗等から経営改善は難しく、収支の赤字が重く国家財政

に圧し掛かるとともに、国営企業の既得権益確保の観点から市場への民間企業の参入を制
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限し、民間企業育成の大きな阻害要因となる傾向がある。そして、その傾向がバングラデ

シュにもあてはまったことは第 2章 2－ 1及び 2－ 2に述べたとおりである。一方、十分な

措置がとられなかった社会セクターの開発は立ち遅れ、保健医療水準・識字率は南中央ア

ジア諸国と比較してもいまだ低く、経済・社会開発への大きな阻害要因となっている。よっ

て、バングラデシュ政府が国家開発の初期段階において国営企業による工業化に重点を置

いたことは、当初は妥当性があったが、政府の国営企業のミスマネージメントにより国営

企業の収支の赤字が国家財政の重い負担となったことから、結果的に妥当性を失ったとい

わざるを得ない。また、同負担が社会セクターに十分な予算的措置をとれなかった原因の

一つであるともいえる。バングラデシュの経済・社会開発を遅々としたものにした原因は、

独立時の開発の基礎条件の悪さ、1970年・1980年代のオイルショックによる国際経済環境

の変化、政治的不安定性と政策の非連続性とともに、1980年代までの「国営企業重視、社会

セクター軽視」の政策の失敗であると思われる。

構造調整を契機に 1990年代に入り、政府は国営企業の民営化も含め本格的に「民間資本

主導による工業開発」へ政策を転換し、インフラについても民活を図るとともに、教育を中

心に社会セクターに開発予算を重点配分している。これらは経済・社会の効率的開発に向

けて限られた財源を有効配分するものであり、妥当な選択である。そして、妥当性を示す

一例が 1990年代に入ってからの安定した経済成長である。

この「民間主導・社会セクター重視」への政策転換は世界銀行（IDA）を中心とするドナー

の影響によってもたらされたといえよう。従来、政府の立案した開発政策に沿ってドナー

が援助を決めており、結果として「国営企業重視・社会セクター軽視」の政策の失敗に助力

することとなった。しかしながら、政府とドナーの開発戦略策定におけるイニシアティブ

は 1990 年代に入り逆転し、同年以降はドナーが開発政策の方向性を政府に示し、それに

従って援助を決め、開発を進めている。この背景には世界銀行（IDA）・IMFにより 1989年

から実施された強力な構造調整政策があるとともに、各ドナーが援助能力の伸び悩みから

政府への援助効率性を確保するうえでのコンディショナリティーを強化していることが上

げられる。

2） 主要セクターにおける重点課題選定の妥当性

① 農業セクターでは「農業振興」、特に「食糧自給の達成」と「農民の生計・生活向上に向

けた農村開発」が中心的な重点課題となっており、その他の重点課題はそれら中心的

な重点課題の達成を支援するよう選定されており、国民の約 80％が農村に居住し、そ
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の約半数が貧困層であるバングラデシュの貧困対策に向けて、これらの重点課題の選

定は妥当であると考える。

② 産業セクターでは、電力・エネルギーについては「電力供給量の拡大」、「配電地域の拡

大」及び「天然ガスの利用」が、運輸交通では、「国内交通ネットワークの構築」及び「海

外との出入口の整備」が重点課題とされているが、これらの課題への取り組みは経済

的自立の基礎条件整備に向けて不可欠であり、重点課題の選定として妥当である。ま

た、運輸交通についてはプライオリティーの高い課題から政府・ドナーの密接な連携

に基づいて事業が実施されており、実施の効率性の面からも妥当であると思われる

工業については、1980年代までの「国営企業による工業化」及び 1990年代の「民間投資

の促進、輸出振興」の選定の妥当性の判断については前述のとおりであり、1970年代

の終わりから実施されている「小規模企業育成」については、経済的自立に向けての裾

野産業の育成のみならず、貧困層の雇用創出にも有効であり、貧困対策の面からもそ

の選定に妥当性がある。

③ 社会セクターでは、教育については「基礎教育」が中心的な重点課題となっており、中

でも 1980年代半ば以降、「初等教育」に重点がかけられているが、第 2章 2－ 3でも述

べたように初等教育は貧困率の低減に効果が大きく、また、産業開発・経済的自立に

向けて労働市場に一定の質を保った労働力を供給するうえで不可欠であることから、

同選択は妥当である。

保健医療については、「家族計画」、「母子保健を中心とする予防・第 1次医療」が重点

課題とされているが、この選定は人口の急増という状況や主要死亡原因につながる疾

病構造を踏まえたものであり、貧困対策はもとより経済的自立の面でも妥当である。

④ 災害セクターでは、災害被害の最小化に向けた計画、対策が重点課題として選択され

ているが、その妥当性については検討の余地はない。また、同計画・対策は政府・ド

ナー間の連携・調整に基づいて実施されており、実施の効率性の面からも妥当であっ

たといえる。

⑤ 以上のとおり、主要セクター内における政府・ドナーの重点課題の選定については、

1980年代までの工業セクターを除いて、おおむね各セクターの開発段階に応じた選択

がなされており、各セクターの開発状況を表す代表的データも改善していることから、

経済・社会の効率的発展の観点から妥当であったと思われる。
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（2）JICAの重点セクター及び援助課題の選定の妥当性の検証

それぞれのドナーの援助資源は限られており1）、また、ドナーは政府・ドナーの重点セク

ターとともに、自らの援助体制の長・短所（無償・有償など援助スキームの性格、専門家リソー

ス、保有技術の比較優位性など）を考慮して援助課題とその実施手法を決めている。よって、

それぞれのドナーの重点セクター・援助課題が政府・ドナーの重点セクター・重点課題をす

べて網羅することは少なく、また、個々の重点セクターに対する配分割合が政府・ドナーの

配分割合と同一又は高い整合性を有しなくとも、それをもって援助の妥当性を否定するもの

ではない。それぞれのドナーは、政府・ドナーの重点セクター・重点課題を踏まえつつ、自

らの援助体制の長所を活かした援助を行っていれば良い。

これを前提として、JICAの重点セクター及び援助課題の選定の妥当性を検証すると、本章

6－ 1の分析から、JICAは「農業・農村開発」を中心に「運輸・交通」、「洪水対策」を重点セク

ターとして援助を行っており、同セクターは政府・ドナーの重点セクターと一致することが

判明した。また、6－ 2の分析から、主要セクター内において JICAの援助課題は、保健医療

セクターなど専門家リソースの制約等から多少のずれはあるものの、おおむね重点課題に対

応したものであり、各セクターの開発状況を表す代表的データも改善していることが明らか

になった。

以上から、マクロ評価のレベルでは、JICAは、教育セクターにより援助の比重をかけるす

べきであったとの反省は残るものの、政府の重点セクターや自らの援助体制の長・短所（技術

協力・無償資金協力という援助スキームの性格、専門家リソース、日本の技術の比較優位性

など）を考慮しつつ、おおむね妥当な援助を行っており、JICAの援助はバングラデシュの開

発に着実に寄与している推測できる。そして、この援助の妥当性は、経済協力総合調査団及

び年次協議による政策対話、ドナー会合による情報交換・援助調整など、日本・JICAの効率

的援助実施に向けた努力の積み重ねが基礎になっていると思われる。

今後は、第2章の経済・社会評価軸での議論のまとめにも示したように、援助のモダリティ

の改善を含めて、より大きく、持続的な効果発生を指向し、援助戦略を柔軟に展開していく

ことが肝要と思われる。

1） 1973年から 1996年まで期間に関する JICAの援助額（技協及び無償）の対合計政府予算比率は 1.3％である。
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第 7章　プロジェクト評価

本章の目的は、プロジェクトレベルで援助案件の援助効果及び援助効果の促進に係る阻害要因

を把握することにある。つまり、前章までの分析でマクロ評価レベルでの JICAの援助の妥当性が

確認されたが、当然のことながら、個々の援助案件が実際に現場で効果を発していなければ援助

の妥当性は無いことになる。よって、個々の援助案件の効果の現状を本章で確認するとともに、援

助案件の形成・実施の改善に係る教訓の導出に向けて援助効果の促進に係る阻害要因を併せて把

握する。

手法としては、まず、7－ 1において事後現況調査及び開発調査実施済案件現況調査の結果を基

に援助案件の現況等を概観し、7－ 2において主要 8案件の評価 5項目による評価結果について略

述する。そして、それらをまとめて 7－ 3にプロジェクト評価の結論を述べることとする。

7－1 事後現況調査結果等から見た援助案件の現状及び援助効果の促進に係る阻害要因

（1）事後現況調査及び開発調査実施済現状調査の概要

JICAは援助案件のフォローアップ検討の資料とするため、「事後現況調査」及び「開発調査

実施済案件現状調査」の両調査を行い、援助終了後の案件の現況を把握している。

「事後現況調査」は過去に JICAが実施したプロジェクト方式技術協力及び単独機材供与並び

に JICAが基本設計又は実施促進を担当した無償資金援助（食糧増産援助を除く）の基本的にす

べての案件を対象に平成元年度から実施されている。案件終了後、何年目に調査を実施する

かについては変遷があるが、現在ではプロ技及び無償については案件終了後 2年目（第 1次調

査）及び6年目（第 2次調査）に、単独機材供与案件については案件終了後 6年目に調査を実施

している。調査結果では案件の現況は A（非常に良い）、B（良い）、C（一部不十分）及び D（不

十分）の 4区分にランク分けされ、運営経費、維持管理等の案件の自立発展に向けての問題点

等も記載されている。

事後現況調査は案件のカバー率が高いことから、同調査結果を分析すれば国ごとの案件の

現況を総括的に把握することができる。しかしながら、終了案件の現状把握を目的とする簡

易な調査（一案件当たりの調査期間は 1日程度）であり、また、Aから Dの案件の現状のラン

ク分けについても厳密な基準はなく、D区分はともかく、A・B・C間の区分については調査

者の主観に左右される部分も少なからずあることに留意する必要がある。

「開発調査実施済案件現状調査」は過去に JICAが実施した開発調査（資源調査を除く）の基

本的にすべての案件を対象に昭和 59年度（1984年）から実施されており、調査結果は開発調

査で提案した事業の実現度合いに応じて、フィージビリティ調査（F/S）の場合は「実施済」、

「一部実施済」、「実施中」、「具体化進行中」、「具体化準備中」、「遅延・中断」及び「中止・消
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滅」の7区分にランク分けされており、マスタープラン調査（M/P）の場合は「進行・活用」、「遅

延」及び「中止・消滅」の 3区分にランク分けされている。

（2）分析結果

上記両調査の分析結果をまとめたものが表 7－ 1である。

1） 事後現況調査結果によると対象 95件の案件終了後の平均経過年数は 6.5年であり、Aが

48.4％、Bが 31.6％、Cが 16.8％である。A及び Bで 80％、Cを加えると 96.8％となり、ほ

どんどの案件は当初の援助目標に沿った効果をあげており、特に供与された施設・機材は

よく使われている。また、同じ LLDCに属し、援助形態・内容が類似しているパキスタン、

ネパールにおける同調査結果と比較すると A評価の割合においてバングラデシュが 20％以

上上回っており、同レベルの国との比較においてもバングラデシュの援助活用度の高さが

表れているといえよう。

次に事後現況調査で指摘されている問題点であるが、43.2％の案件が運営経費又は供与

した施設・機材の維持管理に問題があると指摘されており、スキームではプロジェクト方

式技術協力（同 85.7％）、セクターでは医療分野（同 75.0％）が問題をもつ案件の割合が高い。

調査対象案件の平均終了後経過年数は6.5年であり、それ程長期ではないことから、さらに

終了後の経過年数が経つと問題をもつ案件割合は増加すると思われる。

また、特筆すべきことは、運営・維持管理に係る予算不足もしかることながら、供与機

材に係る維持管理・修理技術が移転されていない又はスペアパーツの入手ルートが確立さ

れいないと指摘された案件の割合が27.3％、全案件の 4分の 1以上に達しており、プロジェ

クト方式技術協力（同 42.9％）、医療分野（同 56.3％）ではその割合がずば抜けて高いことで

ある。供与機材の維持管理・修理技術の移転及びスパアパーツの入手ルートの確立は JICA

側の責任に属するものであり、新規案件では努力は払われているが、今後、過去の案件も

含めてフォローを検討する必要がある。

上記までの分析を踏まえると、援助終了後の案件について以下のような像が浮かびあ

がってくる。

「援助案件は当初の目的に添った効果をあげており、特に供与された施設・機材は良く使

用されている。しかしながら、機材については技術不足及び予算不足の両面から維持管理

に問題が多く、予算不足からバングラデシュ側による老朽化した機材の更新には大きな懸

念がある」

2） 開発調査実施済案件現状調査結果によると、開発調査で提案した事業の実現度は、F/S調
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査で 60％（「実施済み」から「具体化進行中」の案件の割合の合計）、M/P調査で 80％（「進行・

活用」の案件の割合）であり、開発途上国全体に係るデータ（F/S：58.2％、M/P：88.5％）及

び ASEAN諸国を除くアジア諸国のデータ（F/S：60.7％、M/P：89.7％）と同水準である。

F/S調査で提案した事業が実施された10案件（一部実施、実施中の案件を含む）のうち、バ

ングラデシュ側の自己資金で実施されたものは小規模案件 1件のみであり、その他はすべ

て日本の無償資金協力又は円借款により実施されている。また、「遅延・中断・消滅」案件

によると、提案された事業の実施が行われない理由は、事業のフィージビリティやプライ

オリティーに問題がある又は事業実施後の運営に不安要因があることから日本をはじめ援

助機関の資金協力が得られないなどである。

表 7－ 1
事後現況調査分析結果（単位は明示してある部分以外は％） （参　　考）

国　名 バングラデシュ パキスタン ネパール

スキーム別 セクター別

区　分 全　体
プロ技 無　償 単独機材 農　業 産　業 社会・医療

社会・教育
災　害

全　体 全　体

・上水

件　数 95件 7件 78件 10件 35件 17件 16件 8件 19件 81件 90件

協力後経過年数 6.5年 4.1年 6.9年 4.7年 6.9年 7年 6.9年 6.7年 4.5年 6.1年 5.6件

A 48.4 42.9 50.0 40.0 45.7 41.2 31.3 75.0 63.2 22.2 26.7

B 31.6 28.6 30.8 40.0 37.1 35.3 50.0 12.5 10.5 55.6 41.1

C 16.8 14.3 16.7 20.0 17.1 17.6 12.5 12.5 21.1 19.8 24.4

D 3.2 14.3 2.6 0.0 0.0 5.9 6.3 0.0 5.3 2.5 7.8

事後現況調査での問題点の指摘割合
問題点指摘計 43.2 85.7 38.5 50.0 40.0 41.2 75.0 12.5 36.8

運営経費不足 8.4 28.6 7.7 0.0 5.7 5.9 12.5 0.0 15.8

維持問題あり 34.7 57.1 30.8 50.0 34.3 35.3 62.5 12.5 21.1

　・技術不足 18.9 42.9 15.4 30.0 11.4 17.6 56.3 12.5 5.3

　・スペアパーツ入手ルート無 8.4 0.0 9.0 10.0 8.6 5.9 0.0 12.5 15.8

開発調査フォローアップ調査分析結果 （参　　考）

国・区分名 バングラデシュ 途上国全体 アジア

（ASEAN除く）

合計件数 25件 6件 14件 5件 1,517件 318件

F/S件数 20件 4件 12件 4件 967件 153件

　　実施済み 30.0 50.0 21.9 22.2

　　一部実施 15.0 25.0 50.0 17.0 19.6

　　実施中 5.0 5.3 14.0 15.0

　具体化進行中 10.0 16.7 5.3 3.9

　具体化準備中 15.0 25.0 50.0 18.6 19.6

　遅延・中断・消滅 25.0 50.0 25.0 23.3 19.6

M/P件数 ５件 2件 2件 1件 550件 165件

　　進行活用 80.0 100.0 50.0 100.0 88.5 89.7

　遅延・中断・消滅 20.0 50.0 11.5 10.3
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7－2 主要8案件に係る評価5項目による評価結果

（1）評価対象案件及び評価結果の概要

本評価では、主要 8案件に対してDACの評価5項目（実施の効率性、目標達成度、インパク

ト、計画の妥当性、自立発展性）の観点から評価を実施したが、評価対象案件リスト及び現在

の援助活用度から見た評価結果は表 7－ 2のとおりである。評価結果が「○」であっても下記

の「2.」に示すように、それぞれ援助効果の促進に係る阻害要因を抱えていることに留意する

必要がある。

なお、評価対象案件はバングラデシュ独立以後に実施された JICA案件のなかから、案件の

主要性、貧困・ジェンダーの観点からの分析可能性、重点セクター・援助課題間のバランス、

援助スキーム、過去の評価実績等を考慮して選定した。

また、評価対象案件のより詳細な情報は表 7－ 3、評価結果の要約は表 7－ 4のとおりであ

り、評価結果の詳細は「付属資料」に収録してある。

表 7－ 2

案　　件　　名 援助スキーム 評価結果（援助活用度）
1 農業普及計画 プロ技・無償 プロ技×、無償○

2 モデル農村 開発調査・無償・専門家・協力隊 ○

3 農村女性研修センター 無償・NGO連携 ○

4 飲料水施設整備計画 無償 ○

5 メグナ・メグナグムティ橋 無償 ○

6 ダッカ雨水排水施設整備計画 開発調査・無償 ○

7 下水道網整備計画 無償 △

8 多目的サイクロンシェルター 無償 ○

図 7－ 1　事後現況調査結果
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（2）評価結果等から抽出された援助効果の促進に係る阻害要因

主要 8案件の評価結果及び事後現況調査結果の分析から抽出された援助効果の促進に係る

阻害要因は以下のとおり整理できる。

なお、各評価対象案件に係る同阻害要因の詳細については表 7－ 5のとおりである。

1） 援助内容とバングラデシュ側のニーズとの不一致

「農業普及」では、日本とバングラデシュ側の案件実施意図の違いに起因する援助成果の

消滅が指摘されている。

2） 活動継続のための資金不足

「農業普及」では上記に述べた両国の案件実施意図の違いから、本来、JICA側が意図した

農業技術研究普及機関として運営予算確保がされていないと指摘されている。また、事後

現況調査結果の分析では対象案件の 8.4％（プロジェクト方式技術協力 28.6％）が運営経費の

不足の問題を抱えていることが明らかになっている。

3） ジェンダー配慮不足

「農村女性」では施設設計、「飲料水」では給水施設の設置場所に係るジェンダー配慮不足

が指摘されている。

4） 援助効果の促進に係る技術の移転不足

「飲料水」では上位目標を達成するうえでの技術的配慮不足が指摘されており、また、事

後現況調査結果で極少数の案件であるが供与機材を使用するうえでの技術不足が指摘され

ている。

5） 援助効果の促進の前提となる関連事業の支障

「農業普及」では技術普及の前提となる関連機関とのリンケージ不足、「下水道」、「モデル

農村」、「シェルター」、「メグナ橋」では援助効果を担保するうえでの政府の関連事業の実施

が不十分と指摘されている。

6） 施設・機材の維持管理の問題（責任・組織、経費、技術）

「シェルター」、「モデル農村」、「飲料水」では援助で建設した施設の維持管理責任・組織

が不明確であること、「モデル農村」、「飲料水」、「下水道」、「メグナ橋」では援助で建設し

た施設の維持管理経費が不足していること、「モデル農村」では援助で建設した一部の施設
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の維持管理技術が不足していること、「農村女性」では供与された機材が日本製であるため、

スペアパーツの入手が困難であると指摘されている。

さらに、事後現況調査結果の分析では対象案件の 34.7％が施設・機材の維持管理に問題

があることが明らかになっている。

7） 機材更新のための予算不足

事後現況調査結果では随所で将来の機材更新予算の確保が懸念されおり、また、この懸

念は同結果の分析により明らかになった維持管理の問題を抱える案件の多さにも裏づけら

れている。
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表 7－ 3　プロジェクト評価対象案件の詳細
農業セクター
＜農業普及＞

評価対象案件名 スキーム 協力年度
無償供与額

プロジェクト目的
（億円）

農業普及計画 プロ技 1975年度－ 1983年度 農業普及に係る技術・手法・資材の開発

中央農業普及技術開発研究所 無　償 1975年度－ 1976年度 10.10 及び普及

中央農業普及技術開発研究所 無　償 1981年度－ 1982年度 1.20

寄宿舎建設計画

実施機関名 中央農業普及技術開発研究所

＜モデル農村＞
モデル農村開発計画 開　調 1988年度－ 1989年度 農村地域の貧困軽減に寄与するため、農村イン

モデル農村開発計画 無　償 1991年度－ 1994年度 24.67 フラ整備、灌漑施設整備、農民組織強化等を通

協力隊 1993年度－ じて農村部住民の所得増加と雇用機会の創出を

実施機関名 農村開発局、地方自治技術局 図る。

社会セクター
＜農村女性研修センター＞
農村女性研修所設立計画 無　償 1985年度 2.60 農村女性研修センターにおいて、オイスカが農

（無償フォロー （1997年機材供与、 （無償フォロー 村女性の生産活動、社会活動への参加の拡大を

アップ） 1998年施設補修工事） アップ含まず） 促す研修活動を実施する。

実施機関名 女性児童省

オイスカとの NGO連携案件

＜飲料水施設整備計画＞
飲料水施設整備計画 無　償 1984年度－ 1988年度 60.00 プロジェクト地区の住民に対する安全で清潔な

実施機関名 地方自治・農村開発及び共同組合省公衆衛生技術局 飲料水の供給

産業セクター
＜メグナ・メグナグムティ橋＞
メグナ・メグナグムティ橋建設 開発調査 1983年度－ 1984年度 ダッカーチッタゴン間の交通のボトルネックの

計画調査 解消により、両都市間の旅客交通と貨物輸送の

メグナ河橋梁建設計画 無　償 1984年度 1.91 効率化を図り、経済の活性化及び成長を促進す

メグナ橋建設計画 無　償 1986年度－ 1990年度 79.57 る。

メグナグムティ橋建設計画 無　償 1990年度－ 1995年度 83.43

メグナ河護岸対策計画 無　償 1992年度 11.22

メグナ河護岸改修計画 無　償 1997年度 2.18

実施機関名 運輸省道路局

災害・環境セクター
＜ダッカ雨水排水施設整備計画＞
ダッカ市雨水排水施設整備計画 開発調査 1985年度－ 1987年度 堤防工事、排水路の改良、排水ポンプ場の建設

調査 等、外・内水対策事業を行い、ダッカ市内の洪

ダッカ市雨水排水施設整備計画 開発調査 1989年度 水を防止する。

調査・アフターケア

ダッカ市雨水排水施設整備計画

調査 無　償 1990年度－ 1990年度 22.47

実施機関名 ダッカ市上下水道公社（DWASA）

＜下水道網整備計画＞
下水道網整備計画 無　償 1987年度－ 1990年度 52.04 ダッカ市に下水処理場を建設し、放流河川の汚

実施機関名 ダッカ市上下水道公社（DWASA） 染を防止する。

＜多目的サイクロンシェルター建設計画＞
多目的サイクロンシェルター 無　償 1993年度－ 1995年度 17.71 40箇所のサイクロンシェルターを建設し、約

建設計画 30,000人の住民をサイクロンの被害から守ると

実施機関名 地方自治・農村開発・協同組合省 ともに、平時にはシェルターを小学校として活

用し、教育水準を向上させる。
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表 7－ 4　評価結果の総括一覧

農村普及
JICAによる協力が終了して 15年以上経過しているうえ、JICA協力終了後には、実施機関である中央農業普

及技術研究所（CERDI）は業務内容が研修事業に特化した役割をもつ機関に変更された。そこで、研修事業にお
いて、JICAの協力事業の効果が維持・継続（主として自立発展性）しているかどうか判断しようと考えた。しか
し、現地調査で確かめられたことは、CERDIの独自業務による実績が JICAの協力終了以降ほとんどない。すな
わち、CERDIの施設を利用して研修事業は行われているものの、その実態は、他の機関の予算を使用し、他の
機関の教官がやって来て、研修コースを実施している。つまり、場所と設備を提供しているにすぎないと言っ
てよい。このため、効果や自立発展性を評価することも困難である。
モデル農村

本プロジェクトの主要コンポーネントは、（1）道路の改善・整備、（2）グロースセンターの整備、（3）灌漑排
水施設の整備、（4）小学校の建設、（5）郡中央共同組合関連事業である。このうち、最も大きな効果をあげてい
るのは、道路の整備で、グロースセンターの整備も効果が大きい。灌漑排水施設の整備では、低揚程ポンプの
利用がかなり目標を達成している。小学校建設は、生徒数の増加に十分対応している。協同組合関連事業では、
バングラデシュ政府の支援及び JICA専門家や協力隊の活動が続いている間はよいであろうが、支援が終了し、
組合が独力で運営・維持管理する時には、持続性については不安が残る。
農村女性研修センター

農村婦人研修所において、オイスカが農村女性に対して、農村女性の生産活動、社会活動への参加の拡大を
促す研修活動を実施するというプロジェクト目標は達成された。上位目標である、農村婦人の生産活動と社会
活動への参加を促進するという側面については、プロジェクトは、おおむね寄与したと推定される。しかし、研
修生の研修受講後のフォローアップ調査が、オイスカによって行われていないため（バングラデシュ政府が本調
査団視察前にフォローアップ調査を実施したとのことであったが、集計が完了していなかった。このため、調
査のデータは入手できなかった）、その寄与については、十分に検証できなかった。

プラスの効果として特筆すべきは、バングラデシュ政府が本「研修所」の効果を認めて、国内に同様の目的を
もつ農村婦人研修所を 3か所設置したことである。プロジェクトの組織的自立発展性は、バングラデシュ政府
による「研修所」施設の改善の実績と「研修所」の職員の給与の支払いの人数的拡大等、バングラデシュ政府側の
コミットメントが明確に示されていることから、高いといえる。

財務的自立発展性は、バングラデシュ政府の女性児童省の予算獲得と執行のいかんにかかっており、現段階
では十分とはいえない。施設器材の自立発展性は、オイスカの努力により確保されている。

プロジェクト目標の設定は妥当であった。しかし、プロジェクト目標の達成が、上位目標の達成をもたらす
ことは、容易ではない。それは、女性の生産活動と社会活動への参加にネガティブに働くバングラデシュのジェ
ンダー状況が存在するためである。研修を受講した女性が研修によって身につけた技術知識によって生産活動
と社会活動へ参加できるようになるには、受講者が意識面でエンパワーメントできるような要素を研修に入れ
込む必要があるのではないかと考えられる。
飲料水施設整備

安全で清潔な飲料水の供給というプロジェクト目標は達成された。上位目標であるプロジェクト地区の住民
の健康の向上には、プロジェクトはおおむね寄与した。間接的な効果としては、女性の水汲み労働の軽減や住
民の生活の質の向上があった。プロジェクトの自立発展性は、給水施設の日常の維持管理を実施している
Pourashavasが予算、人員、技術力も不足しているため、低くくなっているが、日本のプロジェクト実施後に他
ドナーの援助の相乗効果を受ける等で組織的にはなんとか存続している。財務的自立発展性は、より多くの問
題を抱えている。それは、水道料金の未徴収や Pourashavas側の電気代の未払い、消費者へ供給する前の水の損
失である。施設、資機材の自立発展性は、建設から時間がたっているため、施設や機材の老朽化はあるが、維
持管理はきちんと行われている。プロジェクト目標は、当時はバングラデシュ政府は、国民に対する安全な水
の供給に強くコミットしており、日本に本プロジェクトの要請をあげてきたものであり、その妥当性は高い。計
画内容自体は、衛生施設（トイレ）の設置や衛生教育実施がなかったという点で、上位目標との妥当性は高いと
はいえない。
メグナ橋・メグナグムティ橋

本案件は、バングラデシュにおいて非常に高い評価を得ている。建設の是非やその影響を問う以前に、評価
対象である 2橋梁はバングラデシュの交通インフラとして不可欠であるという認識が、国民の間に非常に強い。
2橋梁は、現在も有効に活用されており、ダッカ－チッタゴン間の交通量も、2橋梁建設計画策定時点での予測
を上回る増加率で増加している。結果的に、日本によるインフラ分野への協力に対するバングラデシュ側の期
待を高めるという意味で、大きな影響を与えた協力案件である。周辺地域の住民生活にもダッカへの民間バス
路線の発達など好影響を与えたということができる。ただし、本件のような大規模インフラの設置にともなっ
て周辺に各種の影響を与えることから、今後は当該影響も考慮した対応も検討すべきであろう。
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ダッカ雨水排水施設整備計画
プロジェクトの目標は 3つの施策によって、内水を堤防外に排出し、ダッカ市内の洪水を抑止することを目

的としており、その目標は十分達成されている。効果は経済的にも社会的にもそれぞれ雇用の創出、市場の活
性化及び保健衛生上大きく寄与しており、自立発展性を促す意味では、バングラデシュ国内で調達不可能なス
ペアパーツのみを供与するものとし、計画の妥当性に関しては位置、規模、時期ともに妥当なものとして評価
できるものである。全体的な実施効率性についてはポンプ場、水門、排水路とも計画どおりの成果を示してお
り、ダッカ市民を悩ませ続けた冠水の被害は改善されたと判断できる。
下水道網整備計画

本プロジェクトの目標は適切な流下下水量をリフトステーションやポンピングステーションを用いて運び、
最終処分場であるパグラ下水処理場の改善を行い、下水を適切に処理することである。プロジェクト目標達成
度を測る指針として、下水処理後のBOD5（生物学的酸素要求量）と SS（浮遊固形物質）がどのくらい除去できた
かにかかっているが、BOD5と SSの両方ともに目標数値を上回る改善が見られ、プロジェクトの目標は達成さ
れたということができる。また、貧困問題、生活改善の視点からの効果として、建設工事は貧困層を中心に雇
用機会を与えるべく労働集約的な方法がとられ、建設資材はバングラデシュ国内から調達された。保健衛生面
では、BOD値が減少したことにより、処理水の放流先であるブリガンガ川への水質の悪化を防止する結果をも
たらしている。プロジェクト後の自立発展性については、パグラ下水処理場、ナリンダポンプ場、リフトステー
ションとも重大な問題はなく機能している。しかしながら、本プロジェクトの一環として下水処理場が整備さ
れたためその運営経費は以前より高くなっている。そのことにより、将来的に維持運営費用の欠乏により、施
設の維持管理に支障を来すことが懸念されている。下水処理場への下水の流入量は予測量の 50％～ 70％にとど
まっており、この原因として下水処理場までの途中の管渠において管渠自体のひび割れやゴミなどの堆積によ
る管渠の詰まりによって、漏水が多量に起こっているといったことが上がられる。管渠の整備・清掃はバング
ラデシュ側の責任事項であるが、同責任事項の不履行により本件の協力成果がフルに発現していないのは残念
である。
多目的サイクロンシェルター建設計画

プロジェクト目標達成度の見地から、直接目標であるサイクロンの被害を受けやすい高度危険地帯（HRA）の
住民 3万人の生命をサイクロン災害から守るという目標は、幸いなことに施設が完成してからまだ大きなサイ
クロン災害はないため定量的な判断は下せないが達成されたと考えられる。また、安全で快適な教育の場を提
供するという観点では生徒の出席率が平均約 20％上昇しており十分に評価できるものである。効果としては、
シェルターが完成して以来定量的な判断は下せないが、教育の振興という観点から生徒のみならず教師の出勤
率までも上昇し効果があったと推察できる。自立発展性という見地から教育施設として常時利用されているた
め、最低限の維持管理はなされていると推察できるが、シェルターとして機能させるための維持管理体制がい
まだ整っておらず、今後のバングラデシュ及び周辺住民の参加意識の高揚と、災害時の避難誘導等のプログラ
ムを住民参加型で行う必要がある。計画の妥当性についてはバングラデシュの災害援助の歴史上、災害の後に
シェルター建設ラッシュがあり、その 10年後に大きな災害に見舞われるというジレンマを幾度となく経験して
おり、非災害時におけるシェルターの利用方法が課題となっていたため、非災害時には学校として機能させる
という考え方は妥当なものであるといえる。実施効率性の観点から考えると、バングラデシュの維持管理技術
をかんがみ、仕上げ材料には特殊なものを利用せず、換気や照明施設は窓を増やし、自然光や自然換気に依存
するといったバングラデシュ側の維持管理に無理な負担をかけないように配慮するなど、実施効率を高めるた
めの様々な配慮がなされている。

日本の建設単価は他の機関と比べて 2倍になっている。日本の建設したシェルターの質が相対的に高いこと
は他の機関の行った比較評価調査で確認されているが、一方、インフラが絶対的に不足しており、質は並でよ
いから量を拡大してほしいとのバングラデシュ政府の強い要望もある。建設単価の改善には日本側も努力して
いるところであるが、今後、さらに質を保ちつつ、単価を下げる努力が必要であろう。
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表 7－ 5　主要 8案件の評価 5項目による評価結果及び事後現況調査結果の分析から得られた援助効果の促進に係る阻害要因

7. 施設・機材更新のため
の予算不足

農業普及

モデル農村

農村女性研修センター

飲料水施設

メグナ・メグナグムティ橋

ダッカ雨水排水施設
下水道網整備

多目的サイクロンシェルター

事後現況調査

1. 協力内容とバングラデ
シュ側のニーズの不一致

・JICA 側は「農業普及に
かかわる技術・手法・資
材の開発と普及」を目標
に協力を行っていたが、
バングラデシュ側の関
心は農業普及にかかわ
る政府職員の研修に
あったことから、プロ
ジェクト終了後、バン
グラデシュ側の運営予
算不足も合間って、「技
術・手法・資材の開発」
は実施されず、研修事
業に特化してしまった。

2. 活動継続のための運営
経費不足

活動継続のための資金不
足

8.4％（プロ技で28.6％）の
案件について運営経費不
足との指摘あり。

3. ジェンダー配慮不足

イスラム教国に設置され
るはじめての女性専用の
宿泊研修施設であるにも
かかわらず、施設設計に
ジェンダー配慮がなされ
ておらず、政府側の経費
で別途、施設を囲む壁等
を設置した。
水汲みは女性の仕事であ
り、また、女性は人目の多
いところでは水を汲みに
くいにも係らず、給水施
設の設置場所の決定にあ
たって、地域の女性の水
汲みの実態や女性の意向
が調査されていない。

4. 活用するための技術不
足

案件の上位目標である「住
民の水系伝染病の罹患数
と死亡数の減少」を達成す
るためには、地域内での
トイレの設置と衛生教育
を併せて実施することが
必要。

5. 活用の前提となる関連
事業に支障

日本側は協力拠点を農業
普及の中心センターとす
る予定であったが、協力
拠点と政府関係機関、農
業普及員と農民のリン
ケージ不足の問題があっ
た。

小学校を建設し、生徒数
が増加しても、政府の予
算不足から教員・運営経
費が増加しない。

橋の完成により予想以上
に交通量は増大し、交通
時間は短縮したが、ダッ
カやチッタゴンの入り口
付近に新たに渋滞が発生
し、橋建設による時間短
縮効果が相殺されている。

バングラデシュ側担当の
管渠整備・清掃が不十分
であることから下水処理
場の能力が十分活かされ
ていない。また、低所得者
は戸別に下水を引く費用
が負担できず下水を利用
できない。
キラ（シェルターと組に
なっている災害の際の家
畜の非難場所）の重要性が
認識されながら、政府側
の予算不足のため、シェ
ルターが出来ても建設さ
れていない。

（1）責任・組織

水路再掘削及び埋設パイ
プラインの維持管理組織
が形成されていない。

施設全般に維持管理機構
が弱い。住民に共同水栓
を維持管理使用とする意
識がない。

シェルターの行政体制・
維持管理体制がいまだ整
備されていない。

（2）経費

水道料金を十分に徴収で
きず自立発展できない。
飲料水給水施設：建設当
時、望ましい給水施設の
あり方（共同水栓、戸別水
栓）について住民の意見聴
取がなく、また、住民の負
担可能水道料について調
査がなかった。
政府はメンテナンスのた
めの十分な資金を確保し
ていない。現時点では料
金所運営の契約料金が通
行料徴収額より高く赤字
になっている。

下水の汚泥処理をする予
算が確保されていない。

（3）技術
（4）スペアパーツの入手

先不明

・供与された機材が日本
製であるため、部品の
入手が困難。

6. 施設・機材の維持管理に問題

34.8％の案件が維持管理又はスペアパーツに問題ありとされており、維持管理技術又はスペアパーツの入手ルー
トに問題があるとされてた案件が27.3％ある。
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7－3 プロジェクト評価結論

プロジェクト評価についは、「援助はおおむね予定どおりの効果を発現しおり、特に供与した施

設・機材はよく活用されているが、施設・機材の維持管理及び老朽化による更新など援助効果の

持続発展性の面で問題を抱えている」と総括できよう。

また、上記問題点を含め援助効果の促進に係る阻害要因は、主に、バングラデシュ政府の予算

不足による運営・維持管理・機材更新経費の不足や関連事業の遅延に起因するが、JICA側の案件

形成時の調査不足、維持管理技術やシステムの移転不足などに起因する部分も少なくない。

なお、従来からバングラデシュ政府が指摘している無償資金協力のコスト高の問題については、

多目的サイクロンシェルターの事例によると、無償資金協力で建設した施設は主に日本の受注企

業の管理費が高いことにより、コストは 2倍となっているが、建設された施設は相対的に質が高

いことが確認され、また、資機材の現地調達を進めるなどコスト低減の努力をしていることも明

らかになっている。
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第 8章　国別評価結果及び今後の援助の改善への教訓

8－1 国別評価結果

第6章のマクロ評価結果では、経済・社会の効率的発展の観点から政府・ドナーの重点セクター

及び重点課題の選定は 1980年代までの「国営企業による工業化」の部分を除いては妥当であるこ

と、JICAは「農業・農村開発」を中心に「運輸・交通」、「洪水対策」を重点セクターとして援助を

行っており、同セクターは政府・ドナーの重点セクターと一致すること、主要セクター内におい

て JICAの援助課題（案件）は、専門家リソースの制約等から多少のずれはあるもののおおむね重点

課題に対応したものであり、主要セクターの開発状況を表す代表的データも改善していること、

そして、この良好な結果はドナー会合による援助調整、経済協力総合調査団による政策対話など、

日本・JICAの効率的援助実施に向けた努力によりもたらされていることが明らかになった。

第 7章のプロジェクト評価では、援助はおおむね予定どおりの効果を発現しており、特に供与

した施設・機材はよく活用されているが、施設・機材の維持管理及び老朽化による更新など援助

効果の持続発展性の面で問題を抱えていること、また、同問題点を含め援助効果の促進に係る阻

害要因は、主にバングラデシュ政府の予算不足による運営・維持管理・機材更新経費の不足や関

連事業の遅延に起因するが、JICA側の案件形成時の調査不足、維持管理技術やシステムの移転不

足などに起因する部分も少なくないことが明らかになった。さらに、従来からバングラデシュ政

府が指摘している無償資金協力のコスト高の問題については、調査した事例ではコストは高いも

のの、建設された施設は相対的に質が高く、また、資機材の現地調達を進めるなどコスト低減の

努力をしていることが判明した。

以上から国別評価結果としては、これまで JICAはバングラデシュに対し、効率的援助の実施に

向け努力を続けるとともに、援助スキームの性格、専門家リソース、日本の技術の比較優位性な

ど自らの援助体制の長・短所を考慮しつつ、援助課題（案件）の選定、援助効果の発現の両面でお

おむね妥当な援助を行っており、JICAの援助はバングラデシュの開発に着実に寄与していると判

断できる。今後は援助の持続性の確保、案件形成・実施時からの貧困・ジェンダー課題への配慮、

貧困層への開発効果を指向した援助のモダリティの吟味等、更なる努力が必要と結論づけられる。

8－2 援助方針の改善に係る教訓

（1）今後の援助方向性1）

第 2章の表 2－ 23にまとめられているように、国家開発計画の重点課題は、時代とそれ以

1） ｢1.｣の部分は第 2章 2－ 4の再掲である。
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前の開発目標の達成度に応じて変化しているが、貧困撲滅や国民の基本ニーズの充足という

目標は開発計画の根底に流れ続けている。1997年から始まった第 5次国家開発計画の主要目

標も、所得水準の向上と基本ニーズの充足による貧困撲滅である。政府の市場における役割

を見直し、民間セクターを活用した、輸出主導の高経済成長をめざすという政府方針は、第

2章 2－ 1で紹介したハシナ首相の演説のなかに明白である。経済活動拡大による所得の高成

長達成と平行して、開発の果実が広く貧困層にいきわたることをめざした社会開発、貧困対

策も行うというものである。

この主目標を達成するための第 5次国家開発計画中の主要課題は以下のとおりである。

1） 開発の遅れた地域や農村部により多くの開発資源を割き、比較優位をもった（労働

集約的な）産業を開発し輸出向け生産を拡大させることによって、雇用増加、生産性

の向上をめざすこと。

2） 食糧自給達成と、高付加価値輸出農産物の多様化と増産。

3） 民間を中心とする経済成長に向けたインフラや他のサービスの充実。

4） 地方における生活水準の向上と地方の社会経済構造における平等性の確保をめざし

て、効率的な地方自治体を育て、地方レベルの開発プロジェクトの形成や施行を委

ねることにより、地方分権を推し進めること。

5） 初等義務教育と職業訓練を中心とする人的資源開発。

6） 持続的開発に向けた環境保護と、自然資源の最適利用率達成。

7） ジェンダー格差の解消に向けて、女子教育や職業訓練に重点を置き、所得獲得のた

めの女性の雇用機会を創出すること。

これら第5次国家開発計画における開発の重点課題は、8－ 2、8－ 3で指摘された開発課題

を大体において網羅しており、現存する開発ニーズをよくとらえているといえる。したがっ

て JICAとしては、世界銀行、アジア開発銀行、USAIDなど他のドナーとの援助政策の整合性

を図りながらも、この国家開発計画に示された重点開発課題と効率よく取り組んでいかねば

ならない。JICAには技術協力・無償資金協力の実施担当機関として、特に貧困撲滅に関し、

1）農村産業の振興、農村での識字教育、職業訓練を含んだ農村開発事業、2）農村の婦人就労

機会を増加させる研修事業、3）初等義務教育の徹底と、教育の質向上をめざした技術援助、4）

都市部での成人識字教育や、職業訓練、5）衛生サービスへのアクセスの向上をめざした事業、

6）地方自治組織の強化事業などの分野で NGOとの連携を進めるなどして、貧困層や貧困地域

をねらい撃ちした事業への参画と質の向上が望まれる。さらにこれからは、これらの貧困対

策へのミクロ的な取り組みに加えて、所得の持続的効率増加をめざした、マクロ経済政策へ
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の政策アドバイザー供給などの人材供給と、経済開発のソフト面でのノウハウ伝達をめざす

技術協力も必要となる。日本の有する強いエクスパティスは、輸出振興にかかわる製品プロ

モーション（商社業務）、貿易実務、貿易管理業務、中小企業金融、証券市場整備、運輸・通

信・エネルギーセクターなどの民営化、成長と平等の両立のための制度・政策など、決して

少なくはなく、欧米型よりも東アジア型の経済社会開発をめざしていると思われるバングラ

デシュ開発への寄与可能性は大きいといえるだろう。

（2）国別事業実施計画の検証と改善に向けての提言

ここでは、上記 1で提言した（第5次国家開発計画を踏まえた上での）今後の援助の方向性、

第 3章に示した今後の開発課題及びその他の本評価調査結果との整合性の観点から国別事業

実施計画で提示されている援助重点分野及び開発課題を検証するとともに、その改善点につ

いて提言する。

1） 国別事業実施計画の検証2）

国別事業実施計画は「①農業・農村開発と生産性向上」、「②社会分野（基礎生活、人的資

源開発）の改善」、「③投資促進・輸出振興のための基盤整備」及び「④災害対策」を援助重点

分野としているが、①及び②は「貧困撲滅」をめざしたものであり、③は「所得向上」をめざ

したものであることから、本調査団が示した今後の援助の方向性と一致する。また、同計

画で述べられいる①から③までに係る JICA協力の基本的な考え方も調査団の意見と軸を同

じくするものである。④については一致しないが、第 3章 3－ 4で述べたとおり災害は開発

の大きな阻害要因であり、また、日本が技術的に比較優位を有する分野であることから、重

点援助分野とすることに異論はない。しかしながら、近年、災害対策に対する他のドナー

の対応は積極的とはいえず、開発予算も減少していることに留意する必要がある3）。

各重点援助分野毎に設定されている開発課題の個々の内容についてはここでは改めて言

及しないが、同内容と調査団の示した今後の協力の方向性及び第 2章・第 3章で指摘した今

後の開発課題を照合した結果、前者は後者を網羅している。

以上のとおり本調査団としては、国別事業実施計画の援助重点分野・開発課題の設定は

妥当であると判断する。

2） 国別事業実施計画の改善に向けての提言

日本は「自助努力支援」の理念から援助に関し「要請主義」を採用しているが、それが時と

2） 付属資料「国別事業実施計画」参照
3） 第 6章・表 6・1・2「洪水・水資源」の欄参照
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して効率的に援助効果をあげるうえでネックとなると指摘されてきた。しかしながら、こ

れは何も日本に特殊なものではない。原則的には世界銀行（IDA）も ADBも、「加盟途上国

からの要請」がなければ、調査団一つも送れないようになっている。ただ実際の運用の仕方

が随分違う。世界銀行、ADBでは、自らの政策、専門能力、対話能力などを駆使して、途

上国とのニーズを引き出し、それに技術協力や資金協力を行うので、あたかも要請主義で

はないように見えるだけである。これは基本的には、日本側に政策・専門能力、対話能力

が欠けているための相違であった。事実、この点を認識してきた日本の援助手法は、近年、

大きく変貌しつつある。

JICAは国別事業実施計画を策定したが、これは国別の援助重点分野、同分野に係る援助

戦略を明確化し、効率的にセクター・プログラムレベルで定量的な援助効果をあげること

を目的としている。しかしながら、バングラデシュ政府はその開発予算の大部分を援助に

依存していること、日本・JICAの援助ボリュームが限られていることを考慮すると、日本、

ましてや JICAだけでセクター・プログラムレベルで定量的な援助効果をあげることは多く

の場合困難であり、JICAとしては援助重点分野において、国際協力銀行はもとより、世界

銀行（IDA）、ADB等の主要ドナーの動きを把握したうえでそれらと連携し、定量的な援助

効果をあげられるよう案件を形成・実施する必要がある。よって、国別事業実施計画の策

定にあたっては、政府のみならず主要ドナーの動向についても詳しく調査し、同計画で設

定する開発課題に取り組むうえで最も効果的な援助ポイント・援助形態をより吟味する必

要がある。

（3）援助の効率的活用に向けてのバングラデシュ政府への要望

バングラデシュの基本的な問題は、独立以後の、四分の一世紀以上の長きにわたって「政治

的安定」が確立されていなかったことであり、政府の政策の継続性のみならず、外国からの民

間投資誘致への主要障害の一つとなっている。よって、ドナーは共同して、バングラデシュ

政府の政治的安定を要求しており、1999年 4月 19、20日パリで開催されたドナー会議でも、

ハルタル（ストライク）の中止などの共同声明が発表された。ハルタルの実行日数は、1993年

は 18日、1994年は 38日、1995年は 96日であった。またハルタルによる経済的・社会的損害

額は 1日当たり 1,000万ドルという試算もある。（「通商弘報」1996年 2月 15日）。この試算を

用いると、ハルタルによる 1993年から 1995年の 3年間の損害総額は 152日× 1,000万ドル＝

15億ドルとなるが、この額は 1996年のドナーの全体援助額に相当するほどの大きさである。

このほか、政府のプロジェクト実施能力の強化、国営企業の民営化、金融制度改革など社会・

経済改革の基本となる問題点も、以前からずっと指摘されているにもかかわらず、なかなか

改善されない。援助が効果をあげるための環境づくりはバングラデシュ政府側の責任であり、
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最も大切な同環境は「政治的安定・経済政策の継続性」である。よって、この点をバングラデ

シュ政府に強く要望したい。

世界銀行・アジア開発銀行の援助方針

政府の第 5次国家開発計画には世界銀行（IDA）及び ADBの意向が色濃く反映されている。両銀行の援助方針

は政府と軸を同じくしており、援助目標は「所得水準の向上」と「基本ニーズの充足による貧困撲滅」である。政

府の市場における役割を見直し、民間セクターを活用した、輸出主導の高経済成長をめざすというものであり、

また、経済活動拡大による所得の高成長達成と平行して、開発の果実が広く貧困層にいきわたることをめざし

た社会開発、貧困対策も行うというものである。このとおり両者の援助方針はかなり似通っているいることか

ら、以下、両銀行の援助方針についてまとめてのべる。

まず、横断的に強調されていることは「政府への積極的政策提言、同政策実現のための援助条件の強化」と「市

場における政府の役割の見直し・明確化」である。前者は政府に積極的に政策を提言し、政府が明確に同政策実

施をコミットメントしたものにのみ援助するというものであり、1990年以前の政府追随型援助が必ずしも成功

しなかったことの反省に基くものと思われる。後者は民間主導の経済開発を徹底するとともに、開発促進に向

けての国内資源配分の効率化をめざしたものである。

また、他の横断的に強調されている点としては「各種行政制度の確立、透明性・効率性の確保」、「政府の政策

策定・実施能力の向上」、「現場・地方への政府の権限委譲（特に地方公共団体への住民サービスに係る予算・権

限の委譲）」があげられている。これらは両銀行の過去のバングラデシュに係る事業評価結果において、政府の

問題点として繰り返し指摘されている「各種行政制度の不備・未整備、それに起因する汚職」、「政策策定・実施

能力の低さ」、「権限の中央集中による意思決定の遅延」に対応するものである。

重点援助セクターとしては「所得の向上」に向けて「民間資本による輸出主導型経済成長」が掲げらえれてお

り、民間投資の呼びこみのためには効率的で透明性の高い関連制度の確立とインフラ整備が重要であることか

ら、金融（特に銀行、長期金融）・財政（特に税制）・産業制度（特に、投資促進、輸出振興）の整備とエネルギー、

天然ガス及び通信分野の国営企業の民営化が重点課題としてあげられている。

また、「貧困撲滅」に向けて農業（農村開発アプローチに重点）、保健医療（リプロダクティブヘルス、感染症、

子供の栄養改善）、教育（初等教育の質向上、中等教育の拡大）の強化が掲げれている。また、地下水のヒ素汚

染、森林伐採、土壌浸食、都市の特に貧困地域における人口増による環境悪化など環境保護・改善も援助課題

としてあげられていることに留意する必要がある。

出典 世界銀行　Partnership in Development, the Wold Bank's Assistance to Bangladesh
アジア開発銀行　Country Assistance Plan, Bangladesh（1999－ 2001）, November 1998

8－3 援助案件の形成・実施の改善に係る教訓

（1）援助効果の促進に係る阻害要因

プロジェクト評価結果により、援助効果の促進に係る阻害要因は以下のとおりであること

が判明した（第 7章 7－ 2参照）。

1） 援助内容とバングラデシュ側のニーズとの不一致

2） 活動継続のための資金不足

3） ジェンダー配慮不足

4） 援助効果の促進に係る技術の移転不足

5） 援助効果の促進の前提となる関連事業の支障
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6） 施設・機材の維持管理の問題

－ 1　責任・組織　　－ 2　経費　　－ 3　技術

7） 機材更新のための予算不足

（2）上記阻害要因の解消に向けての教訓

1） プロジェクトサイクルマネージメントの強化・住民参加・状況に応じた援助内容の再検

討・調整

問題の発生を事前に防止し、問題が発生したら迅速に改善するため、事前調査、案件実

施時のモニタリング・評価、フォローアップを強化すべきである。

特に、ジェンダーの観点も含め住民（援助の最終受益者）の要望・動向を適切に把握する

ため、案件形成時を中心に住民参加が不可欠であり、また、社会・経済状況の変化に応じ

て援助の中断・中止を含めて柔軟に援助内容を再検討することも必要である。

2） 無償資金協力の技術協力（又は無償ソフトコンポーネント）でのフォロー

事後現況調査の分析では 27.3％の案件が維持管理技術が不足しているか又はスペアパー

ツの入手ルートが未確立であった。また、維持管理体制について「多目的サイクロンシェル

ター」では未確立であり、「飲料水給水施設」では問題を抱えていた。これらは物の供与だ

けでなく、若干の維持管理に係る技術移転を付加すればかなり改善すると考えられる。

さらに、「飲料水給水施設」では上位目標が「水系伝染病の低減」であったが住民への衛生

教育に係る技術協力を付加すれば上位目標の達成がより確実になる。

3） 単独でも機能する案件の形成・実施

「下水道網整備」に見られるように政府担当の関連事業が実施されないことから援助案件

が本来の援助効果を発揮できないケースがみられる。よって、関連事業の実施が援助効果

発現に影響する案件を実施する場合は、同事業の実現見通しを入念に確認すること、関連

事業が実現しなくても最低限、援助効果の発現が確保できるよう案件形成を図ることが必

要である。さらに援助を開始したが関連事業の実施が危うい場合は援助を中断・中止する

というオプションも考慮する必要がある。

4） 維持管理の容易な施設・機材の供与

バングラデシュのような LLDC諸国は供与された施設・機材の維持管理コストを負担で

きない場合がほとんどであることから、供与施設・機材の設計・選択にあたっては、維持

管理に係るローカルコストが最小限となるよう配慮する必要がある。この点においては既
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に努力が払われてはいるがさらに努力を続けるべきである。

5） ローカルコストの支援

日本は「自助努力支援」を理念としており、援助を受けるにあたっては相手国側がローカ

ルコストを負担することとしているが、バングラデシュのような LLDC諸国は負担できな

いことから、必要と思われる援助でも着手されないケースが多く、さらに開発を遅れさせ

る結果となる。また、援助を行ってもローカルコストが負担できなければ移転した技術や

施設・機材は有効に活用されないこととなる。

よって、上記問題改善に向けて以下の二つを提案したい。

・収入確保システムの包含

「モデル農村」では供与した灌漑用ポンプを農民に貸し出し、貸出料をポンプの維

持管理経費にあてるとともに、協同組合活動資金の一部に充当している。この例の

ように、援助案件を形成する段階で収入確保システムを取り入れ、収入を維持管理

費用に充当するのも一案である。より具体的には職業訓練に係る援助の場合、当該

訓練センターで製品の生産を同時に行い、その収益をもって訓練を実施するケース

や訓練センターで民間企業向けの有料研修を行い収益を上げるなどの方法があり、

実際、NGO が行っている援助ではこの収入確保システムが実施されている例も多

い。

・最低限のローカルコストの負担

上記までローカルコストの低減や補填方法について提案してきたが、LLDCの場

合はそれでもローカルコストを負担できないケースも多いのが実情である。その場

合は、貧困対策や開発に不可欠な分野の援助案件については、一定期間のローカル

コストの負担も検討する必要があろう。

6） 無償・円借款以外で開発調査結果の事業化は望めない

過去に実施した F/S調査案件のうち、調査結果で提案した事業が実施された案件は 10件

であるが、バングラデシュ側の自己資金で事業が実施されたものは小規模案件 1件のみで

あり、その他はすべて無償及び円借款により実施されている。よって、過去の実績からい

えば、無償・円借款以外で開発調査結果の事業化は望めない。

7） NGOとの連携

前述したとおり、バングラデシュは「NGO大国」といってよいほど内外の NGOが活動し

ており、特に BRAC（ブラック）、PROSHIKA（プロシカ）、日本ではシャプラニールなどの
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大・中規模NGOは住民参加により社会開発案件を中心に着実に実行しおり、その分野での

知識と経験を蓄積している。既に他の主要ドナーは NGOと連携して援助を実施しており、

国際協力銀行も援助案件の実施などに NGOを活用している。

21世紀に向けての ODA改革懇談会や1995年の DAC対日援助審査で提唱されているよう

に、住民（援助の最終裨益者）のニーズにマッチし、社会・ジェンダーに配慮した援助を効

率・効果的に行うためには、住民参加型の援助に豊富な知識と経験を有するNGOとの連携

が極めて有益である。貧困対策などの社会開発分野は JICAの援助重点分野であるにもかか

わらず、JICA側に人材・援助のノウハウの蓄積が少ないことから特に必要であろう。現地

調査の際、バングラデシュの NGOの連合組織である ADABの事務局長は、JICAとの連携

に関し、（案件実施の手足となるのではなく）案件の形成から実施・評価に至るまでパート

ナーとして参加したいとコメントしていた。

また、具体例では、飲料水給水施設の案件形成の際、NGOと連携し住民参加型でニーズ

を汲み上げる、施設建設後、開発パートナーシップ又は開発福祉で NGO に衛生教育プロ

ジェクトを実施してもらうなどが考えられるであろう。

（3）バングラデシュ政府援助受入窓口機関からの要望

本調査団は、ダッカ滞在中に 2度、大蔵省経済協力局（Economic Relations Division：ERD）の

次官補（Additional Secretary）、Mr. Suhel Ahmedと面談したが、彼が率直に語ってくれた「日本

ODAへのコメント」を要約すると以下のとおりである。

日本の ODAは、金額的にもトップだし、ODAの関係者は親切、かつ、アジア的配慮もあ

る。一度合意したことは、必ず着実に実行する。欧米ドナーのように条件を多くつけること

もなく、大いに感謝している。しかし、以下の 3 点が問題点と思っている。何回か JICA や

OECF、大使館の方にも訴えるが、なかなか十分な回答や改善が見られない。

1） 日本 ODAプロジェクト（物品など）のコストが高い。例えば、サイクロン・シェルターを

つくるとき、1戸当たりの単価が、他のドナーの 1.5～ 2.0倍ほど高くつく場合が少なくな

い。日本人は「クオリティーがよいはず」というが、必ずしも要求されない高い品質がそれ

ほど大事なのか疑問である。

2） 無償プロジェクトで、バングラデシュ政府の知らない請負業者を日本側が勝手に選んで

くることがある。「無償だから高くてもよい」という考え方は、日本人の税金を使っている

以上、正しくないと思う。ローカル請負業者や NGOとのジョイント・ベンチャーなども、
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考えていただければありがたい。

3） バングラデシュ政府が日本に要請したプロジェクトのうち、採択の返事があった以外の

プロジェクトについては、採否に回答がないまま1～ 2年又はそれ以上も待たされることが

ある。その後に「不採択」といわれた場合、政府としては希望する事業が数年遅れることに

なる。もっと早く「不採択」の返事をもらっていたら、他のドナーに要請することもできる

のにと思う。

（1）及び（2）については、前述されているサイクロンシェルターの日本の建設コストは他の

機関と比べて 2倍になっている。日本の建設したシェルターの質が相対的に高いことは他の

機関の行った比較評価調査で確認されているが、一方、インフラが絶対的に不足しており、質

は並でよいから量を拡大してほしいとのバングラデシュ政府の強い要望もある。建設単価の

改善には日本側も努力しているところであるが、今後、さらに質を保ちつつ、単価を下げる

努力が必要であろう。

（3）については、要請側としては最もな意見である。早急な改善が望まれる。

（4）ADB案件評価からの教訓

ADB は 1996 年 12 月 31 日までに完成した 43 プロジェクトの完成評価報告書（Projec t

Performance Audit Report：PPAR）と21プロジェクトの完成調書（Project Completion Report：PCR）

を分析した「総合評価報告書」を 1997年 10月に作成している。分析の結果から得られた援助

効果をあげるための教訓は、バングラデシュ政府の政策・事業実施能力の低さによる援助案

件運営・援助効果発現に対する悪影響を避けるうえで有益であることから以下に掲載する。

1） 援助案件形成にあたっては、案件の対象とする分野の制度環境、実施機関の実施・維持

管理能力に係る適切・厳密な評価が必要。

2） 援助案件の効率的効果発現のために必要な制度改正・組織運営改善は案件を採択する前

に政府に実行させるべし。

3） 政府が実施機関に調達・事業運営の意思決定権をなかなか与えないのがバングラデシュ

の基本問題。それが事業運営の遅れ・弱さの原因である。

4） 制度が弱いので、複数のセクターにわたる案件、被益者の複雑な案件は避けるべし。

5） 高い援助効果を確保するためには、事前に入念な政策・セクター分析を行い、援助のオ

プションを比較検討する必要あり。

6） 案件形成・実施時から案件終了後も持続する管理・予算確保体制づくりが必要。
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7） 適切な技術選択、運営、維持管理、収益確保、自立発展性に向けて、案件形成・実施時

の「住民（被益者）参加」が重要。

8） 特に複数のコンポーネントを含む案件、初期の案件実施の遅れには、プロジェクトの初

期の段階での調査団派遣が重要。





付　属　資　料

主要 8案件に係る評価結果の詳細
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